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（注）１．別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「当社」はチャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッドまた文脈に応じてチャイナ・テ

レコム・コーポレーション・リミテッド及びその子会社を指す。当社の設立以前の時点に関する「当社」という用語は当社の前身である法人

が従事し当社が継承した事業を指す。

別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「当グループ」とは、チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド及びその子会社を指

す。

別段の記載がある場合を除き、本書に記載の「中国電信集団有限公司」は、中国電信集団有限公司（チャイナ・テレコミュニケーションズ・

コーポレーション）をいい、文脈上別段の解釈が必要でない限り、そのすべての子会社を含む。

２．本書の目的上、「中国」は中華人民共和国を指し、「政府」は中華人民共和国政府を指す。別段の記載がある場合を除き、本書に記載の中国

及び中国に関する記述は香港特別行政区、マカオ特別行政区及び台湾には適用されない。

３．「香港ドル」は香港の法定通貨を指す。本書において記載されている香港ドルから日本円への換算は、１香港ドル＝16.42円（株式会社三菱

ＵＦＪ銀行が発表した2022年４月28日の対顧客電信売買相場の中値）の換算率により行われている。

４．「人民元」は中国の法定通貨を指す。本書において記載されている人民元から日本円への換算は、１人民元＝19.56円（中国外国為替管理局

が発表した2022年４月28日の基準為替レートに基づく）の換算率により行われている。

５．当社の会計年度は暦年である。

６．本書の表で計数が四捨五入されている場合、合計は計数の総和と必ずしも一致しない。
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第一部【企業情報】
 

第１【本国における法制等の概要】
 

１【会社制度等の概要】

 

（１）【提出会社の属する国・州等における会社制度】

中国会社法、証券法、海外上場特別規定及び必須条款

　中国において設立され、香港証券取引所及び上海証券取引所上場の株式会社として、当社は中国の以下の４つの法令に服

する。

・「中国会社法」　1993年12月29日に全国人民代表大会常務委員会（略称：「NPC」）により公布され、1994年７月１日か

ら施行された。2005年10月27日、第10期全国人民代表大会常務委員会は修正された新会社法を可決し、これは2006年１

月１日から施行された。2013年12月28日、第12期全国人民大会常務委員会において、会社法の修正が可決された。これ

は2014年３月１日に施行された。2018年10月26日、第13期全国人民大会常務委員会は会社法の修正を可決し、これは同

日付で施行された。

・「中国証券法」　1998年12月29日に全国人民代表大会常務委員会により交付され、1999年７月１日から施行された。

2005年10月27日、第10期全国人民代表大会常務委員会は修正された新証券法を可決し、これは2006年１月１日から施行

された。2013年６月29日、第12期全国人民常務委員会は証券法の修正を可決し、同法は同日施行された。2014年８月24

日、同法は更に全国人民代表大会常務委員会の決定により、(中国証券法を含む)保険法及びその他４つの法律が改正さ

れ、同日付で施行された。2019年12月28日、第13回全国人民代表大会常務委員会は修正された新証券法を可決し、これ

は2020年３月１日から施行された。

・The Special Provisions of the State Council Concerning the Floatation and Listing Abroad of Stocks by Limited Stock

Companies（略称：「海外上場特別規定」）は1994年８月４日に国務院が承認し、発効した、及び

・The Articles of Association of Companies Seeking a Listing Outside the PRC Prerequisite Clauses（略称：「必

須条款」）は、国務院証券委員会(現中国証券監督管理委員会（略称：「CSRC」)及び中国国家経済体制改革委員会（現

中国国家発展改革委員会（略称：「NDRC」）が共同で1994年８月27日に公布し、発効した。海外上場の株式会社として

当社は定款にその規定を盛り込む必要がある。

 

　以下は当社に適用される中国会社法、証券法、海外上場特別規定及び必須条款の概要である。

 

設立

　株式会社は２名以上200名以下の発起人により設立でき、少なくとも発起人の半数は中国内に居住していなければならな

い。海外上場に関する特別規定に従い、国有企業又は国有資産が主要な位置を占めている企業は関連法規に従い、海外投資

家に株式が発行できる株式会社に再編することができる。かかる経緯で再編され設立される会社の場合には、５名未満の発

起人により設立することができ、設立後は新株式を発行できる。当社は中国会社法の下で株式会社として設立されている。

これは、当社が法人であり、当社の登録資本が等額面価額の株式に分割されていることを意味する。当社の株主の義務は彼

らが保有する株式の金額に限定され、当社は当社の債権者に対して当社総資産と同額の責任を負う。

　中国会社法に基づき、当社は他の企業に投資をすることができるが、法が定める以外は当社の投資に対して連帯責任を負

うものではない。

　発行株式が全額払込まれてから30日以内に発起人は設立総会を招集し、設立総会の15日前までにその開催日につき全ての

引受人へ通知をなすか公告を行う。設立総会は、会社議決権の50％超を表章する株式を所有する株主の出席をもってのみ開

催される。設立総会においては、発起人が提案する定款案の採択及び会社取締役会及び監査役会の選任等の事項が議案とな

る。決議はすべて、議決権の過半数を有する株式引受人が出席している総会の承認を必要とする。

　設立総会終了後30日以内に、取締役会は登録機関に会社設立の登記を申請する。所管する工商管理局から登記の承認が与

えられ、営業許可が発行された後、会社は正式に設立され、法人としての地位を持つ。公募により設立された会社は、記録

のために国務院の関連登録機関証券管理部門に株式募集記録を提出する。

　株式会社の発起人には、（ⅰ）会社が設立出来なかった場合、設立過程において発生した費用及び債務の支払につき連帯

責任を負い、（ⅱ）会社が設立出来なかった場合、預かり期間中の銀行金利での利息を含めて払込金額の引受人への払戻し

につき連帯責任を負い、さらに（ⅲ）会社設立過程において発起人の過失の結果会社が蒙った損害につき責任を有する。

1993年４月22日付けで国務院が公布した株式の発行及び取引の管理に関する暫定規定（この規制は中国内の株式の発行及び

取引並びにその関連業務のみに適用される。）に従い、会社が募集により設立される場合、かかる会社の発起人及び取締役
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は、目論見書に署名をし、目論見書に誤った又は深刻な誤解を招く表現が含まれないよう、また重要情報の脱落がないよう

確認し、目論見書の内容の正確性につき責任を引受けることを要求される。

 

設立過程

　国家経済貿易委員会（現中華人民共和国商務部）から承認を受けた後で、当社の取締役会は承認証書、会社定款及び資本

証明報告書を含む申請書を、国家工商行政管理総局に提出した。国家工商行政管理総局は2002年９月10日に当社の事業免許

を発行した。

 

登録資本

　当社登録資本は北京市場監督管理局に登録された払込済資本と同額である。

 

株式の割当て及び発行

　当社株式の発行はすべて、透明、平等及び公平の原則に基づく。同種の株式は同等の権利を持たなければならない。当社

株式の各発行に関し、各株式への割当て条件（引受価格を含む。）は同種の他の株式と同一でなければならない。当社は株

式を額面価格又は割増価格で発行することができるが、額面以下で発行することはできない。

　当社は海外の一般公衆に当社株式を売出すにはCSRCの承認を得なければならない。海外上場に関する特別規定に基づき会

社は、証券委員会の承認を得て、引受けられた株式数を計上した後、発行予定の海外上場外国投資株式の総数の15％以下を

留保することに、海外上場外国投資株式の発行に関する引受契約において、同意できる。

 

記名式又は無記名株式

　発起人は現金で又は現物又は知的所有権、土地利用権若しくは評価可能かつ法的に譲渡可能なその他の資産により資本拠

出をなすことができる。当社が外国投資家に発行し海外で上場されている株式は、記名式に限られ、人民元建てで外貨によ

り引受ができる。香港、マカオ及び台湾地域からの投資家により購入され、香港で上場されている株式は、「海外上場外国

投資株式」のひとつの形式として知られる。

　当社は記名式株式で発行されたすべての株式の株主名簿を維持することを求められる。株主の詳細、各株主が保有する株

式数、及び株主が当該株式の所有者になった日などの情報を名簿に記載することが要求されている。

　当社はまた、発行済み無記名式株式の金額、各無記名株式の通し番号、各無記名株式の発行日を記録するよう定められて

いる。

 

株式資本の増加

　当社は新株発行につき株主の承認を得なければならない。株主が新発行を承認した後で、当社は国務院の証券監督管理部

門の承認をも得る必要がある。当社が新株式の引受けを完了した後で、当社は北京市場監督管理局に登録株式の増加を登録

し、公告をしなければならない。
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株式資本の減少

　当社は当社の登録資本を以下の手続きに従い減少することができる。

・当社は現在の貸借対照表と財産目録を作成する。

・当社株主は株主総会において登録資本の減少を承認する。

・当社は減資を承認する決議の可決後、10日以内に資本減少につき当社債権者に通知し、30日以内に新聞紙上に減資の公

告を掲載する。

・当社債権者は法定の期間内に、当社に債務の支払又は債務に対する保証の提供を要求できる、及び

・当社は北京市場監督管理局に登録資本の減少を登記する。

 

株式買戻し

　会社は、以下のいずれかの場合以外の場合において自社株式を購入することはできない。（ⅰ）自社登録資本を減少させ

る場合、（ⅱ）自社株式を保有する他の会社との合併の場合、（ⅲ）従業員による株式所有制度又は株式報奨制度を実施す

る場合、（ⅳ）合併及び株主総会の分割決議に反対する株主が会社による株式購入を要求する場合、（ⅴ）上場会社が発行

した転換社債と交換する場合、（ⅵ）上場会社が当該会社及びその株主の価値を維持する場合である。上記（ⅰ）及び

（ⅱ）の理由で自社株式を購入するためには、会社は株主総会の決議により承認を受けるとされる。上記（ⅲ）、（ⅴ）及

び（ⅵ）の理由で自社株式を購入するためには、会社の定款に定められるとおり、取締役会に出席する取締役の３分の２以

上による賛成多数又は株主総会における承認が必要とされる。（ⅰ）の場合、会社は購入後10日以内にその購入株式分を消

却しなければならず、（ⅱ）及び（ⅳ）の場合、株式は６ヶ月以内に譲渡又は消却されなければならない。（ⅲ）、（ⅴ）

及び（ⅵ）の場合における自社株式の購入は、会社の発行済株式総数の10％を越えてはならず、株式は３年以内に譲渡又は

消却されなければならない。

　（ⅲ）、（ⅴ）及び（ⅵ）の場合、上場会社は、証券取引所において株主に対する公開買付の手段により、自社株を購入

しなければならない。

必須条款によると、当社は当社定款に従って行為し、関係監督当局から必要な承認を得る必要がある。当社は当社株式を

株主への一般申込みにより買戻し、又は証券取引所を通じ、若しくは市場外契約により買入れることができる。

　当社株式買戻し後、当社は買戻した株式を消却し、登記明細を変更し、10日以内に公告を発行することを求められてい

る。

 

株式の譲渡

　当社株式は、中国証券法及び海外上場特別規定のような適用法令に従い譲渡することができる。

　当社設立時に中国電信集団有限公司（チャイナ・テレコミュニケーションズ・コーポレーション）に発行された株式は、

証券取引所での募集開始後１年間は譲渡できない。上記の制限に加え、当社取締役、監査役又はマネージャーは、彼らがそ

れぞれの職にある間は毎年その保有株式の25％のみを譲渡することが可能であり、退職後半年間はその株式を譲渡すること

ができない。

　中国会社法は個人株主の株主比率を制限しない。

 

株主

　中国会社法及び必須条款の下では、当社株主は以下の権利を有する。

・株主総会に本人又は本人に代わり代理人が出席し議決権を行使する。

・当社定款、株主総会議事録及び財務報告書を検査し、提案をし、当社業務に関する質問を行う。

・関連法規に従い、香港証券取引所又は上海証券取引所において株式を譲渡する。

・当社清算の場合、剰余財産の比例按分割合を受ける。

・株主総会又は取締役会で可決された決議の手続きが適用法規、管理上の規制又は定款に抵触する場合、あるいは株主総

会又は取締役会で可決された決議の内容が定款に抵触する場合、人民法院に訴訟手続きを提起する。

・取締役又はマネージャーの行為が法規、行政上の規制、又は定款に違反する場合、あるいは、かかる人員が職務の遂行

の結果として会社が損害を被った場合、取締役又は上級管理者に対して訴訟を起こす。

・所有株式に按分比例して会社終了時の剰余財産を受ける、及び

・会社定款に記載のその他の株主の権利。

　株主の義務には会社定款に従った義務、申込み株式に関する申込金の支払義務、株主が引受ける株式に関して支払うこと

を同意した申込金の範囲で会社の債務及び負債に責任を持つ義務、及び適用法、行政上の規制、又は会社定款に記載の株主

のその他義務がある。

　当社株主の責任はその保有する株式の金額に限定される。
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株主総会

　当社株主は株主総会で以下の権限を行使できる。

・当社の運営方針及び投資計画の決定。

・当社取締役及び従業員代表ではない監査役の選任及び解任並びに取締役及び監査役の報酬に関連する事項の決定。

・取締役会及び監査役会の報告の検討及び承認。

・当社年間予算、最終決算及び年次報告書の検討及び承認。

・利益分配計画及び損失回収計画の検討及び承認。

・株式資本の増減及びいかなる種類株式、ワラント又はその他類似した有価証券の発行の承認。

・当社の合併、分割、解散及び清算又は会社形態の変更の承認。

・債券発行の承認。

・当社にサービスを提供する会計事務所との契約、解任又は非更新の承認。

・当社定款変更の承認。

・議決権を有する当社株式の３％以上を保有する株主により提出された提案の検討及び承認。

・基準を満たす保証の検討及び承認。

・１年以内における直近の監査済総資産の30％を超える重要な資産の購入又は処分に関する事項の検討及び承認。

・収益の使途の変更に関する事項の検討及び承認。

・株式報奨制度の検討。

・法律、行政上の規則、部門規則、関連する規制文書及び当社の株式が上場されている場所の証券監督当局の要件に基づ

き株主総会で承認される関連当事者間取引の検討及び承認。

・その他のいかなる項目も、適用法、行政上の規制、部門規則、関連する規制文書、当社の株式が上場している証券取引

所規則又は定款に則り、株主総会にて株主による決議で可決される必要がある。

 

　株主総会には年次株主総会と臨時株主総会がある。年次株主総会は毎年１回開催しなければならない。当社取締役会は、

以下のいずれかの状況が発生した後２ヶ月以内に臨時株主総会を招集しなければならない。

・当社取締役の人数が当社定款記載の数の３分の２又は中国会社法に定める数を下回った場合。

・未回収損失が当社払込済資本総額の３分の１に達した場合。

・当社株式の10％以上の所有者（単独又は集合として）による請求がある場合。

・当社取締役会又は監査役会が係る総会が必要であるとみなした場合、又は

・その他当社定款の定める事由のある場合。

 

　当社株主総会は取締役会が招集し、取締役会会長が議長を務める。中国会社法に基づき、当社は、年次株主総会の場合は

20日以上前まで又は臨時株主総会の場合は15日以上前までに書面による通知をなす義務があり、この通知には検討事項及び

総会の日時と場所を明記しなければならない。当社が無記名株式を発行している場合、当社は株主総会開催日の遅くとも30

日前までに公告をする義務がある。議決権の３％以上を所有する当社株主は、年次株主総会で検討すべき議案を書面で提出

する権利があり、当社は株主総会の議事で決定すべき権限の範囲内の決議案は含めなければならない。

　　株主総会に出席した各株主は、所有する各株式につき１議決権の権利がある。株主は代理人を指名して自己を代理して

株主総会に出席させ、議決権を行使できる。株主総会に提案される普通決議は本人又は代理人が総会に出席している株主に

よる投票の半数以上により可決される。ただし、特別決議及び以下の決議は本人又は代理人が総会に出席している株主によ

る投票の３分の２以上の投票により承認されなければならない。（ⅰ）定款の変更、（ⅱ）合併、分割、解散又は会社構造

の変更（ⅲ）資本の増減又は種類株式、債券及び証券の発行、及び（ⅳ）その他、その性質から会社としての当社に大きな

影響を与える可能性があるため、特別決議で採択すべきであると株主が普通決議で決議した事項。

　種類株主の権利の修正又は廃棄の場合、必須条款により、当社は種類株主総会を開催することが求められる。Ａ株式の所

有者とＨ株式の所有者は異なる種類の株主とみなされる。

 

取締役

　当社の定款の規定により、当社の取締役会は12名の取締役により構成される。当社取締役の任期は定款により決定される

が、３年を超えてはならない。当社の取締役は再選されれば何期でも連続して務めることができる。当社取締役会は以下の

権限を行使できる。

・株主総会の招集及びかかる総会における株主への業務報告。

・総会において株主が可決した決議の実施。

・当社事業計画及び投資スキームの決定。

・当社の年次予算及び最終会計計画の策定。

・当社利益処分案及び損失回復計画の策定。
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・当社登録資本の増減計画及び債券発行計画の策定。

・合併、分割、解散又は組織変更の計画の策定。

・当社の内部統制組織の構築に関する決定。

・当社マネージャーの選任又は解任及びその報酬の決定並びに、当社マネージャーの指名に基づく副マネージャー及び財

務会計責任者の選任又は解任の決定。

・当社の基本的経営体制の策定、及び

・その他当社定款の定める義務及び権限の行使。

　

取締役会

　当社取締役は毎年最低２回、定期取締役会を持つ。定期取締役会の通知は開催日の少なくとも10日前までになされるもの

とする。当社取締役は臨時取締役会の通知期限と方法につき定めることができる。

　当社定款は会議招集のためには、当社取締役の過半数（当社定款に基づき、その他の取締役を代表して取締役会に参加す

ることを任命されたいかなる取締役を含む。）が出席することを求めている。取締役は本人又は他の取締役をその代理人に

指名して取締役会に出席することができる。取締役又は他の取締役が契約、取引、取決め又は取締役会の承認を必要とする

その他の事項に関して実質的に利害関係を有している場合、関係取締役は取締役会で当該事項には投票せず、会議の定足数

にも勘定されない。取締役会決議はすべて、取締役の過半数の賛成票により可決されなければならない。決議に対する賛成

票及び反対票が同数であった場合には、取締役会長が決定投票を投じる権利を有する。取締役会で可決された決議はすべ

て、関連する会議の議事録に記録されなければならず、議事録は会議に出席した取締役及び議事録を記録した者により署名

されなければならない。取締役会決議が適用法令又は当社定款に違反し、会社としての当社に重大な損害を及ぼす結果と

なった場合、議案可決に参加した取締役（決議に反対票を投じ、かかる反対票が当該議事録に記録された取締役を除く。）

は、個人的に会社に対し責任を有する。

 

取締役会会長

　当社の会長は取締役会により選任されるが、過半数の取締役の承認を得なければならない。会長は当社の法的代表者であ

り、以下の権限を行使できる。

・株主総会の議長となる、また取締役会を招集しその議長となる。

・取締役会決議の実施を審査する。

・当社発行の株券及び社債に署名する、及び

・取締役会に授権されたその他の義務

 

取締役の資格

　中国会社法は、以下の者が当社取締役に就任できない旨規定している。

・民事責任を負うことができない又は同責任を負うに関して限られた能力しかもたない者。

・贈収賄、買収、財産流用、又は社会経済秩序を乱した罪により有罪判決を受け、その刑の執行が終了した日より５年を

経過していない者。

・政治的権利を剥奪され、かかる剥奪の終了時から５年を経過していない者。

・管理不行届きにより破産した、及び清算された会社又は企業の元取締役、工場マネージャー又はマネージャーで、かか

る会社又は企業の破産及び清算に関し個人的に責任のある者で、かかる会社又は企業の清算終了日から３年を経過して

いない者。

・不法な営業により事業免許を取消された企業の法的代表者及びかかる取消しに個人的に責任のある者で、かかる取消し

から３年を経過していない者、又は

・期限が到来しても返済をしていない比較的高額の借金を負う者。

　会社が上記の規定に従わずに取締役を選出・任命する場合、かかる選出又は任命は無効とされる。上記「民事責任を負う

ことができない又は同責任を負うに関して限られた能力しかもたない者」に該当する現役取締役は、その職を解雇される。

　取締役として行為する上でのその他の欠格事由は、当社定款及び必須条款に定められている。

 

監査役会

　当社は、３名以上の監査役による監査役会を確立することを要求されている。監査役会は以下の事項に関し責任を持つ。

・当社の会計検査。

・当社取締役及び上級管理職の監督、同取締役及び上級管理職が関連法規及び当社定款に従い職務を遂行しているかの確

認及び同取締役及び上級管理職の更迭の提案。

・当社利益に悪影響を及ぼす行為を修正するよう当社取締役及び上級管理職に要請する。
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・取締役会が株主総会に提出する予定の財務諸表、事業報告書、利益分配計画及びその他財務諸表を確認し、かかる書類

につき疑問がある場合、疑わしい書類の検証にあたる補佐に公認会計士及び開業会計監査人を当社の代理として任命す

る。

・臨時株主総会の招集の提案。

・株主総会における決議の提案。

・当社取締役又は上級管理職の行為が法律、行政上の規制又は当社定款に違反する場合、若しくはその職務遂行の結果当

社が損害を被る場合の、当該取締役又はマネージャーに対する訴訟の提起、及び

・当社定款に特定されたその他の義務の遂行。

　監査役はオブザーバーとして当社取締役会に出席することができ、取締役会決議に対し質問又は提案をすることができ

る。

　当社定款に基づき、監査役会決議の通過には当社監査役の３分の２以上の賛成票を必要とする。

　当社監査役会の構成員は、当社従業員により選任された代表者及び当社株主総会により選任された代表者を含む。取締役

又は上級役員は監査役を兼任することはできない。当社監査役の任期は３年で、再選されれば何期でも連続して務めること

ができる。当社定款及び必須条款が定めるところの取締役として行為する上での欠格事由は、監査役にも該当する。

 

マネージャー及び役員

　当社は、取締役会が指名し、また解任できるマネージャーを置くことを義務付けられている。当社マネージャーは取締役

会に対し責任を負い、以下の権限を行使できる。

・当社の生産、業務及び管理を監査し、取締役会決議を実行する。

・業務及び投資計画の実施を手配する。

・当社内管理構造を確立する計画を構築する。

・当社基本管理体制を策定する。

・当社内部規程を策定する。

・副マネージャー及び財務会計責任者の選任又は解任を提言し、その他の管理職役員（当社取締役会から選任又は解任さ

れることを要する者は除く。）を選任又は解任する。

・取締役会に出席する、及び

・取締役会により付与されたその他の権限。

マネージャーの権限について当社定款に別段の定めのある場合、当社定款に従うものとする。

　海外上場特別規定は、当社に、財務会計責任者及び会社秘書役を含む他の会社役員の雇用を要件としている。

　当社定款及び必須条款が定めるところの取締役として行為する上での欠格事由は、当社マネージャー及び他の役員にも該

当する。

　会社の定款は、当該会社の株主、取締役、監査役、マネージャー及びその他の役員に対し拘束力を持つものとする。かか

る者は、定款に従いその権利を行使する権利、調停の申請をする権利、及び提訴する権利を持つものとする。会社の上級管

理者に関する必須条款の規程は、当社定款に組み入れられている。

 

取締役、監査役、マネージャー及び役員の義務

　中国会社法は、当社の取締役、監査役、マネージャー及び役員が関連法令及び当社定款に従うこと、職務を正当に果たす

こと、及び当社の利益を守ることを要件としている。海外上場特別規定及び必須条款は、当社取締役、監査役、マネー

ジャー及び役員は当社に対し受託義務を負う旨を定め、職務を忠実に果たすこと、当社の企業利益を守ること及び個人的利

得のためにその立場を濫用しないことを要件としている。更に、当社取締役、監査役、マネージャー及び役員は、守秘義務

に従うことを要請されており、また、関連法令又は当社株主が要請する場合を除き、一定の情報の漏洩を禁止されている。

　当社取締役、監査役、マネージャー又は役員が、その職務の遂行において法令又は当社定款に反し、かかる行為が当社の

損失を招いた場合、かかる者は個人的に当社に対し責任を負う。

 

財務及び経理

　当社は、関連法令並びに財政部及び国務院の定めた規則に従った財務及び経理システムを設定することを要請されてい

る。

　当社は、また、各会計年度末毎の財務諸表の作成を要請されている。かかる財務諸表は当社の貸借対照表、損益計算書、

財務状況及びその変化及び利益処分案が含まれる。当社は、年次株主総会の少なくとも20日前までに当社財務諸表を当社株

主による検討のため当社株主に提出することが義務付けられている。また、当社はその財務諸表を公告の形式で公表しなく

てはならない。

　当社は中国法により、当社の税引後利益から当社株主への配当前に以下の繰入れを行うこと求められている。
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・当社税引後利益の10％は法定準備金へ繰入れなければならない。ただし当社の累積法定準備金が当社登録資本の50％を

超えている場合は、組入れの必要はない、及び

・当社株主総会の承認を得ることを条件として、法定準備金への必要額の繰入後、当社税引後利益から任意額を任意準備

金へ繰入れなくてはならない。

　税引後利益から、損失を回復し、法定準備金へ繰入後、残額を当社株主に対しその株式保有比率に従って配当を行うこと

ができる。

　法定準備金の金額が過年度の損失を回復するのに足りない場合、当社現在年度の利益を法定準備金への割当前に、かかる

損失の回復に充当しなければならない。

　当社準備金は法定準備金、任意準備金及び資本準備金により構成されている。当社資本準備金は当社株式の額面超過金及

び政府財務当局により要件とされている資本準備金として扱われる金額により構成されている。

　当社準備金は以下の目的に充当しなければならない。

・損失の回復。

・当社の業務運営の拡大、及び

・株主に対するその現存の株式保有比率に従った新株発行による、又は当該株主に現在保有されている株式の額面金額を

増加することによる、登記株式資本の払込み。ただし法定準備金が登録資本に変換された場合、かかる変換後の法定準

備金の残額は、当社登録資本の25％未満であってはならない。

 

会計監査人の選任及び辞任

　海外上場特別規定は、当社の財務諸表を監査し他の財務報告を検討するために、当社が中国で資格のある独立した監査法

人を雇用することを要件としている。

　会計監査人の任期は、年次株主総会で選任されてから次回の年次株主総会の終了のときまでとする。

　当社が現在の会計監査人を解任する又はその更新をしない場合、当社は海外上場特別規定により会計監査人に事前の通知

を行い、会計監査人は当社株主総会において株主の面前で表明を行う権利を得る。当社会計監査人がその職を辞任する場

合、かかる会計監査人は株主に対し、当社が不適切な取引を行ったか否かに関する供述を行う義務がある。会計監査人の選

任、解任又は非更新は、当社株主により決議され、CSRCに記録されなければならない。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

  8/297



利益分配

　海外上場特別規定は、当社Ｈ株式の所有者へ支払う配当及びその他の分配金は、人民元で宣言され、計算され、外貨にて

支払われなくてはならない旨規定している。必須条款上、株主への外貨の支払いは受取代理人を通して行わなくてはならな

い。

 

定款変更

　当社定款は株主総会において３分の２以上の当社株主の議決権の賛成票をもってのみ変更できる。当社定款の変更は、関

連する規制管理当局からの必要な承認を得た後にのみ実施される。必須条款の内容に関連する当社定款の変更は、当社の会

社登録情報に影響を与える場合、当社は、かかる免許中の詳細変更を関連政府部門に申請しなくてはならない。

 

（２）【提出会社の定款等に規定する制度】

　以下は定款の一部の条項の概説である。

 

取締役の退任、選任及び解任

　取締役会会長及び取締役会の他の構成員の任期は３年とする。

　取締役は株主総会において株主により選任及び解任される。取締役は当社の株式を保有する義務はない。

　取締役会は12名の取締役から構成される。取締役のうち、４名は独立の非執行取締役とする。独立の非執行取締役は株主

から独立した立場にあり、当社において他の役職に就いていない取締役である。取締役会は会長１名を有する。取締役会会

長は取締役の過半数により選任及び解任される。

 

決議

　株主総会決議は普通決議及び特別決議に分類される。

　普通決議の採択には、総会における出席株主（代理人を含む。）により表章される議決権の半数以上に相当する票が、同

決議を可決するために賛成票として行使される必要がある。

　特別決議の採択には、総会における出席株主（代理人を含む。）により表章される議決権の３分の２以上に相当する票

が、同決議を可決するために賛成票として行使される必要がある。

 

議決権（一般的に、投票に関する議決権及び投票を要求する権利）

　当社の普通株主は株主総会に出席し、又は出席する代理人を任命し、同総会において投票する権限を有する。株主総会で

の投票に際して株主（代理人を含む。）は議決権を有する株式数に従い議決権を行使することができ、１株につき１議決権

を有する。

　株主総会における全ての投票は、手続上又は運営上の事項にのみ関連し挙手により決議を行うことを総会の議長が決定し

た場合を除き、記名式で行われるものとする。

　総会議長の選任に関して又は総会の延会の議題に関して請求された投票は直ちに行われる。その他の議題に関して請求さ

れた投票は当該総会議長が指示する日時に行われ、また投票が請求されているそれ以外の議案は票決まで継続される。投票

結果は当該投票が請求された総会の決議とみなされる。総会で行われた投票につき、２以上の議決権を有する株主（代理人

を含む。）は自らの全議決権を同様に投票する必要はない。

　挙手又は投票を問わず同票の場合は、総会の議長が決定票を有する。

 

年次株主総会の要件

　取締役会は年１回かつ前会計年度の終了から６ヶ月以内に年次株主総会を招集する。

 

会計及び監査

　当社は、法、行政上の規制及び国務院の財務規制部門により規定された中国の会計基準に従い、財務・会計システム及び

内部監査システムを設立するものとする。

　取締役会は各年次株主総会において株主の面前で管轄権を有する地域又は中央政府機関により公布された法、行政上の規

制又は指示により当社が作成を求められる会計報告書を発行する。

　当社の会計報告書は各年次株主総会前の20日間当社において株主の閲覧に供される。各株主は当該会計報告書の写しを入

手することができる。

　当社の財務諸表は中国の会計基準及び規制に従い作成される他に、国際財務報告基準又は当社株式が上場される海外の報

告基準に従い作成される。２つの会計基準に従いそれぞれ作成された財務諸表に重大な相違がある場合、かかる相違は当該
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財務諸表に記載される。当社が税引後利益を分配する場合、かかる２つの財務諸表に表示された税引後利益のうち低い方が

採用される。

　また、当社が公表又は開示する中間決算又は財務情報も中国の会計基準及び規制に従い、また国際財務報告基準又は当社

株式が上場される海外の報告基準に従い作成され提出される必要がある。

　当社は各会計年度に２回会計報告書を公表する。中間会計報告書は各会計年度の上半期終了後60日以内に公表され、年次

報告書は各会計年度終了後120日以内に公表される。

 

総会の招集通知及び総会で審議される議案

　株主総会は当社の権力機関であり、法に従いその職能及び権限を行使する。

　当社が危機的状況にあるなどの特別な状況を除き、当社は、総会における特別決議による株主の事前の承認がない場合

は、取締役、監査役、社長又はその他上級役員以外の者と当社事業の全部又は相当部分の管理経営がかかる者へ譲渡される

ような契約を締結しない。

　株主総会は年次株主総会及び臨時株主総会に分けられる。株主総会は取締役会により招集される。

　以下のいずれかの場合には、取締役会は２ヶ月以内に臨時株主総会を招集する。

(1）取締役の員数が中国会社法により要求される取締役の員数に満たない場合又は定款に記載ある取締役の員数の３分の

２未満になった場合。

(2）当社の未回収損失が当社の株式資本総額の３分の１に達した場合。

(3）当社の議決権を有する発行済株式の10％以上を保有する株主が書面にて臨時株主総会の招集を要求した場合。

(4）取締役会により必要とみなされた場合又は監査役会により要求された場合。

(5）２名以上の独立取締役が臨時株主総会の招集を要求した場合、又は

(6）その他、法律、行政上の規則、部門規則、関連する規制文書、当社株式が上場されている証券取引所の規則又は当社

定款により要求される場合。

 

　当社が株主総会を招集する場合、かかる総会の書面による通知が、株主名簿に記載ある全株主に対し検討される予定の事

項並びに総会の日時及び場所を通知するため、年次株主総会の場合は総会開催日の20営業日以上前又は臨時株主総会の場合

は総会開催日の10営業日以上前又は15日以上前のいずれか長い方までに送達される。

　当社が株主総会を招集する場合、当社の議決権株式総数の３％以上を有する株主は書面により新たな議案を提起する権限

を有し、当社は株主総会の職能及び権限の範囲内で提起された議案の事項を議題に載せる。

　株主総会は株主総会の招集通知に記載のない事項についての決議は行わない。

　

　株主総会の招集通知は以下の要件に従う。

(1）書面によること。

(2）当該総会の場所、日時を明記すること。

(3）当該総会において審議及び検討に付される事項及び提案を記載すること。株主総会の招集通知及びその附帯通知は全

提案につきその具体的内容を全て完全に開示すること。

(4）株主が詳細な情報を得た上で審議する提案に対して決定を下すために必要な情報及び説明を事前に提供すること。前

述の事項の一般性を制限することなく、当社と他社との合併、当社株式の買戻し、株式資本の再編又はその他の方法

による当社の組織変更の提案がなされる場合、提案された取引の条件は、提案された契約の写し（もしあれば）とと

もにその詳細が提供される必要があり、またかかる提案の理由及び影響について適切に説明される必要がある。　

(5）提案された取引における取締役、監査役、社長及びその他上級役員の重大な利益（もしあれば）の性質及び範囲並び

に株主としての資格におけるそれらの者に対する提案された取引の影響が同じ種類の他の株主の利益に対する影響と

異なる場合においてかかる影響の開示を含むこと。

(6）当該総会で提議される予定の特別決議の全文を記載すること。

(7）当該総会に出席し投票する権限を有する株主は自らの代理として当該総会に出席し投票する１名以上の代理人を任命

する権限を有する旨及び当該代理人は株主である必要はない旨の記述を明確に記載すること。

(8）関連する総会の委任状の提出のための時間及び場所を明記すること。

(9) 当該株主総会に出席する権利を有する株主の保有する株式の登録基準日を記載すること、及び

(10)当該総会の担当者の氏名及び連絡先情報を記載すること。

 

　株主総会の通知は株主名簿に表示された株主の住所宛てに交付送達又は前納航空便により各株主（当該総会で当該株主

が議決権を有するか否かを問わない。）に送付される。Ａ株式の所有者については、総会の通知は公告によっても行

われる。
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　前項において言及される公告は国務院の証券当局に指定された１以上の全国新聞紙上において公表される。かかる通知

の公告の後、Ａ株式の所有者は該当する株主総会の通知を受領したとみなされる。

　　以下の事項は株主総会において普通決議により決定される。

(1）取締役会及び監督委員会の運営報告。

(2）取締役会により立てられた利益の分配計画及び損失の処理計画。

(3）取締役会の構成員及び監査役会の構成員の選任及び解任、それらの者の報酬並びに支払方法。

(4）当社の年間予算、最終決算、及び年次報告書。

(5) 会計事務所の選任及び解任

(6) 当社の事業方針及び投資計画の決定、及び

(7）法律、行政上の規制、部門規則、関連する規制文書及び当社の株式が上場されている場所の証券監督当局の要件又は

当社定款により特別決議で採択されるよう求められる事項以外の事項。

　　以下の事項は株主総会において特別決議により決定される。

(1）株式資本の増減並びにいずれの種類の株式、ワラント及びその他類似した特性の有価証券の発行。

(2）当社の社債の発行。

(3）当社の分割、合併、解散及び清算又は当社の会社形態の変更。

(4）当社定款の変更。

(5) いかなる種類の株主の権利の変更。

(6) 株主総会の承認を得て行う当社株式の買戻しの検討及び承認。

(7) 取引価額が当社の監査済総資産の30％を超える重要な資産の購入若しくは処分又は１年以内の保証の提供に関する事項

の検討及び承認。

(8) 株式報奨制度の検討。

(9）当社に重大な影響を及ぼす可能性があり特別決議により採択されるべきと株主総会における株主による普通決議によ

り認められたその他事項、及び

(10) その他、法律、行政上の規制、部門規則、関連する規制文書及び当社の株式が上場されている場所の証券監督当局の

要件又は当社定款により要求される特別決議により採択されるべき事項。

 

株式の譲渡

　全額払込済みのすべてのＨ株式は定款に基づき自由に譲渡することができる。

　株主名簿の各部分の変更及び訂正は当該名簿が維持される場所の法律に従い行われる。

　

　当社の株主は、2003年６月20日に北京（中国）で開催された年次株主総会において、当社の定款の一部を改訂することを

決議した。改訂済定款に基づき、Ｈ株式の譲渡は、通常若しくは標準の譲渡証書、又は当社取締役会が承認しうる書式によ

り書面にて行うものとする。なお、かかる譲渡証書は直筆の署名に限り認められ、また、譲渡人又は譲受人が広く認められ

ている清算済機関である場合、若しくは証券及び先物条例第37条（香港法第571章）に準拠して承認を受けたその代理人であ

る場合は、直筆の署名又は機械で印刷した署名を付すものとする。また、全ての譲渡証書は、当社の法定の住所又は取締役

会が随時指定するその他の場所に備え置くものとする。

 

配当及びその他の利益分配の方法

　当社は以下の方法で配当を分配することができる。

(1）現金、又は

(2）株式。

　当社は、Ａ株式の所有者に支払う現金配当及びその他支払いを人民元で公表し、支払うものとする。当社は、Ｈ株の所有

者に支払う現金配当及びその他支払いを人民元で算定及び公表し、香港ドルで支払うものとする。

　当社は、Ｈ株式に関して当社により公表された配当及び当社が支払うべきその他一切の金員をかかる株主のために受領す

るＨ株式の所持者のための受取代理人を任命する。Ｈ株式の所有者のために任命された受取代理人は受託人条例（香港法令

第29章）に基づく信託会社として登録された企業とする。

 

（３）【Ｈ株式の概要】

　以下は、当社定款、中国会社法、香港証券取引所の上場規則（以下「香港証券取引所上場規則」又は「上場規則」とい

う。）及びその他の選択された該当法令に基づく当社の株式資本、特にＨ株式及びＨ株式所有者に関する情報の概要であ

る。
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　Ａ株式及びＨ株式は、当社株式資本中の普通株式である。Ａ株式は、適格自然人及び機関投資家（当社の対象となる法

律、規制及びその他の取締規則により禁止されている者を除く。）によってのみ申し込み及び取引することができ、人民元

で申し込み及び取引されなくてはならない。一切のＡ株式の配当は、当社により人民元にて支払われる。

　当社の定款は、Ｈ株式を、香港証券取引所に上場を許可され、その額面金額は人民元建てで、香港ドルにて（香港、マカ

オ、台湾及び、中国以外の国の投資家により）申し込まれ取引されている「海外上場外国投資株式」と定義している。Ａ株

式の所有者とＨ株式の所有者は、それぞれの利害に影響を持つ様々な事由から、別種の株主とみなされる。たとえば、当社

が議決権株式の増加を提案した場合、Ｈ株式の所有者は同提案に関して別の種類として議決を行うことができる。

 

株主の権利の原典

　現在、株主の権利の主要原典は当社定款、中国会社法及び香港証券取引所上場規則であり、それらは、当社、当社取締役

及び当社支配株主に対し、とりわけ、行為、公平及び開示の基準を課すものである。当社定款は、CSRCの要求に従い、1994

年に採択された「海外上場会社定款必須条款」（又は「必須条款」）の条項が組み込まれている。これらの条項の変更は、

国務院及びCSRCに授権された適切な政府の部門による承認を得たのちにのみ有効となる。香港証券取引所上場規則は、かか

る必須条款に加え、いくつかの追加的規定を、当社の定款に含めることを要件としている。

　更に、Ｈ株式が香港証券取引所に上場されている限り、当社は香港証券取引所に上場する会社に適用される関連条例、規

則及び規制－とりわけ香港証券取引所上場規則、会社条例、「証券及び先物条例」及び「買収、併合及び株式買戻し規則」

を含むがこれらに限定されない－に従うことを条件とする。

　別段の記載がない限り、以下に記載する一切の権利、義務及び保護は当社定款及び／又は中国会社法に依拠する。

 

株主の権利の執行

　当社の知る限り、中国では、定款又は中国会社法に基づくＨ株式所有者の権利のＨ株式の所有者による法的執行に関する

公告はない。

　適用される中国法は、2005年10月27日に通過した修正中国会社法が発効した2006年１月１日までは、株主が企業の代表と

してその取締役、監査役、マネージャー、又は他の株主に対し、賠償請求を企業自身が執行しなかった場合にかかる当事者

に対して賠償請求を執行するために訴訟を起こすことを明確に許可していなかった。修正中国会社法は、株主は一定条件下

において、企業を代表して取締役、監査役及びマネージャーに対し訴訟を起こすことができる、と規定しているが、最高人

民法院は、中国会社法の前述の規定に関するさらなる法的解釈（すなわち（1）中国会社法の適用における問題に関する最高

人民法院の規定（一）及び（2）中国会社法の適用における若干の問題に関する最高人民法院の規定（四））を公告した。

　当社定款は、当社定款に規定された権利義務から生じる範囲における全ての紛争又は賠償請求、及び当社に関連する中国

会社法又は他の関連法又は行政規制により授けられた又は課された権利又は義務は、一定の例外を除き、中国国際経済貿易

仲裁委員会又は香港国際仲裁センターの仲裁に付託されなければならない旨定めている。中国当局と香港の間で、中国及び

香港でそれぞれの法に従い決定された仲裁裁定書を相互に執行するための取決めが成立した。かかる取決めは、2000年に発

効した仲裁条例の改正（香港法第341章）により香港で履行され、2011年にはこれに代わる仲裁条例（香港法第609章）が発

効した。

　仲裁に付託されなければならない事項は以下の紛争又は賠償請求を含む。

・Ｈ株式所有者と当社間、又は

・Ｈ株式所有者と当社取締役、監査役、社長又はその他の上席役員間、又は

・Ｈ株式所有者とＡ株式所有者間。

　当社定款は、上記仲裁は最終的かつ決定的なものである旨規定している。

　

　Ｈ株式の所有者は香港証券取引所上場規則に違反した訴えを提起できないものとし、香港証券取引所規則の執行に任せな

ければならない。買収、合併及び買戻し規約は、法的強制力がなく、香港における買収、併合及び株式の買戻しに関して認

められた商業的行為の基準を提供するだけである。

　さらに中国は、米国、連合王国、日本又はその他の大部分の経済協力開発機構加盟国と相互承認及び法廷判決の執行を規

定する条約に参加していない。当社株主は、Ｈ株式の保有から生じる又は基づく、日本の裁判所による判決及び米国の連邦

又は州の証券法の民事責任条項に起因する又は基づく判決を中国において執行するのに困難に直面する可能性がある。
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譲渡制限及び株主名簿

　Ｈ株式は中国外の法人又は自然人である投資家間でのみ取引することができ、中国内の投資家へは、中国の法規により明

確に認められていない限り売却することができない。

　2021年８月20日、当社は上海証券取引所に上場し、10,396,135,267株のＡ株式を発行した。Ａ株式募集におけるオーバー

アロットメント・オプションの行使期間は2021年９月22日に満了した。当社は当初の10,396,135,267株のＡ株式の発行に加

え、178,635,111株のＡ株式を発行した。

　2021年12月31日現在、57,836,695,761株（発行済株式総数の63.20％に相当）は中国電信集団有限公司が発起人株式（中国

会社法に定義されている。）として保有している。中国会社法（2018年に改正済）の下では、発起人の株式は会社の設立日

から１年間は譲渡できないことになっている。当社のＡ株式上場時における中国電信集団有限公司との約定に従い、中国電

信集団有限公司が保有する株式は上場後36ヶ月以内に譲渡することはできない。

　当社定款に規定されているとおり、当社取締役は、以下の要件を満たす場合を除きＨ株式の譲渡の登録を拒否することが

できる。

・譲渡証書及び株式の権利に関する若しくはそれに影響を及ぼすその他文書の登録のため、譲渡証書１通につき2.50香港

ドルの手数料又は証券取引所が随時合意するそれより高い金額。

・譲渡証がＨ株式のみに関わる場合。

・譲渡証に課せられた印紙税が適法に支払われた場合。

・関連する株券及び譲渡人が株式を譲渡する権利を有することを示すために取締役会が合理的に要求するその他の証拠。

・株式が共有者に譲渡される意図がある場合にはかかる共有の人数が４名を超えない場合、及び

・当社が当該株式に先取特権を有さない場合。

　当社は、株主名簿を維持する義務がある。かかる株主名簿は様々な部分により構成されており、その一部は香港証券取引

所に上場されているＨ株式に関連して香港で維持されるものとする。株主は株主名簿を閲覧する権利、及び相応の料金を支

払いかかる株主名簿を謄写する権利を持つ。

　当社は、当社Ｈ株式に関する登記を行う登記士として香港登記有限会社を指名した。かかる登記士は当社Ｈ株式の所有者

の株主名簿を当社事務所にて維持し、上記記載の書類の呈示があった場合にＨ株式の譲渡をかかる名簿に記入する。

 

配当

　当社取締役会は何時でも配当の分配を提案することができる。当社取締役会は、株主総会の普通決議による一般の授権に

基づき、中間及び特別配当を公表することができる。会計年度内の最終の配当は株主総会の承認を得なければならない。配

当は、現金又は株式の形式で分配することができる。ただし、株式の分配は株主総会の特別決議による承認を得なくてはな

らない。

　ある年度において税引後利益を分配するときは、当社は、その利益の10％を当社の法定準備金に充当するものとする。法

定準備金の累積額が当社の登録資本金の50％以上に達した場合は、それ以上の配分は不要である。

　法定準備金が前年度における当社の損失の補填に不十分な場合には、法定準備金への拠出前に当年度の利益をもって損失

の補填に充てるものとする。

　税引後利益から法定準備金に拠出した後、当社は、株主総会の決議により、任意準備金に拠出することができる。損失の

補てん及び準備金への拠出を行った後、残余の利益は、各株主の持株比率に応じて株主に分配されるものとする。

当社定款は、当社がＨ株主に代り、Ｈ株式に関して当社が公表した配当をかかる株主の代りに受け取るため、香港受託者

条例に基づく信託会社として登記されている受取代理人を指名することを規定している。当社定款はＨ株式に関する現金配

当は、当社により人民元建てで公表され、香港ドル建てで支払われることを規定している。海外上場外国投資株式の保有者

に対する現金配当及びその他の金額を支払うために必要とされる外国為替は、関連する外国為替管理規則に基づき取得され

るものとする。

　当社が当該年度の純利益を計上しなかった場合、通常、当該年度の配当は行われない。

　配当の支払いは中国の源泉徴収税を課せられる。
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議決権及び株主総会

　株主総会は、取締役会が招集するものとする。年次株主総会は、年１回、前年度末から６ヶ月以内に開催される。

　取締役会は以下の事態が発生した場合、２ヶ月以内に臨時株主総会を開催する。

　・取締役の人数が会社法に定める最低数又は当社定款記載の数の３分の２を下回った場合。

・回収不能な当社損失が当社株式資本総額の３分の１に達した場合。

・当社発行済未償還の議決権付株式の10％以上を合計で所有する株主が書面にて臨時株主総会の招集を請求した場合。

・取締役会が必要とみなした場合又は監査役会が請求した場合。

・社外取締役の２名以上が請求した場合、又は

・法律、行政規則、部門規則、関連する規制文書、当社の株式が上場されている証券取引所の規則又は当社定款で要求さ

れるその他の状況。

　当社が株主総会を招集する際、当社議決権の３％以上を有する株主は、書面をもって新たに議案を提案することができる

ものとし、当社は、かかる議案の提案が株主総会においてその機能及び権限の範囲内にあるときは、これを定時株主総会の

議案とするものとする。

　当社が株主総会を招集する場合、かかる総会の書面による通知が、株主名簿に記載ある全株主に対し検討される予定の事

項並びに総会の日時及び場所を通知するため、年次株主総会の場合は総会開催日の20営業日以上以前又は臨時株主総会の場

合は総会開催日の10営業日以上前又は15日以上前のいずれか長い方までに送達される。当社が株主に総会の通知を怠った場

合、また株主が総会通知を受領しなかった場合でも、株主総会の議事録は無効にならない。

　総会において株主は、特に利益処分案、年次予算、最終決算資本の増減、債券発行、合併、会社整理又は会社構造の変更

及び定款改正の承認又は否決の権限がある。加えて、特定の種類株主の権利は、株主総会において全株主の特別決議によ

り、又はその特定種類の株主独自の総会において特別決議により承認されない限り、修正又は廃棄できない。当社定款は、

特定の種類株主の権利の修正又は廃棄とみなされる各種改正を列挙する。そのうち、ある種類株式数の増減、特定通貨での

配当受領権の撤廃若しくは減少、またかかる種類株式に優先する議決権又は新株引受権を持った株式の増加が挙げられた

が、これらに限られていない。

　各Ｈ株式の株主はすべての株主総会において当社株主の議決事項に対して１議決権がある。ただし、関連種類株主のみ

が、関連種類株式１株につき１議決権の基準で投票権があるＨ株式以外の特定の種類株主の総会を除く。

　代理人が指名され、その指名人に代わり弁護士若しくはその他の権限を有する者が委任状用紙に署名する場合、公証人に

より作成された委任状用紙若しくはその他の書類に署名する権限を証する書類が、委任状用紙による投票が行われる総会の

開催時刻又は関連決議の承認に指定された時刻の24時間前までに、当社の登記上の住所又は総会招集通知においてその目的

のために定められた場所に預託されるものとする。委任状用紙は、その署名日をもって発効されるものとする。

香港証券取引所上場規則のもとで、株主が特別決議で投票を棄権するよう要求されている、又は特別決議に対する賛否投

票のみに制限されている場合、かかる要求又は制限に違反してかかる株主のために又は株主の代わりに投じられた票は数え

られない。

　以下の決定は直接又は代理人をもって出席した株主が所有する議決権の３分の２以上により承認されなければならない。

・株式資本の増減又は各種株式発行、ワラント及びその他類似した特性の有価証券の発行。

・当社による債券発行。

・当社の分割、合併、解散及び清算又は会社形態の変更。

・当社定款の改正。

・いかなる種類の株主の権利の変更。

・株主総会の承認を対象とする当社の株式買戻しの検討及び承認。

・当社による重要な資産の購入若しくは処分又は１年以内の保証の提供で、当該取引の価額が当社の監査済総資産の30％

を超えるものに関する検討及び承認。

・株式報奨制度の検討。

・当社に重大な影響を及ぼす可能性があり特別決議により採択されるべきと株主総会における株主による普通決議により

認められたその他事項、及び

・法律、行政規則、部門規則、関連する規制文書、当社の株式が上場されている場所の証券監督当局の要件又は当社定款

により特別決議により解決されることが要求されるその他事項。

　株主が決議するその他事項はすべて、当社取締役及び監査役の選任及び解任並びに現金配当公表も含めて、株主による普

通決議で決定される。

　香港証券取引所の上場規則に則り、当社の定款は、とりわけ以下に関連する特定の条項を遵守しなくてはならない。

・株式の譲渡。

・配当。

・株主の権利。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 14/297



・取締役の選任及び解任。

・当社の償還株式買入れ権限。

　さらに定款の改正は、関連する中国規制当局の承認と同意が必要である。

　中国の法令又は当社定款に抵触する株主決議は無効である。

 

取締役会

　当社取締役会は、株主総会において３年間の任期で任される。任期満了において、取締役は将来の任期における再選及び

再任のために立候補することができる。

取締役への推薦を記載した当社に対する書面、及び立候補者の意思の記載された当社に対する書面が受け付けられる最低

期間は、少なくとも７日間である。かかる期間は、当該選挙を検討するための会議の通知の発送日以降に開始され、かかる

会議の日の７日前までに終了する。

　取締役会は株主総会において株主に対して説明義務があり、以下の職務と権限を行使する。

(a）株主総会の招集及びかかる総会における株主への業務報告。

(b）総会において株主が可決した決議の実施。

(c）当社事業計画及び投資案の決定。

(d）当社年次予算及び決算の策定。

(e）当社利益分配案及び損失回復計画の策定。

(f）当社債務及び資金調達方針、当社登録資本の増減提案及び当社債券又はその他の有価証券の発行及び公募の提案の策

定。

(g）当社の大型買収及び売却案、当社株式の買戻し、合併、分割若しくは清算又は会社形態の変更の計画の策定。

(h）対外投資、資産の取得及び処分、資産の質入れ、対外保証、受託金融管理商品及び関連当事者間取引等の事項の決

定。(i）社内経営構造の決定。

(j）当社社長の選任及び解任、社長の助言に基づく当社の副社長及び財務担当副社長及びその他上級役員の選任又は解

任、当社取締役会秘書役の選任又は解任並びにその報酬及び上記の者に対する賞罰の決定。

(k）当社定款改正案の策定。

(l) 当社の基本管理組織の構築。

(m) 当社の情報開示の管理。

(n) 当社の会計監査を行う監査法人の選任又は交代についての株主総会への提案。

(o) 当社社長の業務報告の聴取及び当該業務の精査。

(p) その他会社法及び当社定款に則り株主総会で決議すると定めた以外の重要事項及び運営事項に関する決定並びにその他

重要契約締結。

(q）総会において、また当社定款に基づき株主から付与されたその他権限の行使。

　当社取締役の３分の２以上の賛成を必要とする上記(f)(g)及び(k)項を除き、その他の事項に関する決議は取締役の単純多

数の賛成票により承認される。

　改正された中国会社法第147条は、当社取締役、監査役、マネージャー及び役員に信認義務又は忠実義務を課しており、他

方海外上場に関する特別規定第23条は、会社の取締役、監査役及び上級管理職は会社に対する誠実、注意及び勤勉義務を負

うと規定する。また、会社の取締役、監査役及び上級管理職はその職務を誠実に行い、会社の権利及び利益を保護し、会社

内での地位を乱用して個人的利益を得るために会社資産及び会社の機会を利用してはならないことも求められている。

　法令、管理規則及び当社株式が上場されている証券取引所の上場規則により課される義務に加えて、当社の各取締役、監

査役、社長及びその他上級役員は、それぞれに委任された権限を行使するにあたり株主に対する義務を有する。

・当社事業免許に規定された事業範囲を当社が逸脱しないようにする。

・当社の最大の利益となるよう誠実に行動する。

・いかなる場合（当社に利益となる機会の侵害を含むが、それとは限られていない。）でも、当社資産を流用しない、及

び

・株主の個人の権利（分配の受領権及び議決権を含むが、それとは限られていない。）を利用しない。ただし当社定款に

従い株主に承認のため提出された当社再編に従ったものは除く。

　当社は、取締役、監査役及び上級役員が本規定に定める行為に違反したことにより得た収入に対する権利を有するものと

する。取締役、監査役、社長及びその他上級役員は、当社に損害が生じた場合、賠償の責任を負う。

　当社定款は更に当社取締役、監査役、社長、及びその他上級役員に以下を含むがそれらに限定されない義務を課してい

る。

・その権限の行使及び義務の遂行にあたり、合理的に慎重な者が同様の状況において行うような注意、勤勉、技能を行使

する義務
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・同人に委託された権限を行使するにあたり、当社に対する義務が自己の利益と相反するような状況に自らを置かないよ

うにする受託者義務、及び

・定款に列挙された各種関係において取締役、監査役、社長及びその他の上級役員に関係ある者又は関連する団体に、か

かる取締役、監査役、社長及び上級役員がそのような行為を禁じられている方法で行為することを指示しない義務。

　関連する法令に従い、株主総会における株主は普通決議において取締役をその任期前に解任することができる。一定の条

件に従い、取締役、監査役、社長又はその他の上級役員は株主総会における株主の同意を得て、特定の職務怠慢の責任によ

り解任されうる。

 

監査役会

　当社定款に従い、１名の外部監査役(以下当社において役職をもたない監査役を意味する)を含む５名の監査役で構成され

る。当社監督役会は下記を含む（ただしこれに限定されない）各種事項に責任がある。

・取締役が作成し、株主総会に提出される予定の財務諸表その他財務情報を確認する、及び

・当社取締役、社長、副社長、財務副社長及びその他の上級役員がその権限を乱用し、当社の株主、当社及び当社の従業

員の合法的な権利を侵害することのないよう監督する。

　監査役会の権限は、一般に当社業務に関する調査及び株主、CSRC及びその他関連政府機関への報告並びに臨時株主総会の

招集に限定される。

　当社監査役会の構成員のうち２人は当社の従業員が指名した従業員代表である。残りの構成員は株主総会において任命さ

れる。監査役会の構成員のうち１人が監査役会会長になる。監査役は取締役、社長、副社長、財務担当副社長又はその他上

席役員であってはならない。監査役会の各構成員及び監査役会会長の任期は３年であり、どちらの任期も再選又は再任でき

る。任務を遂行するにあたり監査役会により要求される専門家を雇用するために発生した合理的費用は、当社が支払う。

　監査役会は株主総会において説明義務がある。

 

清算の権利

　清算の場合、Ｈ株式はＡ株式と同順位であり、当社の残余資産からの債務支払は、適用法規に記載される順序で行われ

る。かかる基準が存在しない場合、当社又は中国人民法院が指名した清算委員会が公正かつ合理的と考える方法に従い行

う。債務支払後、当社は残余資産を株式の種類及び割合に応じて株主に分配する。清算期間中は、新たな事業活動は禁じら

れている。

 

株主の義務

　株主は株式引受け時において引受人により同意した条項に従うほかは、株式資本に追加の拠出を為す義務はない。

 

存続期間

　当社は存続期限なく株式会社として設立されているが、中国の法律又は当社定款に定める理由により清算する可能性もあ

る。
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資本の増加及び先取特権

　当社定款は、Ａ株又はＨ株式を発行する前に株主総会の特別決議又は独立した種類株主総会でのＡ株式及びＨ株式の所有

者による特別決議による承認を得る旨を定める。Ａ株式及びＨ株式のそのときの発行数のそれぞれ20％以内を、株主総会の

特別決議で承認されたとおり、12ヶ月以内に別々又は同時に当社が発行する場合に限り、かかる承認を得る必要がない。

　新株式の発行は関連する中国政府機関の承認を必要とする。

 

減資及び当社による株式買入れ並びに株式買入れの一般権限

　当社は株主総会における株主の特別決議による承認並びに別途種類株主会議Ａ株式保有者及びＨ株式保有者による特別決

議による承認、また一定の場合は関係中国政府機関の承認を取得した場合のみ、登録株式資本を減資できる。Ｈ株式の買い

入れは、香港買収・合併及び株式買戻し規則並びに香港証券取引所上場規則に従う。

 

大株主又は支配株主に対する制限

　法令が課す義務及び当社株式が上場されている証券取引所規則に加えて、当社定款は支配株主は以下の目的で当社株主の

一部又は全ての利益に損害を与える方法で議決権を行使してはならない旨を定める。

(a)取締役又は監査役が当社の最大利益のために誠実に行為する義務を免除する。

(b)取締役又は監査役による（自己の利益のため又は他者の利益のための）当社資産（当社の利益となる機会を含むが、そ

れに限られない。）の収用の承認、又は

(c)分配金の受領権又は議決権を含む他の株主の個人の権利（当社定款に従って株主による承認のために株主総会に提出さ

れた当社再編に従う場合を除く。）の取締役又は監査役による（自己の利益のため又は他者の利益のための）収用の承

認。

　しかし、支配株主は当社定款又は法令若しくは行政規則又はＨ株式が上場される証券取引所規則によりこれら項目への投

票からは除外されない。

　当社定款の目的において「支配株主」とは以下のいずれかの条件を充足する者と定義される。

(a)単独で若しくは他者と協力して行為し、取締役の半数以上を選任する地位にある。

(b)単独で若しくは他者と協力して行為し、当社議決権の30％以上を行使する権限又は行使を支配する権限を持つ。

(c)単独で若しくは他者と協力して行為し、当社発行済未償還株式の30％以上を所有する、又は

(d)単独で若しくは他者と協力して行為し、その他の方法で当社を事実上支配する。

　中国電信集団有限公司が当社の唯一の支配株主である。

 

議事録、会計書類及び年次報告書

　当社株主は株主総会議事録の写しを当社営業時間内に無料で閲覧できる。株主は議事録の写しを当社に請求することがで

き、当社は当該株主に請求する合理的な手数料を受領してから７日以内にこれらの写しを交付しなければならない。

　当社の会計年度は12月31日に終了する暦年である。各会計年度において、当社はＨ株式の株主に株主総会開催日の遅くと

も21日前までに、及び会計年度終了後４ヶ月（定款記載通り120日）以内に必ず、その年度の当社の監査済み財務諸表及び香

港証券取引所上場規則で要求される監査報告書を、送付しなければならない。これら及び中間財務諸表は、Ｈ株式が香港証

券取引所に上場されている間、香港会計基準、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）又は中国事業会社会計基準（財務諸表作成に

おいて当該基準を採用した中国企業にのみ適用される）に従い作成されなければならない。　

　香港証券取引所上場規則はまた、各会計年度の業績の仮発表を、会計年度終了後３ヶ月以内に作成することを定めてお

り、会計年度が６ヶ月以下である場合を除き、各会計年度の最初の６ヶ月間につきかかる６ヶ月間の終了後２ヶ月以内に作

成するように定めている。上記仮発表は可及的速やかに公表されなければならないが、いかなる場合にも、取締役会により

又は取締役会を代表して行われた承認の翌営業日の前場又はプレオープニング・セッションの開始時間のいずれか早い方の

時間の30分前までになされなければならない。

　香港証券取引所上場規則に則り、当社は毎年株主総会において監査人を任命せねばならず、その任期を当該総会終了時か

ら翌年の株主総会までとする。

 

開示

　香港証券取引所上場規則及び香港証券先物条例の下では、当社は以下の特定の内部情報を知るところとなった場合、開示

するよう定められている。

・当社、当社の株主又は役員、当社の上場証券又はその金融派生商品に関する情報、及び

・当社の上場証券取引に慣れている又は取引をする可能性のある者に広く知られていないが、もしかかる者に広く知られ

ていた場合、上場証券の価格に重大な影響を与える可能性がある情報。
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当社はまた、かかる情報を一斉に公告するよう求められる。香港証券取引所が、当社証券の正しくない市場が存在する可

能性があると判断した場合、当社は（香港証券取引所と協議の上）可及的速やかに当社証券の正しくない市場を回避するた

めに必要な情報を公告する必要がある。

当社はまた、香港証券取引所上場規定に則り、株主に対して特定の資産取得又は処分、又はその他の取引（支配株主との

取引も含むがこれに制限されない）について事前に株主の承認を得、またその詳細を株主に公開する必要がある。

 

２【外国為替管理制度】

 

　中国の法定通貨は人民元である。人民元は外国為替管理を受けており、資本財を自由に外貨に換えることができない。一

方で、流動項目の大半はもはや中国国家外国為替管理局（以下「国家外国為替管理局」という。）の承認の対象ではない。

国家外国為替管理局は、中国人民銀行の支配下で、外国為替管理規則の施行を含む外国為替に関連する一切の事項を管理す

る機能を付与されている。

　外国為替管理制度の主要な規則及び施行令には、（ⅰ）1996年１月29日に国務院により公布され1996年４月１日から施行

され、1997年１月14日及び2008年８月１日に国務院により改訂されたた中国外国為替管理条例並びに（ⅱ）中国の国内企

業、個人、経済組織及び社会組織による外国為替の決済、売却及び支払いに関する規制を詳細に規定する1996年６月20日に

中国人民銀行により公布され1996年７月１日から施行された外国為替の決済、売却、支払管理暫定規定が含まれる。

　中国人民銀行は、毎営業日に、他の主要外貨に対する人民元の為替相場を公表している。かかる相場は、前日の銀行間外

国為替市場における人民元と主要外貨との売買相場を参照して設定される。

　一般に、中国国内の組織及び個人はすべて、経常的な外国為替収益を維持するか、又は適格金融機関に売却することがで

きる。適格金融機関により獲得又は適格金融機関に対し売却される資本項目に係る外国為替収支については、法令により承

認を要しないとされている場合を除き、外国為替管理当局の承認を受けなければならない。

　現在の中国外国為替管理制度のもとでは、貿易業務及び職員報酬の支払いなど経常活動のために外貨を必要とする企業

は、関係書類の作成を条件として、外貨を指定銀行から購入することが可能である。

　さらに、外資系企業による外国人投資家に対する利益分配など配当金の支払いのために企業が外貨を必要とする場合は、

かかる配当金に課される租税の正当な支払いを条件として、指定銀行に有する外貨銀行口座における資金から必要金額を引

き出すことが可能である。また、外貨資金額が不足する場合は、企業は指定銀行から外貨を追加購入することが可能であ

る。

2015年２月13日に交付、2015年６月１日に発効された「直接投資外貨管理政策のさらなる簡素化及び改善に関する通達」

に基づき、外貨建ローンの借入れ、外国為替保証、中国国外での投資又はその他の外貨購入を伴う資本勘定取引を行う企業

は、2015年６月１日以降、外国為替関連の登録を設立地に置かれる銀行で行うものとする。

　指定銀行は、実際に外国為替取引を行う際、中国人民銀行により設定された為替相場の上下一定の範囲内であれば、適用

する為替相場を決定することが可能である。

　非居住者や外国籍の所有者が、配当を送金する権利、及び普通株式を保有ないしはその議決権を保有する権利に対して、

香港法、当社の定款あるいはその他の会社規定においてはいかなる為替制約も設けていない。

 

３【課税上の取扱い】

 

　Ｈ株式の所有者の所得及びキャピタル・ゲインに対する課税は、中国及び、Ｈ株式の所有者が居住し又は課税される法域

の法律並びに慣習に従う。以下に掲げる関連課税規定の概要は、現行の法律及び慣習に基づくもので、今後変更される可能

性があり、法律上又は税務上のアドバイスを構成するものではない。以下の議論は、Ｈ株式への投資に関連するすべての税

効果を扱うものではない。特に、米連邦法以外の法律など、州、地方その他の法に基づく税効果は検討していない。した

がって、Ｈ株式に投資した場合の税効果に関しては、ご自分の税務アドバイザーに相談いただきたい。以下は、本書の日付

に有効な法律及び関連の解釈を根拠としており、すべて変更される可能性がある。

 

(1）中国における課税上の取扱い

　以下は、投資家が資本資産として保有するＨ株式の保有及び譲渡に関わる中国の課税規定の概要である。本概要はＨ株式

保有の重要な税効果をすべて検討することを目的とせず、特定の投資家の、特定の状況を勘案したものではない。本概要は

本書の日付において有効な中国の税法及び日中二重課税免除に関する条約に基づくものであるが、いずれも変更（又は解釈

上変更）される可能性があり、変更が遡及的効果を伴う場合もある。

　本議論は中国税制の所得税、資本税、印紙税及び遺産税以外の側面を検討したものではない。投資を検討中の方は、Ｈ株

式の所有及び譲渡に対する中国、香港及びその他の税効果に関して税務アドバイザーに相談することを勧める。

 

配当金に対する課税
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個人投資家

「中華人民共和国個人所得税法」及びその実施条例によると、中国企業から支払われる配当には通常20.0％均一で源泉課

税がかかる。中国居住者ではない外国人は、中国企業からの配当受け取りは、適用課税法又は協定により減税されない限

り、通常20.0％の源泉課税対象となる。例えば、中国税務総局の規則、及び関連法規制により、香港及びマカオは10％の源

泉課税対象となる（通達：Guo Shui Han[2011]第348号）。また、上海・香港株式市場の相互開放に関する中国課税政策に関

する通達（通達：Cai Shui[2014]第81号）及び深圳・香港株式市場の相互開放に関する中国課税政策に関する通達（通達：

Cai Shui[2016]第127号）によると、当社は、香港株売買の取引を通じて当社のＨ株に投資している中国本土の個人投資家か

ら受領した配当に関して税率20％で源泉徴収するものとする。当社のＨ株に対して香港株売買の取引を通じて投資している

中国本土の証券投資信託からの配当に対する課税は、個別の投資家に適用する規則に照らして確定される。当社は香港株売

買の取引を通じる中国本土の企業投資家からの配当にかかる所得税の源泉徴収義務はなく、かかる企業は自ら収入を報告

し、税金を納めるものとする。

 

法人

　2008年１月１日付で発行し2019年４月23日付で改正された法人所得税法及び施行規則により、中国企業が「非在住」（中

国以外の管轄法のもとで設立され、中国に事業所又は住所を置かず、又は中国から受取った配当が、その中国における事業

所又は住居と関係を持たない）の外国企業に支払う配当は、10％の税金が課せられる。ただし、課税に関する適用条約によ

り減税される。中国企業が中国在住の法人(中国以外の管轄法のもとで設立されたが「事実上の運営機関」が中国におかれて

いる法人を含む)に支払う配当は、中国の企業によって支払われる配当については中国の源泉徴収税は課せられない。

 

租税条約

　中国内に居住せず、中国との間に二重課税に関する条約を締結する国に居住する投資家は、中国に居住しない当社の投資

家に対する配当金の支払に課せられる源泉税の軽減を受ける権利を有する。中国は現在、以下の国を含む複数国と二重課税

に関する条約を締結している：オーストラリア、カナダ、フランス、ドイツ、日本、マレーシア、オランダ、シンガポー

ル、英国及び米国。

　所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための中華人民共和国と日本国との間の条約（租税条約）は

1984年６月26日以降効力を生じている。この租税条約の第10条に基づけば、中華人民共和国政府は、中華人民共和国の居住

者である法人のＨ株式を保有する適格な日本の所有者に対して当該法人が支払う配当金につき、当該配当の額に対して10％

を限度とする税率により所得税を課すことができる。この規定は配当に充てられる利得についての当該法人に対する課税に

影響を及ぼすものではない。「適格な日本の所有者」とは、(1）租税条約の適用上、日本国の居住者に該当する者で、(2）

中華人民共和国内に、Ｈ株式が帰属し、又はそこを通じて配当の受益者が事業を行っている、若しくは行ってきた、恒久的

施設又は固定的施設を有しておらず、(3）Ｈ株式に関連して得られる所得又は利益につき租税条約の恩典を享受する上でそ

の他の点で不適格ではない、日本の所有者をいう。
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キャピタル・ゲインに対する課税

個人投資家

Ｈ株式の個人所有者に関しては、「中華人民共和国個人所得税法及びその実施条例」に、持分株式売却によって実現した

利得に20％の所得税を課すと定め、財政部に徴税のしくみに関する詳細な税務規則を策定する権限を与えた。しかし、かか

る税制規則が発効され、持分株式売却によって実現した利得に対する所得税が徴税された例はない。個人が得た上場会社株

式売却による利得は、1998年３月30日付の税務総局の通知により暫定的に個人所得税を免除されている。この暫定免税措置

が取消され又は失効した場合、Ｈ株式の個人所有者は、関連の二重課税に関する条約によって税が軽減又は免除されるとき

を除き、20％のキャピタル・ゲインに対する税を課せられることになる。Ｈ株式の売却によるキャピタル・ゲインに対する

税が適用されることとなった場合、中米条約の下で中国が売却又は譲渡からの利得に課税できるのは、Ｈ株式の「適格米国

人保有者」で当社の持分を25％以上保有する場合に限られるとの主張ができるが、この見解は確定的ではなく、中国当局が

別の見解を示す可能性もある。

 

法人

2008年１月１日付で発行し、2019年４月23日付で改正された法人所得税法及び施行規則の下では、「非在住企業」である

外国企業は、関連の二重課税に関する条約によって税が軽減されるときを除き、海外で上場されている中国企業の株式の売

却により実現したキャピタル・ゲインに対して10％の税金が課せられる。中国在住の法人（中国以外の管轄法のもとで設立

されたが「事実上の運営機関」が中国におかれている法人を含む)が実現したキャピタル・ゲインには中国法人所得税が課せ

られる。

 

追加として考慮すべき中国税

中国の印紙税

　暫定規定の下で中国の公開企業の株式譲渡に課せられる中国の印紙税は、「中華人民共和国印紙税暫定条例」により、中

国人以外の投資家が中国国外でＨ株式を取得及び譲渡する場合には適用されない。本条例は1988年10月１日に施行されたも

ので、中国の印紙税が中国国内において作成又は受領され、中国国内で法的効力を有し、中国法の保護を受ける文書にのみ

課せられる旨を定めている。

 

遺産税

　中国の法律では、Ｈ株式を保有する中国国籍を持たない者に対して、いかなる遺産税の納税義務も生じない。

 

(2）香港における課税上の取扱い

配当金に対する課税

　香港内国歳入省の現行の慣習の下では、香港において当社が支払う配当金に関し支払うべき租税はない。

 

売却益

　香港においては、Ｈ株式の売却によるキャピタル・ゲインに関してはいかなる租税も課せられない。香港において取引、

専門的職業又は事業を営み、香港においてかかる取引、専門的職業又は事業により利益を得ている者が株式の売却により得

た取引利益には、香港所得税（収益税）が課せられ、かかる税率は、法人に対しては16.5％、非法人事業に対しては15.0％

である。法人又は非法人事業の課税対象となる所得のうち200万香港ドルについては、適用ある税率の半分の軽減税率が適用

される。ただし、法人又は非法人事業の関連企業が軽減税率を適用している場合又は企業が既に半分の税率の優遇税制を選

択している場合は、この限りではない。香港証券取引所で行われたＨ株式売却による取引利益は、香港において生じたもの

とみなされる。香港で証券のトレーディング又はディーリング業務に携わる者が行ったＨ株式の売却に基づく取引利益に関

しては、香港所得税（収益税）の納税義務が発生する。

 

印紙税

　香港印紙税は、香港において維持される株主名簿分冊に登録されたＨ株式購入のたびに購入者に、及び同様のＨ株式売却

のたびに売却者に、課せられる。2021年８月１日以降、香港の印紙税は、譲渡されるＨ株式の対価又は（対価より高額の場

合）価額に従い0.13％が、売却者と購入者それぞれに課税されるものである。すなわち現在、Ｈ株式の通常の売却及び購入

取引には合計0.26％が課税される。2021年８月１日より前に実施された購入又は売却に関しては、売却者及び購入者それぞ

れにより譲渡されるＨ株式の対価又は（対価より高額の場合は）価額の0.1％の印紙税が適用される。さらに、いかなる場合

でも、株式の譲渡証書毎に定額租税５香港ドルを支払わなければならない。

 

遺産税

　現在香港において遺産税は課されない。
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(3）日本における課税上の取扱い

　適用ある租税条約、所得税法、法人税法、相続税法及びその他の日本の現行の関連法令に従い、またこれら法令上の制限

を受けるが、日本の個人又は日本法人の所得（及び、個人に関しては相続財産）が上記「(2）香港における課税上の取扱

い」記載の香港の租税の対象となる場合、かかる香港の租税は、当該個人又は法人が日本において支払うこととなる租税の

計算上税額控除の対象となる場合がある。

　「第８　本邦における提出会社の株式事務等の概要－２．(５）本邦における配当等に関する課税」も参照のこと。

 

４【法律意見】

(1）当社の中国における法律顧問であるハイウェン＆パートナーズより、大要下記の趣旨の法律意見書が関東財務局長宛て

に提出されている。

 

本書「第一部　第１－本国における法制等の概要」における記述は、かかる記述が中国法の概要を構成するものと意図す

る範囲において、要約されるべき事項を公正に反映しており、すべての重要な点において真正かつ正確である。

 

(2）当社の香港における法律顧問であるサリバンアンドクロムウェル（香港）エルエルピーより、大要下記の趣旨の法律意

見書（「香港法律意見書」）が関東財務局長宛てに提出されている。

 

本書に記載されている記述及び「香港法律意見書の別紙１」において抜粋されている記載は、香港の法律的事項又は香港

証券取引所規則の条項の概要を記述する限りにおいて、虚偽又は不正確ではない。

 

(3）当社の香港における法律顧問であるベーカー＆マッケンジー法律事務所より、大要下記の趣旨の法律意見書が関東財務

局長宛てに提出されている。

 

本書日付現在、「第一部－第１－３．課税上の取扱い」の標題下に本書に記載されている記述は、香港の法律的事項の概

要を記述する限りにおいて、虚偽又は不正確ではない。
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第２【企業の概況】
１【主要な経営指標等の推移】

 

連結経営指標等(1)

 （単位：１株当たり金額（単位：人民元）を除き百万人民元）

 （下段の括弧内の数値は１株当たり金額（単位：円）を除き億円）(2)

 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

営業収益
366,229

(71,634)

377,124

(73,765)

375,734

(73,494)

393,561

(76,981)

439,552

(85,976)

営業利益
27,220

(5,324)

28,714

(5,616)

29,070

(5,686)

28,640

(5,602)

30,947

(6,053)

当社株主に帰属する当期純利益
18,617

(3,641)

21,210

(4,149)

20,517

(4,013)

20,850

(4,078)

25,948

(5,075)

当社株主に帰属する資本
325,867

(63,740)

343,069

(67,104)

352,510

(68,951)

363,456

(71,092)

428,674

(83,849)

総資産額
661,194

(129,330)

663,382

(129,758)

703,131

(137,532)

715,096

(139,873)

762,234

(149,093)

１株当たり純資産額(3)
4.03

(78.83)

4.24

(82.93)

4.36

(85.28)

4.49

(87.82)

5.08

(99.36)

１株当たり当期純利益(4)
0.23

(4.50)

0.26

(5.09)

0.25

(4.89)

0.26

(5.09)

0.31

(6.06)

自己資本利益率(5) 5.71% 6.18% 5.82% 5.74% 6.05%

営業活動により調達されたキャッ
シュ純額

96,502

(18,876)

99,298

(19,423)

112,600

(22,025)

132,260

(25,870)

137,533

(26,901)

投資活動により使用されたキャッ
シュ純額(6)

(85,263)

((16,677))

(85,954)

((16,813))

(77,214)

((15,103))

(87,077)

((17,032))

(80,287)

((15,704))

財務活動により使用されたキャッ
シュ純額

(16,147)

((3,158))

(16,283)

((3,185))

(31,288)

((6,120))

(42,107)

((8,236))

(7,522)

((1,471))

現金及び現金同等物の残高
19,410

(3,797)

16,666

(3,260)

20,791

(4,067)

23,684

(4,633)

73,281

(14,334)

注：(1) 上記の表は、当社の経営指標の抜粋を示している。2020年及び2021年の12月31日現在の財政状況並びに2020年及び2021年の各12月

31日終了年度の包括利益及びキャッシュ・フローの各指標は、本書に添付される当社の監査済連結財務諸表から引用しており、そ

れらの連結財務諸表と併せて理解される必要がある。2017年、2018年及び2019年の12月31日現在の財政状況並びに2017年、2018年

及び2019年の各12月31日終了年度の包括利益及びキャッシュ・フローの各指標は、本書に添付されていない当社の連結財務諸表か

ら引用している。当社の監査済連結財務諸表は、国際会計基準審議会が発行する国際財務報告基準（IFRS）に準拠して作成されて

いる。

上記の経営指標の抜粋は、成都天翼空間科技有限公司（以下「天翼空間」という。）の処分、天翼資本控股有限公司（以下「天翼

資本」といいう。）の設立並びに2017年度の衛星通信事業の取得及び陜西省中和恒泰保険代理有限公司（旧「中和恒泰」、以下

「オレンジ・インシュアランス」という。）の取得、2018年度のチャイナ・テレコム・リーシング有限公司（以下「チャイナ・テ

レコム・リーシング」という。）の設立、2019年度の中国電信財務有限公司（以下「中国電信財務」という。）、イーサーフィ

ン・スマート・ホーム・テクノロジー有限公司（以下「スマート・ホーム有限公司」という。）及びイーサーフィン・インター

ネット・オブ・シングス・テクノロジー有限公司（以下「IoT有限公司」という。）の設立並びに2021年度のイーサーフィン・ペイ

有限公司（以下「イーサーフィン・ペイ」という。）及びチャイナ・テレコム・リーシングの売却並びにチャイナ・テレコム・ク

ラウド・テクノロジー有限公司及びイーサーフィン・デジタルライフ・テクノロジー有限公司の設立を反映している。

(2) 日本円は、１人民元＝19.56円（国家外国為替管理局が発表した2022年４月28日の基準為替レートを基に計算した換算レート）で換

算されている。

(3) １株当たり純資産額は、当社株主に帰属する資本並びに当該各年度における発行済株式数の加重平均（2017年、2018年、2019年及

び2020年12月31日終了年度はいずれも80,932,368,321株並びに2021年12月31日終了年度は84,442,405,521株）に基づいて算出され

ている。
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(4) １株当たり当期純利益は、当社株主に帰属する当期純利益並びに当該各年度における発行済株式数の加重平均（2017年、2018年、

2019年及び2020年12月31日終了年度はいずれも80,932,368,321株並びに2021年12月31日終了年度は84,442,405,521株）に基づいて

算出されている。

(5) 自己資本利益率は、当社株主に帰属する当期純利益を期末の当社株主に帰属する資本で除して算出している。

(6) 設備投資は投資活動に用いられた正味現金キャッシュの一部であり、投資活動に用いられた正味現金への追加分ではない。

 

２【沿革】

 

2002年 中国会社法に基づき、2002年９月10日に有限責任の株式会社として「チャイナ・テレコ

ム・コーポレーション・リミテッド」の名称で設立された。

 

Ｈ株式の新規株式公開の完了に伴い、当社のＨ株式は香港証券取引所における取引のた

め上場され、当社のＨ株式を表章する米国預託株式（以下「ADS」という。）はニュー

ヨーク証券取引所における取引のため上場された。

 

2014年 中国聯合網絡通信股份有限公司（以下「中国聯通」という。）及び中国移動通信有限公

司（以下「中国移動」という。）とともに、中国通信設施服務股份有限公司（現在は

「チャイナ・タワー有限公司」で知られる。以下「タワー・カンパニー」という。)を共

同で設立した。

 

2017年 天翼空間の100％の持分を売却した。

 

資本投資活動及びコンサルティング・サービスの提供を行う完全子会社である天翼資本

を設立した。

 

2018年 チャイナ・テレコム・グローバル有限公司（以下「チャイナ・テレコム・グローバル」

という。）と共同で、電気通信機器の調達、ファイナンス・リース及び関連する資金調

達業務に携わるチャイナ・テレコム・リーシングを設立した。

 

2019年 中国電信集団公司及び中国通信服務有限公司（以下「CCS」という。中国電信集団有限公

司の子会社である。）と共同で、中国電信財務を設立した。

 

スマート・ファミリー・エコスフィアに焦点を当てたイーサーフィンHD、スマート・

ホーム、ホーム・ゲートウェイ及びスマート・ホーム・ネットワーキング・サービスに

関与する完全子会社であるスマート・ホーム有限公司を設立した。

 

IoTエコスフィアに焦点を当てたIoT及び自動車向けインターネット・サービスに関与す

る完全子会社であるIoT有限公司を設立した。

 

2021年 中国電信集団有限公司に対しイーサーフィン・ペイを、また中国電信集団有限公司及び

その子会社であるGuang Hua Properties Limitedに対しチャイナ・テレコム・リーシング

を売却した。

 

Ａ株式の募集を完了し、2021年８月20日に当社のＡ株式は上海証券取引所に上場され、

取引が開始された。

 

2021年５月18日を発効日として、ニューヨーク証券取引所における当社のADSの上場が廃

止され、2021年12月８日（米国東部時間）付で当社のADSプログラムは終了した。
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３【事業の内容】

 

当社の事業セグメントは、総合電気通信事業のみである。

 

当社は、世界における大規模かつ有数の統合知的情報サービス・オペレータであり、その主な事業は、総合通信サービス、移

動通信サービス、インターネット接続サービスなどの付加価値電気通信サービス、情報サービス及びその他の関連サービスを

含む、基礎的電気通信事業の提供である。2021年度末時点において、当社の携帯電話加入者数は約372百万、有線ブロードバン

ド加入者数は約170百万、及び稼働中のアクセス回線数は約107百万であった。

 

当社は2021年度、デジタル経済の発展の機会を捉え、「クラウド化及びデジタル・トランスフォーメーション」戦略を実施し

た。積極的かつ進歩的な市場開発戦略に従い、当社は、5Gによる個人の情報化のアップグレードにこだわり、引き続き5Gの運

用機能の向上を行った。「ギガビット・ブロードバンド＋ホールホームWiFi＋イーサーフィンHD＋スマート・ホーム・アプリ

ケーション」の集合により、当社は、家庭向けサービスの、デジタル生活及びサービスへのアップグレードを加速させた。

「クラウド、セキュリティ、5G、データ、及びインテリジェンスの統合」を活用し、当社は、産業デジタル化の発展を加速さ

せるため、シーン別統合型インテリジェント・ソリューションを開発した。2021年度、当社の携帯電話加入者総数は372百万に

達し、加入者純増数は４年連続で業界首位を保っている。5Gパッケージ加入者の普及率は50.4％に達した。有線ブロードバン

ド加入者数は170百万近くまで達した。ホールホームWiFi及びイーサーフィン・ウェブカムなどのスマート・ファミリーのサー

ビス加入者の普及率が急速に増加した。産業デジタル化による収益は98.9十億人民元に達し、これは比較可能ベースで前年比

19.4％の成長であり、成長率は2020年度よりも著しく高かった。

 

2021年度、新たな機会と課題を前に、チャイナ・テレコムは「クラウド化及びデジタル・トランスフォーメーション」戦略を

実施し、感染症流行の防止及び管理並びに生産及び運営の推進を調整し、企業の改革及び発展において著しい進展と目覚まし

い成果をあげた。

 

業界をリードするクラウド・ネットワーク・サービスの能力

 

当社は、クラウド・ネットワーク統合のアイデアを提示し、クラウド・ネットワーク統合に基づく先進的な新しい情報基盤を

構築し、かつ、陸、海、空、及び宇宙を網羅した全体的なネットワーク接続の優位性の統合を続けた。当社は、5Gネットワー

クのカバレッジを、国内のすべての都市及び地方並びに一部の開発された街に拡大し、共同構築及び共同使用を深化させた。

当社は、世界最大の5G SAの共同構築及び共同使用ネットワークを構築した。当社は、ファイバー・ネットワークの構築を加速

させ、ギガビットの先駆的役割及び300Mbpsの普及を強化し、また、ファイバー・ネットワークにおける能力の拡大を続けた。

当社は、空と陸の一体化、衛星ネットワーク統合、及びインターネット・オブ・エブリシングを特長とした知的統合情報サー

ビスを顧客に提供するため、天通IoTを発売した。当社は、世界最大級の能力を有する全国的なROADMオールファイバー伝送

ネットワークを構築し、また、事業開発に基づき新たな大都市圏ネットワークの展開規模を拡大した。当社は、クラウドコン

ピューティングの分野で取組みを強化した。チャイナ・テレコム・クラウド・テクノロジー有限公司が正式に設立され、大規

模な中央政府保有企業（SOE）4社が、株式保有分散の枠組協定を締結するために導入された。当社は、市場への影響力を引き

続き拡大させながら、国のクラウドコンピューティングチーム及びイーサーフィン・クラウドブランドの構築に尽力した。

「顧客志向」の理念に従い、当社は引き続き、「信頼のおける」企業イメージを構築し、高品質の情報化された製品及びサー

ビスを提供し、また、顧客経験を向上させている。当社は、業界で有効苦情発生率が最も低く全体的満足度については業界

トップを維持しており、満足できるサービスのための特別改善プログラムを実施した。

 

科学技術革新能力の大幅な拡大

 

当社は、アプリケーションの基礎研究、アプリケーションの技術的研究開発及び運用に基づく開発など３つのモジュールから

なる統合された３セグメントの研究開発体制を十分に整えた。イーサーフィン・クラウド4.0及び5Gエッジ・ネットワークなど

の、中核機能及び専有の主要技術に、継続的な躍進が見られる。当社は、広範囲にわたる外部との協力及び国の主要な４研究

所との包括的な協力を行うことにより、率先して、最初のクラウドコンピューティング技術の原点を担い、かつ国の主要な問

題に対処するプロジェクトを引き受けた。チャイナ・テレコム科学技術協会の機関は、技術交換及び共有の橋渡しとなり、ま

た、科学技術の実務家の拠点として機能している。当社は、業界トップの専門家を集め、最高の「外部ブレーン」を結成する

ため、科学技術革新に向けた専門委員会を設立した。

 

ネットワーク及び情報セキュリティ能力の継続的強化
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内部において、当社は、ネットワーク及び情報セキュリティシステムの改善を続け、効率的に一元化したセキュリティ及び

ネットワークのチャネリング機能を構築した。当社は、国内独自製品の調達規模を拡大し、サプライチェーンの安全性を十分

に保護し、かつ、継続して、国内のシステム、ソフトウェア及びネットワーク機器の調達割合を引き上げた。個人情報保護

が、利用者のデータ及びアプリケーションのセキュリティを確保する情報化手段を十分に使用することにより、強化された。

当社は、反詐欺行為、詐欺行為防止及び迷惑電話防止を継続して実施し、その反詐欺行為の取組みは、あらゆる面で業界を

リードしている。対外的には、当社は、セキュリティ製品及びサービスを引き続き開発し、社会的及び経済的な安全性を強化

し、また、中核となるセキュリティ製品を強化した。当社はまた、とりわけイーサーフィン・セキュリティ・ブレーン、段階

的保護アシスタント、量子暗号通話、及びインターネット詐欺防止などの製品及びサービスのシリーズを積極的に拡大し、ま

た、個人及び家庭市場向けにイーサーフィン迷惑防止及びセキュリティ・バトラーなどの製品を提供した。当社は、重要なセ

キュリティサービス体制を構築し、セキュリティ会社である北京グローバル・セーフティ・テクノロジー及びQuantumCTekの協

働を強化させ、開発の相乗効果を生み出し、セキュリティサービスを共に拡大及び強化させた。

 

当社は2021年度、積極的に市場を開拓し、製品を改良し、サービスを拡大し、また、デジタル生活における消費の進歩から生

じる個人用及び家庭用の顧客需要並びに産業デジタル化における転換から生じる企業顧客の需要を引き続き満たした。当社

は、高品質な開発を推進するためにいかなる努力も惜しまない。当社の営業収益は439.6十億人民元と、前年比11.7％の増加で

あった。うち、サービスによる収益は402.8十億人民元であり、過去１年間で7.8％増加した。子会社の処分による収益への影

響を除外した前年比成長率は8.1％に達し、５年連続で業界平均成長率を上回った。

 

5Gサービスでの主導的役割を引き続き強化し、モバイル加入者の規模及び価値を順調に拡大

 

当社は、5Gサービス開発の機会を積極的に捉え、5Gが牽引する個別市場の開発にこだわった。当社は、「接続性＋クラウドド

ライブ」を通じて5Gの顧客に安全かつ信頼できるクラウドサービスを提供しながら、5Gパッケージのコンテンツを引き続き拡

充し、また、「クラウド・ネットワーク統合」の優位性の活用によって業界内での5Gクラウド・パッケージの発売をリードし

た。当社はまた、コンテンツ、アプリケーション及び経験を継続的に最適化し、5Gアプリケーションの規模拡大をさらに進

め、DOUが継続的に増加する中、動画付きカラー・リングバック・トーン、ウルトラHD、クラウドVR／AR、クラウド・ゲームな

どのアプリケーション及びクラウド端末は相当な規模になっている。当社は、特典の運用システムを継続的に最適化し、ま

た、「より便利な、より優遇される、より知的でより安全な」デジタル化された特典製品及びサービスを顧客に提供した。当

社は、デジタル手段を活用しかつネットワークカバレッジを拡大してネットワーク構成を最適化することにより、より良い品

質の5Gネットワーク・サービスを顧客に提供した。2021年度、当社のモバイル加入者数は372百万に達し、純増数は21.41百万

となり、市場シェアは継続的に増加している。モバイルのARPUは45.0人民元であり、前年比2.0％増となった。5Gパッケージ加

入者数は188百万に達し、普及率は50.4％で業界トップを維持している。2021年12月の5Gネットワークの顧客のDOUは24.1GBに

達した。

 

ブロードバンド・サービス能力及びブレンドARPUを着実に拡大させながら、家庭向けサービスの改良を継続的に加速

 

当社は、デジタル経済の開発動向を積極的に把握し、自己の資源を十分に活用し、家庭の顧客が求める統合された情報化ニー

ズに継続的に対応するため、家庭向け事業及びサービスの改良を続けた。当社は、家庭顧客向けブロードバンドの速度の全体

的向上を加速させ、ギガビット利用者の普及率は引き続き増加している。当社は、スマート・ファミリーのサービスにおける

先発企業としての優位性を引き続き活用する一方、サービスの最適化、製品の機能拡大、及びスマート・ファミリー製品の規

模開発を引き続き加速させた。イーサーフィン・ウェブカム及びホールホームWiFiの加入者数は、業界トップの地位を維持し

た。当社は、デジタル生活における有利な位置をいち早く捉え、スマート・ファミリーから住宅全体のインテリジェンスへの

アップグレードを加速させ、また、住宅全体のインテリジェント・ネットワークやインテリジェント住宅などのカスタマイズ

されたサービスを、ファミリー顧客に提供した。当社は、家庭向け及び公共向けサービスの接続されたデジタルアップグレー

ドを加速させ、業界において率先してデジタルビレッジ白書を公表し、また、共同体や地方の顧客に、インテリジェントな管

理、インテリジェントな監視及びインテリジェント・セキュリティなどの豊富なデジタルサービスを提供するため、スマート

コミュニティ及びデジタル・ビレッジ・プラットフォームの機能のアップグレードを継続した。2021年度、当社のブロードバ

ンド加入者数は170百万近くまで達し、純増数は11.18百万となり、ブロードバンド・アクセスARPUが前年比で順調な伸びを記

録した。スマート・ファミリーによる収益は25.1％増加した。スマート・ファミリーのサービスに牽引され、ブロードバンド

のブレンドARPUは45.9人民元であり、前年比3.4％の増加となった。

 

さまざまな立場の人々に力を与えるクラウド・ネットワークの統合を促進させ、産業デジタル化の収益は急成長
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クラウド・ネットワーク統合における優位性、及び「クラウド、セキュリティ、5G、データ、及びインテリジェンスの統合」

を十分に活用し、当社は積極的に、従来型産業の転換及びアップグレードを促した。当社はまた、クラウド製品の機能拡大を

加速させ、イーサーフィン・クラウドを分散型クラウドにアップグレードさせた。当社は、良好な市場ブランド認識及び行政

向けの公共クラウド市場におけるトップの地位を維持するため、クラウド・ネットワーク統合、独立性及び可制御性、ローカ

ライズされたサービス、セキュリティ並びに信頼性などの差別化した優位性を創出した。当社は、クラウド・ネットワーク統

合製品の開発を加速させ、プレミアムOTN専用回線、FIRST専用回線などの一連の先導的かつ先駆的な製品を発売し、また、マ

ルチクラウド・アクセス、マルチクラウド相互接続及びDCIの急成長を推進した。当社は、産業ソリューション機能及び遂行機

能の拡大を加速させ、政府及び企業のシステム改革の実施を引き続き深化させ、産業事業グループを更に細分化し、また、産

業顧客の需要について綿密な調査を実施した。当社は、主要産業向けに30近くのグループレベルのデジタル・プラットフォー

ムを構築し、シーン別統合インテリジェント・ソリューションを提供し、また、ローカルレベルでの統合及び遂行のチーム及

び機能を強化した。産業プラットフォーム、5Gのカスタマイズされたネットワーク及びIoTを活用し、当社は、広範囲にわた

り、スマートシティ、デジタル政府及び産業インターネットなどの主要分野及び垂直産業を支えている。2021年度において、

当社の産業デジタル化による収益は98.9十億人民元に達し、これは比較可能ベースで前年比19.4％の増加と、2020年度と比較

して確固たる成長の加速が見られた。イーサーフィン・クラウドからの収益は引き続き急速に増加しており、27.9十億人民元

と、前年比で2倍となった。

 

デジタル・トランスフォーメーション及びアップグレードを加速させ、デジタル販売及びサービス機能を大幅に拡大

 

当社は、デジタル・トランスフォーメーション及びアップグレードを積極的に推進し、デジタル研究開発及び設計、インテリ

ジェントな生産及び運用、統合化された運営及び管理、機敏な顧客サービス、及び環境に優しい製品調整などのデジタル管理

水準を継続的に向上させた。当社は、製品の迅速なローディング、自律的消費、地域間共通の受入れ及び処理を達成し、かつ

オンラインとオフラインの様々な接点を増強するために、核となるデジタル販売の構築を引き続き加速させた。当社は、デー

タに基づくインテリジェントな販売及びマーケティングの業務機能拡大を引き続き推進し、データタグの適用を強化し、ま

た、正確な利用者プロフィールを構築するための、AIによる及びデータに基づくインテリジェントな販売及びマーケティング

機能を増強させた。結果として、販売への転換率、販売及びマーケティング資源の活用効率及び顧客認知が著しく向上した。

当社は、データに基づくインテリジェントサービス機能のアップグレードを加速させ、かつ、インテリジェントでオンライン

ベースの顧客サービス機能を構築し、サービス効率及び顧客認知の両方を拡大させることができた。当社は2021年度におい

て、総合的な満足度で業界トップの地位を維持した。
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新たな情報インフラ構築を引き続き加速させ、クラウド・ネットワーク統合機能をさらに拡大

 

当社は、「クラウド・セントラル、ネットワーク・アラウンド、ネットワーク・アダプティブ・トゥ・クラウド、クラウド・

アンド・ネットワーク・アズ・ワン (Cloud Central, Network Around, Network Adaptive to Cloud, Cloud and Network as One)」

に従い、クラウド・ネットワーク統合化された、グリーンかつ低炭素なデジタル情報基盤の構築を加速させた。当社は、5G構

築の強化を続け、また、共同構築及び共同使用を深化させた。使用中の5G基地局数は約690,000局に達し、5Gネットワークのカ

バレッジは、全国の全ての都市及び郡並びに一部の発展した街まで拡大した。当社は、フロントエンドとバックエンドの連携

を通じて5Gのカスタマイズされたネットワークを構築し、また、産業向けアプリケーションのベストプラクティスを設定し

た。当社はまた、ファイバー・ネットワーク構築の推進を深化させ、かつ、ファイバー・ネットワーク機能を引き続き拡大さ

せた。当社は、全国にわたるカバレッジ及び世界最大級の能力を有する、オールファイバー伝送ROADMネットワークの構築を完

了させ、また、事業開発を支援するための新たな大都市圏ネットワークの規模展開を拡大させた。当社は、クラウド・ネット

ワークの基礎的機能の構築を強化した。国の「東から西へコンピューティング資源の移転 (East-to-West Computing Resource

Transfer)」プロジェクト及び統合されたビッグデータ・センターの展開を軸に、当社は、データセンター、DCIネットワー

ク、コンピューティング能力及びイーサーフィン・クラウドを、あらゆる面で展開した。当社は、クラウド資源のための

「2+4+31+X+O」配備を実現し、「一省一池」を達成した国で最初のクラウド・サービス・プロバイダとなった。当社は、自己

のデジタル情報インフラのセキュリティ基盤を強化するため、業界で最大のクラウドベースのセキュリティ機能のプールを調

整及び展開し、また、クラウド、ネットワーク、エッジ及び端末を網羅したセキュリティ状況認識能力システムを構築した。

 

関連当事者間取引

 

イーサーフィン・ペイ及びチャイナ・テレコム・リーシングの売却

2021年３月26日、当社は、中国電信集団公司との間で、出資額500,000,000人民元で当社が保有するイーサーフィン・ペイ

有限公司の全株式資本を3,897百万人民元（約4,695百万香港ドル相当）の対価で売却し、中国電信集団公司がそれを取得す

ることで合意した。

 

2021年３月26日、当社及び当社の完全子会社であるチャイナ・テレコム・グローバルは、中国電信集団公司及びその子会

社であるGuang Hua Properties Limited（以下「Guang Hua Properties」）との間で、当社及びチャイナ・テレコム・グ

ローバルがそれぞれ保有するチャイナ・テレコム・リーシングの株式資本の75％及び25％を、それぞれ131百万人民元（約

158百万香港ドル相当）及び44百万人民元（約53百万香港ドル相当）の対価で売却し、中国電信集団公司及びGuang Hua

Propertiesがそれぞれを取得することで合意した。

 

上場規則第14A章に基づき、中国電信集団公司は当社の支配株主であるため、中国電信集団公司は当社の関連当事者であ

り、当社と中国電信集団公司の間で締結された株式譲渡契約に基づく売却は、上場規則第14A章の目的上、当社の関連当事者

間取引を構成する。さらに、Guang Hua Propertiesは中国電信集団公司の完全子会社であり、従って当社の関連当事者であ

るため、チャイナ・テレコム・グローバル及びGuang Hua Propertiesの間で締結された株式譲渡契約に基づく処分は、上場

規則第14A章の目的上、当社の関連当事者間取引を構成する。

適用される処分比率のうち最も割合が高いものは0.1％超5％未満であるため、報告、公表及び年次レビュー要件のみ対象

であり、上場規則第14A章に基づく独立株主の承認要件は免除される。

 

上記の売却は、契約条件に基づき2021年４月に完了した。イーサーフィン・ペイ及びチャイナ・テレコム・リーシングの

売却による税引後利益は約1.416十億人民元であった。

 

継続的関連当事者間取引

 

下表は、2021年12月31日終了年度における当グループの継続的関連当事者間取引を示したものである。

取引

取引額

（百万人民元）

継続関連当事者間

取引の年間限度額

（百万人民元）
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(1) 当グループ並びに中国電信集団有限公司(1)及び／又はその関連会社（当グループを除

く。）の間で締結された関連当事者間取引

  

業務集約化サービスの正味取引 962 1,500

相互接続決済の正味費用 79 400

不動産相互リース 943 1,500

中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社によるITサービスの提供 3,548 5,000

当グループによるITサービスの提供 1,186 2,100

中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社によるコミュニティ・サービスの提供 3,899 4,800

中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社による資材調達サービスの提供 4,105 6,400

当グループによる資材調達サービスの提供 3,901 7,200

中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社によるエンジニアリング・サービスの提

供

15,869 32,000

中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社による付属電気通信サービスの提供 22,613 26,500

当グループによるインターネット・アプリケーション・チャンネル・サービスの提供 60 3,000

(2)

 

中国電信財務並びに当グループ、親会社グループ(2)及びCCSグループ(3)の間でそれぞれ

締結された関連当事者間取引

  

中国電信財務による当グループに対する預金サービスの提供（未払利息を含む日次預金

残高限度額）

25,544 60,000

中国電信財務による親会社グループに対する貸付サービスの提供（未払利息を含む日次

貸付残高限度額）

2,002 10,000

中国電信財務によるCCSグループに対する貸付サービスの提供（未払利息を含む日次貸付

残高限度額）

- 1,000

(3) 当グループ並びにイーサーフィン・ペイ及びその子会社との間で締結された継続的関連

当事者間取引

  

決済及びデジタル金融関連サービス 802 1,400

(1) 中国電信集団有限公司と、当社の支配株主であり2021年12月31日現在当社の発行済株式の約63.20％を保有する。

(2) 親会社グループとは、中国電信集団有限公司、その関連会社及び当グループと共同で保有するその事業体（当社及びCCSグループを除

く。）をいう。

(3) CCSグループとは、中国通信服務股份有限公司及びその子会社をいう。

 

当グループ並びに中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社（当グループを除く。）の間で締結された継続的関連当事

者間取引

 

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は補足契約を締結し、エンジニアリング枠組契約、付属電気通信サービ

ス枠組契約、相互接続決済契約、コミュニティ・サービス枠組契約、業務集約化サービス契約、不動産リース枠組契約、IT

サービス枠組契約、資材調達サービス枠組契約及びインターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約を

さらに３年間更新し、それらは2021年12月31日に満了した。中国電信集団有限公司は、当社の支配株主である。従って、上

場規則第14A章に従い、中国電信集団有限公司は当社の関連当事者であり、各契約の目的である取引は当社の継続的関連当事

者間取引を構成する。

2019年、2020年及び2021年12月31日を末日とする各年度のエンジニアリング枠組契約及び付属電気通信サービス枠組契約

の目的である取引に関し更新された年間上限の一定の適用比率（利益率を除く。）が５％を超えるため、当該継続的関連当

事者間取引は、上場規則第14A章に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件の対象となる。当社の独立株主

は、2018年10月26日に開催された臨時株主総会において、エンジニアリング枠組契約及び付属電気通信サービス枠組契約の

更新並びにそれらに適用される更新された年間上限を検討し、承認した。2019年、2020年及び2021年12月31日を末日とする

各年度におけるその他の継続的関連当事者間取引契約の目的である取引に関し更新された年間上限の適用比率（利益率を除

く。）はそれぞれ0.1％超５％未満であったため、当該継続的関連当事者間取引は、報告、公表及び年次レビュー要件のみ対

象であり、上場規則第14A章に基づく独立株主の承認要件は免除される。各契約の詳細は以下のとおりである。

 

業務集約化サービス契約

当社及び中国電信集団有限公司は、2002年９月10日付で業務集約化サービス契約を締結し、さらに後続の関連追補契約を

両当事者間で成立させている（以下「業務集約化サービス契約」と総称する）。これに従い業務集約化サービスの対象に含
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まれるのは、重要な法人顧客、ネットワーク管理センター及びビジネス・サポート・センターに関して当グループが中国電

信集団有限公司に提供する集約的な事業管理・運営サービスである。また、中国電信集団有限公司の当グループに対する一

定施設の提供、及び両当事者による国際電気通信施設の共同使用も、業務集約化サービスの対象に含まれる。中国電信集団

有限公司並びに当グループが管理・運営サービスを提供する際に発生した総費用は、各当事者が稼得した収入額に従って按

分した上で両者が負担する。中国電信集団有限公司の提供施設を当グループが使用する場合は、実際の使用割当に従って按

分した上で当グループも施設使用料金を負担する。施設使用料金は、比較可能な市場価格に基づき、両当事者が協議し決定

するものとする。両当事者が第三者の提供する国際電気通信施設を使用する場合及びかかる第三者による復旧・保守等の

サービス費用がかかる場合、かかる施設使用料金及び関連サービス費用の年間負担額は、各年の実際の使用量に従って按分

して決定する。中国電信集団有限公司の国際電気通信施設を両当事者が使用する場合の関連費用は、国際地域、香港、マカ

オ及び台湾を着信地及び発信地とする発信音声通話量のうち各当事者分を、同対象地域を着信地及び発信地とする両当事者

の発信音声通話総量で除した比率に従って按分して配分する。かかる場合の施設使用料金は、両社が第三者が提供する国際

電気通信施設を利用し、第三者が提供するサービスを受領する場合、復旧及び保守費用は各年の実質使用料により決定す

る。中国電信集団有限公司が提供する国際電気通信施設の供用に関する使用量は、市場価格に基づき、当事者間が協議して

決定するものとする。市場価格とは、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業務を通じ

て正常な取引条件で提供される場合の価格をいう。契約に基づくいかなる取引の取引価格が市場価格に相当するかを決定す

る際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行されている

類似した比較可能な２以上の取引の価格を考慮する。

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は、補足契約を締結し、業務集約化サービス契約を当該補足契約の条件

で2021年12月31日まで３年間更新する旨合意した。当社には、業務集約化サービス契約終了日の30日前までに中国電信集団

有限公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については両当事

者で協議し決定するものとする。

 

相互接続決済契約

当社及び中国電信集団有限公司は、2002年９月10日付で相互接続決済契約を締結し、さらに後続の関連追補契約を両当事

者間で成立させている（以下「相互接続決済契約」と総称する）。これに従い、域内の自社接続回線に受信した通話を接続

する電話事業者は、かかる通話を発信した電話事業者から相互接続料金を受領することができる。かかる料金は中華人民共

和国工業情報化部（以下「工業情報化部」という。）がその時々で定めている。なお、当グループ回線から中国電信集団有

限公司の回線に発信された域内通話の相互接続料金は、現在１分当たり0.06人民元である。相互接続決済の請求は、工業情

報化部により交付された「公衆回線による相互接続決済手段及び中継手数料の共同負担に関する関する通知（Xin Bu Dian

[2003] No. 454）」に基づき計算される。工業情報化部は、その時々に、関連する規制規則及び市場状況を考慮し、相互接続

決済に関する規制規則を改正又は新たに公布する。かかる規制規則は、工業情報化部の公式ウェブサイト

（www.miit.gov.cn.）において発表される。工業情報化部が相互接続決済料金に関して既存の規則若しくは規制を変更し又

は新規の規則若しくは規制を発した場合、かかる変更後又は新規の規則又は規制は両当事者に知れてから適用するものとす

る。接続地域は、北京市、天津市、河北省、黒竜江省、吉林省、遼寧省、山西省、河南省、山東省、内モンゴル自治区及び

西蔵自治区を含む。

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は、補足契約を締結し、相互接続決済契約を当該補足契約の条件で2021

年12月31日まで３年間更新する旨合意した。当社には、相互接続決済契約終了日の30日前までに中国電信集団有限公司に対

し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については両当事者で協議し決

定するものとする。
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不動産リース枠組契約

当社及び中国電信集団有限公司は、2006年８月30日付で不動産リース枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契約を両

当事者間で成立させている（以下「不動産リース枠組契約」と総称する）。これに従い、当グループ並びに中国電信集団有

限公司及び／又はその系列会社は、営業所、事務所、機材保管施設及びネットワーク機器設置用地として使用するため、他

方当事者から不動産をリース使用することができる。不動産リース枠組契約下のリース料金は、相対的な市場価格に従って

決定されるものとする。リース料金は３年ごとに見直すものとする。市場価格とは、同一又は類似した種類の不動産又は隣

接した不動産が独立した第三者により通常業務を通じて正常な取引条件でリースされる際の料金をいう。契約に基づくいか

なる不動産のリース料金が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立し

た第三者により通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引のリース価格を参考にし考慮す

る。

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は、補足契約を締結し、不動産リース枠組契約を当該補足契約の条件で

2021年12月31日まで３年間更新する旨合意した。当社には、不動産リース枠組契約終了日の30日前までに中国電信集団有限

公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については両当事者で

協議し決定するものとする。

 

情報技術サービス枠組契約

当社及び中国電信集団有限公司は、2006年８月30日付で情報技術サービス枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契約

を両当事者間で成立させている（以下「情報技術サービス枠組契約」と総称する）。これに従い、当グループ並びに中国電

信集団有限公司及び／又はその系列会社は、他方当事者にオフィス・オートメーション及びソフトウェア検査を含む情報技

術サービスを提供することができる。当グループ並びに中国電信集団有限公司及び／又はその系列会社は、情報技術サービ

ス枠組契約に基づき、それぞれ一定の情報技術サービスを提供するための入札について、その参加資格が認められる。かか

るサービスの料金は、市場価格を参考にして決定される。市場価格とは、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独

立した第三者により通常業務を通じて正常な取引条件で提供される場合の価格をいう。契約に基づくいかなる取引の取引価

格が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業

務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の価格を参考にし考慮する。

関連する中国の法律又は規制により、当該契約に基づき提供される特定のサービスの価格及び／又は標準料金が入札手続

きで成立した料金により決定されなければならないと明確化されている場合、かかるサービスに支払われる金額は「中国入

札法」及び「中国入札法施行に関する規制」又は関連する入札手続きに基づき決定される必要がある。当グループは、入札

手続きにおいて少なくとも３つの入札者を勧誘する。当グループ又は中国電信集団有限公司及び／若しくはその系列会社の

提示した取引条件が、独立した第三者プロバイダの提示条件より不利でない場合、当グループ又は中国電信集団有限公司及

び／若しくはその系列会社は、優先的に他方当事者に落札させるすることができる。

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は、補足契約を締結し、情報技術サービス枠組契約を当該補足契約の条

件で2021年12月31日まで３年間更新する旨合意した。当社には、情報技術サービス枠組契約終了日の30日前までに中国電信

集団有限公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については両

当事者で協議し決定するものとする。

 

コミュニティ・サービス枠組契約

当社及び中国電信集団有限公司は、2006年８月30日付でコミュニティ・サービス枠組契約を締結し、さらに後続の関連追

補契約を両当事者間で成立させている（以下「コミュニティ・サービス枠組契約」と総称する）。これに従い、中国電信集

団有限公司及び／又はその系列会社は当グループに対し、文化、教育、不動産管理、車両サービス、保健・医療、会議・宿

泊、コミュニティ及び公衆衛生の各サービスを含むコミュニティ・サービスを提供する。コミュニティ・サービス枠組契約

下で提供されるコミュニティ・サービスは、以下の価格設定に基づき提供される：

(1) 市場価格（すなわち、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業務を通じて正常な

取引条件で提供される場合の価格）。契約に基づくいかなる取引の取引価格が市場価格に相当するかを決定する際、

可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行されている

類似した比較可能な２以上の取引の価格を参考にし考慮する。
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(2) 市場価格が無い場合又は市場価格を決定することが不可能な場合は、当事者間の交渉価格の合意により決定する。

「交渉価格」とは、サービス提供に伴う合理的な費用に関連する税金及び合理的な利幅を乗せた額をいう。かかる

「合理的な利幅」は、当グループの社内方針に基づき交渉を経て両当事者により公平に決定される。契約に基づくい

かなる取引に関連する「合理的な利幅」を決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した

第三者により通常業務を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の利幅を参考にし考慮す

る。

 

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は、補足契約を締結し、コミュニティ・サービス枠組契約を当該補足契

約の条件で2021年12月31日まで３年間更新する旨合意した。当社には、コミュニティ・サービス枠組契約終了期日の30日前

までに中国電信集団有限公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事

項については両当事者で協議し決定するものとする。

 

資材調達サービス枠組契約

当社及び中国電信集団有限公司は、2006年８月30日付で資材調達サービス枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契約

を両当事者間で成立させている（以下「資材調達サービス枠組契約」と総称する）。これに従い、中国電信集団有限公司及

び／又はその系列会社並びに当グループは、総合調達サービス、自己所有電気通信機器の売却、第三者機器の転売、入札管

理、技術仕様の検証、保管、輸送及び設置の各サービスを含む資材調達サービスを相互に提供する。

調達サービスが代理店ベースで提供される場合、かかる手数料の上限は、（１）輸入による電気通信資材の調達である場

合は契約価格の1.0％を超えない範囲、又は（２）国産電気通信資材及び国産非電気通信物資の調達である場合は契約価格の

3.0％を超えない範囲で算定される。代理店ベース以外の方法による資材調達サービス枠組契約下での資材調達の提供につい

てのサービス料金の設定基準は、コミュニティ・サービス枠組契約における記述と同一である。

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は、補足契約を締結し、資材調達サービス枠組契約を当該補足契約の条

件で2021年12月31日まで３年間更新する旨合意した。当社には、資材調達サービス枠組契約終了期日の30日前までに中国電

信集団有限公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については

両当事者で協議し決定するものとする。

 

エンジニアリング枠組契約

当社及び中国電信集団有限公司は、2006年８月30日付でエンジニアリング枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補契約

を両当事者間で成立させている（以下「エンジニアリング枠組契約」と総称する）。これに従い、中国電信集団有限公司及

び／又はその系列会社は、入札を経て、当グループに対して建設、設計、装置設置及び試験の各サービス並びに／又はエン

ジニアリング・プロジェクトの監理業務を提供する。かかるエンジニアリング・サービスの料金は、市場価格を参考にして

決定されるものとする。市場価格とは、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業務を通

じて正常な取引条件で提供される場合の価格をいう。契約に基づくいかなる取引の取引価格が市場価格に相当するかを決定

する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務を通じて締結され実行されてい

る類似した比較可能な２以上の取引の価格を参考にし考慮する。

エンジニアリング・プロジェクトの設計若しくは監督業務の料金が１百万人民元を超える場合、又は建設プロジェクトの

料金が４百万人民元を超える場合は、かかる料金は入札価格により決定されるものとし、かかる金額は、「中国入札法」及

び「中国入札法施行に関する規制」又は関連する入札手続きにおいて最終的に確認された金額に基づき決定される必要があ

る。当グループは、入札手続きにおいて少なくとも３つの入札者を勧誘する。

契約期間中に、中国法及び規則により公布されるエンジニアリング建設プロジェクトの入札範囲及び規模に関する規則又

は規制に修正がある状況において、両当事者は、かかる修正規則及び修正規制を適用し、補足契約への修正は不要とするこ

とで合意した。当グループは、中国電信集団有限公司及び／若しくはその系列会社に対し、かかるサービス提供のいかなる

優先権も付与しておらず、独立第三者が落札することもある。しかし、中国電信集団有限公司及び／若しくはその系列会社

によるサービスが他の入札者と少なくとも同程度に条件が良い場合、当グループは中国電信集団有限公司及び／若しくはそ

の系列会社に落札させることができる。

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は、補足契約を締結し、エンジニアリング枠組契約を同一の条件（価格

条項を除く。）で2021年12月31日まで３年間更新する旨合意した。当社には、エンジニアリング枠組契約終了日の30日前ま

でに中国電信集団有限公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項

については両当事者間で協議し決定するものとする。

付属電気通信サービス枠組契約
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当社及び中国電信集団有限公司は、2006年８月30日付で付属電気通信サービス枠組契約を締結し、さらに後続の関連追補

契約を両当事者間で成立させている（以下「付属電気通信枠組契約」と総称する）。これに従い、中国電信集団有限公司及

び／又はその系列会社は、当グループに対し、電気通信機器の修繕、防火設備及び公衆電話の保守、並びにその他の顧客

サービスを含む一定の修繕保守サービスを提供する。かかるサービスの料金の設定基準は、コミュニティ・サービス枠組契

約における記述と同一である。

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は、補足契約を締結し、付属電気通信サービス枠組契約を当該補足契約

の条件で2021年12月31日まで３年間更新する旨合意した。当社には、付属電気通信サービス枠組契約終了日の30日前までに

中国電信集団有限公司に対し同契約を更新する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項につ

いては両当事者間で協議し決定するものとする。

 

インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約

2013年12月16日に当社及び中国電信集団有限公司との間で締結されたインターネット・アプリケーション・チャンネル・

サービス枠組契約及びその後２当事者間で締結された関連する追補契約（以下「インターネット・アプリケーション・チャ

ンネル・サービス枠組契約」と総称する。）に則り、当社はインターネット・アプリケーション・チャンネル・サービスを

中国電信集団有限公司及び／又はその関連会社に提供する。当該チャンネル・サービスに主に含まれるのは、電気通信チャ

ンネル及びアプリケーション・サポート・プラットフォームの提供、請求及び徴収サービス、販売促進の調整及びカスタ

マー・サービス開発等である。 かかるサービスに対する料金設定は、サービス枠組契約において定められる条件と同一であ

る。

2018年８月20日、当社及び中国電信集団有限公司は、補足契約を締結し、インターネット・アプリケーション・チャンネ

ル・サービス枠組契約を当該補足契約の条件で2021年12月31日まで３年間更新する旨合意した。インターネット・アプリ

ケーション・チャンネル・サービス枠組契約の満了日から30日以上前に、当社は中国電信集団有限公司に対し同契約を更新

する旨の書面による通知を発する権利が認められ、かかる更新に関する事項については両当事者間で協議し決定するものと

する。

 

中国電信財務並びに当グループ、親会社グループ及びCCSグループそれぞれとの間に締結された継続的関連当事者間取引

2019年２月１日、中国電信財務は、当社、中国電信集団有限公司（その関連会社及び当グループとの間で共有されている事業

体（当グループ並びにCCSグループを除く。）とあわせて以下「親会社グループ」という。）及びCCS（その子会社を含み、以

下「CCSグループ」という。）それぞれとの間で、金融サービス枠組契約を締結した。CCSは当社の支配株主である中国電信集

団有限公司の子会社であるため、上場規則第14A章に基づき、中国電信集団有限公司並びにCCS及びそれらの関連会社は当社の

関係当事者である。当社は中国電信財務の発行済株式の70％を保有していることから、中国電信財務は当社の子会社である。

一方で、中国電信集団有限公司及びCCSはそれぞれ中国電信財務の発行済株式の15％を保有している。中国電信財務は、上場規

則第14A章に基づき、当社の関係当事子会社であり、また、当社の関係当事者である中国電信集団有限公司及びCCSの関連会社

でもる。したがって、当社及び中国電信財務の間で締結されたチャイナ・テレコム金融サービス枠組契約、中国電信財務及び

中国電信集団有限公司との間で締結された中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約並びに中国電信財務及びCCSの間で締結

されたCCS金融サービス枠組契約に基づく取引は、上場規則第14A章に基づく当社の継続的関係当事者間取引を構成する。

 

当社及び中国電信財務との間で締結されたチャイナ・テレコム金融サービス枠組契約

2019年２月１日に当社及び中国電信財務との間で締結された金融サービス枠組契約（以下「チャイナ・テレコム金融サー

ビス枠組契約」という。）に基づき、中国電信財務は、当グループに対し、預金サービス、貸付サービス及びその他の金融

サービスを含む金融サービスを提供することに合意した。2019年、2020年及び2021年12月31日に終了する各年度において

チャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務が当グループに提供する預金サービスの年間上限の適用比

率はそれぞれ５％超25％未満であったため、当該継続的関連当事者間取引は、上場規則第14A章に基づく報告、公表及び年次

レビュー並びに独立株主の承認要件の対象である。当社の独立株主は、2019年４月18日に開催された臨時株主総会におい

て、チャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づく預金サービス及び適用される年間上限を検討し、承認した。

チャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務が当グループに提供する貸付サービスは、通常の又はそ

れ以上の取引条件で実施され、関連する貸付サービスは当グループの資産により保証されないため、当該貸付サービスは、

上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立した株主の承認要件のすべてを免除される。

2019年、2020年及び2021年12月31日に終了する各年度においてチャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づき中国電

信財務が当グループに提供するその他金融サービスの料金の年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％未満であったため、当該そ

の他金融サービスは、上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件のすべてを免除され

る。

 

価格方針：
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(1) 預金サービス

中国電信財務が当グループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する預金

基準金利（もしあれば）及び当グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預金サービスの預金金利

を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、当グループの主要な協同商業銀行が提示す

る金利と同等又はそれ以上とする。同じ条件のもと、中国電信財務が当グループに提示する預金サービスの金利及び条件

は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の預金サービスの金利及び条件と同一とす

る。

 

(2) 貸付サービス

中国電信財務が当グループに提示する貸付金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する貸付

基準金利（もしあれば）及び当グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の貸付サービスの貸付金利

を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示された貸付金利は、当グループの主要な協同商業銀行が提示す

る金利と同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務が当グループに提示する貸付サービスの金利及び条件

は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の貸付サービスの金利及び条件と同一とす

る。

上記の中国電信財務による当グループに対する貸付サービスは、当グループが資産の担保を差入れる、又は貸付サービス

の保証としてその他の取決めを行うことを要求するものではない。

 

(3) その他の金融サービス

チャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、保証、

手形及び割引手形の受入れ、内部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融本件業

務（預金及び貸付サービスを除く。）を当ループに提供する。中国電信財務が当グループに提示する上記のその他の金融

サービスに関する料金は、中国人民銀行又は中国銀行業保険監督管理委員会（その指定される機関を含み、以下「CBIRC」と

いう。）（適用ある場合。）を含む規制部門が公布する料金基準を遵守し、当グループの主要な協同商業銀行が提示する同

種のその他の金融サービスの手数料基準を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。手数料基準は、当グループ

の主要な協同商業銀行が課すものと同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務が当グループに課す手数料基

準は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して課す同種のその他の金融サービスの手数料基準件と同一とする。

チャイナ・テレコム金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの具体的な取引については、同じ条件のもと、当グループは

原則として、中国電信財務が提供するサービスを選択する。当グループが、当グループにとって適切かつ有益であると考え

る場合、当グループは、当グループの１又は複数の主要な協同商業銀行を金融サービス提供者として関与させる裁量を有す

る。

チャイナ・テレコム金融サービス枠組契約は2019年２月１日に発効し、2021年12月31日に失効した。関係法令及び関連あ

る規制要件の遵守を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する予定である。
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中国電信財務及び中国電信集団有限公司との間で締結された中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約

2019年２月１日に中国電信財務及び中国電信集団有限公司との間で締結された金融サービス枠組契約（以下「中国電信集

団有限公司金融サービス枠組契約」という。）に基づき、中国電信財務は、親会社グループに対し、預金サービス、貸付

サービス及びその他の金融サービスを含む金融サービスを提供することに合意した。中国電信集団有限公司金融サービス枠

組契約に基づき中国電信財務が親会社グループに提供する預金サービスは通常の又はそれ以上の取引条件で実施され、関連

する預金サービスは当グループの資産により保証されないため、当該預金サービスは、上場規則第14A.90条に基づく報告、

公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件のすべてを免除される。

2019年、2020年及び2021年12月31日に終了する各年度において中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約に基づき中国

電信財務が親会社グループに提供する貸付サービスの年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％超５％未満であったため、当該貸

付サービスは、上場規則第14A章に基づく報告、公表及び年次レビュー要件のみ対象であり、独立株主の承認要件を免除され

る。

2019年、2020年及び2021年12月31日に終了する各年度において中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約に基づき中国

電信財務が親会社グループに提供するその他金融サービスの料金の年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％未満であったため、

当該その他金融サービスは、上場規則第14A章に基づくすべての報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件を免除さ

れる。

 

価格方針：

 

(1) 預金サービス

中国電信財務が親会社グループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する

預金基準金利（もしあれば）及び親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預金サービスの

預金金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、親会社グループの主要な協同商業

銀行が提示する金利と同等又はそれ以上とする。同じ条件のもと、中国電信財務が親会社グループに提示する預金サービス

の金利及び条件は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の預金サービスの金利及び条

件と同一とする。

 

(2) 貸付サービス

中国電信財務が親会社グループに提示する貸付金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する

貸付基準金利（もしあれば）及び親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の貸付サービスの

貸付金利を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示された貸付金利は、親会社グループの主要な協同商業

銀行が提示する金利と同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務が親会社グループに提示する貸付サービス

の金利及び条件は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の貸付サービスの金利及び条

件と同一とする。

上記の中国電信財務による親会社グループに対する貸付サービスは、親会社グループが資産の担保を差入れる、又は貸付

サービスの保証としてその他の取決めを行うことを要求するものではない。

 

(3) その他の金融サービス

中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、保

証、手形及び割引手形の受入れ、内部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融本

件業務（預金及び貸付サービスを除く。）を親会社グループに提供する。

中国電信財務が親会社グループに提示する上記のその他の金融サービスに関する料金は、中国人民銀行又はCBIRC（適用あ

る場合。）を含む規制部門が公布する料金基準を遵守し、親会社グループの主要な協同商業銀行が提示する同種のその他の

金融サービスの手数料基準を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。手数料基準は、親会社グループの主要な

協同商業銀行が課すものと同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務が親会社グループに課す手数料基準

は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して課す同種のその他の金融サービスの手数料基準件と同一とする。

中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの具体的な取引については、同じ条件のもと、親グループ

は原則として、中国電信財務が提供するサービスを選択する。親会社グループが、親会社グループにとって適切かつ有益で

あると考える場合、親会社グループは、親会社グループの１又は複数の主要な協同商業銀行を金融サービス提供者として関

与させる裁量を有する。

中国電信集団有限公司金融サービス枠組契約は2019年２月１日に発効し、2021年12月31日に失効した。関係法令及び関連

ある規制要件の遵守を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する予定である。
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中国電信財務及びCCSの間で締結されたCCS金融サービス枠組契約

2019年２月１日に中国電信財務及CCSとの間で締結された金融サービス枠組契約（以下「CCS金融サービス枠組契約」）に

基づき、中国電信財務は、CCSグループに対し、預金サービス、貸付サービス及びその他の金融サービスを含む金融サービス

を提供することに合意した。CCS金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務がCCSグループに提供する預金サービスは通常

の又はそれ以上の取引条件で実施され、関連する預金サービスは当グループの資産により保証されないため、当該預金サー

ビスは、上場規則第14A.90条に基づく報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件のすべてを免除される。

2019年、2020年及び2021年12月31日に終了する各年度においてCCS金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務がCCSグ

ループに提供する貸付サービスの年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％超５％未満であったため、当該貸付サービスは、上場

規則第14A章に基づく報告、公表及び年次レビュー要件のみ対象であり、独立株主の承認要件を免除される。

2019年、2020年及び2021年12月31日に終了する各年度においてCCS金融サービス枠組契約に基づき中国電信財務がCCSグ

ループに提供するその他金融サービスの料金の年間上限の適用比率はそれぞれ0.1％未満であったため、当該その他金融サー

ビスは、上場規則第14A章に基づくすべての報告、公表、年次レビュー及び独立株主の承認要件を免除される。

 

価格方針：

 

(1) 預金サービス

中国電信財務がCCSグループに提示する預金金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する預金

基準金利（もしあれば）及びCCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の預金サービスの預金金利

を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示される預金金利は、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示す

る金利と同等又はそれ以上とする。同じ条件のもと、中国電信財務がCCSグループに提示する預金サービスの金利及び条件

は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の預金サービスの金利及び条件と同一とす

る。

 

2) 貸付サービス

中国電信財務がCCSグループに提示する貸付金利は、中国人民銀行の関係要件を遵守し、中国人民銀行が随時設定する貸付

基準金利（もしあれば）及びCCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同一期間における同種の貸付サービスの貸付金利

を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。提示された貸付金利は、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示す

る金利と同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務がCCSグループに提示する貸付サービスの金利及び条件

は、中国電信財務が他のメンバー組織に対して提示する同一期間における同種の貸付サービスの金利及び条件と同一とす

る。

上記の中国電信財務によるCCSグループに対する貸付サービスは、CCSグループが資産の担保を差入れる、又は貸付サービ

スの保証としてその他の取決めを行うことを要求するものではない。

 

(3) その他の金融サービス

CCS金融サービス枠組契約に基づき、中国電信財務は、金融及び財務アドバイス、支払能力確認、保証、手形及び割引手形

の受入れ、内部資金移動及び決済、関連する決済の設計並びに清算決済の提案など、その他の金融本件業務（預金及び貸付

サービスを除く。）をCCSグループに提供する。

中国電信財務がCCSグループに提示する上記のその他の金融サービスに関する料金は、中国人民銀行又はCBIRC（適用ある

場合。）を含む規制部門が公布する料金基準を遵守し、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同種のその他の金融

サービスの手数料基準を参照し、通常の商業条件以上で行われるものとする。手数料基準は、CCSグループの主要な協同商業

銀行が課すものと同等又はそれ以下とする。同じ条件のもと、中国電信財務がCCSグループに課す手数料基準は、中国電信財

務が他のメンバー組織に対して課す同種のその他の金融サービスの手数料基準件と同一とする。

CCS金融サービス枠組契約に基づくそれぞれの具体的な取引については、CCS金融サービス枠組契約の条件に準拠している

ことを条件に、中国電信財務がCCSグループに金融サービスを提供する金融機関のひとつに指定された。CCS金融サービス枠

組契約に基づく各取引に関し、中国電信財務との間で具体的な契約を締結するまでは、CCSグループは、中国電信財務が提示

する金利及び条件又は手数料並びにその他関連取引条件を、CCSグループの主要な協同商業銀行が提示する同一の期間におけ

る同種の金融サービスに対する金利及び条件並びに提供される同種の金融サービスに対して課される手数料及びその他関連

取引条件と比較する。中国電信財務が提示する金利及び条件若しくは手数料又はその他の関連取引条件が、CCSグループの主

要な協同商業銀行が提示する金利及び条件若しくは手数料又はその他の関連取引条件（例えば、取引承認条件、手続き又は

期限など）と同等又はそれ以上である場合にのみ、CCSグループは、中国電信財務と取引を締結する裁量権を有する。CCSグ

ループが適切と考える場合、CCSグループは、金融サービスを提供するために、中国電信財務以外の金融機関を追加する又は

その他の金融機関と契約することができる。
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CCS金融サービス枠組契約は2019年２月１日に発効し、2021年12月31日に失効した。関係法令及び関連ある規制要件の遵守

を条件として、両当事者は、更新契約について交渉し、合意する予定である。

 

決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約

2021年４月29日、当社及びイーサーフィン・ペイは、2021年12月31日に終了する期間に関する決済及びデジタル金融関連

サービス枠組契約を締結した。これに基づき、イーサーフィン・ペイ及びその子会社は、当グループに対して決済及びデジ

タル金融関連サービスを提供する。かかるサービスには、当グループの加入者に対する再チャージ決済サービスの提供並び

に11888カードなどの再チャージ可能な支払カードの発行、運営及び決済サービス、インターネット決済サービス及び携帯電

話決済サービス、銀行カード決済サービス及びバーコード決済サービス、プリペイドカードの発行及び取扱サービス、請求

書支払及びその他統合された支払可能なサービス、当グループの加入者の決済システムの構築及び保守業務、関連する規制

当局により許可された又は当局に提出された事業内容の範囲内でのその他の関連する決済及びデジタル金融サービス並びに

上記サービスの履行における基本的な機能及びシステムの構築、運用、拡張及び保守業務の提供が含まれる。

上場規則第14A章に基づき、中国電信集団有限公司は当社の支配株主であり、決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約

の締結日現在、イーサーフィン・ペイの発行済株式資本の約64.53％を保有していることから、中国電信集団有限公司及び

イーサーフィン・ペイは当社の関連当事者であり、決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約の目的となる取引は当社の

継続的関連当事者間取引を構成している。

決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約の対象となる取引について、2021年12月31日を末日とする年度の年間上限の

適用比率（利益率を除く。）はそれぞれ0.1％超５％未満であると予想されるため、決済及びデジタル金融関連サービスの継

続的関連当事者間取引は、上場規則第14A章に基づく報告、公表及び年次レビュー要件のみ対象であり、独立株主の承認要件

は免除される。

決済及びデジタル金融関連サービス枠組契約に基づくサービス料金は、次のとおり計算するものとする。

 

(1)　市場価格（すなわち、同一又は類似した種類の製品又はサービスが、独立した第三者により通常業務を通じて正常な

取引条件で提供される場合の価格及び通常の商取引条件に基づき決定されるもの）。契約に基づくいかなる取引の取引価格

が市場価格に相当するかを決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務

を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の価格を参考にし考慮する。

 

(2)　市場価格が無い場合又は市場価格を決定することが不可能な場合は、当事者間の交渉価格の合意により決定する。

「交渉価格」とは、サービス提供に伴う合理的な費用に関連する税金及び合理的な利幅を乗せた額である。かかる「合理的

な利幅」は、当グループの社内方針に基づき交渉を経て両当事者により公平に決定される。契約に基づくいかなる取引に関

連する「合理的な利幅」を決定する際、可能な範囲で、当社の経営陣は、対応する期間内に独立した第三者により通常業務

を通じて締結され実行されている類似した比較可能な２以上の取引の利幅を参考にし考慮する。

 

(3)　政府が規定する価格がある場合には、価格及び／又は価格基準は、政府が規定する価格に基づいて決定されるものと

し、政府が指導する価格がある場合には、価格及び／又は価格基準は、政府が指導する価格に基づいて決定されるものとす

る。

 

継続的関連当事者間取引に関する取決め

2021年10月22日、当社及び中国電信集団有限公司は、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間に関し、新エンジニ

アリング枠組契約、新付属電気通信サービス枠組契約、新相互接続決済契約、新コミュニティ・サービス枠組契約、新業務

集約化サービス枠組契約、新不動産及び土地使用権リース枠組契約、新ITサービス枠組契約、新資材調達サービス枠組契

約、新インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス枠組契約、リースファイナンス枠組契約、電気通信資源

リース契約、新商標ライセンス契約及び知的財産ライセンス枠組契約を締結した。

2021年10月22日、当社及びイーサーフィン・ペイは、2022年１月１日から2024年12月31日までの期間に関し、新決済及び

デジタル金融関連サービス枠組契約を締結した。

2021年10月22日、当社及び中国電信財務、中国電信財務及び中国電信集団有限公司、中国電信財務及びCCS、中国電信財務

及び新国脈数字文化股份有限公司、中国電信財務及び北京辰安科技股份有限公司との間で、それぞれ金融サービス枠組契約

が締結された。これらすべての金融サービス枠組契約の有効期間は、2022年１月１日から2024年12月31日までである。

2021年11月30日に開催された2021年度の第２回臨時株主総会において、2022年１月１日から2024年12月31日までに関する

上記の各枠組契約に基づく関連当事者間取引に適用される年間上限を含め、当社の継続的関連当事者間取引に関する決議が

検討され、承認された。

 

継続的関連当事者間取引の見直し
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当社は、2021年度に当社が行った関連当事者間取引に関し、上場規則第14A章に基づく開示要件を遵守していることを確認

する。

当社の外部監査人は、保証業務に関する香港基準3000「過去の財務情報の監査又はレビュー以外の保証業務」及び香港公

認会計士協会が発行した実施基準注記740「香港上場規則に基づく継続的関連当事者間取引に関する監査人のレター」に従

い、2021年12月31日を末日とする年度の当グループの継続的関連当事者間取引について報告することを委託された。

 

監査人による確認

当グループの監査人は、2021年12月31日を末日とする年度の当グループの継続的関連当事者間取引をレビューし、当該継

続的関連当事者間取引が以下であると信じさせるように注意を喚起するものはなかったことを取締役会に確認した。

 

(1)　取締役会の承認を受けていない。

(2)　（当グループによる商品又はサービスの提供を伴う取引に関して）すべての重要な点において当グループの価格方針

に基づく締結がなされていない。

(3)　すべての重要な点において、当該取引を管理する契約の条件に従って締結がなされていない。

(4)　当社が設定した年間上限を超過している。

 

継続的関連当事者間取引に関する監査人のレターの写しは、当社により香港証券取引所に提供された。

 

独立非執行取締役による確認

当社の独立非執行取締役は、2021年12月31日に終了する年度において当グループが当事者であったすべての継続的関連当

事者間取引について、以下を確認した。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 37/297



(1)　当該取引及びそれらを管理する契約は、当グループにより通常の業務過程において締結された。

(2)　当該取引は、(i)通常の商取引条件以上で、又は(ii)それが通常の商取引条件であるか否かを判断するのに十分な比

較取引が存在しない場合、当該取引が、独立した第三者に提供される条件又は（該当する場合）独立した第三者から

提供される条件よりも会社にとって不利でない条件で締結された。

(3)　当該取引に適用される関連する契約に基づき、当社の株主全体の利益のために公正かつ合理的な条件で締結された。

 

さらに、独立非執行取締役は、2021年12月31日を末日とする年度において当グループ及びその関連当事者間で締結された

継続的関連当事者間取引が、それぞれの年間上限を超過していないことを確認した。

 

４【関係会社の状況】

(1) 親会社

    （2021年12月31日現在）

名称 所在地 資本金（人民元） 業種 株式の所有割合 備考

中国電信集団有限
公司

中国100033北京市西城
区金融大街31号

213,100,000,000.00
電気通信
サービス

63.20％

国務院国有資産
監督管理委員会
（以下
「SASAC」とい
う。）が90％及
び国家社会保障
基金評議会が
10％を所有

 

(2）子会社

当社の子会社に関する詳細は以下の通りである。

    （2021年12月31日現在）

名称 設立地

発行済払込済株式資本／
登録資本

（単位記載のないものは
百万人民元）

所有割合 業種

チャイナ・テレコム・
システム・インテグレーション
有限公司

中国 542 100％
システム・インテグレー
ション及びコンサルティン

グ・サービスの提供

チャイナ・テレコム・グローバル 有
限公司

香港特別行政
区

168百万香港ドル 100％ 電気通信サービスの提供

チャイナ・テレコム・ベスト・トー
ン情報サービス有限公司

中国 350 100％
「ベスト・トーン」情報

サービスの提供

チャイナ・テレコム(マカオ)有限公
司

マカオ特別行
政区

60百万マカオパタカ 100％ 電気通信サービスの提供

天翼電信終端有限公司 中国 500 100％ 電気通信端末機器の販売

チャイナ・テレコム（シンガポー
ル）株式会社

シンガ
ポール

1,000,001シンガポール
ドル

100％
国際付加価値ネットワーク

の提供

深圳蛇口電信有限公司 中国 91 51％ 電気通信サービスの提供

チャイナ・テレコム（オーストラリ
ア）有限公司

オーストラリ
ア

１百万オーストラリアド
ル

100％
国際付加価値ネットワー
ク・サービスの提供

チャイナ・テレコム（韓国）
有限公司

韓国 500百万ウォン 100％
国際付加価値ネットワー
ク・サービスの提供

チャイナ・テレコム（マレーシア）
有限公司

マレーシア
3,723,500マレーシアリ

ンギット
100％

国際付加価値ネットワー
ク・サービスの提供

チャイナ・テレコム情報通信（ベト
ナム）有限公司

ベトナム 10,500百万ベトナムドン 100％
国際付加価値ネットワー
ク・サービスの提供

iMUSIC カルチャー&テクノロジー有
限公司

中国 250 100％
音楽制作及び関連情報サー

ビスの提供

チャイナ・テレコム（ヨーロッパ）
有限公司

グレートブリ
テン及び北ア
イルランド連

合王国

16.15百万英ポンド 100％ 電気通信サービスの提供

浙江翼信科技有限公司 中国 11 65％
インスタントメッセン
ジャー・サービスの提供
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天翼資本控股有限公司 中国 5,000 100％
資本投資及びコンサルティ
ング・サービスの提供

中国電信財務有限公司 中国 5,000 70％
資本及び金融管理サービス

の提供

チャイナ・テレコム・クラウド・テ
クノロジー有限公司

中国 4,000 100％
クラウド製品及びサービス

の提供

イーサーフィン・デジタル・ライ
フ・テクノロジー有限公司

中国 900 100％
デジタルライフに関連する
総合ソリューションの提供

（注）当社が51％の持分を保有する深圳蛇口電信有限公司、当社が65％の持分を保有する浙江翼信科技有限公司及び当社が

70％の持分を保有する中国電信財務有限公司を除いては、上記の子会社はすべて当社の直接的又は間接的完全子会社である。

当グループの子会社はいかなる重要な非支配持分も有していない。年度末において、債務証券を発行している子会社はなかっ

た。

 

５【従業員の状況】

2021年12月31日現在の当社従業員数は278,922人であった。下表は職域別の当社従業員数を示している。

 

従業員総数 278,922

専門分野の構成  

専門分野別 専門家数

販売及びマーケティング 132,407

業務及びメンテナンス 82,825

科学技術研究及び製品開発 15,376

経営、財務及び総務 48,314

合計 278,922

教育水準  

教育水準別 人数

博士号 373

修士号 26,690

学士号 153,871

専門学校 74,117

高校以下 23,871

合計 278,922

 

給与方針

当社は、効率性を反映し公平性を推進する所得分配の原則に基づき、また効率性のある市場志向の給与分配の仕組みを改

善するとともに、一般従業員の基本給与所得の保護及び当社の成長による利益の分配に重点を置いている。当社は、上場企

業における株式報奨及び国有技術企業における株式及び配当報奨などの中長期的報奨を積極的に実施し、あらゆるレベルに

おける中核的才能の熱意と創造性をさらに刺激している。

 

研修プログラム

当社は人材育成を重視している。オンライン及びオフラインの統合デジタルトレーニングモデルを通して、当社は異なる

レベル及び分野におけるリーダーである幹部を対象としたトレーニングを実施し、トップレベルのスケール駆動を推進し、

主要なシナリオに取り組むことで、高レベルな専門家トレーニングを提供した。「クラウド化及びデジタル化」戦略の実施

に重点を置き、当社は、オンライン・プラットフォームの支援を得て、研修、実践及び競争全般を統合した、大規模かつ対

象を絞ったスキル人材育成を実施した。
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第３【事業の状況】
 

１【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

 

2021年１月１日から2021年12月31日までの期間（以下「報告期間」という。）における業界概要

 

1.　業界概要

現在、世界の技術革新は過去に例をみないほど激しくかつ活発になっており、世界は、全ての人々のためのデジタル化及び

接続性というインテリジェント時代に向け加速している。国家経済の基本的、戦略的及び先導的な産業として、情報通信産業

は、経済の再構成並びに経済及び社会の発展の推進において重要なサポート役を果たしてきた。

 

新たなインフラ構築の加速　デジタル経済の時代に入り、電気通信事業者は、世界の情報通信業界の開発動向をいち早く捉

え、「高速かつユビキタスで、空と陸とをひとつにした、クラウド・ネットワーク統合された、インテリジェントで機敏な、

グリーンかつ低炭素の、また、安全で制御可能な、インテリジェントな統合化されたデジタル情報インフラの構築」を、経済

及び社会の発展に向けた情報の「動脈」を突破するための責任及び使命と受け止めている。

 

転換に向けた貢献能力の継続的な拡大　デジタル技術と実体経済の統合を深め、伝統産業の転換及びアップグレードを後押

しし、新しい産業、新たな業種やビジネスモデルの発生を奨励し、また、中国のデジタル経済を継続して強化、最適化及び拡

大する。5G、AI及びクラウドの技術的能力を十分に活用し、電気通信事業者は、産業向けアプリケーションの規模開発を推進

し、また、経済及び社会のさまざまな分野で、デジタル・トランスフォーメーション、インテリジェントなアップグレード、

及び統合された革新に確固たる支援を提供する。

 

科学技術革新能力における絶え間ない躍進　5Gが導く新世代のネットワーク情報技術は、世界において、研究開発投資が最

も集中し、革新が最も活発に起こり、最も広範囲に応用され、また、最大の拡散効果のある技術革新分野であり、世界の技術

革新による競争を誘引している。電気通信事業者は、科学技術革新を引き続き推進し、世界の科学技術フロンティア、主な経

済戦線、主要な国家需要及び国民の幸福に重点を置き、高水準な科学技術の自助及び自己改善を加速するという栄誉ある歴史

的使命を担う。

 

高まるサイバーセキュリティの重要性　新しい技術及び新しいアプリケーションが幅広く開発される中、データ漏洩、イン

ターネット詐欺、ランサムウェア及びセキュリティ侵害などのサイバーセキュリティの脅威はますます顕著になり、サイバー

セキュリティ業務に新たなリスクと課題を示している。電気通信事業者は、総力を挙げて、経済及び社会の安定を維持するた

め、また、一般市民の利益を守るため、ネットワークセキュリティ保護システム及び能力の構築を強化する。

 

進行中のグリーン及び低炭素開発　グリーンで低炭素な開発に向けた経済システムを構築し、持続可能な開発の実現に向け

た経済及び社会の開発における包括的なグリーン転換を推進する。電気通信事業者は、5G基地局及びデータセンターの省エネ

ルギー及びグリーン化を加速させ、ネットワークの共同構築及び共同使用を積極的に推進し、グリーン開発の可能性を徹底的

に探り、グリーン・エンパワーメントを強化し、社会の省エネルギー及び炭素排出量削減をサポートする。

 

2.　新たな法律、行政上の規制、部局の規則及び産業政策が業界に与える大きな影響

 

報告期間中に、多数の法律、行政上の規制、部局の規則及び産業政策が公布及び実施され、産業の開発及び法令遵守の実施

に新たな要件が加わった。

 

2021年3月11日、中華人民共和国の国民経済・社会発展第14次５ヶ年計画及び2035年までの長期目標の要綱が、第13期全国人

民代表大会第４回会議で承認された。当該要綱は、デジタル開発及びデジタルチャイナの構築の加速、デジタル時代の受入

れ、データ要素の可能性の活性化、サイバーパワー構築の推進、デジタル経済、デジタル社会及びデジタル政府の構築の加

速、並びに、デジタル・トランスフォーメーションを通じた生産方法、ライフスタイル及び統治方法の全体改革の推進を提案

した。

 

2021年６月10日、全国人民代表大会常務委員会は、中華人民共和国データ安全法（以下「データ安全法」という。）を検討

及び承認し、この法律は2021年９月１日に施行された。データ安全法は、データ処理活動を行う際のリスク監視の強化並びに

データ・セキュリティ上の瑕疵及び欠陥が発見された場合は直ちに是正措置を講じることを義務付けている。データ安全事象

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 40/297



が発生した場合、即時に措置が講じられ、規制に従い、利用者は直ちに通知を受け、また、関連する所轄官庁に適時に報告さ

れる。

 

2021年7月30日、国務院は、重要な情報インフラの安全保護条例を公布し、この規制は2021年9月1日に施行された。重要な情

報インフラの安全保護条例は、事業者に、当該規制、関連する法律、行政上の規制、及びネットワークセキュリティ水準の保

護に基づく国の基準の義務的要件に従い、ネットワークのセキュリティ事象に対応し、サイバー攻撃及び違法な犯罪行為を防

止し、重要な情報インフラの安全かつ安定的な運用を確保し、また、データの完全性、秘密保持及び利用可能性を維持するた

めに技術的な保護措置及びその他必要な手段を講じることを義務付けている。

 

2021年８月20日、全国人民代表大会常務委員会は、中華人民共和国個人情報保護法（以下「個人情報保護法」という。）を

検討及び承認し、この法律は2021年11月１日に施行された。個人情報保護法は、個人情報の処理は、明確かつ合理的な目的が

なければならず、また、個人の利益への影響を最小限にとどめ、処理目的に直接関係しなればならない旨を定めている。個人

情報の収集は、処理目的の最小範囲に限定し、過度であってはならない。個人情報の処理は、開放性及び透明性の原則に従う

ものとし、個人情報処理の規則を開示し、また、処理の目的、方法及び範囲が特定される。個人情報処理者は、機微な個人情

報の取扱い、個人情報の他者への提供又は開示、及び個人情報の越境移転の処理について、個人の同意を得ることが義務付け

られる。

 

2021年11月１日、工業情報化部は、情報通信産業発展第14次５ヶ年計画を発行した。この計画は、製造能力の構築、サイ

バーパワー及びデジタルチャイナの揺るぎない推進、経済及び社会のデジタル開発の促進、新たなデジタル・インフラの体系

的な展開、ネットワークの速度及び質の向上の効果的な推進、新技術の研究開発及び応用並びに推進の強化の重視、新たな産

業管理体制の設立及び改善、業界のサービス品質及びセキュリティ保証力の継続的な向上、業界のリスク耐性能力の効果的な

拡大、質の高い産業開発の達成、人々の生活の質への貢献、経済及び社会の転換及びアップグレードへの包括的な後押し、可

及的速やかな新しい開発パターン形成の推進、可及的速やかな国の統治システム及び統治能力の現代化の実現、並びに、現代

社会主義国の包括的な建設に向けて良いスタートを切ることを求めている。

 

2021年12月28日、国家サイバースペース管理局、国家発展改革委員会、工業情報化部及びその他の部局は、改正サイバーセ

キュリティ審査弁法を共同で公布し、これは2022年２月15日に施行された。サイバーセキュリティ審査弁法は、重要な情報イ

ンフラオペレータがネットワーク製品及びサービスを購入する際及びネットワーク・プラットフォーム・オペレータが国家安

全保障に影響を与える又は与えうるデータ処理を行う際は、ネットワークセキュリティ審査が実施されることを明記してい

る。

 

当社は、新たに発行された及び改正された法律、行政上の規制、部局の規則及び産業政策に誠実に従い、また、今後の関連

法、行政上の規制、部局の規則及び産業政策を積極的に調査研究することで、当社が法令を遵守して運営するよう、関連する

事業運営の法令遵守を確保する。

 

 

２【事業等のリスク】

 

本項における将来に関する事項の記載は、いずれも本書提出日現在において判断したものである。

 

潜在的リスク

 

経済環境及び政策環境への適応上のリスク

保護貿易主義や一国主義が世界情勢の安定性に影響を与えた一方で、世界的なCovid－19の感染症流行の影響が広範囲に及

び、混乱の要因とリスク・ポイントが増大している。当社は、様々な法域において、制限、制裁又はその他法的措置や規制

措置を受ける可能性がある。国内経済は、需要縮小、供給ショック及び期待後退の「三重圧」に直面している。市場参入、

高速化、関税引き下げ及び携帯電話番号ポータビィティー制度等、厳しさを増す規制環境と規制政策が、当社の事業開発と

収益成長にリスクや課題をもたらす可能性がある。当社は、今後、外部環境の分析及び測定を強化し、環境変化によりもた

らされるリスクを能動的に予防し、またこれに対処し、規制政策の要件を実施し、包括的に「クラウド化及びデジタル・ト

ランスフォーメーション」戦略を深化させ、刷新、促進し、事業モデルを導入し、技術革新を加速させ、コンプライアンス

管理体制を改善すると共に、当社の質の高い開発を着実に促進する。

 

事業運営上のリスク

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 41/297



中国当局は、科学技術革新戦略を支援する役割を十分に果たすよう求めており、そのことが企業の科学技術革新に新たな機

会と課題をもたらすであろう。デジタル経済の急速な発展と共に、製品とサービスにおける向上と反復適用が、より多様化

されかつ個別化された顧客のニーズに向けて急速に進展している。多様性、性能、実績及び顧客のニーズの観点から当社の

製品とサービスの間には、また、産業デジタル化の水準とデジタル経済開発の要件の間には、若干の隔たりがある。市場競

争は、ますます激化したが、電気通信業界の加入者の増加率は減少傾向にあり、技術革新の発展は停滞した。当社は、今

後、研究開発と科学技術革新の成果の転換を強化し、基幹事業とデジタル産業化事業の二重の推進力、及び国内市場と国際

市場の二重流通の相互促進を増強し、供給側重視の製品の研究開発と販促に注力し、5G事業モデルと産業チェーンの向上を

促進し、5Gの規模開発を加速させ、資本展開の集約度を増進させ、エコロジーにおける「交友関係」を拡張すると共に、多

様化されかつ個別化された顧客のニーズを満たすため、製品供給の市場競争力を継続的に改善する。

 

ネットワーク及び情報のセキュリティ上のリスク

情報とコミュニケーションのネットワークの進化における加速化、また、様々な目的で実行されたサイバー攻撃の件数増加

により、ネットワーク・セキュリティの運用には新たな課題が生じた。中国当局は、データ安全法、個人情報保護法、重要

な情報インフラの安全保護条例及びサイバーセキュリティ審査弁法を含め、関連する法律及び規制の公布、改正及び施行を

して、関連分野における監督体制のさらなる強化を図った。社会において非常に懸念されるネットワーク上の不法行為や犯

罪行為が発生する状況において、当社は、データ・セキュリティや個人情報保護のためのより高度な要件を提案しており、

さらに、今後は、新たな情報インフラのセキュリティ基盤を強固にし、中核的なネットワーク技術の独立性と制御能力を向

上させ、サプライチェーンのセキュリティ管理体制を改善し、緊急対応とソーシング能力を強化する。同時に、当社は、重

要な情報インフラを強化し、データ・セキュリティとユーザーの個人情報保護を推進し、データの使用とセキュリティ中核

への知的情報の注入を加速させ、ネットワーク上のセキュリティのリスク調査を継続的に実施し、ネットワーク運用上のセ

キュリティの信頼性、及びデータと個人情報のセキュリティを実質的に確保する。

 

国際事業上のリスク

世界的な感染症流行が繰り返された結果として、海外事業には大きな試練がもたらされた。当社が営業を展開している各

国／各地域における政策環境の変化等、様々な要因が、海外事業の拡大にリスクをもたらした。製品とサービス、及び顧客

の需要との間には今も隔たりが存在する。海外子会社は、今後、市場分析、及び関連する各国／各地域の政策と法律の研究

をさらに増強し、海外のコンプライアンス管理を強化し、リスク対処能力を向上させ、かつ、海外における感染症流行の防

止と制御、及びリスク予防の責任体制を継続的に改善する。

 

 

３【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

　2021年度において、当社は、技術的革命と産業変革の新たな局面によりもたらされた戦略上の好機を積極的に捉えて、「ク

ラウド化及びデジタル・トランスフォーメーション」戦略を実施した。当社はまた、事業と開発を大幅に前倒しして、改革と

革新を推進し、運営管理を強化した。当社は、産業デジタル化及び研究開発への資源の配分を最適化し、その投資を適切に拡

大したので、これが当社の事業開発を実質的に支えた。それと同時に、改善された費用管理を継続的に実施して、引続き能率

向上を促進した。2021年度において、当社の収益及び利益とも、２桁の成長を遂げ、通期業績は新記録を達成した。2021年度

の営業収益は、439,552百万人民元で、前年比で11.7％増であった。サービス収益1は、402,827百万人民元で、前年度比で7.8％

増であった。子会社の売却2による収益上の影響を除いて、成長率は前年比で8.1％に達し、５年連続で業界の平均成長率を上

回った。営業費用は、408,605百万人民元で、前年比で12.0％増であった。当社の収益率は、右肩上がりに上昇した。当社株主

に帰属する当期純利益は、25,948百万人民元で、前年比で24.5％増であった。子会社の売却による１回限りの税引後利益3を除

いて、前年比で17.7％増であった。１株当たりの当期純利益は、0.31人民元であった。支払利息・税金・減価償却・償却控除

前利益（以下「EBITDA」という。）4は、123,912百万人民元で、前年比で4.2％増であり、EBITDAマージン5は、30.8％であっ

た。

 

1　　サービス収益は、営業収益から、携帯端末の売上高（2021年度： 24,001百万人民元、2020年度： 10,711百万人民元）、有線装置の売

上高（2021年度： 7,330百万人民元、2020年度： 5,430百万人民元）、及びその他非サービス収益（2021年度： 5,394百万人民元、

2020年度： 3,622百万人民元）を差し引いて算出する。

2　　当社は、2021年４月にイーサーフィン・ペイ及びチャイナ・テレコム・リーシングの売却を完了した。

3　　イーサーフィン・ペイ及びチャイナ・テレコム・リーシングの売却による１回限りの税引後利益は、約1,416百万人民元であった。

4　　EBITDAは、営業収益から営業費用を減じた後に、減価償却費及び償却費を加えて算出される。電気通信事業は、資本集約産業であるた

め、設備投資、ギアリングの水準及び資金調達コストにより、営業実績が同様の企業の純利益に著しい影響が及ぶ可能性がある。した
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がって、EBITDAは、当社のような電気通信サービス・プロバイダの営業実績を分析する際に役立つと思料される。EBITDAは、業績、負

債による資金調達能力及び流動性を反映する基準として、全世界の電気通信産業に広範に適用されているが、国際財務報告基準の下で

は業績及び負債の評価基準とはみなされていない。EBITDAは、営業活動によるキャッシュ純額を示してもいない。さらに、当社の

EBITDAは、他社が提示する同様の指標とは比較できないと可能性がある。

5　　EBITDAマージンは、EBITDAをサービス収益で除して算出される。

 

営業収益

　2021年度において、当社は、クラウドネットワーク・サービスの提供能力における優位性を利用し、産業デジタル化サービ

スの開発を加速させたので、収益は順調な成長維持を継続し、同時に収益の構成も引続き最適化された。2021年度の営業収益

は、439,552百万人民元で、前年比で11.7％増であった。サービス収益は、402,827百万人民元で、前年比で7.8％増であった。

下表において、2021年度及び2020年度の営業収益の内訳及び各科目の増減率を示す。

 

12月31日終了年度

 

（単位： 増減率を除き百万人民元） 2021年 2020年 増減率

サービス収益 402,827 373,798 7.8%

内訳：

モバイル・コミュニケーション

サービス収益

184,157 175,564 4.9%

有線及びスマート・ファミリー

サービス収益
113,522 109,018 4.1%

産業デジタル化

サービス収益
98,945 83,968 17.8%

その他のサービス収益 6,203 5,248 18.2%

商品及びその他の販売による収益 36,725 19,763 85.8%

営業収益合計 439,552 393,561 11.7%
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モバイル・コミュニケーションのサービス収益

　2021年度において、モバイル・コミュニケーション・サービスによる収益は、営業収益の41.9％を占める184,157百万人民元

で、前年同期比で4.9％増であった。この増加は、主に携帯電話のインターネット接続の収益増加によるものであった。2021年

度において、当社は、5G及びイーサーフィン・クラウドにおける優位性を完全に統合し、5Gネットワークの品質を継続的に向

上させ、5Gアプリケーション及び特典ポートフォリオを強化し、携帯電話機の契約者の規模及び価値の両方の充実を推進した

ので、契約者の純増加数は、４年連続で業界トップの地位を維持した。2021年度の携帯電話のインターネット接続の収益は、

140,270百万人民元で、前年比で7.4％増であった。

 

　有線及びスマート・ファミリーのサービス収益

　2021年度において、当社の有線及びスマート・ファミリー・サービスによる収益は、営業収益の25.8％を占める113,522百万

人民元で、前年同期比で4.1％増であった。この増加は、主に有線ブロードバンド接続とスマート・ファミリーの収益増加によ

るものであった。当社は、あらゆる場面におけるデジタル生活を中心に、クラウド・ネットワーク統合においてその優位性を

十分に活かした。2021年度において、ブロードバンド接続のARPU（ユーザー１人当たりの平均売上）は、前年比でプラス成長

を達成した。さらに、クラウド・ネットワークの基本的な機能を利用し、当社は、「ギガビット・ブロードバンド ＋ ホー

ル・ホームWiFi ＋ イー・サーフィンHD ＋ スマート・ファミリー ＋ アプリケーション」を集約し、それと同時にスマー

ト・ファミリー・サービスのコンテンツを絶えず充実させたので、契約者の規模で業界トップの地位を達成した。2021年度の

有線ブロードバンド接続による収益は、76,548百万人民元を計上し、前年比で6.5％上昇した。スマート・ファミリーによる収

益は、13,885百万人民元を計上し、前年比で25.1％増であった。

 

産業デジタル化のサービス収益

　2021年度において、当社の産業デジタル化サービスは、急成長を維持したので、収益は、営業収益の22.5％を占める98,945

百万人民元を計上し、前年比で17.8％増、また、比較可能ベース6では前年比で19.4％増であった。この増加は、主にIDCと産業

クラウドの収益増加によるものであった。2021年度において、当社は、デジタル経済の重要要素を実体経済に完全に統合し、

伝統的産業の変革と機能向上を積極的に強化し、様々な革新的事業モデルを採用した。デジタル化されたプラットフォームに

より、モジュールベースのトランジションは加速し、また、成長率は、前年と比べると大幅に上昇した。産業クラウドによる

収益は、21,328百万人民元を計上し、前年比で90.9％増であった。一方、IDCによる収益は、規模において業界第一位を維持し

つつ31,600百万人民元を計上し、前年比で13.0％増であった。

 

6　　2020年度及び2021年度における産業デジタル化による収益については、各年度とも、子会社の売却による収益への影響を除外して計算

する。

 

その他のサービス収益

　2021年度において、その他のサービスによる収益は、主に不動産賃貸からの収益増加により、6,203百万人民元を計上し、前

年比で18.2％増であった。

 

商品及びその他の販売による収益

　2021年度において、商品及びその他の販売による収益は、主に5G携帯電話機等、携帯端末の売上高の大幅な増加により、

36,725百万人民元を計上し、前年比で85.8％増であった。
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営業費用

　当社は、5G規模開発の好機を確実に捉え、デジタル・トランスフォーメーションと開発を加速させ、政府と企業のサービス

及び研究開発システムへの投資拡大を継続した。同時に、当社は、デジタル化プラットフォームの社内配備を増強し、正確な

費用管理の強化を継続するため様々な手段を講じ、リソース活用の効率化を向上させた。2021年度の営業費用は、408,605百万

人民元で、前年比で12.0％増であった。営業費用は、営業収益の93.0％を占め、前年から0.3パーセンテージ・ポイント増加し

た。

 

　下表において、2021年度及び2020年度の営業費用の内訳及び各科目の増減率を示す。

12月31日終了年度
 

（単位： 増減率を除き百万人民元） 2021年 2020年 増減率

減価償却費及び償却費 92,965 90,240 3.0%

ネットワーク運営・サポート費用 133,342 119,517 11.6%

販売及び一般管理費 61,155 55,059 11.1%

人件費 76,055 65,989 15.3%

その他の営業費用 45,088 29,074 55.1%

有形固定資産の減損損失 ‒ 5,042 N/A

営業費用合計 408,605 364,921 12.0%

 

減価償却費及び償却費

　2021年度において、当社は、5Gの共同構築及び共同使用、並びに4Gネットワークの共同使用をさらに促進した。同時に、当

社は、大規模な5Gネットワークの建設を支援するよう、必要な設備投資を維持した。減価償却費及び償却費は、営業収益の

21.1％を占める92,965百万人民元を計上し、前年比で3.0％増であった。

 

ネットワーク運営・サポート費用

　2021年度においても、当社は、継続的にネットワークの品質を最適化し、顧客体験を高めた。当社は、5G及び産業デジタル

化サービスの開発を支援するため、能力構築への適切な投資を拡大した。ネットワーク運営・サポート費用は、営業収益の

30.3％を占める133,342百万人民元を計上し、前年比で11.6％増であった。

 

販売及び一般管理費

　2021年度の販売及び一般管理費は、営業収益の13.9％を占める61,155百万人民元を計上し、前年比で11.1％増であった。販

売費は、48,597百万人民元で、前年比で6.9％増であった。この増加は、主に、当社が5Gの開発機会を捉え、マーケティング資

源への必要な投資を維持し、同時に、オンラインとオフラインの調整を強化し、緻密なマーケティングを拡張し、販売費の活

用の効率性を向上させたことによるものであった。一般管理費は、12,558百万人民元を計上し、前年比で30.6％増であった。

この増加は、当社が、積極的に科学技術革新を促進し、科学技術企業の構築に努めたことから、主に研究開発の拡大によるも

のであった。

 

人件費

　2021年度の人件費は、営業収益の17.3％を占める76,055百万人民元を計上し、前年比で15.3％増であった。当社は、デジタ

ル経済の発展によりもたらされる好機を確実に捉え、ハイテク人材の採用を拡大し、最前線にいる従業員及び好業績のチーム

のインセンティブを高め、従業員の活力向上のため株式評価受益権の新たな段階を実施した。当社が将来的に科学技術企業へ

転換することを踏まえて、人件費への投資がなされた。

 

その他の営業費用
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　2021年度のその他の営業費用は、営業収益の10.3％を占める45,088百万人民元を計上し、前年比で55.1％増であった。この

増加は、主に携帯端末の販売規模が大幅に拡大したことによるものであった。

 

正味財務費用

　2021年度の正味財務費用は、1,293百万人民元を計上し、前年比で57.1％減であった。この減少は、主に、当社が、健全な営

業キャッシュ・フローを維持した一方で、Ａ株式の募集により重要な投資プロジェクトの資金需要に実質的に対応し、また、

有利子負債の規模が実質的に縮小したことによるものであった。

 

収益性のレベル

法人所得税

　当社の法人所得税に係る法定税率は、25％である。2021年度の法人所得税費用は、7,716百万人民元であり、実効税率は

22.8％で、前年から0.2パーセンテージ・ポイント減少した。実効税率が法定税率を下回った理由は、関連会社のチャイナ・タ

ワーへの投資による所得が、投資の実施期間に課税の対象ではなかったこと、また、中国西部に所在する子会社と支店の一部

に、低税率が適用されたことにあった。

 

当社株主に帰属する当期純利益

　当社は、活況のデジタル経済によりもたらされる戦略上の好機を確実に捉え、改革、革新を推進し、品質と効率性の向上に

努めた結果、株主に帰属する当期純利益は大幅に増加した。2021年度の当社株主に帰属する当期純利益は、25,948百万人民元

で、前年比で24.5％増、また、子会社の売却による１回限りの税引後利益7を除いて、前年比で17.7％増あった。

 

7　　イーサーフィン・ペイ及びチャイナ・テレコム・リーシングの売却による１回限りの税引後利益は、約1,416百万人民元であった。

 

設備投資及びキャッシュ・フロー

設備投資

　2021年度において、当社は、5Gネットワーク構築への必要な投資規模を維持し、5Gネットワークのカバー範囲機能を継続的

に強化し、イーサーフィン・クラウドとIDCの構築を拡大した。同時に、当社は、設備投資を厳しく管理し、かつ、5Gネット

ワークの共同構築及び共同使用、並びに中国聯通との4Gネットワークの共同使用を継続的に促進した。当期の設備投資は

86,723百万人民元で、前年比で2.3％増であった。

 

キャッシュ・フロー

　2021年度の現金及び現金同等物の純増加額は49,724百万人民元、及び2020年度の現金及び現金同等物の純増加額は3,076百万

人民元であった。

　下表において、2021年度及び2020年度のキャッシュ・フローの状況を示す。
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12月31日終了年度

 

（単位： 百万人民元） 2021年 2020年

営業活動による現金純額 137,533 132,260

投資活動により使用された現金純額 (80,287) (87,077)

財務活動により使用された現金純額 (7,522) (42,107)

現金及び現金同等物の純増加額 49,724 3,076

 

　2021年度において、営業活動による正味キャッシュ・インフローは、137,533百万人民元で、前年比で4.0％増であった。こ

の増加は、主に営業収益の増加に伴うキャッシュ・インフローの増加によるものであった。

 

　2021年度において、投資活動により使用された正味キャッシュ・アウトフローは、80,287百万人民元で、前年比で7.8％減で

あった。この減少は、主にイーサーフィン・ペイの売却による正味キャッシュ・インフローの増加によるものであった。

 

　2021年度において、財務活動により使用された正味キャッシュ・アウトフローは、7,522百万人民元で、前年比で82.1％減で

あった。この減少は、主に当社のＡ株式募集の手取金の影響によるものであった。

 

運転資本

　当社は、一貫して、不変かつ堅実な財務原則及び厳格な資金管理方針を遵守した。2021年度末において、運転資本（流動資

産合計から流動負債合計を減じて算出する。）の不足は137,712百万人民元であった。2020年度末と比較すると、不足は49,414

百万人民元減少した。当社の流動性は継続的に改善された。2021年12月31日現在、未使用の与信枠は276,483百万人民元（2020

年度： 244,326百万人民元）であった。営業活動による正味キャッシュ・インフローが安定しておりかつ信用記録が健全であ

ることを前提とし、当社は、運用ニーズを満たすのに十分な運転資本を有している。2021年度末において、現金及び現金同等

物は73,281百万人民元を計上し、そのうち、人民元建ての現金及び現金同等物は89.6％（2020年度： 73.0％）を占めた。

 

資産及び負債

　2021年度において、当社は、引続き健全な財政状況を堅持した。2021年度末の資産合計は、2020年度末の715,096百万人民元

から6.6％増の762,234百万人民元であった。債務合計8は、2020年度末の53,342百万人民元から16,496百万人民元に減少した。

ギアリング比率9は、2020年度末の12.8％から3.7％に低下した。

 

8　　債務合計とは、リース負債を除く有利子負債をいう。

9　　ギアリング比率は、債務合計を資本合計で除して算出される。なお、資本合計は、当社株主に帰属する資本合計に債務合計を加えて算

出される。

 

債務

　下表において、2021年度及び2020年度の債務の分析を示す。
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12月31日終了年度

 

（単位： 百万人民元） 2021年 2020年

短期債務 2,821 27,994

長期債務（１年以内の満期分） 6,280 1,126

長期債務 7,395 24,222

債務合計 16,496 53,342

 

　2021年度末において、債務合計は、2020年度末から36,846百万人民元減少して、16,496百万人民元であった。この減少は、

主に、Ａ株式募集の手取金により重要プロジェクトの資本要件が満たされ、それに伴い外部資金調達の必要性が低下したこと

によるものであった。債務合計のうち、人民元建て、米ドル建て、及びユーロ建ての借入金は、それぞれ、98.2％（2020年

度： 99.3％）、1.1％（2020年度： 0.4％）、及び0.7％（2020年度： 0.3％）を占めた。債務の95.9％（2020年度：

90.1％）が、固定金利の借入金であり、一方、それ以外の債務は、変動金利の借入金に相当した。

　2021年12月31日現在、当社も又は当社のいずれの子会社も、債務の担保としていかなる資産も供さなかった（2020年度： な

し）。

　当社の事業の過程において受領した収益及び支払った費用の大部分は、人民元建てであったので、外国為替変動上の重大な

リスクの影響を受けることはなかった。

 

重要な投資

　2021年12月31日現在、当社の対外投資には、主に、関連会社及び共同支配企業に対する持分並びにその他の包括利益を通じ

て公正価値で測定する資本性金融商品が含まれ、それぞれの帳簿価額は、41,166百万人民元及び1,216百万人民元であった。当

社の関連会社であるチャイナ・タワーに対する当社の投資は、当社の重要な投資を構成した。下表において、当該投資の詳細

を示す。

 

     2021年12月31日現在 当グ

ループ

の資産

合計に

関する

公正価

値の規

模

会社名 銘柄

コード

主要事業 設立地 投資費用

（単位：

百万人民

元）

保有株式数 保 有 株

式

比率

帳 簿 価

額

（ 単

位： 百

万 人 民

元）

公正価値

（単位：

百万人民

元）

チ ャ イ

ナ・

タワー

0788.HK 電気通信産業

向けの鉄塔事

業及び屋内分

散型アンテナ

シ ス テ ム

（DAS） 事

業、及び社会

横断的な各種

産業の顧客向

けの業界横断

的なサイト・

ア プ リ ケ ー

ション及び情

報 （TSSAI）

事業並びにエ

ネルギー運用

事業を含む。

中国 36,087 36,087,147,592 20.5% 38,250 25,374 3.3%

 

　2021年12月31日現在、当社の関連会社であるチャイナ・タワーに対する当グループの持分の帳簿価額は、38,250百万人民元

で、当グループの資産合計の5.0％を占めた。2021年度において、当社により認識されたチャイナ・タワーの未実現利益は、
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1,651百万人民元を計上し、また、受取配当金は、807百万人民元を計上した。将来的に、当社は、チャイナ・タワーを通じ

て、より基本的なネットワーク資源を享受する可能性がある。チャイナ・タワーの一株主として、当社は、チャイナ・タワー

からの利益と価値を長期的に増大させることにより、利益を得られるものと期待する。

 

契約上の債務

　下表において、2021年12月31日現在の契約上の債務を示す。

 

（単位： 百万人民元） 合計 １年以内 １年から２年 ２年から５年 5年よりも長期

短期債務 2,870 2,870 ‒ ‒ ‒

長期債務 15,038 6,415 3,218 3,201 2,204

リース負債 46,068 15,193 9,556 15,560 5,759

資本契約 20,773 20,773 ‒ ‒ ‒

契約上の債務合計 84,749 45,251 12,774 18,761 7,963

 

注： 短期債務、長期債務及びリース負債の金額には、支払利息（認識されているか否かを問わない。）を含み、割引は適用されていない。

 

 

４【経営上の重要な契約等】

 

2021年３月26日、当社は、中国電信集団有限公司との間で、当社が保有する投資総額500百万人民元のイーサーフィン・ペイ

有限公司の全株式資本を3,897百万人民元の対価で売却し、中国電信集団有限公司がそれを取得するための契約を締結した。同

日に、当社及び当社の完全子会社であるチャイナ・テレコム・グローバル有限公司は、中国電信集団有限公司及びその子会社

であるGuang Hua Propertiesそれぞれとの間で、当社及びチャイナ・テレコム・グローバル有限公司がそれぞれ、チャイナ・

テレコム・リーシング有限公司の株式資本の75％を当社から、またチャイナ・テレコム・リーシング有限公司の株式資本の

25％をチャイナ・テレコム・グローバル有限公司から、それぞれ131百万人民元及び44百万人民元の対価で売却し、中国電信集

団有限公司及びGuang Hua Propertiesがそれぞれを取得するための契約を締結した。当該契約の条件に基づき、当該売却は

2021年４月に完了した。

上記を除き、2021年12月31日を末日とする年度中、当社には重要な買収及び処分はなかった。

 

保証

 

単位:人民元

当社が提供した対外保証（子会社に対し提供した保証を除く。）

報告期間中に発生した保証（子会社に提供したものを除

く。）の総額

0

報告期間末における保証残高の合計額（A）（子会社に提

供したものを除く。）

0

当社及び子会社がその子会社に対し提供した保証

報告期間中に発生した子会社に対する保証の総額 39,504,864.24

報告期間末現在の子会社に対する保証残高の合計（B） 15,231,391.58

当社の保証総額（子会社に対し提供した保証を含む。）

保証総額(A + B) 15,231,391.58

当社の純資産に対する保証総額の割合（%） 0.0035

内訳：  

株主、最終支配者及びその関係当事者に対する保証額

（C）

0
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保証対象者に直接的又は間接的に提供された債務保証の

うち、ギアリングレシオが70％を超えるもの（D）

12,361,841.58

保証総額が純資産の50％を超えるもの（E） 0

上記３保証(C + D + E)の総額 12,361,841.58

未払保証に対する連帯の可能性 なし

備考 報告期間中、当社から追加保証が提供された

ことはなかった。当社が提供する外部保証

は、いずれも当社の子会社である中国電信財

務、チャイナ・テレコム・グローバル及び

チャイナ・テレコム（欧州）有限公司から当

社の完全子会社に対して提供された非金融保

証であった。上記の対外保証額に外貨が含ま

れる場合、2021年12月31日に中国人民銀行が

発表した人民元の為替レートの仲値で換算さ

れる。

 

 

５【研究開発活動】

 

「第２ 企業の概況－３．事業の内容」を参照。

「第６経理の状況－１．財務書類－(5)「連結財務諸表注記－３．重要な会計方針－(p)研究開発費」を参照。
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第４【設備の状況】
 

１【設備投資等の概要】

 

「第３　事業の状況－３．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－設備投資及びキャッ

シュ・フロー」を参照。

 

２【主要な設備の状況】

 

業務執行事務所

当社の主たる業務執行事務所は北京に所在する。

 

「第２　企業の概況－３．事業の内容－継続的関連当事者間取引－業務集約化サービス契約」を参照。

 

不動産

「第２　企業の概況－３．事業の内容－継続的関連当事者間取引－不動産リース枠組契約」を参照。

 

３【設備の新設、除却等の計画】

 

「第３　事業の状況－３．経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析－設備投資及びキャッ

シュ・フロー」を参照。

 

「第６経理の状況－１．財務書類－(5) 連結財務諸表注記－４．有形固定資産、純額　及び５．建設仮勘定」を参照。
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第５【提出会社の状況】
 

１【株式等の状況】

 

（１）【株式の総数等】

 

①【株式の総数】

   2021年12月31日現在

 授権株数 発行済株式総数 未発行株式数

Ａ株式 N/A 77,629,728,699株 N/A

Ｈ株式 N/A 13,877,410,000株 N/A

 

②【発行済株式】

   2021年12月31日現在

記名・無記名の別及び額面・無
額面の別

種　類 発行数
上場証券取引所又は登録証券業
協会名

記名式額面株式
（額面１人民元）

Ａ株式 77,629,728,699株 上海証券取引所(注)

記名式額面株式
（額面１人民元）

Ｈ株式 13,877,410,000株 香港証券取引所

計 － 91,507,138,699株 －

(注) 2021年12月31日終了年度において、当社はＡ株式の募集を完了した。当該Ａ株式募集において発行された株式の総数は10,574,770,378

株、１株当たりの募集価格は4.53人民元であった。2021年８月20日、当社の国内株式67,054,958,321株はすべて同数のＡ株式に転換された。

 

（２）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

　　　該当なし

 

（３）【発行済株式総数、資本金の推移】

    2021年12月31日現在

年月日 発行済株式総数増減数 発行済株式総数残高
資本金増減額
（人民元）

資本金残高
(人民元)

2002年９月10日 68,317,270,803(1) 68,317,270,803 68,317,270,803 68,317,270,803

2002年11月15日 6,868,767,600(2) 75,186,038,403 6,868,767,600 75,186,038,403

2002年12月18日 428,148,100(3) 75,614,186,503 428,148,100 75,614,186,503

2004年５月19日 5,318,181,818(4) 80,932,368,321 5,318,181,818 80,932,368,321

2021年８月20日 10,574,770,378(5) 91,507,138,699 10,574,770,378 91,507,138,699

注(1）会社設立に伴う発起人への発行

(2）当社Ｈ株式のグローバル・オファリングによる

(3）さらに当社Ｈ株式を発行

(4）さらに当社Ｈ株式を発行

(5) 当社Ａ株式の新規株式公開による
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（４）【所有者別状況】

単位：株

2021年12月31日現在

上位10名の株主

 

株主名 報告期間におけ

る変化

報告期間末における

保有株式数

割合

(%)

ロックアップ制限を

有する株式数

質権、標記又は凍結の状

況

 

株主の性質

状況 数

中国電信集団有限

公司

459,642,444 57,836,695,761 63.20 57,377,053,317 なし - 国有法人

香港中央結算（代

理人）有限公司

(953,351) 13,848,136,623 15.13 0 なし - 外国法人

広東省広晟控股集

団有限公司

0 5,614,082,653 6.14 5,614,082,653 なし - 国有法人

浙江省財務開発有

限責任公司

0 2,137,473,626 2.34 2,137,473,626 なし - 国有法人

福建省投資開発集

團有限責任公司

0 969,317,182 1.06 969,317,182 なし - 国有法人

江蘇省国信集団有

限公司

0 957,031,543 1.05 957,031,543 なし - 未詳

蘇州高鐵新城経済

発展有限公司

662,251,000 662,251,000 0.72 662,251,000 なし - 未詳

成都先進資本管理

有限公司－成都市

重大產業化項目一

期股權投資基金有

限公司

662,251,000 662,251,000 0.72 662,251,000 なし - 未詳

中国国有企業結構

調整基金股份有限

公司

551,876,000 551,876,000 0.60 551,876,000 なし - 未詳

国網英大国際控股

集団有限公司

441,501,000 441,501,000 0.48 441,501,000 なし - 未詳

 

 

（５）【大株主の状況】

 

上記「(4)所有者別状況」を参照。

 

 

２【配当政策】

 

当社の利益配分方針の基本原則は、次のとおりである:

 

(1)当社は、投資家への合理的な投資収益を重視し、全株主の利益、当社の長期的利益、当社の持続的発展を総合的に勘案

した利益配分を行う。

 

(2)当社は、当社の利益配分が累積分配可能利益を超えないこと及び当社が継続的利益を考慮し、規制要件を満たし、通常

に運営し、長期的に発展することを前提として、現金配当の分配を優先する。

 

取締役会は、配当分配計画の策定に対する責任を有し、関連する法律、規則及び当社定款に従い、分配手続きの前に、関

連する承認手続きを行う。将来において当社は、収益性の強化に努め、同時に、引続き好ましい配当利益を株主に対して提

供していく。

 

現金配当方針

当社定款に基づき、当社の利益分配が累積分配可能利益を超えないこと並びに当社が継続的な利益、規制要件の遵守、通

常の運営及び長期的な発展を考慮に入れていることを前提として、当社は、配当の現金配分を優先する。当社に重要な投資

計画又は多額の現金支出などの事象がなく、当社のリスク管理指標が規制要件を満たすことができ、現金配当の分配後連続

３年間以内に当社の通常の営業資本要件を満たすことができる場合、現金により分配された当社の累積利益は当該３年間に

実現した分配可能利益の年間平均の30％を下回らないものとする。
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2021年６月20日、当社取締役会は、当社の配当政策を調整するための決議を承認し、当社が2021年度に関し現金で分配す

る利益をその年の当社株主に帰属する純利益の60％以上とし、また、A株式の募集及び上場後３年以内に、当社が毎年現金で

分配する利益をその年の当社株主に帰属する純利益の70％以上に徐々に増加することに同意した。一方で、2022年度以降の

中間配当の宣言及び支払いに備えて、配当の取り決めは調整される。

 

当社定款第190条に基づき、当社は2021年度の税引後利益を、中国会計基準及びIFRSに従って作成された財務諸表の金額の

うち低い方の金額において分配するものとする。その結果、利益分配には25,948,191,708人民元が適用される。株主への還

元、当社の収益性、キャッシュ・フロー水準及び将来の発展のための資金需要を十分に考慮した後、取締役会は、第７期取

締役会の第16回会合において、2021年度において株主に帰属する利益25,948,191,708人民元の60％に相当する総額

15,568,915,025人民元の全株主に対する配当を提案した。2021年12月31日現在の当社の発行済株式総数91,507,138,699株に

基づき計算した場合、１株当たりの配当（税引前）は0.170人民元となり、全株主に宣言され支払われることとなる。配当実

施の基準日前に当社の発行済株式総数に変更が生じた場合は、配当総額は変更されず、１株当たり配当額がそれに応じて調

整される。

利益分配計画は、2021年度の定時株主総会において承認を受けた。

 

３【コーポレート・ガバナンスの状況等】

 

（１）【コーポレート・ガバナンスの概要】

 

当社は、高い水準のコーポレート・ガバナンスの維持に努めるとともに、優れた良識ある効率的なコーポレート・ガバナ

ンスの原則を堅持し、コーポレート・ガバナンスの方法論を継続的に改善し、運営を規制し、内部統制のメカニズムを改善

し、健全なコーポレート・ガバナンス及び開示方法を実施し、当社の運営が当社及び株主全体の長期的利益に合致すること

を確保している。2021年度において、株主総会、取締役会及び監査役会は、健全かつ効率的に運営された。当社は、運営の

安定性と健全性を確保しつつ、経営の効率化を図るとともに、高品質な開発を新たな水準にまで高め、内部統制システムと

総合的なリスク管理を継続的に最適化し、当社の安定的な運営を効果的に確保してきた。当社のコーポレート・ガバナンス

の基準は継続的に改善し、株主にとって最善の長期的利益を効果的に保護した。

当社は、コーポレート・ガバナンスの基本的なシステムを引き続き精緻化し、会社法、証券法及びCSRC、上海証券取引所

及び証券取引所のコーポレート・ガバナンスに関する要求事項を厳格に順守し、標準化された運営を保証するために、コー

ポレート・ガバナンス体制及び運営メカニズムを継続的に最適化している。2021年度には、CSRC及び上海証券取引所のコー

ポレート・ガバナンス及び標準化された運営に関する規制要件を満たすため、当社は、Ａ株式の新規株式公開の後、当社の

実情を踏まえ、当社定款の関連条項を改定し、これに準じて、収益に関する管理上の措置、関連当事者間取引に関する管理

上の措置、外部保証に関する管理上の措置並びに内部報告制度などの内部統制システムを改定又は策定し、コーポレート・

ガバナンスの水準を継続的に向上させた。同時に、当社は、明確な組織構造と経営責任、有効な承認及び説明責任体制、明

確な目的、方針及び手順、包括的なリスク評価及び管理、健全な財務会計システム、継続的な業務実績の分析及び監督等を

主体とするリスク管理と内部統制システムの構築と改善を重視しており、これらは当社の全体的な運営を確保する上で重要

な役割を果たしている。

コーポレート・ガバナンスの体制として、株主総会の下に取締役会及び監査役会が、取締役会の下に監査委員会、報酬委

員会及び指名委員会が設置され、２層体制が採用されている。取締役会は、当社定款により、当社の運営に関する主要な決

定を行い、また上級役員の日常的管理及び運営を監督する権限を付与されている。監査役会は、取締役会及び上級役員の職

務執行の監督に対して主に責任を負う。取締役会及び監査役会はそれぞれ、独立して株主総会に対する説明責任を負う。

2021年度において、当社は、株主総会５回、取締役会20回及び監査役会９回を開催した。関連する会議の招集、開催、投票

及び開示手続きは、法規制及び当社定款の要件に準拠していた。

2021年12月31日終了年度において、当社の会長及び最高経営責任者の役割は、同一の個人により遂行された。当社の見解

では、当社の取締役会及び独立非執行取締役による監督を通じて、当社の内部チェック及びバランスメカニズムを効果的に

コントロールすることにより、同一の個人が会長及び最高経営責任者の役割を果たすことで当社の意思決定及び執行の効率

性を高め、当社が事業機会を効果的に捉えることができるようになる。世界中の多くの主要な国際企業も同様の取り決めを

行っている。上記を除き、当社は、2021年において上場規則の別紙14（「コーポレート・ガバナンス規範」）に記載されて

いるコーポレート・ガバナンス規範に基づく全ての規定に準拠していた。

当社は、常に情報開示を重視し、当社の株式が上場する場所における関連する規制要件を厳守し、情報開示管理規程を制

定し、社内における重要な情報の収集、整理、集約及び報告、社外開示文書の作成、関係部門の責任及び行動規範の明確

化、情報開示の真実性、正確性、完全性及び適時性の確保等の手続きを標準化している。当社はまた、サービス、モバイル

及び有線ブロードバンドの利用者数などのデータを毎月積極的に開示し、資本市場とのコミュニケーションを強化し、情報
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開示の透明性を高めている。一方で、当社は内部情報の取扱いを重視し、内部者の登録及び管理システムを策定し、管理の

標準化、情報開示の公正性及び公平性の確保、投資家及び関係当事者の正当な権利及び利益の保護に努めている。

当社は、株主及び投資家に必要な情報、データ及びサービスを適時に提供することを目的として、インベスター・リレー

ションズ部門を設置した。また、株主、投資家及びその他の資本市場参加者とのコミュニケーションも積極的に行ってい

る。当社の上級役員は、毎年、年次業績及び中間業績を発表している。上級役員は、アナリスト会見、記者会見、グローバ

ル投資家との電話会議及び投資家向けロードショーなど、さまざまな活動を通じて、重要な情報を資本市場及びメディアに

提供し、投資家の関心事である重要な質問に答えている。これにより、当社の事業及び業界全体の発展に対する理解が深

まった。2021年度は、Covid-19の流行の影響が長期化したことから、当社は投資家、株主及び報道機関に対しオンライン手

段を用いて業績の発表を行った。日常業務において、当社は、機関投資家とのコミュニケーションを促進するため、世界の

主要な国際投資銀行及び国内の証券会社が、オンサイトやオンラインで開催している数多くの投資家向けカンファレンスに

参加した。同時に、当社は投資家とのコミュニケーションを図り、株主及び投資家に対する貢献を図るために、専用のIR相

談窓口を設置している。

2021年度、当社はＡ株式の募集を開始し、それを成功裏に完了した。国内外の投資家に当社の新興事業に関する知識と理

解を深めてもらうため、当社は国内投資家に対し5G、クラウド、IDC及びその他、多くの投資家の関心を集めている新興事業

を紹介するための専用のロードショーを組織した。国内投資家は、関係する展示会場を直接訪問し、事業部長と直接対話す

ることができる。一方で、当社は、訪問ができない国際アナリスト向けのウェブキャスト・プラットフォームを立ち上げ、

ビデオプレゼンテーションや電話会議などを通じて、投資家と経営陣のコミュニケーションを促進した。ロードショーは、

国内外の投資家に当社の事業及び運営に関する理解を深めてもらうとともに、国内外の投資家から好意的な意見を受け、大

きな成功となった。Ａ株式の募集後、当社は、広州で開催された当社の年次のテンイ・インテリジェント・エキスポを訪問

し、深圳における当社の5G 2Bベンチマーク・プロジェクトを訪問するよう、国内アナリストを積極的に招待した。当社は、

投資家とのコミュニケーションを深めるため、主要な事業部門長及び技術専門家を配置した。

2021年度、当社は継続的なコーポレート・ガバナンスへの取り組みが資本市場において広く認知され、多くの表彰を受け

た。2021年に機関投資家が実施した「オールアジア・エグゼクティブ・チーム」の投票において、「アジアで最も名誉ある

会社」として11年連続で選出された。また、当社は「ベスト・オーバーオールESG」、「ベストIRプログラム」等の表彰も受

けた。さらに、The Assetによる「ESGコーポレート・アワード2021」の投票では、「ゴールド・アワード ‐Excellence in

Environmental、Social and Governance」の認定を受けている。また、コーポレート・ガバナンス・アジアから「ベスト・

オブ・アジア―コーポレート・ガバナンスのアイコン」の14回目の受賞を果たした。当社は、Asiamoneyの「2021年アジア優

良企業投票」では、「香港－通信サービス部門最優秀企業」に選ばれた。当社はまた、Bloomberg Businessweek/Chinese

Edition主催の「ESGリーディング・エンタープライズ・アワード 2021」において「ESGリーディング・エンタープライズ・

アワード」を受賞した。

 

取締役会の特別委員会

会計監査委員会

2021年12月31日現在、会計監査委員会は謝孝衍氏（委員長）、徐二明氏、王学明氏及び楊志威氏の４名の独立非執行取締

役で構成されていた。会計監査委員会は取締役会に対し責任を持つ。会計監査委員会の手続規則は、会計監査委員会の地

位、体制及び適格性、業務手続、責務及び責任、資金及び報酬等を明確に定義している。会計監査委員会の主な任務は、当

社の財務諸表の真正性及び完全性、当社の内部統制及びリスク管理システムの有効性及び完全性並びに当社の内部監査部門

の業務の監督を含む。同委員会はまた、外部独立監査人の適格性、選考及び指名、独立性及び役務の監督及び検討に責任を

持つ。会計監査委員会は、資源の適正、会計を行う人員の資格及び実績、当社の財務報告機能並びに人員の研修プログラム

及び関連予算の適正を含む有効なリスク管理及び内部統制制度を確立維持するために経営陣がその義務を遂行することを確

保する。会計監査委員会はまた、当社の会計、内部統制及び会計監査に関する匿名のものを含む苦情について受理及び処理

するための内部通報制度を設ける権限を有している。

2021年度において、準拠法並びに当社が上場する場所の規則及び会計監査委員会の手続規則の要件に基づき、会計監査委

員会は、取締役会からの明確な権限の範囲内で全面的に責任を負い、年２回外部監査人との連絡を独立して行った。会計監

査委員会は、企業経営の継続的な改善及び成熟を推進するため、当社の実情に応じた実務的及び専門的な改善提言を多数提

案した。会計監査委員会は、取締役会に対する重要な支援を提供し、独立株主の利益を保護する上で重要な役割を果たし

た。

 

報酬委員会

2021年12月31日現在、報酬委員会は徐二明氏（委員長）、謝孝衍氏及び王学明氏の３名の独立非執行取締役で構成され

た。報酬委員会は取締役会に対して責任を持つ。報酬委員会の手続規則は、報酬委員会の地位、体制及び適格性、業務手

続、責務及び責任、資金及び報酬等を明確に定義している。報酬委員会は、取締役会が当社の取締役及び上級役員の報酬に
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関する全般的な方針及び体制を策定し、標準化され透明性のある関連手続きを確立することを支援する。報酬委員会の主な

責務は、当社の取締役及び上級役員の報酬方針及び構成全般に関する取締役会への提言、報酬制度策定における正式かつ透

明な手順の構築についての取締役会に対する勧告、並びに、取締役会による責任の委譲による、現物給付、年金受領権及び

（失職、免職、指名の取消に対する補償を含む）補償支払を含む、各執行取締役及び上級役員の報酬パッケージの決定を含

む。その責任は、コーポレート・ガバナンス規範の要件に準拠している。

 

指名委員会

2021年12月31日現在、指名委員会は王学明氏（委員長）、謝孝衍氏及び徐二明氏の３名の独立非執行取締役で構成されて

いた。指名委員会は取締役会に対して責任を持つ。指名委員会の手続規則は、指名委員会の地位、体制及び適格性、業務手

続、責務及び責任、資金及び報酬等を明確に定義しており、指名委員会の構成員が会社と重要な関係を持たず、「独立性」

に関する規制要件を遵守することを具体的に求めている。指名委員会は、取締役の任命及び後継者計画に関し標準化され良

識的な、かつ透明性のある手続きを策定し、取締役会の構成をさらに最適化するために、取締役会を支援する。指名委員会

の主な責務は、取締役会の構造、人数、構成及び多様性の定期的な検討、取締役及び上級役員として適切な資格を有する候

補者の特定及び取締役会への助言、取締役会多様性方針の有効性を確保するための適切な見直し、独立非執行取締役の独立

性の評価、並びに取締役の指名又は再任及び取締役の後継者育成についての取締役会に対する勧告を含む。

 

独立取締役委員会

2021年度において、当社は、上場規則の要件に従い独立取締役委員会を１度開催し、独立非執行取締役４名全員が出席し

た。同会合では、継続的関連当事者間取引及びそれらに適用される年間上限を検討し、関連する確認を行うとともに、これ

らの事項に関する推奨事項を独立株主に提出した。

 

報告期間におけるリスク管理及び内部統制システムの確立並びに実施状況

取締役会は、リスク管理及び内部統制システムの確立及び充実を重視している。取締役会は、当社が戦略目標を達成する

ために意図して取るリスクの性質及び程度を評価及び決定し、当社が適切かつ効果的なリスク管理及び内部統制システムを

確立及び維持することを保証する責任を負い、取締役会は、自らがリスク管理及び内部統制システムに対して責任を負い、

それらの有効性を見直す責任を負うことを認識している。かかるシステムは、事業目標を達成できないリスクを排除するの

ではなく管理するように設計されており、重大な虚偽記載又は損失に対して合理的な保証を提供するものであるが、絶対的

な保証を提供するものではない。取締役会は、リスク管理及び内部統制システムの設計、実施及び監視において経営陣を監

督する。取締役会は、当社が長期的な開発目標を達成できるよう、業務の効率性と有効性を高め、コーポレート・ガバナン

ス、リスク評価、リスク管理及び内部統制を最適化する一方で、関連する統制措置の実施を監督するために効果的なアプ

ローチを取っている。

当社のリスク管理及び内部統制システムは、明確な組織構造及び管理業務、効果的な権限委譲及び説明責任体制、明確な

目標、方針及び手続、総合的なリスク評価及び管理、健全な財務会計システム並びに当社の業務全般に重要な役割を果たす

業務実績等の継続的な分析及び監督に基づいて構築されている。当社は、上級役員及び従業員の倫理的価値と能力を確保す

るために、行動規範を策定している。当社では、不正防止を重視し、取締役及び上級役員をはじめとする従業員が規則に違

反した場合の匿名での通報を促す内部通報制度を設けている。

当社の内部統制管理システムには、主に内部統制マニュアル、実施要領、権限一覧及び関連する体制及び施策が含まれて

いる。当社は、内部統制環境の変化や事業展開の必要性に応じて、内部統制システムを継続的に見直し、改善している。当

社の内部統制管理システムに基づき、また当社の経営ニーズを踏まえ、各子会社は、内部統制マニュアルの整備及び充実を

図り、完全、総合的かつ効果的な内部統制システムを構築している。

当社は、日常業務の中における総合的なリスク管理を重要な課題と位置付けている。当社は、当社の株式が上場されてい

る資本市場における規制要件に従い、リスク管理理論に基づき、リスクの特定、リスクの評価、主要なリスクの分析、リス

ク対応及びリスク管理の追跡及び監視を行うクローズドループ管理を実施している。当社は、リスクの管理及び統制を確保

するため、リスク処理の統制及び管理を継続的に強化し、発生する可能性のある重要なリスクに重点を置き、リスク管理及

び統制の状況を定期的にフォロー及び報告している。当社では、これまでの取り組みを踏まえ、組織的かつ効果的なリスク

管理体制を構築し、リスクの総合的な監視及び予防の仕組みを徐々に完成させてきた。

2021年度において、当社は、証券取引所が公布したコーポレート・ガバナンス規範D2の要件に基づき、重大なリスクの発

生防止に重点を置き、重大なリスクによるマイナス影響の低減に努めた。当社は、全年を通じて、いかなる重大なリスク事

象にも直面しなかった。

当社は、経済及び政策環境の整備、事業運営、ネットワーク及び情報セキュリティ並びに国際運営など、2022年度におい

て当社が直面する重大なリスクを特定、評価及び分析し、重要なリスク項目を決定し、詳細な対応計画を策定した。当社

は、リスク管理を厳格かつ適切に行うことにより、上記のリスクによる当社への影響を限定し、かつ、想定される範囲内に

収めることを確保する。
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当社は、中国並びに当社が上場する場所及び当社の事業活動が所在する場所の法律及び規則の遵守をきわめて重要と捉

え、すべての法律及び規則を厳格に遵守し、当社の正当な事業経営を保護し、当社の正当な権利及び利益を維持し、当社の

長期的かつ健全な発展目標の達成を支援するために、当社の規則及び規定にかかる法令を適時かつ積極的に組み込んでい

る。

当社は、2003年度から、米国の証券監督当局及びCOSO内部統制フレームワークの要件に基づき、また、外部監査人を含む

他の助言機関の協力を得て、内部統制に関するマニュアル、実施規則及び関連規則を策定し、かかる制度の効果的な実施を

確保するため、内部統制管理及び内部統制の説明責任管理に関する方針を策定している。当社では、社内外の事業環境の変

化及び長年にわたる事業展開の要件を踏まえ、マニュアル及び実施規則を継続的に見直し、改善してきた。内部統制に関す

る方針を継続的に改善する一方で、当社は、データ及び情報の完全性、適時性及び信頼性を維持するために、内部統制の効

率性及び有効性を改善し、情報システムの安全性を向上させたIT内部統制機能の強化を図っている。同時に、当社はネット

ワーク情報の安全性の管理及び監視を重視している。当社は、ネットワーク情報の安全性並びに関連する技能及び知識に対

する意識の向上を促進するため、関連する規則及び指針を継続的に最適化し、責任ある主体をさらに明確化し、ネットワー

クの安全性及び情報の安全性の点検を定期的に行っている。

2021年度において当社は、外部規制監督、政策環境の変化及び当社の主要なリスクの予防及び統制における要件に基づ

き、内部統制マニュアル、権限一覧及び実施要領の年次改訂を行うとともに、事業展開における更なる改革及び進展を考慮

し、市場の需要に迅速に対応し、企業の経営革新及び業務革新を支援することに重点を置いた。当社は、モノのインター

ネット事業、シングルポイント決済事業、リスク管理及び資本内部規制監督などのシステム及び規制を最適化及び調整し、

収益の管理、関連当事者間取引の管理、保証管理、情報開示管理、研究開発及びその他の処理を補完及び改善した。

内部監査部門は、取締役会、経営陣並びにリスク管理及び内部統制システムを支援する重要な役割を担っている。内部監

査部門の機能は、当社の業務執行から独立しており、外部監査人の機能を補完するものであり、当社の内部管理の監視にお

いて重要な役割を果たしている。内部監査部門は、当社の内部統制の評価に対する責任を負い、リスク管理及び内部統制シ

ステムが合意されたプロセス及び基準に従って経営陣により維持され、運用されていることを会計監査委員会及び取締役会

に客観的に保証する。内部監査部門は、四半期毎に内部監査結果を定期的に会計監査委員会に報告するとともに、会計監査

委員会を通じて内部監査結果を取締役会に報告している。
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リスク管理及び内部統制システムの年次評価

当社は、オペレーショナル・リスクに対応しつつ、当社の株式が上場する場所の規制要件を満たすために、リスク管理及

び内部統制システムを継続的に改善し、内部統制を強化している。

当社は、内部統制評価の基準として、2013年COSO内部統制フレームワークを採用している。公開会社会計監督委員会

（PCAOB）により発行された経営陣の内部統制テストガイドライン及び監査基準第2201号を指針として、当社の内部統制評価

システムは、内部統制責任者による自己評価及び内部監査部門による独立的評価により構成されている。当社は、内部統制

の不備の内容を評価し、内部統制システムの有効性について結論を得るため、下記の４つの主要な評価ステップを採用して

いる。①評価すべき分野の分析及び特定、②内部統制の設計の有効性の評価、③内部統制の運用上の有効性の評価、④内部

統制の不備の影響の分析、内部統制の不備の内容の判断及び内部統制システムの有効性に関する結論。同時に、当社は、評

価中に発見された不備を是正する。当社は、改正後の「内部統制評価のための措置」、「内部統制の自己評価のためのマ

ニュアル」、「内部統制の独立評価のためのマニュアル」等を策定することにより、評価手続の遵守を図っている。当社

は、企業内部統制基本基準及びその付帯適用指針並びにその他の関係法令及び規制規則の要件に基づき、内部統制評価を実

施している。2021年度、当社の内部監査部門は、全社的な内部統制の評価を開始及び調整し、その結果を会計監査委員会及

び取締役会に報告した。監査及び評価で指摘された問題点を踏まえ、当社は是正責任を１つずつ実施し、是正作業を完全に

完了し、リスクを効果的に管理及び防止した。本年度において、内部統制の実効性は引続き向上し、当社の健全な発展を保

証した。

内部統制の自己評価については、引き続き全部門（新たに設立された専門会社を含む。）の100％を対象としている。2021

年度の自己評価を通じ、経営責任は一層強化され、内部統制の設計、実施、評価及び賞罰のクローズドループ管理を推進す

るとともに、良好な内部統制環境をさらに構築し、内部統制管理の継続的な改善を推進した。当社は、横断的な連携及び垂

直統合を深め、リスクの共同予防ワークモデルを遵守し、レベル間、部門間、システム間及び専門分野間の横断的な評価を

高め、システム的なリスク及び重大なリスクの発生を防止した。各部署が連携し、専門的な自己評価を行い、運用及び管理

における重要かつ困難な課題を解決した。内部及び外部の環境の変化、リスクの予防及び統制への注力を踏まえ、当社は、

財務報告の真正性及び信頼性、運営及び管理に関する法令の遵守、海外国有資産の保証、ネットワーク情報セキュリティ、

国家の主要な意思決定及び実施に基づく新興事業及び準金融事業、企業戦略の変革並びに質の高い開発などの分野における

リスクの管理及び統制に注力した。当社は、リスク、コンプライアンス及び内部統制の設計及び実施における包括性及び有

効性を評価した。発見された問題の原因は分析され、厳格な是正措置が策定され実施される。同時に、当社は評価、報酬及

び罰則を強化し、評価結果の適用を実施した。

2021年度には、関連部門に対する３年間のフルカバー要件及び年次内部統制監査計画に基づき、４つの省支店、４つの専

門会社及び本部の金融共用サービスセンターにおいて独立した内部統制評価が実施され、チャンネル管理及び利用者の個人

情報保護に関する特別評価が実施された。年度中、内部統制の独立評価は、企業発展の内部環境及び外部環境の変化の追

跡、分析及び判断を継続的に強化し、評価単位及び内容の選択に重点が置かれた。第一に、自己評価能力の向上と問題是正

の実施を促進するため、当社は独立評価及び自己評価を実施した。第二に、プロジェクトの幅及び深さを確保し、総合的な

評価効率を改善するための重要なポイントが強調された。第三に、当社は、変革期における新興事業、準金融事業及び専門

企業について独立した評価を行い、潜在的なリスクを適時に警告し、問題の是正を促進した。独立評価及び自己評価の組み

合わせにより、当社は自己の発展に影響を与えるリスク領域について、多面的な視点での点検及び評価を行い、総合的な是

正を監督し、自己回復力の向上を図り、多大な発展を支援した。

当社はまた、外部監査人による財務報告に係る内部統制の監査と密接に連携するため、リスク管理及び内部統制評価チー

ムをはじめとする関係部署を設置している。外部監査人による内部統制監査は、重要な財務諸表項目に係る重要なプロセス

及び統制ポイントのほか、当社及びそのすべての子会社を対象としている。外部監査人は、監査結果について、経営陣と定

期的に連絡を取り合っている。

当社は、内部統制の不備を是正することを重視している。監査で判明した瑕疵及び問題点に対し、当社は会計管理の徹

底、是正効果の強化、重要課題の特別是正の実施、各種手段による是正の実効性の向上及びクローズドループ管理の強化を

図った。本年度の内部統制の不備及び課題は基本的に是正され、外部監査人による年度末認証を受けている。

取締役会は、当社のリスク管理及び内部統制システムを継続的に監視し、会計監査委員会を通じて財務統制、業務統制及

びコンプライアンス統制などの重要な分野並びにリスク管理機能について、2021年12月期における当社及びその子会社のリ

スク管理及び内部統制システムの見直しを実施した。内部監査部門からの報告を受け、経営陣から当社のリスク管理及び内

部統制システム（環境、社会及びガバナンスリスク管理並びに内部統制システムを含む。）の有効性について取締役会への

確認を受けた上で、取締役会は、これらのシステムが堅実に確立され、有効かつ十分であると考えている。また、年次レ

ビューでは、当社の会計、内部統制及び財務報告機能に関連する資源の妥当性、従業員の資質及び経験の充足性、スタッフ

の研修プログラム及び関連予算の妥当性が確認される。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 58/297



（２）【役員の状況】

 

取締役、監査役及び上級役員

 

取締役及び上級役員

当社の取締役は、当社定款に基づき、株主総会で株主によって選出される必要がある。選出された取締役の任期は一般的

に３年であり、再選により継続することもできる。

2022年６月22日現在、９名の男性取締役（うち５名は上級役員）、２名の男性上級役員及び１名の女性取締役（うち０名

は上級役員）がおり、女性の割合は約８％であった。

下記を除き、当社のいずれの取締役又は上級役員も、当社の株式を所有していなかった。

氏名 役職 株式の種類 株式数 地位

各種類の発行

済株式総数に

対し保有され

る株式の割合

（約）

発行済株式総

数に対し保有

される株式の

割合（約）

陳　勝光 非執行取締役 Ａ株式 1,000

( ロ ン グ ポ ジ

ション)

受益者 0.00％ 0.00％

1,000

( ロ ン グ ポ ジ

ション)

配偶者の持分 0.00％ 0.00％

 

現在の当社の第７期取締役会の任期は、2019年度年次株主総会の開催日である2020年５月26日から2023年度に開催される

予定の2022年度年次株主総会開催日までの３年間であり、かかる年次総会開催日に第８期取締役の選任が行われる。

以下の表は当社の取締役及び執行役員に関する一定の情報である。各取締役及び上級役員の業務上の住所は、中国100033

北京市西城区金融大街31号である。

 

役名及び職名 氏名 略　歴

執行取締役、会長
兼最高執行役員

柯　瑞文
（カ・ルイウェン）
 

58歳。当社の執行取締役、取締役会会長兼最高執行役員であり、2012年５

月に当社の取締役に就任した。同氏は経営管理学博士号を有する上級技師

である。柯氏は江西省郵電管理局の副局長、江西省電信公司の副社長、当

社及び中国電信集団有限公司の市場部部長、江西省電信公司の社長、当社

及び中国電信集団有限公司の人事部主任、当社の執行副社長、社長兼最高

業務役員、中国電信集団有限公司の副社長兼社長及びチャイナ・タワー有

限公司の監査役会会長を歴任した。同氏はまた、中国電信集団有限公司の

会長である。同氏は、長年にわたる電気通信産業及び経営の経験を有す

る。

執行取締役、社長
兼最高業務役員

李　正茂
（リ・ツェンマオ）

60歳。当社の執行取締役、社長兼最高業務役員であり、2020年５月に当社

の取締役に就任した。同氏は工学博士号を有する教授である。同氏は、中

国聯通股份有限公司の執行取締役兼副社長、中国聯通の取締役兼副社長、

香港証券取引所メインボードに上場する中国移動有限公司の副社長、中国

移動グループの副社長兼ゼネラルカウンセル並びに中国移動通信有限公司

の取締役兼副社長、香港証券取引所メインボードに上場する中国通信服務

股份有限公司の非執行取締役及びタイ証券取引所に上場するTrue

Corporation Public Company Limitedの副会長を務めた。同氏はまた、中

国電信集団有限公司の取締役兼社長である。同氏は、電気通士業界におい

て豊富な経験を有する。
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執行取締役
邵　廣祿
（シャオ・グァング
ル）

58歳。当社の執行取締役であり、2020年５月に当社の取締役に就任した。

同氏は経営学博士号を有する教授相当の上級技師である。同氏は、中国聯

通グループのゼネラルマネージャー代理、香港証券取引所メインボードに

上場する中国聯通(香港)有限公司の執行取締役兼上級副社長、上海証券取

引所に上場する中国通信服務股份有限公司の上級副社長、中国聯通の取締

役兼上級副社長、いずれも香港証券取引所のメインボードに上場する中国

通信服務股份有限公司、チャイナ・タワー有限公司及び電訊盈科有限公司

の非執行取締役、オープン・ネットワーク基金の取締役、GSMアソシエー

ションの戦略委員会のメンバー並びに中国情報技術産業連合の副社長を務

めた。同氏は現在、中国電信集団有限公司の取締役及び中国工業情報化部

の通信科学及び技術委員会の副主任を務める。同氏は、経営及び電気通信

業界における豊富な経験を有する。

執行取締役兼執行
副社長

劉　桂清
（リウ・ギキン）

55歳。執行取締役兼執行副社長である劉氏は、2019年８月に当社取締役に

就任した。同氏は理工学部の博士号を有する教授相当の上級技師である。

同氏は中国聯合通信有限公司湖南支部の部長代理及び部長並びに江蘇州支

部の部長を務めた。同氏は現在、中国電信集団有限公司の副社長兼ゼネラ

ルカウンセル、香港証券取引所メインボードに上場するチャイナ・タワー

有限公司の非執行取締役、中国伝媒大学の副主任及びGSMアソシエーショ

ンのグローバル・システム主任でもある。同氏は長年にわたる経営及び電

気通信産業の経験を有している。

執行取締役兼執行
副社長

唐　珂
（タン・ケ）

47歳。執行取締役兼執行副社長である唐氏は、2022年３月に当社取締役に

就任した。同氏は経済学の修士号を有する上級会計士である。同氏は以

前、中国電信集団有限公司及び当社の両方において財務部長を務め、チャ

イナ・テレコム安徽支店及び広東支店のゼネラルマネージャーを務めた。

唐氏は現在、中国電信集団有限公司の副社長を務めている。同氏は、金

融、経営及び通信業界において豊富な経験を有している。

非執行取締役
陳　勝光
（チェン・シェングァ
ン）

58歳。当社の非執行取締役であり、2017年５月に当社の取締役に就任し

た。陳氏は中南財経政法大学（財務会計専攻）を卒業し、広東社会科学院

の大学院の学位及び中山大学嶺南大学のMBAを取得した。同氏は、広東省

外貿開発有限公司の財務部マネージャー及び部長代理、広東省広新貿易発

展有限公司の財務部長、部長補佐及び会計主任、深圳証券取引所に上場す

る佛山佛塑科技集團股份有限公司の取締役、香港証券取引所のメインボー

ドに上場する興発アルミニウム・ホールディングスの非執行取締役、広東

シルクテックス・グループの取締役、広東省広新控股集団の会計主任及び

部長代理を務めた。同氏は現在、当社の株主のひとつである広東省広晟控

股集団有限公司の取締役兼ゼネラルマネージャーである。同氏は財務及び

企業管理において豊富な経験を有する。
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独立非執行取締役

謝　孝衍
（ツェー・ハウ・イ
ン・アロイシウス）
 

74歳。当社の独立非執行取締役であり、2005年９月に当社の取締役に就任

した。謝氏は現在、中国海洋石油（CNOOC）有限公司、中化化肥控股有限

公司、SJMホールディングス・リミテッド及び中国華融資産管理股份有限

公司の独立非執行取締役である。上記企業は全て香港証券取引所メイン

ボードに上場している。同氏は2004年から2021年までの間、2014年10月ま

で香港証券取引所メインボードに上場していたOCBC華僑永亨銀行有限公司

（旧永亨銀行有限公司）の独立非執行取締役であった。同氏は、2004年か

ら2010年まで、香港証券取引所メインボードに上場している中国建設銀行

有限公司の独立非執行取締役を務めた。謝氏はまた、2005年から2016年ま

で香港証券取引所メインボードに上場している道和環球集團有限公司（旧

稱林麥集團有限公司）の独立非執行取締役でもあった。2013年３月、同氏

は中国建設銀行有限公司の完全子会社である建銀国際（控股）有限公司の

独立非執行取締役に指名された。同氏はまた、武漢市人民政府国際諮問委

員会委員でもある。英国及びウェールズの公認会計士協会及び香港会計士

協会会員である。同氏は、香港会計士協会(HKICPA)の元社長であり、同団

体の元監査委員長である。同氏は1976年にKPMGに入社し、1984年にパート

ナーとなり、2003年３月に退職した。同氏は、1997年から2000年まで中国

におけるKPMG事業の非執行会長及びKPMG中国の諮問機関構成員であった。

同氏は香港大学の卒業生である。

独立非執行取締役
徐　二明
（ス・アーミン）
 

72歳。当社の独立非執行取締役であり、2005年９月に当社の取締役に就任

した。徐氏は、中国企業管理研究会の副会長及び北京現代企業研究会の会

長である。同氏は、国務院の政府特別手当を受給する権利を有している。

同氏は、中国人民大学の大学院の教授及び博士課程の監督者兼学長であ

り、汕頭大学ビジネススクールの教授及び学長であり、また、いずれも香

港証券取引所のメインボードに上場するハルビン・エレクトリックの独立

監督者及びコムテック・ソーラー・システムズ・グループ・リミテッドの

独立非執行取締役である。徐氏は、戦略的経営、革新及び企業家精神管理

の分野で研究を行ってきた。同氏は、中国国家自然科学基金や中国国家社

会科学基金その他省及び地方自治来レベルの機関が資金提供する研究プロ

ジェクトに数多く携わってきた。全国普通高等学校優秀教材同氏は、教育

部から全国普通高等学校優秀教材で一等賞、国家教学成果で二等賞など多

数受賞している。同氏は２度の米国フルブライト奨学生であり、カナダの

マギル大学の客員研究員でもある。これまで、ニューヨーク州立大学バッ

ファロー校、米国州立大学スクラントン校、シドニー工科大学、九州大

学、タイのパンヤピワット経営大学及び香港理工大学の講師も務めた。

独立非執行取締役
王　学明
（ワン・シュエミン)

72歳。当社の独立非執行取締役であり、2014年５月に当社の取締役に就任

した。王氏はマサチューセッツ大学の文学士号を取得し、コロンビア大学

に学んだ。同氏はBlackRock中国のシニア・アドバイザーであり前会長で

あった。同氏はゴールドマン・サックス・アセットマネジメントの中国に

おける前会長でもある。1994年ゴールドマン・サックスに入社、2000年に

パートナーとなり、2010年から2011年まで顧問ディレクターを務めた。王

氏は金融サービスにおいて30年近い経験を有し、中国の経済改革及び開発

の前線で尽力した。同氏は、中華人民共和国工業情報化部のモバイル及び

固定回線事業の民営化及び上場に対する助言において重要な役割を担っ

た。同氏はまた適切なオペレーターに対しても、国際的電気通信企業によ

る戦略的投資に関する助言を行った。過去30年間にわたる中国の航空部門

における初期のクロスボーダー金融取引、その他の資本設備並びに国際航

空会社の個別上場並びに省及び地域の重要な信用再編においても、中国経

済成長に関する王氏の理解が一部をなした。
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独立非執行取締役
楊　志威
（ユン・チワイ・ジェ
イソン）

67歳。当社の独立非執行取締役であり、2018年10月に当社取締役に就任し

た。楊氏は、現在ファング・ホールディングス（1937）リミテッド及びそ

の香港上場会社のグループ最高コンプライアンス責任者兼リスク管理責任

者であり、香港証券取引所のメインボード及び上海証券取引所に上場する

交通銀行の独立非執行取締役である。同氏は法務、コンプライアンス及び

規制事案を取り扱う幅広い経験を有しており、以前は香港の証券先物委員

会、会社法、商法及び証券法を取り扱う法律事務所及び企業に勤めてい

た。同氏は香港証券取引所のメインボードに上場する中国光大控股有限公

司の取締役及びゼネラルカウンセルを務め、胡関李羅弁護士事務所のパー

トナーを務めた。同氏は、2001年から2011年まで香港証券取引所のメイン

ボードに上場する中国銀行(香港)有限公司の取締役会秘書役を務め、同時

に2005年から2008年の間は香港証券取引所のメインボード及び上海証券取

引所に上場する中国銀行の取締役会秘書役を務めた。同氏はまた、2011年

４月から2015年２月まで中国銀行(香港)有限公司の副総裁（個人銀行業

務）を務めた。楊氏は香港大学の社会科学の学士号を取得している。また

同氏は英国法律学院を卒業し、法律学の学士号を取得し、カナダのウエス

タンオンタリオ大学の経営管理学修士号を取得している。

執行副社長
夏　氷
（シャ・ビン）

48歳。夏氏は、経済学の博士号を有する上級技師である。同氏はこれま

で、中国移動グループ青海有限公司の会長兼ゼネラルマネージャー、中国

移動通信有限公司のマーケティング部長、中国移動グループ北京有限公司

の会長兼ゼネラルマネージャー、香港証券取引所メインボードに上場して

いるフェニックス・メディア・インベストメント（ホールディングス）リ

ミテッド（旧フェニックス・サテライト・テレビジョン・ホールディング

ス・リミテッド）の非執行取締役、上海証券取引所に上場されている上海

浦東発展銀行股份有限公司の非執行取締役、タイ証券取引所に上場されて

いるトゥルー・コーポレーション・パブリック・カンパニー・リミテッド

の取締役を務めていた。同氏は現在、中国電信集団有限公司の副社長を務

めている。同氏は、経営及び通信業界において豊富な経験を有している。

執行副社長兼最高
財務役員

李　英輝
（リ・インフィ）

51歳。李氏は、中国公認会計士協会及び香港公認会計士協会のメンバーで

ある上級会計士であり、会計学の修士号を有している。同氏は以前、中国

華能集団有限公司（旧「中国華能集団公司」）の財務部副部長、上海証券

取引所メインボード、香港証券取引所メインボード及びニューヨーク証券

取引所にそれぞれ上場されている華能国際電力有限公司の財務予算部長並

びに中国華能集団有限公司の金融資産管理部長を務めていた。同氏は現在

中国電信集団有限公司の主任会計士を務めている。李氏は、金融、経営及

び基礎産業において豊富な経験を有している。

当社の取締役及び執行役員には家族関係はない。

 

監査役

　2021年12月31日現在、当社の監査役会は、従業員代表監査役２名を含む５名の監査役で構成されていた。監査役会の主な

任務は、法令に基づき、当社の財務並びに取締役、経営者及びその他の上級役員の権限の濫用を防ぐためその業務履行を監

督することである。監査役会は、社内の常設監査機関であり、すべての株主に対して説明責任を負い、報告を行う。2021年

度には、監査役会は９回開催された。第７期監査役会の任期は、2020年５月26日から2023年度に開催される2022年度定時株

主総会の日までの３年間とし、その際に第８期監査役会が選出される。

 

以下の表は当社監査役に関する一定の情報である。

役名及び職名 氏　名 略　歴

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 62/297



監査役
（株主代表）兼
監査役会会長

韓　芳
（ハン・ファン）

48歳。韓氏は、当社の株主代表監査役であり、監査役会の会長である。

同氏は2022年３月に当社の監査役会に加わった。同氏は現在、中国電信

集団有限公司及び当社の監査部門のマネージングディレクターを務め、

香港証券取引所のメインボードに上場しているチャイナ・タワー有限公

司の監査役を務めている。同氏は、北京郵政大学を卒業し、経営工学学

士号を取得し、BIノルウェー経営大学で経営学修士号を取得した。同氏

は、当社の監査役、チャイナ・テレコム・グローバル有限公司の最高財

務役員、中国電信集団有限公司及び当社の監査部門の副マネージング

ディレクター並びに香港証券取引所のメインボードに上場している中国

通信服務股份有限公司の監査役会の会長を務めた。韓氏は、国際内部監

査人、中国公認会計士及び上級会計士である。同氏は、電気通信業界に

おける運営管理及び財務管理について豊富な経験を有している。

監査役
（従業員代表）
 

張　建斌
（ジャン・ジェビン）
 

57歳。当社の従業員代表監査役であり、2012年10月に当社の監査役に就

任した。張氏は法学修士号及びエグゼクティブMBAを有するシニアエコノ

ミストである。張氏は郵電部政策規制部門に所属、また、郵電部の電気

通信総局に在籍した。同氏は現在、当社の法務部（コンプライアンス管

理部）のマネージングディレクター及び中国電信集団有限公司の副ゼネ

ラルカウンセルを務めている。張氏は、企業法務において長年にわたり

経験を有する。

監査役
（従業員代表）

戴　斌
（ダイ・ビン）

54歳。戴氏は、当社の従業員代表監査役であり、2020年５月に当社の監

査役に就任した。同氏は、エグゼクティブMBAを有するシニアエコノミス

トである。戴氏は、当社の取締役会室の副室長及び中国電信集団有限公

司の総務部（取締役会室及び保安部）副部長を務めた。同氏は、中国電

信集団有限公司の労働組合の副議長を務める。同氏は、電気通信業界に

おける運営管理の豊富な経験を有する。

監査役
（株主代表）
 

徐　世光
（シュ・シグヮン）

42歳。当社の株主代表監査役であり、2018年10月に当社の会計監査委員

会の委員に就任した。同氏は中国公認会計士協会のメンバー及び公認内

部監査人であり、経営学の修士号を有する。同氏は長年にわたり中国電

信集団有限公司で様々な内部統制及び会計監査に関わる役職を務め、当

社の会計監査室の室長であった。同氏は現在、当社の内モンゴル自治区

支店の副ゼネラルマネージャーである。同氏は内部統制及び会計監査に

関する幅広い経験を有する。

監査役
（株主代表）
 

汪　一兵
（ワン・イビン）

55歳。汪氏は、当社の株主代表監査役である。同氏は2022年３月に当社

の監査役会に加わった。同氏は現在、当社の株主のひとつである浙江省

財務開発有限責任公司の副ゼネラルマネージャー及び浙江省金融控股有

限公司の監査役を務めている。同氏は上級会計士であり、浙江財経学院

の会計プログラムを卒業し経済学の学士号を取得した。同氏は、浙江省

興財房地產発展公司の副ゼネラルマネージャー、浙江省金融控股有限公

司の財務管理部門及び投資管理部門のゼネラルマネージャー、香港証券

取引所及び上海証券取引所に上場している浙商銀行股份有限公司の取締

役並びにすべてが上海証券取引所に上場している財通證券股份有限公

司、永安期貨股份有限公司、物產中大集団股份有限公司及び浙江中国小

商品城集団股份有限公司の取締役を務めた。汪氏は、国有企業の経営管

理において豊富な経験を有している。

 

下記を除き、2021年12月31日現在、当社のいずれの取締役及び監査役も、証券先物条例第352条に基づき維持することが義

務付けられている登録簿に記録されている又は上場規則の別紙10に定められる上場発行者の取締役による証券取引に関する

モデル・コードに従い当社及び香港証券取引所に別途通知されている当社又はその関連会社（証券先物条例第15部に定義さ

れる。）の株式、潜在株式又は社債の権益又はショート・ポジションを有していなかった。

 

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 63/297



氏名 役職 株式の種類 株式数 地位

各種類の発行

済株式総数に

対し保有され

る株式の割合

（約）

発行済株式総

数に対し保有

される株式の

割合（約）

陳　勝光 非執行取締役 Ａ株式 1,000

( ロ ン グ ポ ジ

ション)

受益者 0.00％ 0.00％

1,000

( ロ ン グ ポ ジ

ション)

配偶者の持分 0.00％ 0.00％

張　建斌 従業員代表監

査役

Ａ株式 １

( ロ ン グ ポ ジ

ション)

受益者 0.00％ 0.00％

 

2021年度中、当社は、取締役若しくは監査役又はそれらの配偶者若しくはそれぞれの未成年の子（実子若しくは養子）又

はそれらを代理して、当社又はその関連会社の株式又は社債を引受ける権利を付与しておらず、またこれらの者はいずれも

当該株式又は社債を引受ける権利を行使したことはなかった。
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報　酬

 

取締役、監査役及び上級役員の報酬に関

する意思決定手続き

取締役及び上級役員の報酬に関する意思決定手続き：

報酬委員会が、取締役及び上級役員に対する報酬方針及び構成全般並

びに報酬方針を策定するための正式かつ透明性のある手続きの確立に

関する提言を取締役会に対して行う。取締役会及び上級役員の各会期

の選任及び任命後、取締役会は、当該会期の取締役及び上級役員の報

酬計画をレビューする。

監査役の報酬の決定手続き：

当社の監査役は、監査役としての報酬を受領しない。

取締役、監査役及び上級役員の報酬を決

定するための基礎

 

報酬は、SASACの管理要件に基づき、当社の上級役員の報酬制度並びに

取締役、監査役、上級役員の職務、責任、経験及び一般的な市場状況

などの要因に基づいて決定される。

 

 

 取締役・

監査役報酬

給与・手当て・

現物給付 裁量的賞与（5）

退職制度

拠出金 株式報酬 合計

 （単位：千人民元）

2021年度       

       

執行取締役       

柯　端文 - 234 352 119 - 705

李　正茂 - 234 359 119 - 712

邵　廣祿 - 211 317 114 - 642

劉　桂清 - 209 313 102 - 624

朱　敏（1） - 209 313 95 - 617

陳　忠岳（2） - 44 - 11 - 55

 

非執行取締役       

　陳　勝光 - - - - - -

       

独立非執行取締役（3）       

謝　孝衍 450 - - - - 450

徐　二明 250 - - - - 250

王　学明 245 - - - - 245

楊　志威 245 - - - - 245

       

監査役       

隋　以勛（4） - 235 688 100 - 1,023

張　建斌 - 222 747 100 - 1,069

戴　斌 - 195 690 98 - 983

徐　世光 - 112 338 80 - 530

尤　敏強（4） - - - - - -

合計 1,190 1,905 4,117 938 - 8,150

 

(1)　朱敏氏は2021年12月27日に当社の執行取締役、執行副社長、最高財務役員、取締役会秘書役兼公認代表者を辞任した。

(2)　陳忠岳氏は2021年１月19日に執行取締役を辞任した。

(3)　独立非執行取締役の報酬は、当社の取締役としての役務に対する報酬である。

(4)　隋以勛氏及び尤敏強氏は、2021年12月17日に当社監査役を辞任した。両氏の辞任は、2022年３月22日に開催された当社の臨時株主総会に

おいて監査役候補が選任された日に発効された。それまでは、同氏は監査役としての任務を遂行した。
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(5)　執行取締役及び監査役の裁量的賞与は、当グループの業績に基づき決定された。報告期間中、当社は、柯端文氏に対する416千人民元、

李正茂氏に対する381千人民元、邵廣祿氏に対する343千人民元、陳忠岳氏に対する369千人民元並びに劉桂清氏及び朱敏氏に対するそれ

ぞれ364千人民元を含む2020年度の賞与も決済した。

(6)　全ての取締役及び監査役の報酬は各人の本年度における実質在任期間に基づき算出された。本年度中、当社に加わる際の金銭的誘引や役

職の喪失に対する報酬を受けた取締役又は監査役はおらず、又はいかなる報酬を放棄した又は放棄することに合意した取締役又は監査役

もいなかった。

 

（３）【監査の状況】

 

会計監査委員会

 

上記「（１）コーポレート・ガバナンスの概要―会計監査委員会」を参照。

 

会計監査

 

・　業務を執行した公認会計士の指名及び当社にかかる継続監査年数

　　　プライスウォーターハウスクーパース　１年間（2021年より）

　　　担当者：ウィルソン W. Y. チョウ

 

・　監査業務に係る補助者の構成

　　　公認会計士：　　86名

　　　その他：　　　　244名

 

　

2020年の国際監査人及び国内監査人であったデロイト・トウシュ・トーマツ及びDeloitte Touche Tohmatsu Certified

Public Accountants LLPの任期は、2020年度定時株主総会の開催日（2021年５月７日）に満了した。

プライウォーターハウスクーパース及びPricewaterhouseCoopers Zhong Tian LLPは、2020年度年次株主総会において2021

年度の当社の外部監査人に任命された。

 

①　外国監査公認会計士等に対する報酬の内容

 

2021年12月31日に終了した年度において当社に提供された監査及び非監査業務に対する外部監査人の報酬の内訳は、以下

のとおりである。

 

(百万人民元(百万円))

役務内容 報酬（付加価値税を除く）

監査業務 57

(1,114.92)

非監査業務 (主に税務及びその他助言サービス) 7

(136.92)

合計 64

(1,251.84)

 

2020年12月31日に終了した年度において当社に提供された監査及び非監査業務に対する前外部監査人（デロイト・トウ

シュ・トーマツ及びDeloitte Touche Tohmatsu Certified Public Accountants LLP）の報酬の内訳は、以下のとおりであ

る。
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（百万人民元（百万円)、（付加価値税を含む。）)

 監査証明業務に基づく報酬 非監査業務に基づく報酬

当　社
68.34

(1,336.73)

1.21

(23.67)

連結子会社
8.49

(166.06)

1.92

(37.56)

計
76.83

(1,502.79)

3.13

(61.22)

 

②　その他重要な報酬の内容

　該当なし

 

③　外国監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容

2021年12月31日終了年度において外部監査人から当社に提供された主な非監査業務は、税務及びその他助言サービスで

あった。

 

④　監査報酬の決定方針

　当社は、年次株主総会を招集し、当社の外部監査人の指名につき検討及び承認し、取締役会に外部監査人の報酬を決定す

る権限を付与する。かかる権限付与に基づき、当社は監査役会及び取締役会を招集し、外部監査人の監査及び非監査業務に

対する報酬について検討及び決定する。

 

（４）【役員の報酬等】

 

　該当なし

 

（５）【株式の保有状況】

 

　該当なし
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第６【経理の状況】
 

 

ａ. 本書記載のチャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド（以下「当社」）および子会社（以下、総称して「当グ

ループ」という。）の邦文の財務書類（以下「邦文の財務書類」という。）は、国際財務報告基準に準拠して作成された添

付の原文の財務書類（以下「原文の財務書類」という。）の翻訳に、下記の円換算額を併記したものである。原文の財務書

類は、香港証券取引所に対して2022年４月14日付で提出された年次報告書に掲載されたものと同じである。当グループの財

務書類の日本における開示については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59

号。以下「財務諸表等規則」という。）第131条第２項の規定が適用されている。

　邦文の財務書類には、財務諸表等規則に基づき、原文の財務書類中の人民元表示の金額のうち主要なものについて円換算

額が併記されている。日本円への換算には、１人民元＝19.56円の為替レートが使用されている。この為替レートは、中国の

外国為替管理当局が発表した2022年４月28日現在の「人民元基準為替レート」である。

　なお、財務諸表等規則に基づき、国際財務報告基準と日本の会計処理の原則および手続ならびに表示方法との主要な相違

については、第６の「４ 国際財務報告基準と日本の会計原則の相違」に記載されている。

　円換算額及び第６の「２ 主な資産・負債及び収支の内容」から「４ 国際会計基準と日本の会計原則の相違」までの事項

は原文の財務書類には記載されておらず、当該事項における原文の財務書類への参照事項を除き、下記ｂの監査証明に相当

すると認められる証明の対象になっていない。

 

ｂ. 原文の財務書類は、外国監査法人等（「公認会計士法」（昭和23年法律第103号）第１条の３第７項に規定されている外国

監査法人等をいう）であるプライスウォーターハウスクーパース（香港における公認会計士事務所）による監査を受け、

「金融商品取引法」（昭和23年法律第25号）第193条の２第１項第１号に規定されている監査証明に相当すると認められる証

明を受けている。その監査報告書の原文及び訳文は、本書に掲載されている。
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１【財務書類】

(1) 連結財政状態計算書

 

注記 2021年12月31日  2020年12月31日

百万

人民元

億円  百万

人民元  

億円

資産     

          

非流動資産     

有形固定資産、純額 4  415,981  81,366  418,605  81,879

建設仮勘定 5  51,456  10,065  48,425  9,472

使用権資産 6  61,186  11,968  59,457  11,630

のれん 7  29,919  5,852  29,920  5,852

無形資産 8  19,753  3,864  18,508  3,620

関連会社または共同支配企業に対する持分 10  41,166  8,052  40,303  7,883

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産   248  49  73  14

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る資本性金融商品
11  1,216  238  1,073  210

繰延税金資産 12  6,688  1,308  8,164  1,597

その他の資産 13  7,261  1,420  6,552  1,282

         

非流動資産合計   634,874  124,181  631,080  123,439

         

流動資産          

棚卸資産 15  3,827  749  3,317  649

未収法人所得税   437  85  334  65

売掛金、純額 16  22,389  4,379  21,502  4,206

契約資産 17  912  178  604  118

前払金およびその他の流動資産 18  24,585  4,809  25,167  4,923

短期銀行預金および拘束預金   1,929  377  9,408  1,840

現金および現金同等物 19  73,281  14,334  23,684  4,633

         

流動資産合計   127,360  24,912  84,016  16,434

         

資産合計   762,234  149,093  715,096  139,873
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 注記  2021年12月31日  2020年12月31日

   

百万

人民元  

億円  百万

人民元  

億円

負債および資本          

          

流動負債          

短期債務 20  2,821  552  27,994  5,476

１年以内返済予定の長期債務 20  6,280  1,228  1,126  220

買掛金 21  114,895  22,473  107,578  21,042

未払費用およびその他の未払金 22  55,765  10,908  57,053  11,160

契約負債 23  70,914  13,871  63,849  12,489

未払法人所得税   588  115  350  68

１年以内返済予定のリース負債 24  13,809  2,701  13,192  2,580

          

流動負債合計   265,072  51,848  271,142  53,035

          

流動負債純額   (137,712)  (26,936)  (187,126)  (36,602)

          

          

流動負債控除後資産合計   497,162  97,245  443,954  86,837

          

非流動負債          

長期債務 20  7,395  1,446  24,222  4,738

リース負債 24  28,593  5,593  27,455  5,370

繰延税金負債 12  26,677  5,218  24,208  4,735

その他の非流動負債   3,329  651  1,894  370

          

非流動負債合計   65,994  12,908  77,779  15,214

          

負債合計   331,066  64,757  348,921  68,249
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 注記  2021年12月31日  2020年12月31日

   

百万

人民元  

億円  百万

人民元  

億円

資本          

株式資本 25  91,507  17,899  80,932  15,830

剰余金 26  337,167  65,950  282,524  55,262

          

当社株主に帰属する資本合計   428,674  83,849  363,456  71,092

非支配持分   2,494  488  2,719  532

          

資本合計   431,168  84,336  366,175  71,624

          

負債および資本合計   762,234  149,093  715,096  139,873
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取締役会により2022年3月17日に発行を承認され、取締役会を代表して次の者によって署名された。

 

 

 

 

 

 

柯　瑞文（カ・ルイウェン）  李　正茂（リ・ツェンマオ）

業務執行取締役  業務執行取締役

会長兼最高経営責任者  社長兼最高執行責任者
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(2) 連結包括利益計算書

 

   12月31日に終了した事業年度

注記 2021年  2020年

百万

人民元

億円  百万

人民元

 億円

    

営業収益 27 439,552 85,976  393,561  76,981

     

営業費用      

減価償却費および償却費 (92,965) (18,184)  (90,240)  (17,651)

ネットワーク運営・サポート費用 28 (133,342) (26,082)  (119,517)  (23,378)

販売費および一般管理費 (61,155) (11,962)  (55,059)  (10,770)

人件費 29  (76,055)  (14,876)  (65,989)  (12,907)

その他の営業費用 30 (45,088) (8,819)  (29,074)  (5,687)

有形固定資産減損損失 4  -  -  (5,042)  (986)

          

営業費用合計 31 (408,605) (79,923)  (364,921)  (71,379)

          

営業利益 30,947 6,053  28,640  5,602

正味財務費用 32 (1,293) (253)  (3,014)  (590)

投資利益およびその他 2,244 439  60  12

関連会社または共同支配企業からの持

分利益 1,966 385

 

1,701

 

333

     

税引前利益 33,864 6,624  27,387  5,357

法人所得税 33  (7,716)  (1,509)  (6,307)  (1,234)

     

当期利益 26,148 5,115  21,080  4,123
          
 

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

 72/297



  12月31日に終了した事業年度

 

 

2021年  2020年

 

百万

人民元  

億円  百万

人民元  

億円

当期その他の包括利益        

後に純損益に振り替えられない項目:        

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る資本性金融商品に対する投資の公正価値

の変動 20  4  (385)  (75)

その他の包括利益を通じて公正価値で測定す

る資本性金融商品に対する投資の公正価値

の変動に係る繰延税金 (15)  (3)  97  19

        

 5  1  (288)  (56)

後に純損益に振り替えられる可能性のある項目:        

中国本土外子会社の財務諸表の為替換算差額 (233)  (46)  (312)  (61)

関連会社または共同支配企業のその他の包括

利益に対する持分 -  -  (4)  (1)

        

 (233)  (46)  (316)  (62)

        

当期その他の包括利益（税引後） (228)  (45)  (604)  (118)

        

当期包括利益合計額 25,920  5,070  20,476  4,005
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   12月31日に終了した事業年度

注記 2021年  2020年

百万

人民元

億円  百万

人民元  

億円

    

以下に帰属する利益       

当社株主 25,948 5,075  20,850  4,078

非支配持分 200 39  230  45

          

当期利益 26,148 5,115  21,080  4,123
          
          

以下に帰属する包括利益合計       

当社株主 25,720 5,031  20,244  3,960

非支配持分 200 39  232  45

          

当期包括利益合計額 25,920 5,070  20,476  4,005
          
          

１株当たり当期純利益 (人民元/日本円) 38  0.31  6.06  0.26  5.09
          
          

希薄化後１株当たり利益 (人民元/日本円) 38 0.31 6.06  0.26  5.09
          
          

発行済み株式数 (百万株) 25 91,507   80,932   
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(3) 連結株主持分変動計算書

 
  当社株主に帰属

  注記  株式資本  

資本
準備金  

株式払込
剰余金  利益準備金  

一般リスク
準備金  

その他
積立金  

為替換算
準備金  

繰越利益
剰余金  合計  

非支配
持分  資本合計

 

 百万
人民元  

百万
人民元  

百万
人民元  

百万
人民元  

百万
人民元  

百万
人民元  

百万
人民元  

百万
人民元  

百万
人民元  

百万
人民元  

百万
人民元

      
2020年１月１日現在残高    80,932  17,504  10,746  78,043  23  615  (625) 165,272  352,510  2,530  355,040
                         
当期利益   -  -  -  -  -  -  -  20,850  20,850 230 21,080

当期その他の包括利益    -  -  -  -  -  (294) (312) -  (606) 2  (604)

                         

当期包括利益合計額    -  -  -  -  -  (294) (312) 20,850  20,244  232  20,476

                         
非支配持分の取得    -  -  -  -  -  -  -  -  -  (1) (1)
非支配持分への分配    -  -  -  -  -  -  -  -  -  (42) (42)
関連会社または共同支配企業の準備金のその他
の変動に対する持分   

 
-  (36) -  -  -  -  -  -  (36) -  (36)

配当  37  -  -  -  -  -  -  -  (9,262) (9,262) -  (9,262)
法定利益準備金への繰入  26  -  -  -  1,811  -  -  -  (1,811) -  -  -

一般リスク準備金への繰入 26  -  -  - - 33 - -  (33) - - -

      

2020年12月31日現在残高   80,932  17,468  10,746 79,854 56 321 (937) 175,016 363,456 2,719 366,175
                         

      
当期利益   -  -  -  -  -  -  -  25,948  25,948  200  26,148

当期その他の包括利益   -  -  -  -  -  5  (233) -  (228) -  (228)

                       

当期包括利益合計額    -  -  -  -  -  5  (233) 25,948  25,720  200  25,920

                       
A株募集による新株式発行（発行費用控除後）  25  10,575  -  36,941  -  -  -  -  -  47,516  -  47,516
非支配持分からの出資    -  463  -  -  -  -  -  -  463  613  1,076
非支配持分への分配    -  -  -  -  -  -  -  -  -  (116) (116)
子会社の処分  1  -  -  -  -  (3) (28) -  31  -  (922) (922)
関連会社または共同支配企業の準備金のその他
の変動に対する持分  

 
-  (42) -  -  -  -  -  -  (42) -  (42)

配当  37  -  -  -  -  -  -  -  (8,439) (8,439) -  (8,439)
法定利益準備金への繰入  26  -  -  -  2,423  -  -  -  (2,423) -  -  -

一般リスク準備金への繰入 26  -  -  -  -  44  -  -  (44) -  -  -

                       

2021年12月31日現在残高   91,507  17,889  47,687  82,277  97  298  (1,170) 190,089  428,674  2,494  431,168
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  当社株主に帰属

注記  株式資本  

資本
準備金  

株式払込
剰余金

利益
準備金

一般リスク
準備金

その他
積立金

為替換算
準備金

繰越利益
剰余金 合計

非支配
持分 資本合計

  億円  億円  億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
      

2020年１月１日現在残高    15,830  3,424  2,102  15,265  4  120  (122) 32,327  68,951  495  69,446
                         
当期利益   -  -  -  -  -  -  -  4,078  4,078 45 4,123

当期その他の包括利益    -  -  -  -  -  (58) (61) -  (119) 0  (118)

                         

当期包括利益合計額    -  -  -  -  -  (58) (61) 4,078  3,960  45  4,005

                         
非支配持分の取得    -  -  -  -  -  -  -  -  -  (0) (0)
非支配持分への分配    -  -  -  -  -  -  -  -  -  (8) (8)
関連会社または共同支配企業の準備金のその他
の変動に対する持分   

 
-  (7) -  -  -  -  -  -  (7) -  (7)

配当  37  -  -  -  -  -  -  -  (1,812) (1,812) -  (1,812)
法定利益準備金への繰入  26  -  -  -  354  -  -  -  (354) -  -  -

一般リスク準備金への繰入 26  -  -  - - 6 - -  (6) - - -

      

2020年12月31日現在残高   15,830  3,417  2,102 15,619 11 63 (183) 34,233 71,092 532 71,624
                         

      
当期利益   -  -  -  -  -  -  -  5,075  5,075  39  5,115

当期その他の包括利益   -  -  -  -  -  1  (46) -  (45) -  (45)

                       

当期包括利益合計額    -  -  -  -  -  1  (46) 5,075  5,031  39  5,070

                       
A株募集による新株式発行（発行費用控除後）  25  2,068  -  7,226  -  -  -  -  -  9,294  -  9,294
非支配持分からの出資    -  91  -  -  -  -  -  -  91  120  210
非支配持分への分配    -  -  -  -  -  -  -  -  -  (23) (23)
子会社の処分  1  -  -  -  -  (1) (5) -  6  -  (180) (180)
関連会社または共同支配企業の準備金のその他
の変動に対する持分  

 
-  (8) -  -  -  -  -  -  (8) -  (8)

配当  37  -  -  -  -  -  -  -  (1,651) (1,651) -  (1,651)
法定利益準備金への繰入  26  -  -  -  474  -  -  -  (474) -  -  -

一般リスク準備金への繰入 26  -  -  -  -  9  -  -  (9) -  -  -

                       

2021年12月31日現在残高   17,899  3,499  9,328  16,093  19  58  (229) 37,181  83,849  488  84,336
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書

 

   12月31日に終了した事業年度

 注記  2021年  2020年

百万

人民元 億円  

百万

人民元  億円

          

営業活動によるキャッシュ純額 (a) 137,533  26,901  132,260  25,870

       

投資活動により使用されたキャッシュ・フロー        

資本的支出   (84,847)  (16,596) (88,748) (17,359)

投資の増加額   (206)  (40) (74) (14)

使用権資産に関する支払   (327)  (64) (220) (43)

有形固定資産の処分による収入   1,637  320  863  169

使用権資産の処分による収入   82  16  24  5

投資の処分による収入   52  10  47  9

子会社の処分によるキャッシュ・インフロー銃額   3,764  736  -  -

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本

性金融商品に関する支払   (211) (41)  -  -

短期銀行預金の増加額   (9,251) (1,809) (4,664) (912)

短期銀行預金の満期到来額   11,020  2,156  5,695  1,114

財務公司から中国電信集団公司への短期貸付金 (b)  (2,000)  (391)  -  -

          

投資活動により使用されたキャッシュ純額   (80,287)  (15,704)  (87,077)  (17,032)

          

財務活動により使用されたキャッシュ・フロー          

A株募集による収入（発行費用控除後）   47,516  9,294  -  -

リース負債の元本部分の支払   (14,035)  (2,745)  (12,738)  (2,492)

銀行およびその他の借入金による収入 38,922 7,613  81,049  15,853

銀行およびその他の借入金の返済   (74,486)  (14,569)  (106,982)  (20,926)

配当の支払   (8,439)  (1,651)  (9,262)  (1,812)

非支配持分への分配   (112)  (22)  (42)  (8)

非支配持分の取得に対する支払   -  -  (1)  (0)

非支配持分からの出資   99  19  -  -

非支配持分からの出資に関連して受領した前払金   -  -  978  191

財務公司への預入（純額） (b)  3,190  624  5,728  1,120

財務公司による法定預金準備金の預入の増加 (b)  (177)  (35)  (837)  (164)

          

財務活動により使用されたキャッシュ純額   (7,522)  (1,471)  (42,107)  (8,236)

          

現金および現金同等物の増加（純額）   49,724  9,726  3,076  602

現金および現金同等物の１月１日現在残高   23,684  4,633  20,791  4,067

為替レートの変動による影響額   (127)  (25)  (183)  (36)

          

現金および現金同等物の12月31日現在残高   73,281  14,334  23,684  4,633
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(a) 税引前利益から営業活動によるキャッシュ純額への調整

 

 12月31日に終了した事業年度

 2021年  2020年

百万

人民元 億円  

百万

人民元  億円

        

税引前利益 33,864  6,624  27,387  5,357

       

調整項目:        

減価償却費および償却費 92,965  18,184  90,240  17,651

有形固定資産減損損失 -  -  5,042  986

金融資産およびその他の項目に係る減損損失

　（戻入控除後） 1,985  388  1,512  296

棚卸資産評価損（戻入控除後） 69  13  35  7

投資利益およびその他 (2,244)  (439)  (60)  (12)

関連会社または共同支配企業からの持分利益 (1,966) (385)  (1,701)  (333)

受取利息 (1,104) (216)  (582)  (114)

支払利息 2,404  470  3,433  671

為替 (差益)/差損、純額 (7)  (1) 163  32

長期性資産の除却および処分に係る損失、純額 5,929  1,160  3,827  749

        

 131,895  25,799  129,296  25,290
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(a) 税引前利益から営業活動によるキャッシュ純額への調整（続き）

 
 12月31日に終了した事業年度

 2021年  2020年
百万

人民元 億円  
百万

人民元  億円
        

 131,895  25,799  129,296  25,290

        

売掛金の増加 (3,327)  (651)  (1,771)  (346)

契約資産の増加 (318) (62)  (132)  (26)

棚卸資産の増加 (595)  (116)  (474)  (93)

前払金およびその他の流動資産の増加 (2,031)  (397)  (116)  (23)

拘束預金の増加 (85)  (17)  (6,097)  (1,193)

その他の資産の増加 (2,047)  (400)  (2,971)  (581)

買掛金の増加 4,227  827  5,689  1,113

未払費用およびその他の未払金の増加 7,009  1,371  1,879  368

契約負債の増加 7,140  1,397  9,516  1,861

        

営業により調達されたキャッシュ 141,868  27,749  134,819  26,371

利息の受取による収入 1,045  204  594  116

利息の支払額 (2,522)  (493)  (3,524)  (689)

投資利益の受取額 860  168  603  118

法人所得税の支払額 (3,718)  (727)  (232)  (45)

        

営業活動によるキャッシュ純額 137,533  26,901  132,260  25,870
        
 

(b)「財務公司」とは、中国電信財務有限公司のことである。同社は、2019年１月８日に設立した当社の子会社であり、中国電

信集団公司のメンバー・ユニットに資金および財務管理サービスを提供している。

 

(c) 重要な非現金取引

 

2021年および2020年12月31日終了年度において、当グループには使用権資産およびリース負債の追加を除き、現金収支を

伴わない重要な投資および財務活動はない。

 

 

 

194ページから286ページ（訳者注：原文のページ）の注記は、本連結財務諸表を構成する不可分の一部である。

 
　　次へ
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(5) 連結財務諸表注記

 

2021年12月31日終了事業年度

 

１．主要事業、組織および表示の基礎

 

　チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド（以下「当社」）は、2002年９月10日に中華人民共和国（以下

「中国」）で設立された。当社およびその子会社（以下、総称して 「グループ」 という。）は、総合的かつ大規模な総

合インテリジェント情報サービス・プロバイダーであり、個人、家庭、政府および企業顧客向けに総合インテリジェント

情報サービスを提供している。

 

　2021年３月、当社は、最終親会社である中国電信集団公司（チャイナ・テレコミュニケーションズ・コーポレーショ

ン）との間で、当社が保有するイーサーフィン・ペイ有限公司の全株式資本を3,897百万人民元（約4,695百万香港ドル相

当）の対価で売却し、中国電信集団公司がそれを取得することで合意した。当社および当社の完全子会社であるチャイ

ナ・テレコム・グローバル有限公司は、2021年３月、中国電信集団公司およびその子会社であるGuang Hua Properties

Limitedとの間で、当社およびチャイナ・テレコム・グローバル有限公司がそれぞれ保有するチャイナ・テレコム・リー

シング有限公司の株式資本の75％および25％を、それぞれ131百万人民元（約158百万香港ドル相当）および44百万人民元

（約53百万香港ドル相当）の対価で売却し、中国電信集団公司およびGuang Hua Properties Limitedがそれぞれを取得す

ることで合意した。2021年４月に両子会社の処分が完了し、イーサーフィン・ペイ有限公司およびチャイナ・テレコム・

リーシング有限公司は当社の子会社ではなくなった。当グループは、連結包括利益計算書において、これら二社の売却益

2,218百万人民元を投資利益およびその他に計上した。

 

　当社は、2021年８月に上海証券取引所においてA株10,396,135,267株（オーバーアロットメントを除く） の新規公開を

行い、2021年９月には178,635,111株のオーバーアロットメントを実施した。A株募集完了後の当社の株式資本総数は

91,507,138,699株で、うち13,877,410,000株がH株である。2021年８月20日、当社は上海証券取引所に上場した。同日、

中国電信集団公司を含む中国国内株主が保有していた当社の中国国内株式67,054,958,321株の全てを、同数のA株に転換

した。

 
２．国際財務報告基準（以下「IFRS」）の修正条項の適用

 

　当年度において、当グループは、国際会計基準審議会（以下 、「IASB」）が公表し当年度に強制発効した以下のIFRS

の修正を初めて適用している。

 

　IFRS第９号、IAS第39号、IFRS第７号、IFRS第４号およびIFRS第16号の修正

「金利指標改革 ‒ フェーズ２」

 

　また、当グループは、IFRS第16号の修正「2021年６月30日以降におけるCovid-19に関連した賃料減免」を早期適用して

いる。

 

　上記のIFRSの修正の適用による当グループの当期連結財務諸表に対する重要な影響はない。
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３．重要な会計方針

 

(a）　作成の基礎

 

　本連結財務諸表は、IASBが公表したIFRSに準拠して作成されている。連結財務諸表の作成において情報は、主要

な利用者の意思決定に影響を与えると合理的に予想し得る場合には、重要性があるとみなされる。また、本連結財

務諸表は、香港会社条例の開示要件および香港証券取引所上場規則（以下 「上場規則」）における該当する開示規

定を遵守している。

 

　2021年12月31日現在、当グループの流動負債合計は、流動資産合計を137,712百万人民元(2020年12月31日187,126

百万元)上回っている。当社の経営陣は、当グループの利用可能な資金源として、1) 当グループの営業活動から発

生する継続的なキャッシュ・インフロー、2) 未使用の与信枠276,483百万人民元 (2020年12月31日：244,326百万人

民元)、3) 当グループの良好な信用実績に鑑み、当グループが中国本土の国内銀行およびその他の金融機関から調

達可能なその他の資金源、以上３つの資金源を検討した。上記に検討に基づき、取締役会は、当グループの運転資

本に係るコミットメント、予想される資本的支出および借入債務に対応するための十分な資金を当グループは有し

ていると考えている。結果として、当グループの2021年12月31日終了年度の連結財務諸表は、継続企業の前提に基

づき作成されている。

 

　当連結財務諸表は、取得原価基準で作成されており、公正価値で測定する一定の金融商品に関しては再評価によ

る修正が行われている（注記３(k)）。

 

　IFRSに準拠した連結財務諸表を作成する際、経営者は判断、見積りおよび仮定を行う必要があり、これは会計方

針の適用、決算日の資産および負債の報告金額ならびに偶発資産および負債の開示、報告期間の収益および費用の

報告金額に影響を及ぼす。見積りおよび関連する仮定は、過去の経験および状況に応じて経営者が合理的であると

考えるその他の様々な要因に基づいており、その結果は、他の情報源から直ちに明らかにならない資産および負債

の帳簿価額について判断を行う際の基礎となる。実際の結果はこれらの見積りとは異なる場合がある。

 
　見積りおよび基礎となる仮定は、継続的に見直される。会計上の見積りの修正は、修正が行われた期間のみに影

響を及ぼす場合はその修正が行われた期間に認識され、当期間および将来の期間の両方に影響を及ぼす場合はその

修正が行われた期間および将来の期間に認識される。

 

　連結財務諸表に重要な影響を及ぼすIFRSの適用に際して経営者が行った判断および見積りの不確実性の主な要因

については、注記47に記述されている。

 

(b）　連結および持分法会計の原則

 

　連結財務諸表は、当社およびその子会社ならびに当グループの関連会社または共同支配企業に対する持分より構

成されている。

 

　子会社とは、当社が支配する企業である。次の条件、すなわち(a)投資先に対するパワーを有していること、(b)

投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有していること、および(c)投資

者のリターンの額に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力を有していること、を満たしている場

合、当社は企業の支配を有している。

 

　当社が企業に対するパワーを有しているかどうかを評価する際には、実質的な権利（当社およびその他の当事者

が保有する）のみが考慮される。
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　子会社の経営成績は支配開始日から支配終了日までが連結財務諸表に含まれており、非支配持分に帰属する当期

純利益は連結包括利益計算書上当期純損益を非支配持分と当社株主に配分の上区分表示している。非支配持分と

は、子会社に対する持分のうち、当社に直接または間接に帰属しないものである。当グループは、個々の企業結合

（共通支配下の企業の結合を除く）ごとに、非支配持分を子会社の識別可能純資産の公正価値に対する取得日の比

例的な取り分で測定している。報告期間末日現在の非支配持分は、連結財政状態計算書の資本の部および連結持分

変動計算上、当社株主の持分とは区分表示している。支配の喪失とならない当グループの子会社に対する持分の変

動は資本取引として会計処理する。この場合、連結上の資本に対する支配持分と非支配持分の額を調整すること

で、関連する持分の変動を反映させる。ただし、のれんの調整は行わず、利得も損失も認識しない。また、当グ

ループが子会社に対する支配を喪失した場合には、子会社に対する持分全体の処分として会計処理し、これによる

利得または損失は純損益に認識する。旧子会社に対する残りの持分がある場合には支配喪失日の公正価値で認識

し、当該金額は金融資産の当初認識時の公正価値、または適宜関連会社もしくは共同支配企業に対する投資の当初

認識時の取得原価としている。

 

　関連会社とは、当グループがその経営に対して重要な影響力を行使しているが支配していない子会社以外の企業

をいう。重要な影響力とは、投資先の財務および営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針に対する支

配または共同支配ではないものをいう。

 

　関連会社に対する投資は、連結財務諸表上持分法により会計処理しており、当初取得原価で計上し、投資先の識

別可能純資産の取得日現在の公正価値に対する当グループの持分が投資の取得原価（再評価後（該当ある場合））

を超過する額につき調整する。その後、取得後の当該関連会社の純資産の変動のうち当グループの持分、および当

該投資に関連する減損損失に関して投資額の調整を行う。当グループが関連会社に対する重要な影響力を喪失した

場合には、投資先に対する持分全体の処分として会計処理し、これによる利得または損失は純損益に認識する。旧

投資先に対する残りの持分がある場合は、重要な影響力を喪失した日の公正価値で認識し、当該金額は金融資産の

当初認識時の公正価値としている。

 

　重要な連結会社間の残高および取引、ならびに連結会社間取引から生じる未実現利得はすべて、連結上相殺消去

している。関連会社との取引から生じる未実現利得は、当該企業に対する当グループの持分の範囲で消去する。未

実現損失も未実現利得と同様に消去するが、減損の証拠がない場合に限られる。

 

(c）　外貨換算

 

　添付の連結財務諸表は人民元により表示されている。当社および中国本土にある子会社の機能通貨は人民元であ

る。当グループの在外営業活動体の機能通貨は、その在外営業活動体が営業活動を行う主たる経済環境の通貨であ

る。当年度の機能通貨以外の通貨での取引は、取引日現在の適切な為替レートで機能通貨に換算している。外貨建

貨幣性資産および負債は、報告期間の末日における適切な為替レートを用いて機能通貨に換算している。これによ

る為替換算差額は、建設仮勘定に資産計上したもの（注記３(e)）を除き、収益または費用として純損益に認識して

いる。表示期間においては、資産に計上した為替換算差額はなかった。

 

　当グループの連結財務諸表の作成にあたり、当グループの在外営業活動体の経営成績は期中平均レートで人民元

に換算している。当グループの在外営業活動体の資産および負債は、報告期間の末日現在の為替レートで人民元に

換算している。これによる為替換算差額はその他の包括利益に認識し、資本の部の為替換算準備金に別個に累積す

る。
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(d）　有形固定資産

 

　有形固定資産は、当初取得原価で計上し、その後減価償却累計額および減損損失累計額控除後の金額で計上する

（注記３(h)）。資産の取得原価は購入価格、当該資産を意図した使用に適合した状況および場所に設置するための

直接コスト、および建設期間中の借入資金に係るコストから構成される。当該資産を事業の用に供した後に発生し

た支出（当該項目の部分的な取替費用を含む）は、有形固定資産項目の将来の経済的便益を増加させ、かつそのコ

ストが信頼性をもって測定できる場合にのみ、資産計上する。その他の支出はすべて、発生時に費用計上する。

 

　有形固定資産の除却または処分から生じる利得または損失は、当該資産の処分による収入純額と帳簿価額の差額

として算定し、除却または処分した日の収益または費用として純損益に認識する。

 

　減価償却は、各資産の取得原価について、見積残存価額を考慮した上で、以下の見積耐用年数にわたり定額法で

実施している。

 

  主な減価償却期間  残存価額率

建物および建物附属設備  ８～30年  ３％

通信ネットワーク設備および機器  ５～10年  ０％̃３％

什器、備品、車両およびその他の機器  ５～10年  ０％̃３％

 

　有形固定資産項目の一部が異なる耐用年数である場合、当該項目の取得原価を合理的な基準に基づいて配分し、

各部分を個別に減価償却している。資産の耐用年数および残存価額は毎年見直しを行っている。

 
(e）　建設仮勘定

 

　建設仮勘定は、建設中および未設置の建物、通信ネットワーク設備および機器、ならびにその他の機器や無形資

産であり、減損損失控除後の取得原価で計上する（注記３(h)）。資産項目の取得原価には、建設期間における、直

接建設費、資産化された利息費用、および利息費用の調整として認められる範囲での関連借入金に係る為替換算差

額が含まれている。当該資産が意図された使用に実質的に供せるようになった時、これらの費用の資産化は終了

し、建設仮勘定は有形固定資産や無形資産に振り替える。

 

　建設仮勘定の減価償却は行わない。

 

(f）　のれん

 

　のれんは、移動通信事業（注記７）の買収において取得した純資産の公正価値に対する当グループの持分を投資

原価が超過する額をいう。

 

　のれんは取得原価から減損損失累計額を控除した金額で計上する。のれんは資金生成単位に配分し、毎年減損テ

ストの対象となる（注記３(h)）。当年度に資金生成単位を処分した場合には、当該単位に帰属するのれんを処分利

得または損失の算定に含める。
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(g）　無形資産

 

　当グループの無形資産は、主にソフトウェアである。

 

　有形固定資産の不可欠の一部でないソフトウェアは、取得原価から事後の償却累計額および減損損失累計額を控

除した金額で計上している（注記３(h)）。ソフトウェアは見積耐用年数（主に３年から５年）にわたり、主に定額

法で償却している。

 

(h）　のれんおよび長期性資産の減損

 

　当グループの有形固定資産、使用権資産、耐用年数を確定できる無形資産、建設仮勘定および契約コスト（その

他の資産に計上されている）を含む長期性資産の帳簿価額は定期的に見直し、減損の兆候の有無を判断している。

これらの資産は、計上している帳簿価額の回収可能性に疑義を示す事象または状況の変化が生じた場合に減損テス

トを実施する。のれんに関しては、毎年期末日に減損テストを実施している。あるいは減損の兆候を示す事象また

は状況の変化が認められる場合には、それよりも頻繁に減損テストを行う。

 
　当グループは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき契約コストとして資産計上した資産につき

減損損失を認識する前に、当該契約に関連するその他の資産について減損損失があればすべて該当する基準に従い

評価、認識している。その後に、契約コストとして資産計上した資産に減損損失があれば、当該資産の帳簿価額

が、関連する財またはサービスと交換に当グループが受け取ると見込んでいる対価の残りの金額から当該財または

サービスの提供に直接関連しまだ費用として認識していないコストを差し引いた金額を超過する範囲で認識する。

契約コストとして資産計上した資産は、当該資産が属する資金生成単位の減損評価を行う際に、当該資金生成単位

の帳簿価額に含めている。

 

　資産または資金生成単位の回収可能価額とは、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額であ

る。有形固定資産および無形資産の回収可能価額は、個別に見積る。資産が他の資産のキャッシュ・フローから概

ね独立したキャッシュ・フローを生成しない場合には、独立したキャッシュ・フローを生成する最小の資産グルー

プ（すなわち、資金生成単位）で回収可能価額を算定する。使用価値の算定に際しては、当該資産より生成される

将来予想キャッシュ・フローは、税引前の割引率（貨幣の時間価値と、当該資産に固有のリスクのうち、それにつ

いて将来キャッシュ・フローの見積りを調整していない現在における市場評価を反映した利率）により現在価値に

割り引いている。企業結合により生じたのれんは、減損テストの際に、企業結合のシナジーから便益を得ると見込

まれる資金生成単位に配分している。

 

　資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を上回る場合には、減損損失を認識する。減損損失は費

用として純損益に認識する。資金生成単位について認識した減損損失は、当該資金生成単位に配分したのれんがあ

る場合には最初にのれんの帳簿価額を減額し、次に当該資金生成単位（単位グループ）内のその他の資産の帳簿価

額を比例按分で減額するように配分する。

 

　当グループは、各報告期間の末日に、過年度に資産に認識した減損損失がもはや存在しない可能性を示す兆候の

有無を検討している。減損損失の戻入れは、回収可能価額の算定に用いた見積りに有利な変化があった場合に行

う。評価減をもたらした状況および事象が消滅した場合の資産の回収可能価額のその後の増額は、収益として純損

益に認識する。当該戻入れは、評価減がなかったとした場合の減価償却費および償却費認識後の金額までとする。

のれんに関する減損損失の戻入れは行わない。表示年度において、減損損失の戻入れの純損益への認識は行ってな

い。
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(i）　共同支配事業に対する持分

 

　共同支配事業とは、取決めに対する共同支配を有する当事者が当該取決めに関する資産に対する権利および負債

に対する義務を有している共同支配の取決めである。共同支配とは、取決めに対する契約上合意された支配の共有

であり、関連性のある活動に関する意思決定に、支配を共有している当事者の全員一致の合意を必要とする場合に

のみ存在する。

 

　当グループは、共同支配事業に対する持分に係る資産、負債、収益および費用の会計処理を、特定の資産、負

債、収益および費用に適用されるIFRSに従って行っている。

 

　当グループの企業が自らが共同支配事業者である共同支配事業と取引（資産の売却または拠出等）を行う場合、

当グループは、共同支配事業の他の当事者との取引を行っているとみなされ、連結財務諸表上当該取引から生じる

利得および損失を当該共同支配事業に対する他の当事者の持分の範囲でのみ認識している。

 

　当グループの企業が自らが共同支配事業者である共同支配事業との取引（資産の購入等）を行う場合、当グルー

プは、当該資産を第三者に再販売するまで利得および損失に対する持分を認識していない。

 

(j）　棚卸資産

 

　棚卸資産は電気通信ネットワークの維持に使用される原材料および貯蔵品ならびに再販売用商品から構成されて

いる。棚卸資産は、個別法または加重平均原価法による取得原価（陳腐化引当金控除後）で評価している。

 

　棚卸資産は、原価と正味実現可能価額のうちいずれか低い方で計上されている。正味実現可能価額とは、通常の

事業の過程における見積販売価格から、完成までに要する原価の見積額、販売に要するコストの見積額および関連

する税金費用を控除した額である。

 

(k）　金融商品

 

　金融資産および金融負債は、当グループが金融商品の契約条項の当事者となった時点で認識する。金融資産の通

常の方法による売買はすべて、取引日基準で認識および認識の中止を行っている。通常の方法による売買とは、市

場における規則または慣行により設定されている期間内での資産の引渡しが要求される金融資産の購入または売却

のことである。

 

　金融資産および金融負債は、公正価値で当初測定する。ただし、顧客との契約から生じる売掛金は、IFRS第15号

に従い当初測定している。（純損益を通じて公正価値（以下「FVTPL」という）で測定する金融資産および金融負債

以外の）金融資産および金融負債の取得または発行に直接起因する取引コストは、当初認識時に金融資産または金

融負債の公正価値に適宜加算または減算する。FVTPLで測定する金融資産および金融負債の取得に直接起因する取引

コストは、純損益に直ちに認識している。

 

　実効金利法とは、金融資産または金融負債の償却原価を計算し、関連する期間にわたり受取利息および支払利息

を配分する方法である。実効金利とは、金融資産または金融負債の予想存続期間またはそれが適切な場合にはより

短い期間を通じて見積った将来の現金の受取または支払（実効金利の不可分な一部であるすべての支払または受取

手数料およびポイント、取引コストならびにその他のプレミアムまたはディスカウントを含む）を、当初認識時の

正味帳簿価額まで正確に割り引く率である。
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金融資産

 

金融資産の分類および事後測定

 

(i）　 償却原価で事後測定する金融資産

 

次の条件を満たす金融資産は、償却原価で事後測定する。

 

・　当該金融資産が、契約上のキャッシュ・フローを回収することを目的とする事業モデルの中で保有さ

れている。

・　契約条件により、元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日

に生じる。

 

　償却原価で事後測定する金融資産の受取利息は、実効金利法により認識する。受取利息は、その後に信

用減損となった金融資産（下記参照）を除き、金融資産の総額での帳簿価額に実効金利を適用して計算す

る。その後に信用減損となった金融資産については、受取利息は、翌報告期間から、当該金融資産の償却

原価に実効金利を適用して認識する。信用減損金融商品の信用リスクが改善し、当該金融資産が信用減損

金融資産ではなくなった場合受取利息は、当該資産が信用減損ではなくなったと判断した翌報告期間の期

首から、総額での帳簿価額に実効金利を適用して認識する。

 

(ii）　その他の包括利益を通じて公正価値（以下「FVTOCI」という）で測定するものとして指定した資本性金融商

品

 

　当グループは、金融資産の当初認識時に、資本性投資について、売買目的保有でもIFRS第３号「企業結

合」が適用される企業結合における取得企業が認識した条件付対価でもない場合には、公正価値の事後の

変動をその他の包括利益に表示し、かつ、その他の剰余金に累積する、という取消不能の選択を行う場合

がある。これらの資本性金融商品は、減損評価の対象とはならない。当該資本性投資の処分時に、利得ま

たは損失累計額を純損益には振り替えず、利益剰余金に振り替える。

 

　この資本性金融商品に対する投資の配当金は、明らかに投資原価の一部回収である場合を除き、配当を

受領する当グループの権利が確定した時点で純損益に認識する。配当金は、純損益の「投資利益およびそ

の他」の科目に計上している。

 

(iii） FVTPLで測定する金融資産

 

　金融資産のうち、償却原価で測定、FVTOCIで測定、またはFVTOCIで測定するものとして指定の基準を満

たさないものは、FVTPLで測定する。

 

　FVTPLで測定する金融資産は各報告期間の末日の公正価値で測定し、公正価値利得または損失は純損益に

認識する。純損益に認識した当該利得または損失純額は、当該金融資産につき稼得した配当または利息も

含め、「投資利益およびその他」の科目に計上している。

 

IFRS第９号に基づく金融資産および減損評価の対象となるその他の科目の減損

 

　当グループは、IFRS第９号の減損の対象となる金融資産（売掛金、前払金およびその他の流動資産に計上してい

る金融資産、短期銀行預金、制限付きの現金、現金および現金同等物を含む）およびその他の科目（契約資産）に

対して、予想信用損失（ECL）モデルによる減損評価を実施している。ECLの金額は各報告日に見直し、当初認識以

降の信用リスクの変動を反映させている。

 

　全期間のECLとは、関連する金融商品の予想期間にわたり発生する可能性のあるすべての債務不履行事象から生じ

るECLをいう。一方、12ヶ月のECLとは、全期間のECLのうち、報告日後12ヶ月以内に生じ得る債務不履行事象からの
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発生が見込まれるECLをいう。この評価は、当グループの過去の信用損失の実績を基に、債務者固有の要因、一般的

経済状況、ならびに報告日における直近の状況および将来の状況の見通しの双方に関する評価を調整して行う。

 

　当グループは、売掛金および契約資産については、常に全期間のECLを認識している。これらの資産のECLは、重

要な残高を有する債務者または信用減損している債務者については個別に、また共通の信用リスク特性、提供する

サービスの性質および顧客の種類に基づいた適切なグルーピング（電話およびインターネットサービス加入者に対

する売掛金、企業顧客に対する売掛金等）を行った上で引当マトリクスを使用して集合的に評価している。

 

　他のすべての金融商品に関して、当グループは、12ヶ月のECLに等しい額で損失評価引当金を測定している。ただ

し、当初認識以降に信用リスクの著しい増大があった場合には、全期間のECLを認識する。全期間のECLの認識の必

要性の評価は、当初認識以降の債務不履行の発生可能性またはリスクの著しい増大に基づき行う。

 

(i）　 信用リスクの著しい増大

 

　当初認識以降、信用リスクが著しく増大したかどうかの評価において、当グループは、報告日の金融商

品に係る債務不履行発生のリスクを、当初認識日の金融商品に係る債務不履行発生のリスクと比較する。

この評価にあたり、過去の実績および過大なコストや労力を掛けずに利用可能な将来予測的な情報等、合

理的で裏付け可能な定性的・定量的両方の情報を考慮する。

 

　信用リスクが著しく増大したかどうかを評価する際、以下の情報を特に考慮する。

 

・　契約上の期日に元本または利息の支払が行われないこと

・　金融商品の外部または内部の信用格付け（入手可能な場合）の実際のまたは予想される著しい低下

・　債務者の営業成績の実際のまたは予想される著しい悪化

・　技術環境、市場環境、経済環境または法的環境の既存のまたは予想される変化のうち、当グループに

対する債務を履行する債務者の能力に重要な悪影響を及ぼすもの

 
(ii）　債務不履行の定義

 

　内部の信用リスク管理上、当グループは、内部で作成した情報または外部ソースから入手した情報が、

債務者が債権者（当グループを含む）に対して全額（当グループが保有する担保を考慮しない）を支払う

可能性が低いことを示唆している場合に、債務不履行事象が発生したとみなしている。

 

(iii） 信用減損金融資産

 

　金融資産は、当該金融資産の見積将来キャッシュ・フローに不利な影響を与える１つまたは複数の債務

不履行事象が発生している場合には、信用減損している。金融資産が信用減損している証拠には、次の事

象に関する観察可能なデータが含まれる。

 

・　発行者または債務者の重大な財政的困難

・　契約違反（債務不履行または期日経過事象など）

・　債務者に対する融資者が、債務者の財政上の困難に関連した経済上または契約上の理由により、そう

でなければ当該融資者が考慮しないであろう譲歩を債務者に与えたこと

・　債務者が破産または他の財務上の再編を行う可能性が高くなったこと

・　当該金融資産についての活発な市場が財政上の困難により消滅したこと

 

(iv）　直接償却の方針

 

　当グループは、相手方が財政上著しく困難な状況にあることを示唆する情報があり、かつ、回収の現実

的な見込みがない場合、例えば、相手方が清算手続中であるかまたは破産手続を開始している場合に、金

融資産を直接償却する。直接償却した金融資産は、必要に応じて法的助言を考慮し、当グループの回収手

続の下で引き続き履行強制活動の対象となる場合がある。直接償却は、認識の中止となる事象である。直

接償却後の回収額は、純損益に認識する。
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(v）　 ECLの測定および認識

 

　ECLの測定は、デフォルト率、デフォルト時損失率（すなわち、債務不履行が発生した場合の損失の大き

さ）およびデフォルト時エクスポージャーの関数により行っている。デフォルト率およびデフォルト時損

失率の評価は、過去のデータおよび将来予測的情報を基に実施している。当グループは、売掛金のECLの見

積りには実務上の便法を適用し、過去の信用損失の実績を考慮した（将来予測的情報が過大なコストや労

力をかけずに利用可能な場合は調整後の）引当マトリクスを使用している。

 

　通常、ECLは、契約に従って当グループに支払われるべきすべての契約上のキャッシュ・フローと、当グ

ループが受け取ると見込んでいるキャッシュ・フローとの差額を、当初認識時に算定した実効金利で割り

引いた額である。

 

　売掛金（割賦販売による長期売掛金を除く）および契約資産の全期間のECLは、期日経過の情報および将

来予測的なマクロ経済情報等の関連性のある信用情報を織り込み、集合的に検討している。

 

　当グループは、集合的評価のグルーピングにあたり以下の特性を考慮している。

 

・　期日経過の状況

・　債務者の特性、規模および業種

・　外部の信用格付け（入手可能な場合）

 

　経営者は、各グループの構成要素が引き続き類似の信用リスク特性を有するものとなるよう、グルーピ

ングを定期的に見直している。

　

　当グループは、減損利得または減損損失を、償却原価で測定するすべての金融商品について帳簿価額の

修正により純損益に認識している。ただし、売掛金およびその他の債権については、対応する修正を損失

評価引当金を通じて認識している。
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金融資産の認識の中止

 

　当グループは、資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した場合、または金融資産を譲渡し

当該資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを他の企業に移転した場合にのみ、金融資産の認識を中

止する。

 

　償却原価で測定する金融資産の認識の中止時には、当該資産の帳簿価額と、受け取ったおよび受け取る予定の対

価の合計との差額が、純損益に認識される。

 

　当グループが当初認識時にFVTOCIで測定することを選択した資本性金融商品に対する投資の認識の中止時には、

以前にその他の剰余金に累積していた利得または損失の累計額を純損益には振り替えず、利益剰余金に振り替え

る。

 

金融負債および資本

 

債務または資本の分類

 

　負債性および資本性金融商品は、契約上の取決めの実質と金融負債および資本性金融商品の定義に従い、金融負

債または資本のいずれかに分類する。

 

資本性金融商品

 

　資本性金融商品とは、企業のすべての負債を控除後の資産に対する残余持分を証する契約である。当社発行の資

本性金融商品は、直接発行コスト控除後の収入額で認識している。

 

金融負債

 

　すべての金融負債は、実効金利法による償却原価で事後測定している。

 

　短期債務や長期債務等の金融負債、買掛金、ならびに未払費用およびその他の未払金に計上している金融負債

は、実効金利法による償却原価で事後測定している。

 

金融資産と金融負債の相殺

 

　当グループは、認識している金額を相殺する法的に強制可能な権利を現在有しており、かつ、純額で決済するか

または資産の実現と負債の決済を同時に実行する意図を有している場合にのみ、金融資産と金融負債とを相殺し、

純額を連結財政状態計算書に表示している。

 

(l）　現金および現金同等物

 

　現金および現金同等物は、銀行預金、手許現金、および当初の満期が購入から３ヶ月以内の定期預金により構成

されている。現金同等物は取得原価で計上している。取得原価は公正価値に近似している。
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(m）　顧客との契約から生じる収益

 

　当グループは、履行義務を充足した時点で（または充足するにつれて）収益を認識している。すなわち、特定の

履行義務の基礎となる財またはサービスに対する「支配」が顧客に移転した時点で、収益を認識している。

 

　履行義務とは、別個の財もしくはサービス（あるいは財もしくはサービスの束）、またはほぼ同一の一連の別個

の財もしくはサービスである。

 

　次の要件のいずれかに該当する場合、支配は一定の期間にわたり移転するため、関連履行義務の完全な充足に向

けての進捗度を参照して、一定の期間にわたり収益を認識する。

 

・　顧客が、当グループの履行によって提供される便益を、当グループが履行するにつれて同時に受け取って消費

する。

・　当グループの履行が、資産を創出または増価させ、当グループが履行するにつれて顧客がそれを支配する。

・　当グループの履行が、当グループが他に転用できる資産を創出せず、当グループが現在までに完了した履行に

対する支払を受ける強制可能な権利を有している。

 

　このため、電気通信サービスに関する顧客との契約から生じる収益は、通常、顧客にサービスを提供する期間に

わたり認識している。

 

　それ以外の場合、収益は、顧客が別個の財またはサービスに対する支配を獲得した時に一時点で認識している。

このため、機器の販売による収益は、機器を顧客に引き渡し、機器に対する支配が顧客に移転した時に一時点で認

識している。

 
　契約資産とは、当グループが顧客に移転した財またはサービスと交換に受け取る対価に対する当グループの権利

であって、当該権利が当グループの将来の履行を条件としているものである。契約資産は、権利が無条件となった

時に、売掛金に振り替える。契約資産の減損はIFRS第９号に従って評価する。一方、債権とは、対価に対する当グ

ループの無条件の権利、すなわち、対価の支払の期限が到来する前に時の経過のみが要求されるものである。

 

　契約負債とは、顧客に財またはサービスを移転する当グループの義務のうち、当グループが顧客から対価を受け

取っている（または対価の金額の期限が到来している）ものである。当グループが履行義務の充足前に前受金を受

領する場合、関連契約に関して認識する営業収益が当該前受金の額を超過するまで契約負債を認識する。

 

　当グループは、顧客の消費額やロイヤルティに応じた加入者ポイント還元プログラムを提供している。当該ポイ

ント還元プログラムにおいて、当グループは、加入者ポイントおよび関連商品・サービスの独立販売価格に応じ

て、取引価格の一部を加入者ポイントに配分している。当該ポイント還元プログラムの各ポイントの独立販売価格

は、その公正価値に基づいている。加入者ポイント還元に係る取引価格の配分部分は、ポイント還元の付与時に契

約債務として計上され、ポイントの償還時または失効時に収益として認識される。

 

　同一の契約に関連した契約資産と契約負債は、純額で会計処理および表示を行っている。
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複数の履行義務のある契約（取引価格の配分を含む）

 

　複数の履行義務を含む契約の場合、当グループは取引価格を、相対的な独立販売価格に基づいて各履行義務に配

分している。

 

　各履行義務の基礎となる別個の財またはサービスの独立販売価格は、契約開始時に算定する。独立販売価格と

は、当グループが約束した財またはサービスを独立に顧客に販売するであろう価格である。独立販売価格が直接的

に観察可能でない場合には、当グループは、適切な技法を使用し、最終的に履行義務に配分される取引価格が、当

グループの約束した財またはサービスを顧客に移転するのと交換に権利を得ると見込んでいる対価の金額を反映す

る金額となるよう当該価格を見積る。

 

一定期間にわたる収益認識：履行義務の完全な充足に向けての進捗度の測定

 

　履行義務の完全な充足に向けての進捗度は、通常、アウトプット法に基づいて測定する。アウトプット法では、

収益の認識を、現在までに顧客に移転した財またはサービスの価値の直接的な測定と、契約で約束した残りの財ま

たはサービスとの比率に基づいて行う。

 
本人か代理人か

 

　他の当事者が顧客への財またはサービスの提供に関与している場合には、当グループは、自らの約束の性質が、

特定された財またはサービスを自ら提供する履行義務（すなわち、当グループが本人）であるのか、それらの財ま

たはサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配する履行義務（すなわち、当グループが代理人）で

あるかを判断する。

 

　当グループが、特定された財またはサービスを当該財またはサービスが顧客に移転される前に支配している場合

には、当グループは本人である。

 

　当グループの履行義務が、他の当事者による特定された財またはサービスの提供を手配することである場合に

は、当グループは代理人である。この場合、当グループは、他の当事者が提供する特定された財またはサービスを

当該財またはサービスが顧客に移転される前に支配していない。当グループが代理人である場合、当グループは、

特定された財またはサービスが当該他の当事者によって提供されるように手配することと交換に権利を得ると当グ

ループが見込んでいる報酬または手数料の金額で収益の認識を行う。

 

顧客に支払われる対価

 

　顧客に支払われる対価には、当グループが顧客に対して支払うかまたは支払うと見込んでいる現金金額が含ま

れ、当グループに対する債務金額に充当できるクレジットまたは他の項目も含まれる。当グループは、この顧客に

支払われる対価を、取引価格（したがって、収益）の減額として会計処理している。ただし、顧客への支払が、顧

客が当グループに移転する別個の財またはサービスとの交換によるもので、顧客から受け取った財またはサービス

の公正価値が合理的に見積可能である場合を除く。したがって、顧客に支払うべき対価を取引価格の減額として会

計処理する場合、当グループは、次のいずれかの事象が発生した時点で（または発生するにつれて）に収益の減額

を認識する。(i) 当グループが関連する財またはサービスの顧客への移転について収益を認識する。(ii) 当社グ

ループが当該対価を支払う、または支払いを約束する（当該支払いが将来の事象に基づくものである場合でも）。

 

　顧客との契約に関連して当グループが負担し第三者である代理店に支払われる一定の補助金（最終的には最終顧

客が享受）、および当グループが負担し顧客に直接支払われるその他の補助金は、顧客に支払われる対価に該当

し、営業収益の減額として会計処理している。
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契約獲得の増分コスト

 

　契約獲得の増分コストとは、顧客との契約を獲得するために当グループに発生したコストで、当該契約を獲得し

なければ発生しなかったであろうものである。

 

　当グループに発生し、第三者である代理店に支払ったまたは支払う一定の手数料で、当該代理店の販売活動の結

果顧客が当グループとの電気通信サービス契約の締結に至ったものは、増分コストに該当する。当グループは、増

分コストを回収すると見込んでいる場合に当該コストを資産として認識し、その他の資産に計上している。このよ

うに認識した資産は、その後、当該資産が関連する財またはサービスの顧客への移転と整合的で規則的な基礎で償

却し、償却費を純損益に認識する。この資産は減損検討の対象となる。

 

　当グループは、実務上の便法を適用し、契約獲得の増分コストの償却期間が１年以内である場合には、その全額

を発生時に費用計上している。

 

契約を履行するためのコスト

 

　契約を履行するためのコストが当グループに発生した場合、当グループはまず、当該コストが他の関連基準に照

らして資産として認識するための条件を満たしているか判断する。他の基準の条件を満たさない場合、当グループ

は、次の要件のすべてに該当するときにだけ、当該コストに関する資産を認識する。

 

・　当該コストが、契約または当グループが具体的に特定できる予想される契約に直接関連している。

・　当該コストが、将来において履行義務の充足（または継続的な充足）に使用される当グループの資源を創出す

るかまたは増価する。

・　当該コストの回収が見込まれている。

 

　このように認識した資産は、その後、当該資産が関連する財またはサービスの顧客への移転と整合的で規則的な

基礎で償却し、償却費を純損益に認識する。この資産は減損検討の対象となる。

 

(n）　リース

 

リースの定義

 

　契約が特定された資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースである

か、またはリースを含んでいる。

 

　当グループは契約日または条件変更日に、IFRS第16号の定義に基づき、契約がリースであるか、またはリースを

含んだものであるかの判定を行っている。契約条件がその後変更されない限り、再判定は行わない。

 

当グループが借手の場合

 

　実務上の便法として、特性の類似したリースをポートフォリオごとに会計処理している。これは、ポートフォリ

オごとに会計処理することによる連結財務諸表に与える影響が、当該ポートフォリオ内の個々のリースごとに会計

処理した場合と重要な相違がないと当グループが合理的に見込む場合である。

 

契約対価の構成部分への配分

 

　当グループは、リース構成部分と１つまたは複数の追加的なリース構成部分または非リース構成部分とを含んだ

契約について、契約における対価を、リース構成部分の独立価格と非リース構成部分の独立価格の総額との比率に

基づいて各リース構成部分に配分している。

 

短期リースおよび少額資産のリース
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　当グループは、リース期間が開始日から12ヶ月以内かつ購入オプションを含まないリースに、短期リースの認識

の免除を適用している。また、少額資産のリースにも認識の免除を適用している。短期リースおよび少額資産の

リースに係るリース料は、リース期間にわたり定額法により費用に認識している。

 

使用権資産

 

　使用権資産の取得原価には、以下が含まれている。

 

・　リース負債の当初測定額

・　リース開始日以前に支払ったリース料から、受け取ったリース・インセンティブを控除した金額

・　借手に発生した当初直接コスト

・　リースの契約条件で要求されている原資産の解体および除去、原資産の敷地の原状回復または原資産の原状回

復の際に借手に生じるコストの見積り

 

　使用権資産の測定は、取得原価(減価償却累計額および減損損失累計額控除後)にリース負債の再測定を調整した

金額で行っている（ただし、当グループが実務上の便法を適用したCovid-19に関連した賃料減免によるリース負債

の調整を除く）。

 

　使用権資産のうち、当グループがリースの原資産の所有権をリース期間の終了時に取得することが合理的に確実

な場合には、使用権資産の減価償却を開始日から耐用年数の終了時まで行っている。それ以外の場合、使用権資産

の減価償却は、開始日から見積耐用年数とリース期間のいずれか早い方まで行っている。

 

　使用権資産は、連結財政状態計算書上、区分表示している。

 
リース負債

 

　当グループは、リース開始日にリース負債を、同日現在支払っていないリース料の現在価値で認識・測定してい

る。リース料の現在価値の計算にあたり、リースの計算利子率が容易に算定できない場合には、リース開始日にお

ける追加借入利子率を使用している。

 

　リース料には、以下が含まれている。

 

・　固定リース料（実質上の固定リース料を含む）から受け取るリース・インセンティブを差し引いた金額

・　変動リース料のうち、指数またはレートに応じて決まる金額

・　購入オプションを当グループが行使することが合理的に確実である場合の、当該オプションの行使価格

・　リースの解約に対するペナルティの支払額(リース期間が当グループによるリース解約オプションの行使を反映

している場合)

 

　変動リース料のうち、指数またはレートに応じて決まる金額の当初測定には、開始日現在の指数またはレートを

用いる。指数またはレートに応じて決まるものではない変動リース料は、リース負債および使用権資産の測定には

算入せず、当該リース料が発生する契機となった事象または状況が生じた期間の費用として認識している。

 

　開始日後、リース負債について金利の上昇およびリース料の支払に伴う調整を行う。

 

　当グループは、以下の場合に、リース負債の再測定(および関連使用権資産に対する同様の調整)を行っている。

 

・　リース期間の変化、または購入オプションの行使に関する判定に変化があった場合。この場合、関連リース負

債は、改訂後のリース料を評価日現在の改訂後の割引率で割り引くことにより再測定する。

・　市場賃料の調査後に市場賃料率の変動に伴いリース料が変更された場合。この場合、関連リース負債は、改訂

後のリース料を当初の割引率で割り引くことにより再測定する。

 
リースの条件変更
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　当グループが実務上の便法を適用したCovid-19に関連した賃料減免を除き、当グループは、下記の場合には、

リースの条件変更を独立したリースとして会計処理している。

 

・　その条件変更が、１つまたは複数の原資産を使用する権利を追加することにより、リースの範囲を増大させて

おり、かつ、

・　当該リースの対価が、範囲の増大分に対する独立価格およびその特定の契約の状況を反映するための当該独立

価格の適切な修正に見合った金額だけ増加している。

 

　リースの条件変更のうち独立したリースとして会計処理を行わない場合には、リースの条件変更の発効日に、

リース負債を、条件変更後のリース期間に基づき、改訂後のリース料を改訂後の割引率で割り引くことにより再測

定している。

 

　当グループは、このリース負債の再測定を、関連する使用権資産に対して対応する修正を行うことにより会計処

理している。条件変更後の契約にリース構成部分と１つまたは複数の追加的なリース構成部分または非リース構成

部分が含まれている場合には、条件変更後の契約における対価を、リース構成部分の独立価格と非リース構成部分

の独立価格の総額との比率に基づいて各リース構成部分に配分している。

 

Covid-19に関連した賃料減免

 

　2020年以降、当グループは、Covid-19の大流行の直接の結果として生じるリース契約の賃料減免に関して実務上

の便法を早期適用しており、以下の条件をすべて満たす場合には、当該変更がリースの条件変更であるかの評価を

行わないことを選択している。

 

・　リース料の変更の結果、当該リースの改訂後の対価が、当該変更直前のリースの対価と実質的に同額かまたは

それを下回ること

・　リース料の減額は当初の支払期日が2021年６月30日以前であるリース料にのみ影響すること（なおこれは、支

払期日が2022年６月30日以前であるリース料にまで延長された）

・　当該リースの他の契約条件に実質的な変更がないこと
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　この実務上の便法の適用より、当グループは賃料減免によるリース料の変更を、当該変更がリースの条件変更で

ないとした場合にIFRS第16号を適用して当該変更を処理する方法と同一の方法で会計処理している。リース料の免

除または放棄は変動リース料として会計処理し、関連するリース負債については調整を行い、当該事象が生じた期

間に、対応する調整額の純損益への認識と併せて当該免除または放棄された金額を反映させている。

 

当グループが貸手の場合

 

リースの分類および測定

 

　当グループが貸手であるリースは、ファイナンス・リースまたはオペレーティング・リースに分類する。リース

の条件が原資産の所有に伴うリスクと経済価値のほとんどすべてを借手に移転するものである場合、当該契約は

ファイナンス・リースに分類する。その他のリースはすべて、オペレーティング・リースに分類する。

 

　ファイナンス・リースによる借手からの入金予定額は、リース開始日に、正味リース投資未回収額に等しい金額

で債権として認識する。正味リース投資未回収額の測定には、各リースの計算利子率を使用する。当初直接コスト

（製造業者または販売業者である貸手に生じたものを除く）は、正味リース投資未回収額の当初測定に含める。受

取利息は、当該リースに関する当グループの正味リース投資未回収残高に対する一定の期間リターン率を反映する

よう会計期間に配分する。

 

　オペレーティング・リースによるリース収益は、関連するリース期間にわたり定額法により認識している。当初

直接コスト（オペレーティング・リースに関する交渉および手配の際に生じたもの）はリース資産の帳簿価額に加

算し、リース期間にわたり定額法により費用に認識している。オペレーティング・リースの変動リース料のうち指

数またはレートに応じて決まる金額は、リース料総額に含め、リース期間にわたり定額法により認識している。指

数またはレートに応じて決まるものではない変動リース料は、発生時に収益に認識している。

 
契約対価の構成部分への配分

 

　契約にリース構成部分と非リース構成部分が含まれている場合、当グループは、契約における対価をリース構成

部分と非リース構成部分に配分する際にIFRS第15号を適用している。非リース構成部分は、独立販売価格の比率に

基づき、リース構成部分から分離している。

 

保証金

 

　受領した保証金の会計処理は、IFRS第９号に従い、公正価値で当初測定を行っている。当初認識時の公正価値の

修正は、借手からの追加のリース料とみなしている。

 

サブリース

 

　当グループが中間の貸手である場合、ヘッドリースとサブリースの２つは別個の契約として会計処理を行ってい

る。サブリースは、原資産ではなくヘッドリースから生じる使用権資産を参照して分類している。
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リースの条件変更

 

　リースの当初の契約条件の一部でなかったリースの対価の変更（賃料の免除または減額によるリース・インセン

ティブを含む）は、リースの条件変更として会計処理している。

 

　当グループは、オペレーティング・リースの条件変更を当該条件変更の発効日から新たなリースとして会計処理

を行っている。当初のリースに係る前払リース料または未払リース料は、新たなリースに係るリース料の一部とし

ている。

 

(o）　正味財務費用

 

　正味財務費用は、銀行預金の受取利息、借入金の利息費用、リース負債に係る金利、および為替換算差損益から

構成されている。銀行預金の受取利息は、実効金利法により発生時に認識している。

 

　借入金に関して発生した利息費用は、実効金利法により計算し、発生時に費用計上している。ただし、意図した

使用に供するまで相当な期間を要する資産の建設に直接起因するものとして資産化した場合を除く。

 

(p）　研究開発費

 

　研究開発支出は、無形資産の認識規準を満たさない場合、発生時に費用計上している。2021年12月31日終了年度

の研究開発費（関連する人件費および減価償却費を除く）は、3,379百万人民元（2020年: 2,215百万人民元）であ

る。2021年12月31日終了年度の研究開発に関連する人件費および減価償却費は、それぞれ3,432百万人民元（2020

年: 2,392百万人民元）および122百万人民元（2020年: 130百万人民元）である。

 

(q）　従業員給付

 

　中国政府が管理している確定拠出退職制度および、独立の外部機関が管理している確定拠出退職制度への当グ

ループの拠出額は、発生時に純損益に認識している。詳細は注記45に記載している。

 

　付与した株式増価受益権に係る報酬費用は、株式増価受益権の公正価値を基に、適用される権利確定期間にわた

り純損益に計上している。発生した報酬費用に係る負債は各報告期間の末日の公正価値で再測定し、当該負債の公

正価値の変動による影響額は純損益に費用または収益計上している。当グループの株式増価受益権制度の詳細につ

いては注記46に記載している。

 

(r）　政府補助金

 

　政府補助金は、以下について合理的な保証が得られる場合にのみ認識する。

 

・　当グループが補助金の付帯条件をすべて遵守すること

・　補助金が受領されること

 

　発生した費用を補償する政府補助金は、費用が発生する期間と同一の期間に連結包括利益計算書に認識する。

 

　資産に関連する政府補助金は、未払費用およびその他の未払金、ならびにその他の非流動負債に認識し、関連資

産の見積耐用年数にわたり定額法で連結包括利益計算書に収益計上する。

 

(s）　引当金および偶発負債

 

　引当金は、当グループが過去の事象の結果として法的または推定的な現在の債務を有しており、当該債務を決済

するために経済的便益の流出が必要となる可能性が高く、かつ当該債務の金額を信頼性をもって見積ることができ

る場合に、連結財政状態計算書上認識する。引当金として認識される金額は、連結会計年度末日における現在の債
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務を決済するために必要な支出の最善の見積りによる。貨幣の時間価値に重要性がある場合、引当金は、当該義務

を決済するために見込まれる支出の現在価値で計上する。

 

　経済的便益の流出が必要となる可能性が高くない場合、またはその金額を信頼性をもって見積ることができない

場合、当該義務は、経済的便益の流出の可能性がほとんどない場合を除き、偶発負債として開示する。また、発生

し得る義務のうち、その存在が確認されるのが将来の１つまたは複数の事象の発生または不発生によってのみであ

る義務も、経済的便益の流出の可能性がほとんどない場合を除き、偶発負債として開示する。

 
(t）　増値税（以下「VAT」という）

 

　基本電気通信サービス（音声通信、ネットワーク・リソースのリースまたは販売を含む）の売上VAT税率は、

2019年４月１日以降９％となっている。一方、付加価値電気通信サービス（インターネット接続サービス、ショー

トメッセージ・サービスおよびマルチメディアメッセージ・サービス、電子データおよび情報の伝送およびアプリ

ケーション・サービスを含む）の売上VAT税率は６％である。電気通信用端末および機器の販売に対する売上VAT税

率は、2019年４月１日以降13％である。また、仕入VAT税率は、受領したサービスおよび購入した資産の種類に加

え、特定の業種に適用されるVAT税率により異なり、その範囲は2019年４月１日以降３％から13％となっている。

 

　売上VATは営業収益から控除し、仕入VATは営業費用または購入した機器の取得原価から控除する。また、仕入

VATは売上VATと相殺可能であり、その純額が還付されるまたは納付すべきVAT額となる。VATの納付義務は当社の支

店および子会社が負うため、仕入VATおよび売上VATは、連結レベルでは相殺せず、支店レベルおよび子会社レベル

で相殺する。未収または未払VAT純額は、連結財政状態計算書の前払金およびその他の流動資産、未払費用および

その他の未払金の勘定科目に計上している。

 

(u）　法人所得税

 

　当年度の法人所得税は、当期税金および繰延税金資産・負債の変動から構成されている。法人所得税は純損益に

認識する。ただし、その他の包括利益または直接資本に認識される項目に関連する場合には、関連する税額はその

他の包括利益または直接資本にそれぞれ認識する。当期税金は、当年度の課税所得に対する予定納付額であり、報

告期間の末日に施行または実質的に施行されている税率により算定し、これに過年度の未払法人所得税の修正分を

含めた額となっている。繰延税金は、貸借対照表負債法により、財務報告上の資産および負債の帳簿価額と資産お

よび負債の税務基準額のすべての一時差異について計上している。繰延税金は、繰延税金資産の実現または繰延税

金負債の決済が行われる年度に適用が見込まれる施行または実質的に施行されている税率により計算している。税

率変更による繰延税金への影響は、純損益に費用または収益計上する。

　ただし、これまでその他の包括利益に計上していた繰延税金資産および負債の帳簿価額に対する税率変更による

影響額は除く。この場合、税率変更による影響額もその他の包括利益に認識する。

 
　繰延税金資産は、繰延税金資産の実現の際に将来の課税所得が利用可能となる可能性が高い範囲に限り認識し、

関連する税務上の便益を実現させる可能性が高くなくなった範囲で減額している。

 

　繰延税金負債は、通常すべての将来加算一時差異について認識している。当グループが一時差異の解消をコント

ロールできる場合や一時差異が予測可能な将来に解消しない可能性が高い場合を除き、子会社、関連会社および共

同支配企業に対する投資に関する将来加算一時差異に関して繰延税金負債を認識している。

 

　当グループは、リースに係る資産および負債は単一の取引から生じるものであると考えている。当グループは、

IAS第12号「法人所得税」を当該リース取引にまとめて適用している。使用権資産およびリース負債に関する一時

差異は、純額で評価している。使用権資産の減価償却額がリース料のうちリース負債の元本部分を超過する場合、

将来減算一時差異が生じる。

 

(v）　配当金

 

　配当金は、配当が宣言された年度に負債に認識している。

 

(w）　関連当事者
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(a)　個人または当該個人の近親者は、当該個人が次のいずれかに該当する場合には、当グループと関連がある。

 

(i)　 当グループに対する支配または共同支配を有している。

 

(ii)　当グループに対する重要な影響力を有している。

 

(iii) 当グループまたは当グループの親会社の経営幹部の一員である。

 

(b)　企業は、次のいずれかの条件に該当する場合には、当グループと関連がある。

 

(i)　 当該企業と当グループが同一のグループの一員である(これは、親会社、子会社および兄弟会社は互

いに関連があることを意味している）。

 

(ii)　企業が当グループの関連会社または共同支配企業である(または、当グループが一員となっているグ

ループの一員の関連会社または共同支配企業である）。または、当グループが企業の関連会社または

共同支配企業である(または、企業が一員となっているグループの一員の関連会社または共同支配企

業である）。

 

(iii) 企業および当グループが同一の第三者の共同支配企業である。

 

(iv)　企業が第三者の共同支配企業であり、当グループが当該第三者の関連会社である。または、当グルー

プが第三者の共同支配企業であり、企業が当該第三者の関連会社である。

 

(v)　 当該企業が(a)に示した個人に支配または共同支配されている。

 

(vi)　(a)(ⅰ)に示した個人が当該企業に対する重要な影響力を有しているか、または当該企業(もしくは当

該企業の親会社)の経営幹部の一員である。

 

　個人の近親者とは、企業との取引において当該個人に影響を与えるかまたは影響されると予想される親族の一員

をいう。
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(x）　セグメント報告

 

　事業セグメントとは、収益を稼得し費用が発生する源泉となる事業活動を行っている企業の構成単位であり、資

源の配分や当該セグメントの業績の評価を実施するために最高経営意思決定者により定期的に検討される内部財務

報告を基礎として識別される。表示期間において、経営者は、当グループは総合電気通信事業のみを行っているた

め１つの事業セグメントしか有しないと判断している。中国本土外に所在する当グループの資産および中国本土外

での事業活動から生じた営業収益は、それぞれ当グループの資産および営業収益の10％未満である。当該金額に重

要性はないため、地域別情報は表示していない。単独で当グループの営業収益の10％以上を占める外部顧客はな

い。

 
４．有形固定資産、純額

 

 

建物および建

物附属設備  

通信ネットワーク設

備および機器  

什器、備品、車両

およびその他の機器  合計

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元    

取得原価／みなし取得原価:        

        

2020年１月１日現在残高 104,365  865,717  31,635  1,001,717

増加 425  139  253  817

建設仮勘定からの振替 2,249  84,567  1,791  88,607

除却および処分 (1,435)  (53,500)  (3,039)  (57,974)

分類変更 (10)  (512)  522  -

        

2020年12月31日現在残高 105,594  896,411  31,162  1,033,167

        

増加 284  175  325  784

建設仮勘定からの振替 2,466  72,260  1,625  76,351

除却および処分 (1,146)  (74,532)  (2,960)  (78,638)

        

2021年12月31日現在残高 107,198  894,314  30,152  1,031,664

        

減価償却および減損損失累計額：        

        

2020年１月１日現在残高 (61,785)  (506,357)  (23,567)  (591,709)

当期減価償却費 (4,196)  (64,208)  (2,038)  (70,442)

減損損失引当金 -  (5,027)  (15)  (5,042)

除却および処分による戻入れ 1,324  48,451  2,856  52,631

分類変更 8  401  (409)  -

        

2020年12月31日現在残高 (64,649)  (526,740)  (23,173)  (614,562)

        

当期減価償却費 (3,997)  (65,113)  (2,396)  (71,506)

減損損失引当金 -  (119)  (2)  (121)

除却および処分による戻入れ 1,022  66,735  2,749  70,506

        

2021年12月31日現在残高 (67,624)  (525,237)  (22,822)  (615,683)

        

正味帳簿価額

2021年12月31日現在 39,574  369,077  7,330  415,981
        
正味帳簿価額

2020年12月31日現在 40,945  369,671  7,989  418,605
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　４Ｇモバイル・ネットワークのカバレッジの継続的最適化と５Ｇモバイル・ネットワークの規模拡大により、当グルー

プの３Ｇモバイル・ネットワークの利用は急速に減少している。2020年12月31日終了年度の当グループの携帯データ通信

量合計に占める３Ｇの携帯データ通信量の割合は僅かであった。このため、当グループは、３Ｇ固有のモバイル・ネット

ワーク資産（以下「３Ｇ資産」という）に減損の兆候を識別した。当グループは、近い将来における３Ｇ資産の使用の段

階的終了を当年度に決定したことから、2020年12月31日時点で３Ｇ資産の減損テストを個別の資産ごとに実施した。３Ｇ

資産の回収可能価額は処分コスト控除後の公正価値を基に算定したが、極めて少額であった。この結果、2020年12月31日

終了年度に有形固定資産減損損失を5,042百万人民元認識している。2021年12月31日終了年度にさらなる減損計上はな

い。

 

５．建設仮勘定

 

 

百万人民元   

   

 2020年１月１日現在残高  59,206

 増加  84,145

有形固定資産への振替  (88,607)

無形資産への振替  (6,319)

    

 2020年12月31日現在残高  48,425

    

増加  85,582

 有形固定資産への振替  (76,351)

 無形資産への振替  (6,200)

    

2021年12月31日現在残高  51,456
    

 
６．使用権資産

 

 土地  建物  

通信塔および

関連資産  機器  その他  合計

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元      

            

2021年12月31日現在            

帳簿価額 20,207  16,677  13,034  10,927  341  61,186

            

2020年12月31日現在            

帳簿価額 20,441  8,672  18,866  11,230  248  59,457

            

2021年12月31日終了年度            

減価償却費 762  3,644  8,078  2,513  99  15,096

            

2020年12月31日終了年度            

減価償却費 745  3,626  7,642  2,151  78  14,242

 

　当グループは、通信塔および関連資産、土地および建物、機器およびその他の資産を、当グループの事業用にリースし

ている。リース期間は個別案件ごとに交渉され、広範かつ様々な条件を含む。リース期間の決定およびリースの解約不能

期間の長さの評価にあたり、当グループは、契約の定義を適用して、契約に強制力がある期間を決定している。

 

　当グループは、建物およびその他の資産の短期リース契約を定期的に締結している。2021年および2020年12月31日現在

の短期リースのポートフォリオは、この注記に上記の通り開示している短期リース料が関連している短期リースのポート

フォリオと類似している。
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　2021年12月31日終了年度に、短期リース料1,006百万人民元（2020年：1,077百万人民元）、少額資産のリース料（少額

資産の短期リースを除く）34百万人民元（2020年：46百万人民元）、およびリース負債の測定に含めていない変動リース

料5,151百万人民元（2020年：5,151百万人民元）を純損益に認識している。

 

　2021年12月31日終了年度のリースに係るキャッシュ・アウトフロー合計は21,952百万人民元（2020年：20,798百万人民

元）で、うち使用権資産の増加額は18,081百万人民元（2020年：13,561百万人民元）である。

 
７．のれん

 

 12月31日

  2021年  2020年

     

  百万

人民元

 百万

人民元  

  

取得原価：   

移動通信事業の取得により発生したのれん 29,919  29,920
     

 

　2008年10月１日に、当グループは、中国聯通股份有限公司および中国聯通有限公司（以下、総称して「中国聯通グルー

プ」という）から中国聯通（マカオ）有限公司(現社名：チャイナ・テレコム（マカオ）有限公司)および聯通華盛通信技

術有限公司（現社名：天翼電信終端有限公司）のそれぞれの100％および99.5％の資本持分を含む、移動通信事業ならび

に当該事業に関連する資産および負債を取得した。当該企業結合の購入価格は43,800百万人民元であり、2010年12月31日

時点で全額決済している。さらに、当該取得契約に従い、当グループは移動通信事業の顧客に関連する資産を取得し、顧

客に関連する負債を引き受け、対価として中国聯通グループより純決済額3,471百万人民元を受け取る予定であった。当

該金額はその後2009年に中国聯通グループにより決済された。当該企業結合は、パーチェス法に従って会計処理を行っ

た。

 

　この企業結合から生じたのれんは、取得した事業の人材が有する技能・技術的手腕、および移動通信事業を当グループ

の電気通信事業と統合・一体化することによって得られるであろうシナジー効果に起因している。

 

　のれんの減損テストを行うにあたり、移動通信事業の取得により認識したのれんは、当グループの適切な資金生成単位

である総合電気通信事業に配分している。当グループの総合電気通信事業の回収可能価額は使用価値モデルにより見積

り、当該使用価値モデルでは当グループの５年度分の財務予算、収益成長率3.7％～4.6％（2020年: 3.6％～4.3％）およ

び税引前割引率9.8％（2020年: 9.6％）を考慮している。５年を超えるキャッシュ・フローについては、安定成長率

1.5％（2020年:1.5％）を用いて見積っている。当グループは当報告期間の末日にのれんの減損テストを行い、のれんは

減損していないと判断している。当グループは、この回収可能価額の基礎とした主要な仮定に合理的に考え得る変化が生

じても、回収可能価額は帳簿価額を下回らないと考えている。
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８．無形資産

 

ソフトウェア

百万

人民元   

    

 取得原価：   

    

 2020年１月１日現在残高  43,794

 増加  1,489

 建設仮勘定からの振替  6,319

 除却および処分  (748)

    

 2020年12月31日現在残高  50,854

    

 増加  2,038

 建設仮勘定からの振替  6,200

 除却および処分  (3,352)

    

 2021年12月31日現在残高  55,740

    

 償却および減損累計額   

    

 2020年１月１日現在残高  (27,445)

 当期償却費  (5,556)

 除却および処分による戻入れ  655

    

 2020年12月31日現在残高  (32,346)

    

 当期償却費  (6,363)

 除却および処分による戻入れ  2,722

    

 2021年12月31日現在残高  (35,987)

    

 2021年12月31日現在の正味帳簿価額  19,753
    
 2020年12月31日現在の正味帳簿価額  18,508
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９．子会社への投資

 

2021年12月31日現在、当グループの業績、資産および負債に影響を与える主な子会社は以下の通りである。

 
  

法的形態

 

登記日

 

設立地および営業

拠点

 登録/発行済の資本

(百万人民元：他の

通貨が記載されて

いるものを除く）

 

主要事業

      

      

会社名      

チャイナ・テレコム・シ

ステム・インテグレー

ション有限公司

 有限責任会社  2001年9月13日  中国  542  システム・インテ

グレーションお

よびコンサル

ティング・サー

ビスの提供

           

チャイナ・テレコム・グ

ローバル有限公司

 有限責任会社  2000年2月25日  香港特別行政区  168百万香港ドル  電気通信サービス

の提供

           

チャイナ・テレコム・ベ

スト・トーン情報サー

ビス有限公司

 有限責任会社  2007年8月15日  中国  350  「ベスト・トー

ン」情報サービ

スの提供

           

チャイナ・テレコム（マ

カオ）有限公司

 有限責任会社  2004年10月15日  マカオ特別行政区  60百万マカオ・パ

タカ

 電気通信サービス

の提供

           

天翼電信終端有限公司  有限責任会社  2005年7月1日  中国  500  電気通信端末機器

の販売

 

           

チャイナ・テレコム（シ

ンガポール）株式会社

 有限責任会社  2006年10月5日  シンガポール  1,000,001シンガ

ポールドル

 国際付加価値ネッ

トワークの提供

           

深圳蛇口電信有限公司  有限責任会社  1984年5月5日  中国  91  電気通信サービス

の提供

           

チャイナ・テレコム

（オーストラリア）株

式会社

 有限責任会社  2011年1月10日  オーストラリア  1百万豪ドル  国際付加価値ネッ

トワーク・サー

ビスの提供

           

チャイナ・テレコム（韓

国）株式会社

 有限責任会社  2012年5月16日  韓国  500百万韓国ウォン  国際付加価値ネッ

トワーク・サー

ビスの提供

           

チャイナ・テレコム（マ

レーシア）株式会社

 有限責任会社  2012年6月26日  マレーシア  3,723,500リンギッ

ト

 国際付加価値ネッ

トワーク・サー

ビスの提供

           

チャイナ・テレコム情報

通信（ベトナム）株式

会社

 有限責任会社  2012年7月9日  ベトナム  10,500百万ドン  国際付加価値ネッ

トワーク・サー

ビスの提供
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法的形態

 

登記日

 

設立地および営業

拠点

 登録/発行済の資本

(百万人民元：他の

通貨が記載されて

いるものを除く）

 

主要事業

      

      

会社名      

iMUSIC カルチャー&テク

ノロジー有限公司

 有限責任会社  2013年6月9日  中国  250  音楽制作および関

連情報サービス

の提供

           

チャイナ・テレコム

（ヨーロッパ）株式会

社

 有限責任会社  2006年3月2日  グレートブリテンお

よび北アイルラ

ンド連合王国

 16.15百万英ポンド  電気通信サービス

の提供

           

浙江翼信科技有限公司  有限責任会社  2013年8月19日  中国  11  インスタントメッ

センジャー・

サービスの提供

           

天翼資本控股有限公司  有限責任会社  2017年11月30日  中国  5,000  資本投資およびコ

ンサルティン

グ・サービスの

提供

           

中国電信財務有限公司

（「財務公司」）

 有限責任会社  2019年1月8日  中国  5,000  資本および財務管

理サービスの提

供

           

チャイナ・テレコム・ク

ラウド・テクノロジー

有限公司

 有限責任会社  2021年7月1日  中国  4,000  クラウド製品およ

びサービスの提

供

           

イーサーフィン・デジタ

ル・ライフ・テクノロ

ジー有限公司

 有限責任会社  2021年7月6日  中国  900  デジタル生活に関

連する総合ソ

リューションの

提供

 
　当社が51％を所有している深川蛇口電信有限公司、65％を所有している浙江翼信科技有限公司、および70％を所有して

いる財務公司を除き、上記の子会社はすべて当社の直接的または間接的な完全所有子会社である。当グループの子会社に

重要な非支配持分はない。年度末において、債務証券を発行している子会社はなかった。

 
10．関連会社または共同支配企業に対する持分

 

 12月31日

  2021年  2020年

     

  

百万

人民元  

百万

人民元

 

関連会社または共同支配企業への投資原価 36,983 37,168

取得後の純資産の変動に対する持分 4,183 3,135

     

  41,166  40,303
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　当グループの関連会社または共同支配企業への持分は、持分法で会計処理している。当グループの主要な関連会社の内

訳は以下の通りである。

 

会社名  帰属する持分比率  主要事業

     

チャイナ・タワー有限公司（注

(ⅰ)）  

20.5%

 

通信塔および付随設備の建設、メンテナ

ンスおよび運営

上海市情報投資株式会社（注

(ⅱ)）

 24.0%

 

情報技術コンサルティング・サービスの

提供

 

注:

 

(h）　チャイナ・タワー有限公司（以下「チャイナ・タワー」という）は、中国において設立および運営されており、

2018年８月８日に香港証券取引所メインボードに上場した。

 

(ii)　上海市情報投資株式会社は、中国において設立および運営されている非上場会社である。

 

　当グループの主要な関連会社の要約財務情報および当グループの連結財務諸表上の関連会社持分の帳簿価額との調整は

以下の通りである。

 

チャイナ・タワー

 

 12月31日

  2021年  2020年

     

  
百万

人民元
 

百万

人民元

 

流動資産 48,344 43,204

非流動資産 274,915 294,176

 流動負債 76,182  106,635

 非流動負債 57,723  44,499

 

  2021年  2020年

     

  

百万

人民元  

百万

人民元

 

営業収益 86,585 81,099

当期利益 7,328 6,427

 当期その他の包括利益 (1)  -

 当期包括利益合計額 7,327  6,427

 チャイナ・タワーから受け取った配当金 807  525
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当グループの関連会社持分への調整

 

 12月31日

  2021年  2020年

     

  

百万

人民元  

百万

人民元

 

チャイナ・タワーの純資産 189,354 186,246

チャイナ・タワーの非支配持分 - (1)

 当グループのチャイナ・タワーに対する有効な持分 20.5%  20.5%

     

 当グループのチャイナ・タワーの純資産に対する持分 38,818  38,180

 通信塔資産処分による繰延利得の残高に対する調整 (568)  (717)

     

 

当グループの連結財務諸表上のチャイナ・タワーに対する

持分の帳簿価額 38,250  37,463
     

 相場価格に基づいて算定したチャイナ・タワーの公正価値 25,374  34,625

 

上海市情報投資

 

 12月31日

  2021年  2020年

     

  

百万

人民元  

百万

人民元

 

流動資産 6,783 4,752

非流動資産 4,272 5,878

 流動負債 1,712  2,124

 非流動負債 1,814  1,803

 
  2021年  2020年

     

  

百万

人民元  

百万

人民元

 

営業収益 1,470 982

当期利益 663 641

 当期その他の包括利益 -  (17)

 当期包括利益合計額 663  624

 上海市情報投資から受け取った配当金 18  14
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当グループの関連会社持分への調整

 

 12月31日

  2021年  2020年

     

  

百万

人民元  

百万

人民元

 

上海市情報投資の純資産 7,529 6,703

上海市情報投資の非支配持分 (258) (83)

 当グループの上海市情報投資に対する有効な持分 24.0%  24.0%

     

 当グループの上海市情報投資の純資産に対する持分 1,745  1,589

     

 

当グループの連結財務諸表上の上海市情報投資に対する持

分の帳簿価額 1,745  1,589
     

 
 

　当グループの個別に重要でない関連会社および共同支配企業の合計の財務情報は、以下の通りである。

 

  2021年  2020年

     

  

百万

人民元  

百万

人民元

 

当グループの関連会社または共同支配企業からの持分利益 122 86

当グループのこれらの関連会社および共同支配企業の包括利益

合計に対する持分 122 86

 

 12月31日

  2021年  2020年

     

  
百万

人民元  

百万

人民元

 

当グループの連結財務諸表におけるこれらの関連会社および共

同支配企業に対する持分の帳簿価額の合計額 1,171 1,251
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11．その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品

 

    12月31日

注  2021年  2020年

       

   

 百万

人民元  

百万

人民元

       

 中国本土で上場している資本性証券 (i)  942  838

 非上場資本性証券 (ii)  274  235

       

    1,216  1,073
       

 

注:

 

(i)　　上記の上場資本性金融商品は、中国本土で上場している企業の普通株式である。これらの投資は、売買目的ではな

く、長期の戦略的な目的で保有している。当社の取締役は、これらの資本性金融商品に対する投資をFVTOCIで測定す

るものとして指定する選択をしている。これは、当該投資の公正価値の短期的な変動を純損益に認識することは、当

該投資を長期的目的で保有し、長期にわたってその潜在的なパフォーマンスを実現するという当社の戦略と整合しな

いと考えているためである。

 
(ii) 　上記の非上場持分証券は、中国で設立されたさまざまな民営企業に対する当グループの資本持分である。当社の取

締役は、当グループがこれらの資本性金融商品に対する投資を長期の戦略的な目的で保有すると考えているため、当

該投資をFVTOCIで測定するものとして指定する選択をしている。

 

12．繰延税金資産および負債

 

連結財政状態計算書に認識された相殺前の繰延税金資産および繰延税金負債の内訳は以下の通りである。

 

  繰延税金資産  繰延税金負債

 12月31日 12月31日  12月31日 12月31日

 2021年  2020年  2021年  2020年

 
 

百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

         

 未払給与、賃金およびその他の給付 1,416  930  -  -

 有形固定資産の減価償却、直接償却

および減損 5,905  5,679  (30,202)  (25,209)

 売掛金の減損損失 1,140  1,039  -  -

 加入者ポイント還元プログラム 1,058  863  -  -

 使用権資産およびリース負債 845  791  -  -

 その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する資本性金融商品 -  -  (151)  (137)

         

 繰延税金資産/(負債） 10,364  9,302  (30,353)  (25,346)
         
 

　2021年12月31日現在、繰延税金資産および繰延税金負債の相殺金額は、3,676百万人民元（2020年12月31日：1,138百万

人民元）である。2021年12月31日現在、繰延税金資産および繰延税金負債の相殺後純額はそれぞれ6,688百万人民元

（2020年12月31日：8,164百万人民元）および26,677百万人民元（2020年12月31日：24,208百万人民元）である。
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　繰延税金資産および繰延税金負債の変動は以下の通りである。

 

  

2021年１月１

日現在残高  

連結包括利益

計算書計上額  子会社の処分  

2021年12月31

日現在残高

  

百万

人民元  

百万

人民元  

百万

人民元  

百万

人民元

         

 未払給与、賃金およびその他の給付 930  487  (1) 1,416

 

有形固定資産の減価償却、直接償却およ

び減損 5,679  255  (29) 5,905

 売掛金の減損損失 1,039  121  (20) 1,140

 加入者ポイント還元プログラム 863  195  -  1,058

 使用権資産およびリース負債 791  54  -  845

         

 繰延税金資産 9,302  1,112  (50) 10,364
         

 

有形固定資産の減価償却、直接償却およ

び減損 (25,209) (5,007) 14  (30,202)

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する資本性金融商品 (137) (15) 1  (151)

         

 繰延税金負債 (25,346) (5,022) 15  (30,353)
         

 

  

2020年１月１

日現在残高  

連結包括利益計算

書計上額  

2020年12月

31日現在残高
 

  

百万

人民元  

百万

人民元  

百万

人民元
 

        

 未払給与、賃金およびその他の給付 802  128  930  

 

有形固定資産の減価償却、直接償却およ

び減損 4,256  1,423  5,679
 

 売掛金の減損損失 1,067  (28) 1,039  

 加入者ポイント還元プログラム 708  155  863  

 使用権資産およびリース負債 744  47  791  

        

 繰延税金資産 7,577  1,725  9,302  
       

       

 

有形固定資産の減価償却、直接償却およ

び減損 (18,844)  (6,365)  (25,209)

 

その他の包括利益を通じて公正価値で測

定する資本性金融商品 (234)  97  (137)

       

 繰延税金負債 (19,078)  (6,268)  (25,346)
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13．その他の資産

 

    12月31日

注  2021年  2020年

   

 百万

人民元  

百万

人民元

       

 契約コスト (i)  1,436  1,151

 設置手数料   -  16

 その他の長期前払費用および債権   5,825  5,385

       

    7,261  6,552
       

 

注:

 

(i）　　2021年および2020年12月31日現在、資産計上している契約コストは、当グループのスマート・ファミリー・

サービスの提供ため加入者住居に端末機器を設置した費用に主に関連している。資産計上しているコストのうち

2021年12月31日終了年度に純損益に認識した金額は、1,584百万人民元（2020年: 1,234百万人民元）であった。

資産計上している当該コストの期首残高および当年度中に資産計上したコストの減損はなかった。

 
14．共同支配事業

 

　2019年９月９日、当グループは、５Ｇ接続ネットワークを共同構築および共同使用するため、中国聯合網絡通信有限公

司（以下「中国聯通」という）と枠組協定（以下「以下「協定」という）を締結した。当該協定に従い、当グループおよ

び中国聯通は、中国全土について１つの５Ｇ接続ネットワークを共同で構築および運営する区域を線引きし指定してい

る。中国聯通が５Ｇ接続を構築、運営および保守を行う一定の区域では当グループが中国聯通のネットワークに依拠した

５Ｇ事業を行い、当グループが５Ｇ接続を構築、運営および保守を行う他の区域では中国聯通が当グループのネットワー

クに依拠した５Ｇ事業を行っている。

 

　当該協定に従い、当グループおよび中国聯通は５Ｇ周波数資源を共同使用する一方、５Ｇコアネットワークは各社が構

築、運営および保守を行っている。両社は、５Ｇネットワークの共同構築および共同使用を行っている区域ではネット

ワークの計画、構築、運営、保守およびサービス品質に関する統一基準を共同で保持し、同一のサービス水準を確保して

いる。

 

　５Ｇネットワークの共同構築および共同使用に係る当該取決めは、当グループと中国聯通が共同で設立した調整・推進

機構を通じて実行することで合意しており、両者の完全な合意の下で関連する仕組み、制度、およびルールを定めること

を目的としている。調整・推進機構の主な機能は、ネットワーク計画の策定、投資意思決定、プロジェクトの起案および

受入、ならびにその他の関連作業（５Ｇ基地局の設置場所や使用設備の種類の決定等）を共同で実施するとともに、共同

構築および共同使用する５Ｇネットワークの運営および保守を協調して行うことで、当該協定を確実に実行することであ

る。例えば、５Ｇ基地局建設の時期、規模および場所、設備の選定、ならびに保守業者の任命は、すべての区域において

両社による交渉および完全な合意の下で行う必要がある。

 

　この共同支配事業において、各社の事業およびブランドは引き続き独自に運営し、各社がそれぞれのサービス加入者を

保有する。各社の加入者に由来する収益は各社で独自に認識し、コストおよび費用は各社で負担するとともに、各社が建

設した資産および関連負債は各社で認識および引受を行っている。
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15．棚卸資産

 

    12月31日

  2021年  2020年

   

 百万

人民元  

百万

人民元

       

 原材料および貯蔵品   410  484

 再販売用商品   3,417  2,833

       

    3,827  3,317
       

 

16．売掛金、純額

 

売掛金、純額の内訳は以下の通りである。

 

 12月31日

注  2021年 2020年

   

 百万

人民元  

百万

人民元

      

 第三者   25,067  23,688

 中国電信グループ (i)  1,889  1,784

チャイナ・タワー  9  23

中国のその他の電気通信会社  475  441

       

 27,440  25,936

 差引： 貸倒引当金   (5,051)  (4,434)

       

 22,389  21,502

 

注:

 

(i）　　中国電信集団公司と当グループ以外の中国電信集団公司の子会社を併せて「中国電信グループ」としている。
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　2021年および2020年12月31日現在、顧客との契約からの売掛金の帳簿価額の総額は、27,339百万人民元および25,836百

万人民元であった。

 

　電話およびインターネット・サービス加入者に対する売掛金の請求日に基づく年齢分析は以下の通りである。

 

12月31日

2021年 2020年

   

百万

人民元  

百万

人民元

     

 延滞なし、１ヶ月以内  7,164  7,068

 １～３ヶ月  1,683  1,601

４～12ヶ月  1,620  1,481

12ヶ月超 1,079  921

      

11,546  11,071

 差引： 貸倒引当金  (2,690)  (2,438)

      

   8,856  8,633
      

 
　その他の電気通信会社および企業顧客に対する売掛金のサービス提供日に基づく年齢分析は以下の通りである。

 

12月31日

2021年 2020年

   

百万

人民元  

百万

人民元

     

 延滞なし、１ヶ月以内  6,041  5,331

 １～３ヶ月  2,963  2,785

４～12ヶ月  3,486  3,801

12ヶ月超 3,404  2,948

      

15,894  14,865

 差引： 貸倒引当金  (2,361)  (1,996)

      

13,533  12,869
      

 

　2021年および2020年12月31日現在、当グループの売掛金残高（純額）には、報告日現在期日経過となっている債権（総

額での帳簿価額は、それぞれ1,790百万人民元および1,694百万人民元）が含まれている。

 

　2021年および2020年12月31日終了年度の売掛金の減損評価に関する詳細は、注記40に記載している。
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17．契約資産

 

    12月31日

  2021年  2020年

   

 百万

人民元  

百万

人民元

       

 総額での帳簿価額:      

 第三者   792  564

 中国電信グループ   139  49

       

    931  613

 差引：減損損失引当金   (19)  (9)

       

    912  604
       

 

　契約資産は、主に産業デジタル化サービスの提供に関する契約から生じている。当グループは、正常な営業サイクル内

（通常は１年以内）での実現を見込んでいるため、これらの契約資産を流動に分類している。

 
18．前払金およびその他の流動資産

 

  注  12月31日

  2021年  2020年

   
 百万

人民元  
百万

人民元

       

       

 中国電信グループに対する債権 (i)  2,756  1,189

 チャイナ・タワーに対する債権   63  138

 中国の他の電気通信会社に対する債権   207  204

 その他未収入金   4,404  6,569

 差引：減損損失引当金   (508)  (508)

       

 端末機器購入に関する前払金   4,843  6,080

 前払費用および預け金   3,184  2,994

 未収増値税   9,636  8,501

       

    24,585  25,167
       

 

注:

 

(i）　　2021年12月31日現在、中国電信グループに対する債権には、財務公司が中国電信グループに供与した2,000百万人

民元の短期貸付金および40百万人民元で認識した減損引当金が含まれている。当該貸付金の年利は3.43％である。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

113/297



19．現金および現金同等物

 

12月31日

2021年 2020年

  

百万

人民元  

百万

人民元

    

 銀行預金および手許現金 71,757  23,193

 当初の満期が３ヶ月以内の定期預金 1,524  491

     

  73,281  23,684
     

 
20．短期債務および長期債務

 

短期債務の内訳は、以下の通りである。

 

12月31日

2021年 2020年

   

百万

人民元  

百万

人民元

     

 銀行からの借入金 ‒ 無担保  2,821  4,831

 超短期コマーシャル・ペーパー ‒ 無担保  -  11,999

中国電信グループからの借入金 ‒ 無担保 -  11,164

    

短期債務合計 2,821  27,994
      

 

　2021年12月31日現在の当グループの短期債務合計の加重平均利率は、年利3.7％（2020年12月31日：2.8％）であった。

2021年12月31日現在の銀行からの借入金およびその他の借入金は、年利3.3％から4.4％（2020年12月31日：3.3％から

4.4％）で、１年以内に返済予定である。また、2020年12月31日現在の超短期コマーシャル・ペーバーは年利1.6％から

2.5％で、2021年に完済した。中国電信グループからの借入金は年利3.1％（2020年12月31日：3.1％）で、2021年に完済

した。
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長期債務の内訳は、以下の通りである。

 

 12月31日

  2021年 2020年

  

  

利率および

最終期日

 百万

人民元  

百万

人民元

      

 銀行借入金－無担保      

 

人民元建て

（注(ⅰ))

年利：1.08％～1.20％

最終期日：2036年

 

6,179  6,975

 

米ドル建て 年利：1.25％～2.00％

最終期日：2028年

 

185  224

 

ユーロ建て 年利：2.30％

最終期日：2032年

 

114  152

       

    6,478  7,351

       

その他の借入金 ‒ 無担保      

 人民元建て   1  1

 

ミディアム・ターム・ノート ‒ 無担保

（注(ⅱ))  

 

5,150  4,996

 

社債 ‒ 無担保

（注(ⅲ))  

 

2,046  2,000

       

中国電信グループからの借入金 ‒ 無担

保  

 

   

人民元建て

（注(iv))  

 

-  11,000

       

 長期債務合計   13,675  25,348

       

 差引：１年以内返済予定分   (6,280)  (1,126)

       

非流動部分  7,395  24,222
       

 

注:

 

(i）　　　当グループは、銀行を通じて、市場金利より低利（年利1.08％から1.20％）で政府から人民元建ての長期借入

を行っている（以下「低利借入金」という）。当グループは、この低利借入金を当初認識時に公正価値で認識

し、割引分を実効金利法により純損益に認識している。低利借入金の公正価値と額面価額との差額は、政府補助

金として当初認識時に未払費用およびその他の未払金、ならびにその他の非流動負債に認識している。

 
(ii）　　 2019年１月22日、当グループは、年利3.42％、期間３年の人民元建てミディアム・ターム・ノート3,000百万人

民元を発行し、発行コスト３百万人民元が発生した。当該ミディアム・ターム・ノートは無担保であり、2022年

１月21日に返済予定である。

 

　2019年３月19日、当グループは、年利3.41％、期間３年の人民元建てミディアム・ターム・ノート2,000百万

人民元を発行し、発行コスト３百万人民元が発生した。当該ミディアム・ターム・ノートは無担保であり、2022

年３月18日に返済予定である。

 

(iii）　　2020年３月10日、当グループは、年利2.90％、期間３年の人民元建て社債2,000百万人民元を上海証券取引所で

適格投資家に発行した。当該社債は無担保であり、2023年３月９日に返済予定である。
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(iv）　　 2017年12月25日、当グループは、中国電信集団公司から年利3.8％の人民元建て長期借入金40,000百万人民元を

取得している。当該借入金は、３年から５年以内に返済予定である。当グループは当該借入金のうち3,000百万人

民元、13,700百万人民元、12,300百万人民元および11,000百万人民元をそれぞれ2018年度、2019年度、2020年度

および2021年に完済している。

 

　2021年12月31日より後に到来する当グループの長期債務合計の返済期限は、以下の通りである。

 

12月31日

2021年 2020年

   

百万

人民元  

百万

人民元

     

 1年以内  6,280  1,126

 １～２年の間  3,103  17,081

 ２～３年の間  1,028  3,009

 ３～４年の間  995  984

 ４～５年の間  647  952

 それ以降  1,622  2,196

    

 13,675  25,348
      

 

　当グループの短期債務および長期債務には財務制限条項は付されていない。2021年12月31日現在の当グループの未使用

のコミットメントラインは、276,483百万人民元（2020年12月31日：244,326百万人民元）である。

 
21．買掛金

 

買掛金の内訳は、以下の通りである。

 

 12月31日  

 2021年 2020年

   

 百万

人民元  

百万

人民元

      

 第三者   89,299  83,254

 中国電信グループ   21,015  19,272

チャイナ・タワー   3,914  4,344

中国のその他の電気通信会社  667  708

       

 114,895  107,578
       

 

　中国電信グループおよびチャイナ・タワーに対する買掛金は、第三者から提示される条件と類似の契約条件に従い支払

を行っている。
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　買掛金の支払期日に基づく年齢分析は以下の通りである。

 

12月31日

2021年 2020年

  

百万

人民元  

百万

人民元

    

 １ヶ月以内または要求時 20,293  17,261

 １～３ヶ月 23,965  24,451

３～６ヶ月 36,338  30,965

６ヶ月超 34,299  34,901

     

114,895  107,578
     

 
22．未払費用およびその他の未払金

 

 12月31日  

注  2021年 2020年

    

百万

人民元  

百万

人民元

      

 中国電信グループに対する未払金   15,249  11,279

 チャイナ・タワーに対する未払金   1,596  1,192

 中国の他の電気通信会社に対する未払金   22  34

 未払費用   24,041  31,356

 非支配持分からの出資に関連して受領した前受金 (i)  -  978

 未払増値税   1,029  600

預り金および前受賃料   5,777  5,807

 未払給与、賃金およびその他の給付   8,051  5,807

       

 55,765  57,053
       

 

注:

 

(i）　　2020年12月31日終了年度に、当時の当社子会社であったイーサーフィン・ペイは非支配持分からの出資に関連し

た前受金978百万人民元を受領した。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

117/297



23．契約負債

 

12月31日

2021年 2020年

  

百万

人民元  

百万

人民元

    

 第三者 70,713  63,629

 中国電信グループ 198  217

チャイナ・タワー 3  3

     

70,914  63,849
     
 

　2020年12月31日現在の契約負債の大部分は、2021年12月31日終了年度の営業収益に認識している。

 

24．リース負債

 

12月31日

2021年 2020年

  

百万

人民元  

百万

人民元

    

 １年以内 13,809  13,192

 １年超２年以内 8,779  12,585

 ２年超５年以内 14,447  11,138

 ５年超 5,367  3,732

     

  42,402  40,647

     

差引：１年以内返済予定分 (13,809)  (13,192)

     

非流動部分 28,593  27,455
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25．株式資本

 

12月31日

2021年 2020年

  

百万

人民元  

百万

人民元

    

 登録済、発行済、完全払込済    

     

 

額面１株当たり1.00人民元のA株77,629,728,699株（2020年12月31日：中国

国内普通株式67,054,958,321株） 77,630  67,055

額面１株当たり1.00人民元の海外上場Ｈ株式13,877,410,000株 13,877  13,877

     

91,507  80,932
     
 

　2021年12月31日終了年度において、当社はA株募集を完了した。当該A株募集に係る発行済株式総数は10,574,770,378

株、売出価格は１株当たり4.53人民元であった。2021年８月20日に、当社の国内株式67,054,958,321株すべてを同数のA

株に転換した。

 
 
 

　　次へ
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26．剰余金

 

当グループ

 

 

資本

準備金

 

株式払込

剰余金

利益

準備金

一般リス

ク

準備金

その他

積立金

為替換算

準備金

繰越利益

剰余金 合計

 百万

人民元

 百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元         

  （注(ⅰ))    （注(ⅲ))  （注(v)) 
（注
(ⅱ))

      

   

2020年１月１日現在残高  17,504  10,746  78,043  23  615  (625) 165,272  271,578

                 

当期包括利益合計額  -  -  -  -  (294) (312) 20,850  20,244
関連会社または共同支配企
業の準備金のその他の変
動に対する持分

 (36) -  -  -  -  -  -  (36)

配当(注記37)  -  -  -  -  -  -  (9,262) (9,262)
法定利益準備金への繰入(注
記(ⅲ))

 -  -  1,811  -  -  -  (1,811) -

一般リスク準備金への繰入
(注記(v))

 -  - - 33 - -  (33) -

   

2020年12月31日現在残高  17,468  10,746 79,854 56 321 (937) 175,016 282,524
                 
                 

当期包括利益合計額  -  -  -  -  5  (233) 25,948  25,720
A株募集による新株式発行
（発行費用控除後）

 -  36,941  -  -  -  -  -  36,941

非支配持分からの出資  463  -  -  -  -  -  -  463

子会社の処分  -  -  -  (3) (28) -  31  -
関連会社または共同支配企
業の準備金のその他の変
動に対する持分

 (42) -  -  -  -  -  -  (42)

配当(注記37)  -  -  -  -  -  -  (8,439) (8,439)
法定利益準備金への繰入(注
記(ⅲ))

 -  -  2,423  -  -  -  (2,423) -

一般リスク準備金への繰入
(注記(v))

 -  -  -  44  -  -  (44) -

                -

2021年12月31日現在残高  17,889  47,687  82,277  97  298  (1,170) 190,089  337,167
                 

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

120/297



当　社

 

 
 

資本準備金
 

株式払込

剰余金

 

利益準備金

その他

積立金

繰越利益

剰余金

 

合計

 百万

人民元

 百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元       

  （注(ⅰ))    （注(ⅲ))  （注(ⅱ))  （注(iv))   

   

2020年１月１日現在残高  28,839  10,746  78,043  429  138,312  256,369

             

当期包括利益合計額  -  -  -  (297) 18,112  17,815

関連会社または共同支配企業の

準備金のその他の変動に対す

る持分

 (36) -  -  -  -  (36)

配当(注記37)  -  -  -  -  (9,262) (9,262)

法定利益準備金への繰入(注記

(ⅲ))
 -  -  1,811  -  (1,811) -

   

2020年12月31日現在残高  28,803  10,746 79,854 132 145,351 264,886
             
             

当期包括利益合計額  -  -  -  45  24,234  24,279

A株募集による新株式発行（発行

費用控除後）
 -  36,941  -  -  -  36,941

関連会社または共同支配企業の

準備金のその他の変動に対す

る持分

 (42) -  -  -  -  (42)

配当(注記37)  -  -  -  -  (8,439) (8,439)

法定利益準備金への繰入(注記

(ⅲ))
 -  -  2,423  -  (2,423) -

             

2021年12月31日現在残高  28,761  47,687  82,277  177  158,723  317,625
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注:

 

(i）　　　当グループの資本準備金は主に、(a)当社の純資産の帳簿価額と当社の設立時に発行された株式の額面価額との

差額、(b)中国電信集団公司から取得した企業に関して当グループが支払った対価（資本取引として会計処理）と

これらの被取得企業の純資産の当該時点の帳簿価額との差額、および(c)非支配持分の取得に関して当グループが

支払った対価と取得した非支配持分の帳簿価額との差額の合計である。

 

　当社の資本準備金は、当社の純資産の帳簿価額と当社の設立時に発行された株式の額面価額との差額である。

 

(ii）　　 当グループおよび当社のその他の準備金は、主にFVTOCIで測定する資本性金融商品に対する投資の公正価値の

変動額（および当該資本性金融商品に対する投資の公正価値の変動につき認識した繰延税金負債控除後）であ

る。

 

(iii）　　利益準備金は法定利益準備金および任意積立金から構成されている。

 

　当社の定款に従い、当社は法定利益準備金の残高が登録資本の50％に到達するまで、当期純利益（中国企業会

計準則に基づき算定した金額とIFRSに基づき算定した金額のうちいずれか低い方）の10％を法定利益準備金に繰

り入れる必要がある。この準備金への繰入は、株主への配当前に行わなければならない。2021年および2020年12

月31日終了年度の中国企業会計準則に基づき算定した当社の当期純利益は、IFRSに基づき算定した金額と同額で

ある。2021年12月31日終了年度に、当社は当期純利益の10％である2,423百万人民元（2020年：1,811百万人民

元）を法定利益準備金に繰り入れている。2021年12月31日現在の法定利益準備金は、36,198百万人民元（2020年

12月31日：33,775百万人民元）である。

 

　当社は2021年および2020年12月31日終了年度に任意積立金の積立を行っていない。2021年および2020年12月31

日現在の任意積立金は46,079百万人民元である。

 

　法定利益準備金および任意積立金は、清算時以外には分配不能であるが、過年度の欠損填補（該当ある場合）

への使用は可能である。また、資本金への組入も、事業拡大への利用、持株比率に応じた既存株主に対する新株

発行、もしくは既存株主が保有する株式の額面金額の引き上げによる場合には可能である。ただし、資本組入後

の法定利益準備金残高が登録資本の25％を下回らないことが前提である。

 

(iv）　　 当社の定款に従い、当社株主への配当可能利益剰余金は、中国企業会計準則に基づき算定した当社の利益剰余

金の額とIFRSに基づき算定した額のうちいずれか低い方となる。2021年12月31日現在の配当可能利益剰余金の額

はIFRSに基づき算定した金額であり、158,723百万人民元（2020年12月31日: 145,351百万人民元）である。報告

期間の末日後に議案を提出した2021年度の最終配当額約15,569百万人民元は、当報告期間末日時点では連結財務

諸表に負債計上していない(注記37)。

 

(v）　　　中国財政部公布、2012年7月1日施行の「金融機関の減損引当金に関する要求事項」（財金[2012]第20号）（以

下「要求事項」という）に従い、当社子会社（主に財務公司）は、リスク資産に係る未識別の潜在的損失に備

え、一般リスク準備金を利益剰余金の利益処分により資本の部に積み立てている。一般リスク準備金の残高は、

当該要求事項が定める通り、リスク資産の期末残高の1.5％を下回ってはならない。
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27．営業収益

 

　従来、当グループは営業収益を、顧客との契約から生じる収益およびその他の源泉から生じる収益として表示してき

た。顧客との契約から生じる収益には、音声通信、インターネット、情報およびアプリケーション・サービス、電気通信

ネットワークリソース・機器サービスならびに財の販売およびその他から得る収益が含まれる。当グループの「クラウド

化およびデジタルトランスフォーメーション」戦略の推進に伴い、当グループは2021年度において収益の表示を再区分し

た。新たな表示では、営業収益をサービス収益ならびに財の販売およびその他に再区分した。サービス収益には、移動通

信サービス、固定電話およびスマート・ファミリー・サービス、産業デジタル化サービスならびにその他のサービスから

得る収益が含まれる。この表示の変更は、全ての報告期間において報告される営業収益、営業費用、純利益または純資産

に影響を及ぼさない。比較数値は当期の表示方法と一致するよう再区分されている。

 

収益の分解

 

注  2021年 2020年

 百万

人民元

百万

人民元     

財またはサービスの種類      

       

 サービス収益   402,827  373,798

 移動通信サービス収益 (i)  184,157  175,564

固定電話およびスマート・ファミリー・サービス収益 (ii)  113,522  109,018

産業デジタル化サービス収益 (iii)  98,945  83,968

 その他のサービス収益 (iv)  6,203  5,248

 財の販売およびその他 (v)  36,725  19,763

       

 営業収益合計   439,552  393,561
       

       

 顧客との契約から生じる収益   431,910  387,991

 その他の源泉から生じる収益   7,642  5,570

       

 営業収益合計   439,552  393,561
       

       

 収益認識の時期      

       

 一時点で認識   31,332  16,141

 一定の期間にわたり認識   408,220  377,420

       

営業収益合計  439,552  393,561
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注:

 

(i）　　主に、モバイル・サービス提供に関して顧客に請求されたモバイル・コミュニケーション・サービス料金、モバ

イル・インターネット・アクセス・サービス料金、発信者番号通知サービス料金およびショートメッセージ・サー

ビス料金等の総額である。

 

(ii）　 主に、固定通信サービス提供に関して顧客に請求された固定電話サービス料金、ブロードバンド・インターネッ

ト・アクセス・サービス料金、e-Surfing HDサービス料金およびスマート・ファミリー・アプリケーション・サー

ビス料金の総額である。

 

(iii）　主に、顧客に請求されたインターネット・データセンター・サービス料金、クラウド・サービス料金、デジタ

ル・プラットフォーム・サービス料金、専用インターネット・アクセス・サービス料金等の総額である。

 

(iv）　 主に、不動産賃貸からの収益およびその他の収益の総額である。

 

(v）　　主に、モバイル端末機器および固定通信機器の販売による収益ならびに政府補助金である。

 

　2021年および2020年12月31日現在の当グループの既存の契約に基づく残存履行義務に配分した取引価格の総額は、今後

１年から３年の契約期間にわたりサービスの提供時に認識予定の収益を表している。
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28．ネットワーク運営・サポート費用

 

注  2021年 2020年

  百万

人民元

百万

人民元     

       

運営およびメンテナンス   79,380  70,943

 公共料金   16,209  14,637

 ネットワーク・リソース使用料および関連費用 (i)  25,318  22,766

 その他   12,435  11,171

       

   133,342  119,517
       

 

注:

 

(i）　 ネットワーク・リソース使用料および関連費用には、指数またはレートに応じて決まるものではない変動リース

料、通信塔資産および関連資産のリースに関連した非リース構成部分に係る費用、指数またはレートに応じて決まる

ものではない短期リースおよび少額資産のリースに係る費用、ならびに第三者が提供するネットワーク・リソースの

使用に係る非リース構成部分に係る費用が含まれている。

 

29．人件費

 

　人件費は、以下の業務に関連するものである。

 

 2021年  2020年

 百万

人民元

 百万

人民元     

       

 ネットワーク運営・サポート費用   48,575  43,260

 販売費および一般管理費   27,480  22,729

       

   76,055  65,989
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30．その他の営業費用

 

注  2021年  2020年

 百万

人民元

 百万

人民元     

       

 相互接続費用 (i)  12,858  12,050

 売上原価 (ii)  30,415  15,440

寄付  12  13

 その他 (iii)  1,803  1,571

       

    45,088  29,074
       

 

注:

 

(i）　 相互接続費用は、当グループの電気通信ネットワークから発信された音声やデータを伝送する際に国内外の他の

電気通信会社のネットワークを利用する場合に発生する費用である。

 

(ii）　売上原価は主に電気通信機器の売上原価である。

 

(iii） その他には、主に増値税および法人所得税以外の税金および付加税が含まれている。

 

31．営業費用合計

 

　2021年12月31日終了年度の営業費用合計は408,605百万人民元（2020年度: 364,921百万人民元）であり、これには監査

および非監査サービスに関する監査人報酬（増値税を除く）57百万人民元および７百万人民元（2020年: 72百万人民元お

よび３百万人民元）が含まれている。

 
32．正味財務費用

 

2021年  2020年

百万

人民元

 百万

人民元   

     

 短期債務および長期債務の支払利息 1,110  1,981

 リース負債の支払利息 1,399  1,566

差引:資産化した支払利息* (105) (114)

     

 純支払利息 2,404  3,433

 受取利息 (1,104) (582)

 為替差損 386  1,018

 為替差益 (393) (855)

     

  1,293  3,014
     

 *建設仮勘定に資産化した支払利息の年利 3.0％̃4.5％  3.0％̃4.4％
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33．法人所得税

 

　純損益に含まれる法人所得税の内訳は、以下の通りである。

 

2021年 2020年

百万

人民元

百万

人民元   

     

中国における法人所得税費用 3,606  1,532

 その他の税務管轄地における法人所得税費用 215  135

 繰延税金 3,895  4,640

     

  7,716  6,307
     

 
　予想税金費用と実際税金費用との調整は以下の通りである。

 

注  2021年 2020年

  百万

人民元

百万

人民元     

       

税引前利益   33,864  27,387

       

 法定税率25％による予想法人所得税費用 (i)  8,466  6,847

       

 中国本土の子会社および支店の所得に対する税率差異 (i)  (495)  (306)

 その他の子会社の所得に対する税率差異 (ii)  (70)  (47)

 損金不算入費用 (iii)  1,036  915

 益金不算入収益 (iv)  (522)  (576)

 税率変更による影響 (v)  -  (29)

 その他 (vi)  (699)  (497)

       

 法人所得税   7,716  6,307
       

 

注:

 

(i）　 　中国本土の法人所得税費用は、中国における法人所得税制に従い算定した当社、中国本土の子会社、および支店

の課税所得に法定税率25％を乗じて計算している。ただし、一部の子会社および支店については主に優遇税率15％

が適用されている。

 

(ii）　　香港およびマカオ特別行政区およびその他の国の当社の子会社の法人所得税費用は、子会社の課税所得および各

税務管轄地の適用税率（８％から35％）に基づき算定している。

 

(iii）　 税法上の減算可能額を超過するその他の費用

 

(iv）　　非課税となる関連会社または共同支配企業からの持分利益およびその他の収益

 

(v）　　 当社の海南支店は2020年度以降、優遇税率15％の適用について税務当局の承認を受けたため、2019年12月31日よ

り後に回収または解消が見込まれる繰延税金資産および繰延税金負債について調整を行い当該税率の変更を反映さ

せている。この税率変更による影響総額29百万人民元は、連結包括利益計算書に収益計上している。

 

(vi）　　主に前年度の法人所得税の納付差額および研究開発費の追加の税額控除等、その他の税務上の便益
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34．取締役・監査役報酬

 

　下表に当社の取締役及び監査役の報酬を示す。

 

2021年

 

取締役・

監査役報酬

 給与・

手当て・

現物給付

 

任意の賞与5

 

退職制度

拠出金

 

株式報酬

 

合計

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元      

            

執行取締役            

柯　瑞文 -  234  352  119  -  705

李　正茂 -  234  359  119  -  712

邵　廣祿 -  211  317  114  -  642

劉　桂清 -  209  313  102  -  624

朱　敏1 -  209  313  95  -  617

陳　忠岳2 -  44  -  11  -  55

            

非執行取締役            

陳　勝光 -  -  -  -  -  -

            

独立非執行取締役3            

謝　孝衍 450  -  -  -  -  450

徐　二明 250  -  -  -  -  250

王　学明 245  -  -  -  -  245

楊　志威 245  -  -  -  -  245

            

監査役            

隋　以勛4 -  235  688  100  -  1,023

張　建斌 -  222  747  100  -  1,069

戴　斌 -  195  690  98  -  983

徐　世光 -  112  338  80  -  530

尤　敏強4 -  -  -  -  -  -

            

 1,190  1,905  4,117  938  -  8,150
            

 
1　朱敏氏は、2021年12月27日付で、当社の執行取締役、執行副社長、最高財務責任者、取締役会秘書役兼当社授権代表者を辞

任した。

 

2　陳忠岳氏は、2021年１月19日に執行取締役を辞任した。

 

3　独立非執行取締役の報酬は、当社の取締役としての役務に対する報酬である。

 

4　隋以勛氏（以下「隋氏」）および尤敏強氏（以下「尤氏」）は2021年12月17日に監査役を辞任した。隋氏および尤氏の辞任

は、2022年３月22日に招集される当社の臨時株主総会における監督役候補者の選任日をもって効力を生じる。それまでの

間、隋氏と尤氏は引き続き監査役としての職務を遂行する。

 

5　執行取締役及び監査役の裁量的賞与は、本年度における当グループの業績に基づき決定された。当報告期間において、当社

は2020年度賞与の支払も行った。その内訳は、柯瑞文が416千人民元、李正茂が381千人民元、邵廣祿が343千人民元、陳忠

岳が369千人民元、劉桂清及び朱敏がそれぞれ364千人民元である。

 

6　全ての取締役及び監査役の報酬は各人の当該年度における実質在任期間に基づき算出された。本年度中、当社に加わる際に

金銭的誘引を受けた取締役又は監査役はおらず、役職の喪失に対する報酬を受けた又はいかなる報酬を放棄又は放棄するこ

とに合意した取締役又は監査役はいなかった。
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2020年

 

取締役・

監査役報酬

 給与・

手当て・

現物給付

 

任意の賞与8

 

退職制度

拠出金

 

株式報酬

 

合計

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元

 

千人民元      

            

執行取締役            

柯　瑞文 -  221  527  73  -  821

李　正茂1 -  129  434  48  -  611

邵　廣祿1 -  116  436  46  -  598

劉　桂清 -  197  464  59  -  720

朱　敏 -  197  464  52  -  713

陳　忠岳2 -  199  468  71  -  738

王　國權3 -  181  447  42  -  670

高　同慶4 -  17  16  8  -  41

            

非執行取締役            

陳　勝光 -  -  -  -  -  -

            

独立非執行取締役7            

謝　孝衍 477  -  -  -  -  477

徐　二明 250  -  -  -  -  250

王　学明（ 261  -  -  -  -  261

楊　志威 261  -  -  -  -  261

            

監査役            

隋　以勛 -  227  494  49  -  770

張　建斌 -  214  494  49  -  757

戴　斌5 -  110  202  26  -  338

徐　世光 -  118  335  33  -  486

尤　敏強5 -  -  -  -  -  -

楊　建青6 -  -  -  -  -  -

葉　忠6 -  -  -  -  -  -

            

 1,249  1,926  4,781  556  -  8,512
            

 

1　李正茂氏および邵廣祿氏は、2020年５月26日に執行取締役に指名された。

 

2　陳忠岳氏は、2021年１月19日に執行取締役を辞任した。

 

3　王國權氏は2020年12月４日に執行取締役を辞任した。

 

4　高同慶氏は2020年１月17日に執行取締役を辞任した。

 

5　戴斌氏および尤敏強氏は、2020年５月26日に監査役に選任された。

 

6　楊建青氏および葉忠氏は2020年５月26日に監査役を退任した。

 

7　独立非執行取締役の報酬は、当社の取締役としての役務に対する報酬である。

 

8　執行取締役及び監査役の裁量的賞与は、本年度における当グループの業績に基づき決定された。

 

9　全ての取締役及び監査役の報酬は各人の当該年度における実質在任期間に基づき算出された。本年度中、当社に加わる際に

金銭的誘引を受けた取締役又は監査役はおらず、役職の喪失に対する報酬を受けた又はいかなる報酬を放棄又は放棄するこ

とに合意した取締役又は監査役はいなかった。
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35．報酬額上位者と上級役員報酬

 

(a)　 報酬額上位５名

 

　2021年および2020年12月31日終了年度において、当グループの報酬額上位５名は、いずれも当社の取締役ではな

い。

 

　報酬額上位（取締役以外）５名（2020年: ５名）の報酬総額は以下の通りである。

 

2021年 2020年

     

  千人民元 千人民元

     

給与・手当て・現物給付 5,321  8,248

 裁量的賞与 4,977  2,423

 退職制度拠出金 479  46

     

  10,777  10,717
     

 

　報酬額上位（取締役以外）５名（2020年: ５名）の報酬額の範囲は次の通りである。

 

2021年 2020年

     

人数  人数

     

 0人民元～1,000,000人民元 -  -

1,000,001人民元～1,500,000人民元 -  -

 1,500,001人民元～2,000,000人民元 １  ４

 2,000,001人民元以上 ４  １

 

　表示の期間中において、これらの者はいずれも、当社に加わるにあたっての誘因報酬を受け取ったことも、役職

の喪失に対する報酬を受け取ったこともなく、あるいは、いかなる報酬を放棄したこともない。

 
(b)　　上級役員報酬

 

　当グループの上級役員の報酬額の範囲は次の通りである。

 

2021年 2020年

     

人数  人数

     

0人民元～1,000,000人民元 18  21

 1,000,001人民元～1,500,000人民元 -  -

 1,500,001人民元～2,000,000人民元 -  -
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36．当社株主に帰属する当期純利益

 

　2021年12月31日終了年度において、当社株主に帰属する当期連結純利益には、当社個別財務諸表上の純利益24,234百万

人民元が含まれる。

 

　2020年12月31日終了年度において、当社株主に帰属する当期連結純利益には、当社個別財務諸表上の純利益18,112百万

人民元が含まれる。

 

37．配当

 

　2022年３月17日開催の取締役会の決議に従い、2021年12月31日終了年度の最終配当（１株当たり0.170人民元（税引

前）、総額約15,569百万人民元）に関する議案を、株主承認のため年次株主総会に提出している。当該配当は、2021年12

月31日終了年度の連結財務諸表には反映していない。

 

　2021年５月７日開催の年次株主総会における株主の承認に基づき、2020年12月31日終了年度の最終配当（１株当たり

0.104269人民元（0.125香港ドル相当）（税引前）、総額8,439百万人民元）を宣言し、2021年６月1日に支払を行った。

 

　2020年５月26日開催の年次株主総会における株主の承認に基づき、2019年12月31日終了年度の最終配当（１株当たり

0.114441人民元（0.125香港ドル相当）（税引前）、総額9,262百万人民元）を宣言し、2020年７月31日に支払を行った。

 

38．１株当たり利益

 

　2021年および2020年12月31日終了年度の基本的１株当たり利益は、それぞれ当社株主に帰属する当期純利益25,948百万

人民元および20,850百万人民元を発行株式数84,442,405,521株および80,932,368,321株の加重平均値で除して計算してい

る。

 

　表示期間に希薄化効果のある潜在普通株式は存在していなかったため、希薄化後１株当たり利益は基本的１株当たり利

益と同額である。

 

39．コミットメントおよび偶発事象

 

資本契約

 

　2021年および2020年12月31日現在、当グループは以下の資本コミットメントを行っている。

 

12月31日

 2021年 2020年

 百万

人民元

百万

人民元    

 契約済み未実行     

 不動産  1,831  1,202

電気通信ネットワーク設備および機器  18,942  18,997

      

   20,773  20,199
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偶発債務

 

(a)　 　当グループは、中国弁護士のサポートにより評価を行った結果、当グループが負担する重要な偶発負債はないと

の結論に達した。

 

(b)　 　2021年および2020年12月31日現在、当グループは、第三者への銀行の与信枠に対する債務保証による偶発負債

も、その他の形態の偶発負債も有していない。

 

法的債務

 

　当グループは、通常の事業の過程において生じる訴訟の被告およびその他法的手続の指名された当事者となっている。

経営者はこの偶発事象、訴訟およびその他法的手続により不利な結果が生じる可能性を評価しており、結果的にいかなる

債務が発生しても、当グループの財政状態、経営成績およびキャッシュ・フローの状況に対する重大なマイナスの影響は

ないと考えている。

 
40．金融商品

 

　当グループの金融資産には、現金および現金同等物、銀行預金および制限付きの現金、その他の包括利益を通じて公正

価値で測定する資本性金融商品、売掛金、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産、ならびに前払金およびその他の

流動資産に計上している金融資産が含まれる。当グループの金融負債には、短期債務および長期債務、買掛金、ならびに

未払費用およびその他の未払金に計上している金融負債が含まれる。

 

(a)　　 公正価値測定

 

　IFRS第13号「公正価値測定」に従い、各金融商品の公正価値は、公正価値測定において重大なインプットのうち

最も低いレベルのインプットに基づき全体を区分している。公正価値のレベルは次のように定義されている。

 

•　レベル１： 活発な市場における同一の金融商品の相場価格(無調整)により測定された公正価値

 

•　レベル２： 活発な市場における類似の金融商品の相場価格により測定された公正価値、またはすべての重大な

インプットが直接的もしくは間接的に観察可能な市場データを基礎とする評価技法を用いて測定された公正価

値

 

•　レベル３： 重大なインプットのいずれかが観察可能な市場データを基礎としていない評価技法を用いて測定さ

れた公正価値

 

　当グループの金融商品(長期債務および公正価値で測定する資本性金融商品は除く。)の公正価値は、これら商品

の満期までの期間が短いことから、帳簿価額に近似している。

 

　当グループのその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に含まれる上場資本性証券投資は、

レベル１の金融商品に区分している。2021年12月31日現在、当グループの上場資本性証券投資の公正価値は942百

万人民元（2020年12月31日：838百万人民元）である。これは、中国の証券取引所の市場相場価格に基づいてい

る。当グループのその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に含まれる非上場資本性証券投資

は、レベル３の金融商品に区分される。
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　長期債務の公正価値は、将来キャッシュ・フローを、概ね類似の性質、類似の満期の債務に対して当グループに

提示される直近の市場金利により割り引いて見積っている。長期債務の公正価値測定はレベル２に区分している。

当グループが長期債務の公正価値の見積りに用いた金利は、外貨建債務も考慮すると、2.9％から4.9％の範囲にあ

る（2020年12月31日：2.9％から4.9％）。2021年および2020年12月31日現在の当グループの長期債務の帳簿価額と

公正価値は、以下の通りであった。

 

2021年12月31日  2020年12月31日

 帳簿価額 公正価値  帳簿価額  公正価値

   百万人民元  百万人民元  百万人民元  百万人民元

          

長期債務  13,675  13,444  25,348  25,294
          

 

　当年度において、レベル１、レベル２およびレベル３の間の金融商品の振替はなかった。

 

(b)　　リスク

 

　当グループの金融商品は、信用リスク、流動性リスク、市場リスク（主に金利リスクおよび外国為替リスクから

構成）という主に３種類のリスクに晒されている。グループの全体的なリスク管理の取り組みは予測不能な金融市

場に焦点を当て、グループの財務業績に与える潜在的な悪影響を最小化することを目的としている。リスク管理は

取締役会が承認した方針に基づき実施している。取締役会は、全般的なリスク管理原則に加え、流動性リスク、信

用リスクおよび市場リスク等特定分野を対象とした方針を定めている。取締役会は定期的にこれらの方針を、事業

の状況、市況およびその他の関連リスクを基に必要に応じて見直し、変更を承認している。３種類の主なリスクそ

れぞれの定性的および定量的開示は以下に要約している。

 

(i)　信用リスク

 

　信用リスクとは、取引先が契約上の義務を履行できなくなり、当グループが財務的損失を被ることとなるリ

スクである。当グループの場合、このリスクは主に金融機関への預金および電気通信サービスの提供に係る顧

客への与信から生じる。

 

現金および現金同等物、短期銀行預金、ならびに制限付きの現金

 

　預金に関する信用リスク・エクスポージャーを制限するため、当グループは主に信用格付けが一定以上の、

中国の大手国有金融機関にのみ預金を預けている。取引先が信用格付けの高い銀行のみであるため、銀行預金

に関する信用リスクは限定的である。

 

顧客との契約から生じる売掛金および契約資産

 

　売掛金および契約資産について、経営者は顧客の財政状態の信用評価を継続的に実施しており、通常売掛金

および契約資産に対する担保は要求していない。当該評価では、期日到来時の顧客の過去の支払実績および現

在の支払能力を重視した上で、顧客固有の情報および顧客が営業活動を行う経済環境についても加味してい

る。また、当グループは、営業債権の減損評価をECLモデルに従い個別にまたは引当マトリクスを基に実施し

ている。なお、当グループの顧客は多岐にわたっており、表示期間において１社で収益の10％を超える顧客は

ない。

 

　当グループは、売掛金および契約資産に対する損失評価引当金を全期間のECLに等しい金額で測定してい

る。当該金額は、引当マトリクスを用いて算定するか、重要な残高を有する債務者または信用減損が生じてい

る債務者については個別に評価を行っている。当グループの過去の信用損失の実績に関する分析では電話およ

びインターネットサービス加入者と企業顧客とでは損失のパターンが異なっていたため、以下の表では、2021

年および2020年12月31日現在の電話およびインターネットサービス加入者と企業顧客それぞれに対する売掛金

および契約資産について、当グループの信用リスク・エクスポージャーおよびECLに関する情報を記載してい

る。
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　電話およびインターネットサービス加入者に対する売掛金

 

予想損失率

 2021年12月31日

総額での帳簿価額  

損失評価

引当金

％  百万

人民元

 百万

人民元    

       

 延滞なし、１ヶ月以内 ２％  7,164  133

 １～３ヶ月 20%  1,683  329

 ４～６ヶ月 60%  692  407

 ７～12ヶ月 80%  928  742

12ヶ月超 100%  1,079  1,079

       

    11,546  2,690
       

 

予想損失率

 2020年12月31日

総額での帳簿価額  

損失評価

引当金

％  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 延滞なし、１ヶ月以内 ２％  7,068  132

 １～３ヶ月 20%  1,601  317

 ４～６ヶ月 60%  561  333

 ７～12ヶ月 80%  920  735

12ヶ月超 100%  921  921

       

    11,071  2,438
       

 
　企業顧客に対する売掛金および契約資産

 

予想損失率  

2021年12月31日

総額での帳簿価額  

損失評価

引当金

％  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 １～６ヶ月 ３％  7,299  182

 ７～12ヶ月 21%  1,068  223

 １～２年 65%  948  619

 ２～３年 97%  364  355

３年超 100%  467  467

       

    10,146  1,846
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　企業顧客に対する売掛金および契約資産（続き）

 

予想損失率
 

2020年12月31日

総額での帳簿価額
 

損失評価

引当金

％  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 １～６ヶ月 ２％  6,031  124

 ７～12ヶ月 22%  1,120  232

 １～２年 67%  685  445

 ２～３年 100%  347  333

３年超 100%  324  324

       

    8,507  1,458
       

 

　2021年12月31日現在の売掛金および契約資産に対する損失評価引当金は、それぞれ5,051百万人民元および

19 百万人民元（2020年：4,434百万人民元および９百万人民元）である。2021年12月31日現在の損失評価引当

金のうち517百万人民元（2020年: 547百万人民元）は、上表における集合的計算ではなく、重要な残高を有す

る債務者または信用減損が生じている債務者について個別に実施したものである。

 

　予想損失率は、過去１年から３年の実際の損失実績をベースに、当該実績データを収集した期間の経済状況

と、現在の状況、債権の予想回収期間の経済状況に関する当グループの見解との相違を反映するよう調整を加

えている。

 

　売掛金に対する損失評価引当金勘定の増減は、以下の通りである。

 

  2021年  2020年

  百万

人民元

 百万

人民元     

       

 期首残高   4,434  4,692

 ECLの減損損失   1,689  1,382

直接償却額   (1,072)  (1,640)

       

 期末残高   5,051  4,434
       

 

(ii) 流動性リスク

 

　流動性リスクとは決済期日に債務に見合う資金が利用可能でないリスクであり、キャッシュ・インフローと

アウトフローの時期および金額の不一致により発生する。当グループでは、運転資本、債務の元本および利息

の支払、配当金の支払、資本的支出、および最短期間が３ヶ月から６ヶ月の新たな投資等の資金調達のニーズ

に応じるため、十分な現金残高およびコミットメントラインを維持することにより流動性リスクを管理してい

る。
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　以下の表は、当グループの金融負債およびリース負債の報告期間末日現在の契約上の満期日までの残

存期間を示しており、契約上の割引前キャッシュ・フロー（契約金利（変動金利の場合は報告期間の末

日の実勢金利）により算出した支払利息を含む）と、当グループに返済義務が生じる最短の日付を基に

している。

 
 2021年12月31日

帳簿価額  

契約上の割

引前キャッ

シュ・フ

ロー合計

１年以内ま

たは要求払

い

１年超２年

以内

２年超５年

以内 ５年超

百万

人民元

 百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元      

            

短期債務 2,821  2,870  2,870  -  -  -

長期債務 13,675  15,038  6,415  3,218  3,201  2,204

買掛金 114,895  114,895  114,895  -  -  -

未払費用およびその他の未払

金 35,111  35,241  35,241  -  -  -

リース負債 42,402  46,068  15,193  9,556  15,560  5,759

その他の非流動負債 34  34  12  22  -  -

            

 208,938  214,146  174,626  12,796  18,761  7,963
            

 
 2020年12月31日

帳簿価額  

契約上の割

引前キャッ

シュ・フ

ロー合計

１年以内ま

たは要求払

い

１年超２年

以内

２年超５年

以内 ５年超

百万

人民元

 百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元

百万

人民元      

            

短期債務 27,994  28,417  28,417  -  -  -

長期債務 25,348  27,805  1,410  17,838  5,609  2,948

買掛金 107,578  107,578  107,578  -  -  -

未払費用およびその他の未払

金 56,775  56,775  56,775  -  -  -

リース負債 40,647  43,896  14,449  13,363  12,110  3,974

            

 258,342  264,471  208,629  31,201  17,719  6,922
            

 
　経営者は、当グループの手許現金、営業活動からの予想キャッシュ・フローおよび利用可能な銀行の

信用枠(注記20)は当グループの運転資本の需要および返済期限が到来する借入金および債務の返済に対

して十分であると考えている。
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(iii) 金利リスク

 

　当グループの金利リスク・エクスポージャーは、主に短期債務および長期債務から生じている。当グループ

は、変動および固定利付債務により、それぞれキャッシュ・フロー金利リスクおよび公正価値金利リスクに晒

されている。当グループは市場金利の変動を厳重にモニタリングすることで金利リスク・エクスポージャーを

管理している。

 

以下の表は、当グループの報告期間末日の債務に関する金利プロファイルについて記載している。

 
 2021年12月31日  2020年12月31日

  

実効金利％

百万

人民元

 
実効金利％

 百万

人民元      

          

固定利付債務         

 短期債務  3.6  2,146  2.7  22,719

 長期債務  2.1  13,675  2.7  25,348

          

     15,821    48,067

          

 変動利付債務:         

 短期債務  3.7  675  3.3  5,275

          

     675    5,275

          

 債務合計    16,496    53,342
          

 
固定利付債務の債務合計

に対する割合
   95.9%    90.1%

 
　経営者は、上記のとおり2021年12月31日現在の当グループの短期債務および長期債務の95.9％（2020年12月

31日現在：90.1％）の金利が固定であることから、金利の低下または上昇による当グループの財政状態および

経営成績に対する重要な影響はないと見込んでいる。

 

(iv) 外国為替リスク

 

　外国為替リスクは、機能通貨以外の通貨建ての金融商品から生じる。当グループの為替リスク・エクスポー

ジャーは主に米ドル、ユーロおよび香港ドル建ての主として銀行預金および借入金に関連している。

 

　経営者は、2021年12月31日現在、当グループの現金および現金同等物の89.6％(2020年12月31日：73.0％)、

短期債務および長期債務の98.2％(2020年12月31日：99.3％)が人民元建であることから、外国通貨に対する人

民元高または人民元安による当グループの財政状態および経営成績に対する重要な影響はないと見込んでい

る。その他の通貨建て銀行借入金の詳細については注記20に記載している。
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41．資本管理

 

　当グループにおける資本管理の主な目的は、継続企業として存続する能力を維持し、リスクレベルに応じた商品・サー

ビスの価格決定および合理的コストでの資金調達手段の確保により、株主に対しては投資リターンを、その他の利害関係

者に対しては便益を提供し続けられるようにすることである。

 

　経営者は、定期的に資本構成の見直しおよび管理を行い、借入が高水準になる程株主リターンが高まり得ることと、健

全な資本基盤により得られる利点および安全性とのバランスを維持するとともに、経済状況の変化を踏まえた資本構成の

調整を行っている。

 

　経営者は、総資産総負債比率を基に資本構成の監視を行っている。当グループはここでいう総負債を短期債務と長期債

務の合計と定義している。総負債には、財務公司の中国電信グループからの預金残高2021年12月31日現在13,016百万人民

元およびリース負債同42,402百万人民元（2020年12月31日：9,826百万人民元および40,647百万人民元）は含めていな

い。2021年12月31日現在の当グループの総資産総負債比率は2.2％（2020年12月31日：7.5％）であり、経営者の想定の範

囲内にある。

 

　中国銀行保険監督管理委員会が定める資本要件が適用される財務公司を除き、当社および子会社のいずれにおいても、

外部から要求される資本要件はない。

 
 
42．財務活動から生じた負債の調整

 

　以下の表は、当グループの財務活動から生じた負債の変動（キャッシュを伴う変動と伴わない変動の両方を含む）の詳

細である。財務活動から生じた負債とは、キャッシュ・フロー（または将来キャッシュ・フロー）が当グループの連結

キャッシュ・フロー計算書において財務活動から生じたキャッシュ・フローに分類される負債である。

 

 短期債務

 

長期債務

 

リース

負債

 

未払

配当金

 

財務公司

への預金

 一定の資本

取引に関連

したその他

の未払金

 

合計

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元

 百万

人民元       

         （注(ⅰ))     

              

2020年１月１日現在残高 42,527  36,495  42,146  -  4,098  -  125,266

              

財務活動によるキャッ

シュ・フロー (14,533)  (11,400)  (12,738)  (9,304)  5,728  977  (41,270)

為替換算差損 -  (13)  (16)  -  -  -  (29)

新規のリース -  -  13,561  -  -  -  13,561

非支配持分の取得 -  -  -  -  -  1  1

非支配持分への分配 -  -  -  42  -  -  42

宣言配当金 -  -  -  9,262  -  -  9,262

その他 -  266  (2,306)  -  -  -  (2,040)

              

2020年12月31日現在残高 27,994  25,348  40,647  -  9,826  978  104,793
              

              

財務活動によるキャッ

シュ・フロー (23,473)  (12,091)  (14,035)  (8,551)  3,190  -  (54,960)

為替換算差損 -  (18)  (8)  -  -  -  (26)

新規のリース -  -  17,080  -  -  -  17,080

子会社の処分 (1,700)  -  (42)  -  -  -  (1,742)

非支配持分の取得 -  -  -  -  -  (978)  (978)

非支配持分への分配 -  -  -  116  -  -  116

宣言配当金 -  -  -  8,439  -  -  8,439

その他 -  436  (1,240)  -  -  -  (804)

              

2021年12月31日現在残高 2,821  13,675  42,402  4  13,016  -  71,918
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注:

 

(i）　　2021年12月31日現在の財務公司の預金残高13,016百万人民元（2020年12月31日：9,826百万人民元）は、未払費

用およびその他の未払金の中国電信グループに対する未払金に計上している（注記22）。

 

(ii） 　2021年12月31日終了年度における上表に記載の財務活動による正味キャッシュ・アウトフロー合計54,960百万人

民元（2020年：41,270百万人民元）のほか、その他の主な財務活動には2021年のA株募集による収入（発行費用控

除後）47,516百万人民元（2020年：なし）、 および当社子会社の財務公司が中国人民銀行に預入れた法定預金準

備金177百万人民元（2021年12月31日現在の短期銀行預金および制限付きの現金残高に計上）（2020年：837百万人

民元）が含まれる。

 
43．関連当事者間取引

 

(a)　中国電信グループとの取引

 

　当グループは中国の国有企業である中国電信集団公司の支配下の企業群の一部であり、中国電信グループのメン

バーとの間に重要な取引および事業関係を有している。

 

　中国電信グループとの主な取引は以下の通りである。これらの取引は、上場規則に基づく継続的関連取引を構成

するものであり、当社は上場規則第14A章に基づく開示要件を遵守している。これら継続的関連取引の詳細について

は 「重要事象」 の 「継続的関連取引」の項目 に開示している。

 

注  2021年 2020年

  百万

人民元

百万

人民元     

       

建設工学および設計サービス (i)  15,869  15,046

 付属サービスの受領 (ii)  22,613  18,903

 相互接続収益 (iii)  52  54

 相互接続費用 (iii)  131  123

 コミュニティ・サービスの受領 (iv)  3,899  3,682

 業務集約化サービスの正味取引額 (v)  962  268

 不動産リース収益 (vi)  50  45

 不動産リース関連費用 (vii)  636  581

 使用権資産の増加 (vii)  240  335

 リース負債の支払利息 (vii)  17  16

 情報技術サービスの提供 (viii)  1,186  556

 情報技術サービスの受領 (viii)  3,548  2,653

 電気通信機器および資材の購入 (ix)  4,105  3,567

 電気通信機器および資材の売却 (ix)  3,901  2,070

 インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス (x)  60  73

 中国電信グループからの借入金に係る支払利息* (xi)  356  975

 子会社処分により受け取った対価 (xii)  4,072  -

 決済およびデジタル・ファイナンス関連サービス (xiii)  802  -

 その他* (xiv)  218  243

 中国電信グループによる財務公司への預入(純額)* (xv)  3,190  5,728

 中国電信グループによる財務公司への預金に係る支払利息* (xv)  182  82

 財務公司から中国電信グループへの短期貸付金 (xv)  2,000  -

 財務公司から中国電信グループへの貸付金に係る受取利息 (xv)  1  -
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*　　　　これらの取引は、一般的な商業条件もとで、またはそれよりも好条件で、行われており、上場規則の規

則第14A.76条または第14A.90条に基づく報告、公表、独立株主の承認および／または年次レビューに係る

要求事項への遵守を完全に免除されている。

 

注:

 

(i）　　 中国電信グループにより提供される建設およびエンジニアリング、またデザインおよび監督サービスで

ある。

 

(ii）　　電気通信機器および設備の修繕ならびにメンテナンス、特定の顧客サービス等の付属サービスに関連す

る中国電信グループへの支払額および未払額である。

 

(iii）　 中国電信グループとの市内電話および国内長距離電話の相互接続のための受取額および未収額/支払額お

よび未払額である。

 

(iv）　　文化、教育、医療およびその他のコミュニティ・サービスに関連する中国電信グループへの支払額およ

び未払額である。

 

(v）　　 業務集約化サービスに関連する費用に関して、当社と中国電信グループ間の分担額（純額）である。業

務集約化サービスの純額の対価としての受取額または未収額である。

 

(vi）　　不動産のリースに関する中国電信グループに対する不動産リース手数料の受領額および未収額である。

 

(vii）　 中国電信グループからリースしている不動産に関する金額である。不動産リース関連費用には、短期

リースのリース料、少額資産のリース料、指数またはレートに応じて決まるものではない変動リース料、

および非リース構成部分に係る費用が含まれている。

 

(viii）　中国電信グループに対して提供する、または中国通信グループにより提供される情報技術サービスであ

る。

 

(ix）　　中国電信グループとの電気通信機器および資材の購入および売却、中国電信グループから提供される調

達サービスに対する支払手数料および未払額である。

 

(x）　　 インターネット・アプリケーション・チャンネル・サービス(電気通信チャンネル・サービス、アプリ

ケーション・サポート・プラットフォーム・サービス、請求・引落サービス等の提供を含む。)に関連する

中国電信グループに対する受領額および未収額である。

 

(xi）　　中国電信グループからの借入金(注記20)に関連する中国電信グループへの支払利息または未払利息であ

る。

 

(xii）　 子会社の処分に関して中国電信グループから受け取った対価である。

 

(xiii）　決済およびデジタル・ファイナンス関連サービスに関連して中国電信グループに対して支払ったまたは

支払い義務のある金額である。

 

(xiv）　 チベット自治区に所在する特定の移動通信ネットワーク設備、中国電信グループのサービス地域内にお

ける特定の省間光ファイバーおよび特定の土地利用権の使用に主に関連する中国電信グループに対する支

払額および未払額である。

 

(xv)　 　財務公司が中国電信グループに対して提供する金融サービス（貸出サービス、預金サービスおよびその

他のサービスを含む。）に関する金額である。
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　中国電信グループに対する債権/債務の要約は以下の通りである。

 

12月31日

 2021年 2020年

 百万

人民元

百万

人民元    

     

 売掛金  1,889  1,784

 契約資産  139  49

前払金およびその他の流動資産  2,716  1,189

      

中国電信グループに対する債権合計 4,744  3,022
      

      

 買掛金  21,015  19,272

 未払費用およびその他の未払金  15,249  11,279

 契約負債  198  217

 リース負債  501  489

 短期債務  -  11,164

 長期債務  -  11,000

      

 中国電信グループに対する債務合計  36,963  53,421
      

 

　短期債務、長期債務、未払費用およびその他の未払金に計上している財務公司の預金（注記42（i））以外の中

国電信グループに対する債権/債務は無利息・無担保であり、第三者が提示する条件と類似する契約条件に従い返

済している。中国電信グループに対する短期債務および長期債務に関する条件については、注記20に記載してい

る。

 

(b)　チャイナ・タワーとの取引

 

　チャイナ・タワーとの主な取引は以下の通りである。これらの取引は、上場規則にいう関連取引を構成しない。

 

注  2021年 2020年

  百万

人民元

百万

人民元     

       

通信塔資産リース関連費用 (i)  11,438  10,746

 使用権資産の増加 (i)  2,829  3,645

 リース負債に係る支払利息 (i)  630  805

 情報技術サービスの提供 (ii)  31  31

 

注:

 

(i)　　通信塔資産のリースに関する金額である。通信塔資産リース関連費用には、指数またはレートに応じて決ま

るものではない変動リース料および非リース構成部分に係る費用が含まれている。

 

(ii) 　チャイナ・タワーに提供する情報技術およびその他の付属サービスである。
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　チャイナ・タワーに対する債権/債務の要約は以下の通りである。

 

12月31日

 2021年 2020年

 百万

人民元

百万

人民元    

     

 売掛金  9  23

 前払金およびその他の流動資産  45  138

      

チャイナ・タワーに対する債権合計  54  161
      

    

 買掛金  3,914  4,344

 未払費用およびその他の未払金  1,596  1,192

 契約負債  3  3

 リース負債  13,806  19,798

      

 チャイナ・タワーに対する債務合計  19,319  25,337
      

 
　チャイナ・タワーに対する債権/債務は、無利息・無担保であり、第三者が提示する条件と類似する契約条件に

従って返済される。

 

(c)　経営幹部の報酬

 

　経営幹部とは、当グループの活動を直接的または間接的に計画、指示および支配する権限と責任を有する者であ

り、当グループの取締役および監査役が含まれる。

 

　下表は、当グループの経営幹部の報酬を要約したものである。

 

 2021年  2020年

   千人民元  千人民元

      

短期従業員給付  10,289  8,727

 退職後給付  1,032  628

      

   11,321  9,355
      

 

　上記の報酬額は、人件費に計上している。

 

(d)　中国におけるその他の政府関連企業との取引

 

　当グループは政府関連企業であり、現在政府当局、政府機関、政府関連企業およびその他組織(以下、総称して

「政府関連企業」という。)を通じて中国に直接または間接に支配されている企業が優位を占める経済体制において

事業を行っている。

 

　当グループは、親会社およびその兄弟子会社(注記43(a))ならびにチャイナ・タワー(注記43(b))との取引を除き、

その他の政府関連企業と合計では重要であるが、個別には重要でない以下の取引を行っている。ただし、必ずしも以

下に限定されない。

 

・　サービスの提供および受領(電気通信サービスを含むが、電気通信サービスに限定されない。)

・　製品、不動産およびその他の資産の売買
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・　資産のリース

・　預金および借入

・　公益事業の利用

 

　これらの取引は当グループの通常の事業の過程で政府関連企業以外の他の企業との取引条件と同等な条件に基づい

て行われている。当グループは、政府規定の料率に基づいてまたは必要に応じて商業上の交渉に基づいて電気通信

サービスおよび製品の価格を決定している。当グループはまた、取引先が政府関連企業であるか否かには関係なく、

製品およびサービスの購入に関する調達方針および承認プロセスを確立している。

 

　当社の取締役は上記の情報により関連当事者との取引について適切な開示を行っていると考えている。

 

44．個別財政状態計算書に関する情報

 

   12月31日

注 2021年 2020年

百万

人民元

百万

人民元    

資産

      

非流動資産

有形固定資産、純額   404,882  415,515

建設仮勘定   44,018  47,319

使用権資産   60,288  58,702

のれん   29,877  29,877

無形資産   18,093  16,810

子会社への投資 ９  30,716  16,045

関連会社または共同支配企業に対する持分   40,901  39,873

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品   921  865

繰延税金資産   6,196  7,802

その他の資産   6,832  4,569

     

非流動資産合計   642,724  637,377

     

流動資産      

棚卸資産   1,391  1,431

未収法人所得税   419  232

売掛金、純額   19,178  18,614

契約資産   600  443

前払金およびその他の流動資産   16,598  17,546

短期銀行預金および拘束預金   14  1,617

現金および現金同等物   50,812  12,104

      

流動資産合計   89,012  51,987

      

資産合計   731,736  689,364
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   12月31日

   2021年  2020年

   百万

人民元

 百万

人民元    

負債および資本      

      

流動負債      

短期債務   28,421  56,403

１年以内返済予定の長期債務   6,280  1,126

買掛金   105,447  102,528

未払費用およびその他の未払金   41,921  36,292

契約負債   63,439  57,506

未払法人所得税   196  87

１年以内返済予定のリース負債   13,555  12,896

      

流動負債合計   259,259  266,838

      

流動負債純額   (170,247)  (214,851)

      

流動負債控除後資産合計   472,477  422,526

      

非流動負債      

長期債務   7,395  24,222

リース負債   28,168  27,010

繰延税金負債   26,400  23,915

その他の非流動負債   1,382  1,561

      

非流動負債合計   63,345  76,708

      

負債合計   322,604  343,546
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   12月31日

 注  2021年  2020年

   百万

人民元

 百万

人民元    

資本      

株式資本   91,507  80,932

剰余金 26  317,625  264,886

      

資本合計   409,132  345,818

      

負債および資本合計   731,736  689,364
      

 

45．退職後給付制度

 

　中国の規則に規定されているように、当グループは従業員を対象とした地方自治体、自治区および省政府が組織した

様々な確定拠出型退職制度に加入している。2020年12月31日終了年度において、当グループは従業員の給与、賞与、特定

の手当の14％から20％の当該退職制度への拠出が義務付けられているが、中国政府はCovid-19の大流行への耐久力および

雇用安定化のための企業支援として、Covid-19の影響を受ける特定の期間について当該拠出の一定割合を免除する決定を

行っている。制度の加入者は、退職日における給与水準の一定比率の年金を受け取る権利を有する。これ以外に、当グ

ループは、従業員の給与、賞与、特定の手当に対して固定割合での拠出を退職制度に行うことが必要な、外部の独立団体

が運営する補足的な確定拠出型退職制度にも加入している。当グループは、これらの毎年の拠出以外に、これらの制度に

関連するその他の重要な年金の支払義務はない。当グループは2021年12月31日終了年度において、現在の拠出水準の引き

下げのために利用可能な拠出金の放棄は行っていない（2020年：なし）。

 

　2021年12月31日終了年度の当グループの上述の制度への拠出額は、9,042百万人民元（2020年12月31日：6,599百万人民

元）であった。

 

　2021年12月31日現在、上述の確定拠出型退職制度に対する未拠出額は、737百万人民元 (2020年12月31日: 746百万人民

元) であった。

 

46．株式増価受益権

 

　当社は、経営幹部に対してインセンティブを提供する目的で、株式増価受益権制度を導入している。この制度では、１

単位につきＨ株１株相当の株式増価受益権を付与する。株式増価受益権制度のもとでは株式は発行されない。受益者は、

株式増価受益権の行使時に、行使した株式増価受益権の数に、行使日における行使価格とＨ株の市場価格との差額を乗じ

た金額相当の香港ドル建金額を行使日の為替レートで換算した人民元建の現金（適用される源泉徴収税を控除後）で受領

する。当グループは、該当する期間にわたり株式増価受益権の報酬費用を認識している。

 

　2018年11月に当社は、2,394百万ユニットの株式増価受益権を適格従業員に付与することを承認した。かかる付与条件の

下では、全ての株式増価受益権は付与日から５年間の契約上の期間を有し、１ユニット当たりの行使価格は3.81香港ドル

である。株式増価受益権の受権者は、2020年11月から段階的にかかる権利を行使できる。付与日から３年目、４年目及び

５年目の応当日において、行使される株式増価受益権の総数は、その者に付与された総株式増価受益権数のそれぞれ

33.3％、66.7％及び100.0％を超えてはならない。

 

　2021年３月、当社は、株式増価受益権に係るフェーズIIインセンティブ・スキームの導入および適格従業員に対して約

24億ユニットの株式増価受益権を付与することを承認した。かかる付与の条件に基づき、全ての株式増価受益権は、付与

日から５年間の契約上の存続期間及び１ユニットあたり2.686香港ドルの行使価格を有している。

 

　貸借対照表日現在、当社は、二項モデルを用いて株式増価受益権の公正価値を算定している。付与された株式増価受益

権の公正価値を算定するにあたって当該モデルのインプットには、付与日の終値、行使価格、満期までの年数、予想ボラ

ティリティ、無リスク金利、配当性向、予想行使日の下限価格、予想離職率が含まれる。
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表示期間における株式増価受益権の変動は、次の通りである。

 

2021年  2020年

   

１月１日現在 2,317,800,000  2,326,135,000

付与  2,401,745,000  -

放棄  (2,985,000)  (8,335,000)

行使  -  -

失効  -  -

     

12月31日現在  4,716,560,000  2,317,800,000
     

 

　2021年および2020年12月31日終了年度において行使された株式増価受益権はなかった。当グループが2021年12月31日終

了年度に認識した株式増価受益権に関する報酬費用は505百万人民元である。当グループが2020年12月31日終了年度に戻入

れた株式増価受益権に関する報酬費用は101百万人民元である。

 

　2021年12月31日現在、株式増価受益権により発生した負債の帳簿価額は571百万人民元（2020年12月31日：65百万人民

元）であった。

 

47．会計上の見積りおよび判断

 

　当グループの財政状態および経営成績は、連結財務諸表作成の基礎となる会計処理方法、仮定および見積りの影響を受

ける。経営者は、過去の経験および経営者が合理的と考えるその他の要因を判断および見積りの基礎としており、これら

は他の情報源から直ちに明らかにならない事項について判断する際の根拠となる。経営者は見積りを継続的に評価してい

る。事実、状況及び条件の変更により、実績がかかる見積りと異なる可能性がある。

 

　重要な会計方針の選択、会計方針の適用に影響を及ぼす判断およびその他の不確実性、条件および仮定の変更に対する

報告業績の感応度は、連結財務諸表を検討する際に考慮すべき要因となる。重要な会計方針は注記３に記載している。経

営者は、以下の重要な会計方針には、連結財務諸表の作成に使用した最も重要な判断および見積りが含まれていると考え

ている。

 

売掛金のECLに対する引当金

 

　当グループは、売掛金のECLの算定に引当マトリクスを使用している。引当率は、損失パターンが類似するさまざまな債

務者をグルーピングした、期日到来時の顧客の過去の支払実績および現在の支払能力に基づいている。引当マトリクス

は、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な、合理的で裏付け可能な将来予測的情報を考慮した、当グループの過去の

信用損失の実績に基づいている。過去に損失率は年次で再検討され、将来予測的な情報における変動が考慮される。当グ

ループは、企業顧客の将来予想的情報を考慮した様々なマクロ経済シナリオを勘案し、以下の３つの経済シナリオ及び関

連する将来予想的要因による加重を適用している。表示期間においては、「ニュートラル」、「ポジティブ」および「ネ

ガティブ」の各シナリオについて、それぞれ加重係数として60％、20％および20％を設定している。当グループは、ECLの

算定に使用する仮定を定期的にモニタリングし、見直しを行っている。当該仮定には、景気後退リスク、外部市場環境・

技術環境の変化及び顧客の状況、小売物価指数 (RPI) 、生産者物価指数 (PPI) 及び国内総生産 (GDP) 等が含まれる。ま

た、残高に重要性のある売掛金または信用減損のある売掛金については、ECLを個別に評価している。

 

　ECL引当金は、見積りの変更の影響を受ける。ECLおよび当グループの売掛金に関する情報は、注記40および16に開示し

ている。

 
のれんおよび長期性資産の減損

 

　長期性資産の帳簿価額を回収できない可能性を示す状況が生じた場合、当該資産は「減損している」と判断され、注記

３(h)に記載の長期性資産の減損の会計方針に従い減損損失を認識することになる。当グループの有形固定資産、耐用年数

を確定できる無形資産、建設仮勘定、使用権資産および契約資産等の長期性資産の帳簿価額を定期的に見直し、減損の兆
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候の有無を判断している。これらの資産は、計上している帳簿価額の回収可能性に疑義を示す事象または状況の変化が生

じた場合に減損テストを実施する。のれんに関しては、毎年、各報告期間の末日に減損テストを実施する。資産または資

金生成単位の回収可能価額とは、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い金額である。資産が他の資産の

キャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生成しない場合には、独立したキャッシュ・フローを生成す

る最小の資産グループ（すなわち、資金生成単位）で回収可能価額を算定する。使用価値の算定に際しては、資産から生

成される将来予想キャッシュ・フローを現在価値に割り引く。資産または資金生成単位の帳簿価額が見積回収可能価額を

上回る場合には、減損損失を認識する。当グループの長期性資産は、市場相場価格を容易に入手できない場合があること

から、公正価値の正確な見積りは困難である。使用価値の算定は資産から生成される将来予想キャッシュ・フローの現在

価値への割引により行うが、これには収益水準、営業費用の金額、および適用される割引率に関する重要な判断が必要と

なる。経営者は、回収可能価額の合理的見積額の算定には容易に入手可能なすべての情報を利用している。

 

　2021年12月31日終了年度に長期性資産の帳簿価額に対して設定した重要な減損損失引当金はない。2020年12月31日終了

年度に、主に3G資産について個別の資産ごとに減損テストを実施した結果、有形固定資産（注記４）の帳簿価額に対して

減損損失引当金5,042百万人民元を設定している。

 

　資金生産単位に含まれる資産の回収可能価額の算定には、将来キャッシュ・フロー、収益水準、営業費用の金額、およ

び適用される割引率の見積りの重要な判断を必要とする。これらの見積りの変更は、資産の帳簿価額に重要な影響を与

え、将来年度において追加の減損損失または戻入れとなる可能性がある。さらに、Covid-19の大流行の今後の進展および

変化ならびに金融市場のボラティリティに関する不確実性により、財務予算、成長率および割引率の不確実性は当年度に

一層高まっている。

 
減価償却費および償却費

 

　有形固定資産および耐用年数を確定できる無形資産は、見積残存価額を考慮後、資産の見積耐用年数にわたり定額法で

減価償却および償却している。経営者は、資産の見積耐用年数および残存価額について毎年見直し、報告期間に計上すべ

き減価償却費および償却費を算定している。耐用年数および残存価額は、類似資産の当グループの過去の経験を基に、予

想される技術的変化を考慮している。前回の見積りから著しい変化がある場合には、将来の期間にわたり減価償却費およ

び償却費を修正している。
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48．2021年12月31日終了年度に公表済だが未発効の新基準および修正基準により発生し得る影響

 

　IASBは、当連結財務諸表の公表日までに、以下の新基準および修正基準を公表している。これらの新基準および修正基

準は、2021年12月31日終了年度では未発効であり、当グループで早期適用もしていない。

 
 

以下の日以後に開始

する会計年度に発効

   
IFRS第17号「保険契約」 2023年1月1日

   
IAS第16号「有形固定資産」の修正（有形固定資産：意図された使用の前に発

生する利益）  

2022年1月1日

   
IFRS第３号「企業結合」の修正（概念フレームワークへの参照）  2022年1月1日

 
IAS第37号「引当金、偶発債務及び偶発負債」の修正（不利な契約：契約履行

のコスト）  

2022年1月1日

   
IFRS基準の年次改善2018－2020年 2022年1月1日

   
IAS第１号「財務諸表の表示」の修正（負債の流動または非流動への分類）  2023年1月1日

   
IAS第１号「財務諸表の表示」およびIFRS実務記述書第２号「重要性の判断の

行使」の修正（会計方針の開示）  

2023年1月1日

   
IAS第８号「会計方針、会計上の見積りの変更及び誤謬」の修正（会計上の見

積りの定義）  

2023年1月1日

   
IAS第12号「法人所得税」の修正（単一の取引から生じる資産および負債に係

る繰延税金）  

2023年1月1日

   
IFRS第10号「連結財務諸表」およびIAS第28号「関連会社及び共同支配企業へ

の投資」の修正（投資者とその関連会社又は共同支配企業の間での資産

の売却又は拠出）  

今後決定予定

 
　当グループは、IASBが公表済みだが2021年12月31日終了年度では未発効の新基準および修正基準の適用による影響につ

いて評価している最中である。現在、当グループは、これらの新基準および修正基準の適用が財政状態および経営成績に

重要な影響を与える可能性は低いと考えている。

 

49．後発事象

 

　2021年５月７日、ニューヨーク証券取引所は米国証券取引委員会に対してForm 25を提出し、2021年５月18日をもって当

社の米国預託株式の上場廃止が効力を生じた。2021年９月９日、当社取締役会は米国預託株式プログラムを終了すること

を決議し、これは2021年12月８日 (米国東部時間) をもって効力を生じた。米国預託株式の上場廃止および米国預託株式

プログラムの終了を踏まえ、当社は米国預託株式の登録を抹消し、1934年米国証券取引法 (以下 「米国証券取引法」) に

基づく報告義務を終了させるべく、2022年２月25日に米国証券取引委員会に申請書（Form15F）を提出した。米国証券取引

法に基づく当社の当該報告義務は、上記の申請書提出時点で直ちに一時停止された。当該の登録抹消および報告義務終了

の申請は、当社が申請を取り下げない限り、または米国証券取引委員会が申請に反対しない限りにおいて、申請書提出か

ら90日後に発効する見込みである。

 

50．親会社および最終的な持株会社

 

　2021年12月31日現在の当社の親会社および最終持株会社は、中国で設立された国有企業の中国電信集団公司である。
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２【主な資産・負債及び収支の内容】

第６　１．(5）「連結財務諸表注記」参照。

 

３【その他】

 

(1）決算日後の状況

「第６ 経理の状況‐１．財務書類‐(5) 連結財務諸表注記‐49．後発事象」を参照。

 

(2）訴訟等

「第６ 経理の状況‐１．財務書類‐(5) 連結財務諸表注記‐39．コミットメントおよび偶発事象」を参照。
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４【国際財務報告基準と日本の会計原則の相違】

 

本書記載の財務書類は、国際財務報告基準（以下「IFRS」という）に準拠して作成されている。IFRSは、日本において一般

に公正妥当と認められる会計原則とはいくつかの点で相違しており、その主な相違は以下に要約されている。

 

（1）連結手続

（a） 連結会社間の会計方針の統一

　IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、親会社は、類似の状況における同様の取引および他の事象に関し、統一

された会計方針を用いて、連結財務諸表を作成しなければならない。在外子会社の財務諸表は、それぞれの国で認められてい

る会計原則を使用して作成されている場合でも、連結に先立ち、親会社が使用するIFRSに準拠した会計方針に一致させるよう

必要なすべての修正および組替が行われる。また、国際会計基準（以下「IAS」という。）第28号「関連会社および共同支配企

業に対する投資」に基づき、関連会社または共同支配企業が類似の状況における同様の取引および事象に関して、企業とは異

なる会計方針を用いている場合には、企業が持分法を適用するために関連会社または共同支配企業の財務諸表を用いる際に、

関連会社または共同支配企業の会計方針を企業の会計方針に合わせるための修正を行わなければならない。

 

　日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結財務諸表を作成する場合、同一環境下で

行われた同一の性質の取引等について、親会社および子会社が採用する会計方針は、原則として統一しなければならない。た

だし、実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外子会社

の財務諸表がIFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合、および国内子会社が指定国際会計基準または修正国際

基準に準拠した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開示している場合には、一定の項目（のれんの償却、退職給付

会計における数理計算上の差異の費用処理、研究開発費の支出時費用処理など）の修正を条件に、これを連結決算手続上利用

することができる。

関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、同一環境下で行われた同一の性質の取引等に

ついて、投資会社（その子会社を含む。）および持分法を適用する被投資会社が採用する会計方針は、原則として統一する。

ただし、実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外関連会社の財務諸表が

IFRSまたは米国会計基準に準拠して作成されている場合、および国内関連会社が指定国際会計基準または修正国際基準に準拠

した連結財務諸表を作成して有価証券報告書により開示している場合については、当面の間、実務対応報告第18号で規定され

る在外子会社等に対する当面の取扱いに準じて行うことができる。

 

（b）報告日の統一

　IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、連結財務諸表作成に用いる親会社およびその子会社の財務諸表は、同じ

報告日としなければならない。親会社の報告期間の期末日が子会社と異なる場合、子会社は、実務上不可能な場合を除いて、

連結のために親会社の財務諸表と同日現在の追加的な財務諸表を作成して、親会社が子会社の財務情報を連結できるようにす

る。実務上不可能な場合には、親会社は子会社の直近の財務諸表を用いて子会社の財務情報を連結しなければならないが、当

該財務諸表の日付と連結財務諸表の日付との間に生じた重要な取引または事象の影響について調整する。いかなる場合でも、

子会社の財務諸表と連結財務諸表の日付の差異は３ヶ月を超えてはならず、報告期間の長さおよび財務諸表の日付の差異は毎

期同一でなければならない。

　また、関連会社および共同支配企業については、IAS第28号「関連会社および共同支配企業に対する投資」に基づき、企業が

持分法を適用する際には、関連会社または共同支配企業の直近の利用可能な財務諸表を使用する。企業の報告期間の末日が関

連会社または共同支配企業と異なる場合には、関連会社または共同支配企業は、実務上不可能な場合を除いて、企業の使用の

ために、企業の財務諸表と同じ日付で財務諸表を作成する。子会社と同様に、持分法を適用する際に用いる関連会社または共

同支配企業の財務諸表を企業と異なる日付で作成する場合には、その日付と企業の財務諸表の日付との間に生じた重要な取引

または事象の影響について調整を行わなければならない。いかなる場合にも、関連会社または共同支配企業の報告期間の末日

と企業の報告期間の末日との差異は３ヶ月以内でなければならない。報告期間の長さとその末日の差異は毎期同じでなければ

ならない。
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　日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、子会社の決算日と連結決算日の差異が３ヶ月

を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。ただし、この場合には、子会社の決算

日と連結決算日が異なることから生じる連結会社間の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行う。

　関連会社についても、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」に従い、投資会社は、関連会社の直近の財務諸表を

使用する。投資会社と関連会社の決算日に差異があり、その差異の期間内に重要な取引または事象が発生しているときには、

必要な修正または注記を行う。

 

（2）連結の範囲および持分法の適用範囲

 

（a）連結の範囲および持分法の適用範囲

　IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に基づき、支配を有する会社（子会社）に対しては連結対象とし、IAS第28号「関連

会社および共同支配企業に対する投資」に基づき、投資先に対して共同支配または重要な影響力を有する企業は、関連会社ま

たは共同支配企業に対する投資を持分法で会計処理しなければならない。IFRS第10号では、投資者が、投資先に対するパ

ワー、投資先への関与により生じる変動リターンに対するエクスポージャーまたは権利を有し、かつ、投資者のリターンの額

に影響を及ぼすように投資先に対するパワーを用いる能力を有している場合には、投資先を支配していると判定される。IAS第

28号では、重要な影響力とは、投資先の財務および営業の方針決定に参加するパワーであるが、当該方針に対する支配または

共同支配ではないものと定めている。

またIFRS第12号「他の企業への関与の開示」では、「組成された企業」（特別目的事業体と類似の性格を有すると考えられ

る。）を「誰が企業を支配しているのかの決定に際して、議決権又は類似の権利が決定的な要因とならないように設計された

企業」と定義し、組成された企業への関与についての開示要求事項を定めている。組成された企業は、上記IFRS第10号の支配

の概念に照らし、投資者が組成された企業を支配していると判定される場合には、連結の範囲に含めることになる。

 

　日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、実質支配力基準により連結の範囲が決定さ

れ、支配の及ぶ会社（子会社）は連結の範囲に含まれる。ただし、子会社のうち支配が一時的であると認められる企業、また

は連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業については、連結の範囲に含めないこととされて

いる。また、非連結子会社および重要な影響力を与えることができる会社（関連会社）については、持分法の適用範囲に含め

る。なお、日本でも、連結財務諸表上、共同支配投資企業は、共同支配企業に対する投資について持分法を適用する。

　また、日本では、特別目的会社については、企業会計基準第22号および企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表におけ

る子会社および関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に基づき、特別目的会社が適正な価額で譲り受けた資産から生ずる

収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者に享受させることを目的として設立され、当該特別目的会社の事業がその目

的に従い適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に資産を譲渡した会社から独立しているものと認め、当該特別目的

会社に資産を譲渡した会社の子会社に該当しないものと推定される。したがって、当該要件を満たす特別目的会社は、連結の

範囲に含まれないことになる。ただし、このように連結の範囲に含まれない特別目的会社については、企業会計基準適用指針

第15号「一定の特別目的会社に係る開示に関する適用指針」に基づき、当該特別目的会社の概要、当該特別目的会社を利用し

た取引の概要、当期に行った当該特別目的会社との取引金額または当該取引の期末残高等の一定の開示を行うことが、特別目

的会社に資産を譲渡した会社に求められている。

 

（b）連結の例外

　IFRSでは、IFRS第10号「連結財務諸表」に従い、親会社が投資企業の定義に該当する場合には、一定の場合を除き子会社を

連結してはならず、それに代えて、子会社に対する投資をIFRS第９号「金融商品」に従い純損益を通じて公正価値で測定しな

ければならない。

　なお、投資企業の親会社は、投資企業である子会社を通じて支配している企業を含めて、支配しているすべての企業を連結

しなければならない。ただし、親会社自身が投資企業である場合を除く。
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　日本では、企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第22号「連結財務諸表にお

ける子会社および関連会社の範囲の決定に関する適用指針」に従い、親会社が、財務上または営業上もしくは事業上の関係か

らみて他の企業の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合には、当該他の企業を子会社に該当し

ないものとして取り扱うことができる。

 

（3）非支配持分

 

　IFRSでは、IFRS第３号「企業結合」に基づき、企業結合ごとに取得企業は、取得日現在で、被取得企業に対する非支配持分

のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているものを、以下のいずれ

かで測定しなければならない。

(a) 公正価値

(a) 被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する現在の所有権金融商品の比例的な取り分

　非支配持分の他のすべての内訳項目は、他の測定基礎がIFRSで要求されている場合を除き、取得日の公正価値で測定しなけ

ればならない。

　また、子会社に対する親会社の所有持分の変動（非支配持分との取引）で支配の喪失とならない場合には資本取引として会

計処理される。

 

　日本では、IFRSのように非支配株主持分を公正価値で測定する方法は認められておらず、非支配株主持分は取得日における

被取得企業の識別可能純資産の時価に対する非支配株主の持分で測定される。

 

（4）他の企業への関与の開示

 

　IFRSでは、IFRS第12号「他の企業への関与の開示」に従い、次の事項に関する開示が要求されている。

(a) 重大な判断および仮定（支配、共同支配および重要な影響力等を決定する際に行った重大な判断および仮定）

(b) 子会社への関与（企業集団の構成、非支配持分が企業集団の活動およびキャッシュ・フローに対して有している関与、企業

集団の資産へのアクセス等に対する重大な制限の内容および程度、連結した組成された企業への関与に関連したリスクの内

容、所有持分の変動）

(c) 共同支配の取決めおよび関連会社への関与（共同支配の取決めおよび関連会社への関与の内容、程度および財務上の影響、

ならびに当該関与に関連したリスク）

(d) 非連結の組成された企業への関与（非連結の組成された企業への関与の内容および程度、ならびに当該関与に関連したリス

クの内容および変動）

 

　日本では、上記に関して包括的に規定する会計基準はないが、連結の範囲に含まれない特別目的会社に関する開示や、企業

会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、連結の範囲に含めた子会社、非連結子会社に関する事項その他

連結の方針に関する重要な事項およびこれらに重要な変更があったときは、その旨およびその理由について開示することが要

求されている。

 

（5）企業結合

 

　IFRSでは、IFRS第３号「企業結合」に基づき、すべての企業結合に取得法が適用されている（共同支配の取決め自体の財務

諸表における共同支配の取決めの形成の会計処理、共通支配下の企業または事業の結合、および事業を構成しない資産または

資産グループの取得を除く。）。取得法では、取得日において、取得企業は識別可能な取得した資産および引き受けた負債

を、原則として、取得日公正価値で認識する。

 

　日本でも、企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」に基づき、すべての企業結合（共同支配企業の形成および共

通支配下の取引を除く。）はパーチェス法（取得法に類似する方法）で会計処理されている。

　ただし、IFRSと日本基準の間には、主に以下の差異が存在する。
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(a）条件付対価の処理

　IFRSでは、取得企業は条件付対価を、被取得企業との交換で移転した対価に含め、取得日公正価値で認識しなければならな

い。また、条件付対価の公正価値に事後的な変動があった場合でも、一定の場合を除き、のれんの修正は行わない。

 

　日本では、条件付取得対価の交付もしくは引渡しまたは返還が確実となり、その時価が合理的に決定可能となった時点で、

支払対価を取得原価として追加的に認識するかまたは返還される対価の金額を取得原価から減額するとともに、のれんの修正

を行う。

 

(b）のれんの当初認識および非支配持分の測定

　IFRSでは、企業結合ごとに以下のいずれかの方法を選択できる。

・　非支配持分も含めた被取得企業全体を公正価値で測定し、のれんは非支配持分に帰属する部分も含めて測定する方法（全

部のれん方式）

・　非支配持分のうち、現在の所有持分であり、清算時に企業の純資産に対する比例的な取り分を保有者に与えているもの

は、被取得企業の識別可能純資産の認識金額に対する比例持分相当額として測定し、のれんは取得企業の持分相当額につ

いてのみ認識する方法（購入のれん方式）

 

　日本では、IFRSのように非支配株主持分自体を時価評価する処理（全部のれん方式）は認められておらず、のれんは、取得

原価が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を超過する額として算定される（購入のれん方式）。

 

(c）のれんの償却

　IFRSでは、のれんの償却は行わず、のれんは、IAS第36号「資産の減損」に従い、毎期および減損の兆候がある場合はその都

度、減損テストの対象になる。

 

　日本では、原則として、のれんの計上後20年以内に、定額法その他の合理的な方法により規則的に償却する。ただし、金額

に重要性が乏しい場合には、当該のれんが生じた事業年度の費用として処理することができる。のれんの未償却残高は、減損

処理の対象となる。

 

（6）金融商品の分類および測定

 

　IFRSでは、IFRS第９号「金融商品」により、金融資産および金融負債を以下のように分類し、測定することが要求されてい

る。

　金融資産については、金融資産の管理に関する企業の事業モデルおよび金融資産の契約上のキャッシュ・フロー上の特性の

両方に基づき、以下のように事後測定するものに分類しなければならない。

（a） 償却原価で事後測定するもの： 契約上のキャッシュ・フローを回収することを保有目的とする事業モデルの中で保有さ

れ、契約条件により元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッシュ・フローが所定の日に生じる場合。

（b） その他の包括利益を通じて公正価値で事後測定するもの： 契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目

的が達成される事業モデルの中で保有され、契約条件により元本および元本残高に対する利息の支払のみであるキャッ

シュ・フローが所定の日に生じる場合。

（c） 純損益を通じて公正価値で事後測定するもの： 上記以外の場合。

　ただし、企業は、当初認識時に、売買目的保有または企業結合における取得者によって認識される条件付対価ではない資本

性金融商品の公正価値の事後変動をその他の包括利益に表示するという取消不能の選択を行うことができる。

　金融負債（公正価値オプションおよび負債であるデリバティブ等を除く。）については、償却原価で事後測定するものに分

類しなければならない。

　またIFRS第９号では、会計上のミスマッチを除去または大幅に低減するなどの一定の要件を満たす場合、当初認識時に金融

資産および金融負債を純損益を通じて公正価値で測定するものとして取消不能の指定をすることができる（公正価値オプショ

ン）。

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、金融資産および金融負債は以下のように測定され

る。

・　売買目的有価証券は、時価で測定し、時価の変動は純損益に認識される。

・　個別財務諸表においては、子会社株式および関連会社株式は、取得原価で計上される。

・　満期保有目的の債券は、取得原価または償却原価で測定される。
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・　その他有価証券（売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券）は、時価で

測定し、時価の変動額は

a） 純資産に計上され売却、減損あるいは回収時に損益計算書に計上されるか、または

b） 個々の証券について、時価が原価を上回る場合には純資産に計上し、下回る場合には損益計算書に計上する。

・　時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券については、それぞれ次の方法による。

a）社債その他の債券の貸借対照表価額は、債権の貸借対照表価額に準ずる（即ち、取得原価または償却原価で測定され

る）。

b）社債その他の債券以外の有価証券は、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券についての取り扱いは、企業会計基準第30号「時価の算定

に関する会計基準」等の適用開始に合わせて削除される。同会計基準等の適用開始以降は、市場価格のない株式等につい

て、取得原価をもって貸借対照表価額とすることが求められる。

・　貸付金および債権は、取得原価または償却原価で測定される。

・　金融負債は債務額で測定される。ただし、社債については、社債金額よりも低い価格または高い価格で発行した場合な

ど、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、償却原価法に基づいて算定された価額で評価しなければならない。

　IFRSで認められている公正価値オプションに関する規定はない。

 

（7）金融資産の認識の中止

 

　IFRSでは、IFRS第９号「金融商品」に従い、（1）資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上の権利が消滅した時、

または（2）金融資産を譲渡し、かつ①企業が金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてを他の当事者に移転し

た時、もしくは②企業がリスクと経済価値のほとんどすべてを移転も保持もしないが金融資産に対する支配を保持していない

場合、当該金融資産の認識を中止する。企業がリスクと経済価値のほとんどすべてを移転しないが保持もせず、譲渡された資

産を支配し続ける場合には、企業は資産に対する留保持分と関連して支払う可能性がある負債を認識する。企業が、譲渡され

た金融資産のほとんどすべてのリスクと経済価値を保持している場合には、企業は金融資産の認識を継続する。

 

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、譲渡金融資産の財務構成要素ごとに、支配が第三者

に移転しているかどうかの判断に基づいて、当該金融資産の認識の中止がなされる。

 

（8）金融商品の分類変更

 

　IFRSでは、IFRS第９号「金融商品」に従い、金融資産の管理に関する事業モデルを変更した場合にのみ、影響を受けるすべ

ての金融資産を同基準に定める分類方法に従って分類変更することが求められている。金融負債の分類変更を行うことは認め

られていない。

 

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」に従い、売買目的または売却可能（その他有価証券）から満

期保有目的への分類変更は認められず、売買目的から売却可能（その他有価証券）への分類変更については、正当な理由があ

る限られた状況（例えば、トレーディング業務の廃止を決定した場合に、売買目的として分類していた有価証券をすべて売却

可能（その他有価証券）に分類変更することができる）においてのみ認められている。
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（9）金融商品の公正価値の開示

 

　IFRSでは、IFRS第７号「金融商品：開示」に基づき、当該基準の対象となるすべての金融資産および金融負債について以下

の開示を行うことが要求されている。

(a) 企業の財政状態および業績に対する金融商品の重要性

(b) 企業が当期中および報告期間の末日現在で晒されている金融商品から生じるリスクの内容および程度ならびに企業の当該リ

スクの管理方法

 

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」および企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開

示に関する適用指針」に基づき、時価等の開示がすべての金融商品に求められ、かつ金融商品から生じるリスクについての開

示も求められている。ただし、金融商品から生じるリスクのうち市場リスクに関する定量的開示が求められているのは、金融

商品から生じるリスクが重要な企業（銀行・証券会社等）が想定されている。

 

（10）公正価値測定

 

　IFRSでは、IFRS第13号「公正価値測定」は、一定の場合を除き、他のIFRSが公正価値測定または公正価値測定に関する開示

（および、売却コスト控除後の公正価値のような、公正価値を基礎とする測定または当該測定に関する開示）を要求または許

容している場合に適用される。IFRS第13号では、公正価値を「測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を

売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格」と定義している。また、IFRS第13号

は、公正価値の測定に用いたインプットの性質に基づき３つのヒエラルキーに分類し、公正価値測定を当該ヒエラルキー別に

開示することを求めている。

 

　日本では、2019年7月4日に企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」およびその適用指針である企業会計基準適

用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」ならびに関連する基準および適用指針の改正（合わせて「本会計基

準等」）が公表され、2021年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首からの適用が求められており、早期適用

も認められている。本会計基準等はIFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れている。ただし、これまで我が国で行われて

きた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めてい

る。なお、本会計基準等は、（1）改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」における金融商品および（2）改正

企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関する会計基準」におけるトレーディング目的で保有する棚卸資産を対象としている。

　本会計基準等が公表されるまでは、時価の算定（公正価値測定）について包括的に規定する会計基準はなく、各会計基準に

おいて時価の算定方法が個別に定められていた。金融商品の時価については、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基

準」において、時価とは公正な評価額をいい、市場価格に基づく価額、市場価格がない場合には合理的に算定された価額と定

義されていた。また、評価技法に用いるインプットのレベルに基づき時価を分類することは求められていなかった。

 

（11）資産の減損

 

（a） 固定資産の減損

　IFRSでは、IAS第36号「資産の減損」に従い、資産または資金生成単位に減損の兆候が認められ、その資産または資金生成単

位の回収可能価額（処分コスト控除後の公正価値と使用価値（資産または資金生成単位から生じると見込まれる見積将来

キャッシュ・フローの現在価値）のいずれか高い金額）が帳簿価額を下回ると見積られる場合に、その差額を減損損失として

認識する。減損損失計上後、一定の条件が満たされた場合、のれんに対して認識された減損を除き、減損損失の戻入れが要求

される。なお、耐用年数を確定できない無形資産やのれんについては、減損の兆候の有無にかかわらず、毎年減損テストを実

施しなければならない。

 

　日本では、企業会計審議会公表の「固定資産の減損に係る会計基準」に従い、資産または資産グループの減損の兆候が認め

られ、かつ割引前将来キャッシュ・フローの総額（20年以内の合理的な期間に基づく）が帳簿価額を下回ると見積られた場合

に、その資産または資産グループの回収可能価額（正味売却価額と使用価値（資産または資産グループの継続的使用と使用後

の処分によって生じると見込まれる将来キャッシュ・フローの現在価値）のいずれか高い方の金額）と帳簿価額の差額につき

減損損失を認識する。減損損失の戻入れは認められない。

 

（b） 金融資産の減損
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　IFRSでは、IFRS第９号「金融商品」に従い、償却原価で事後測定される金融資産またはその他の包括利益を通じて公正価値

で事後測定される金融資産、リース債権、契約資産、純損益を通じて公正価値で事後測定されないローン・コミットメントお

よび金融保証契約について、予想信用損失に対する損失評価引当金を認識しなければならない。その他の包括利益を通じて公

正価値で事後測定される金融資産に係る損失評価引当金はその他の包括利益に認識し、財政状態計算書における当該金融資産

の帳簿価額を減額してはならない。

　各報告日における金融商品に係る損失評価引当金は、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大している

場合には、全期間の予想信用損失に等しい金額で測定し、当該金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大してい

ない場合には、12ヶ月の予想信用損失に等しい金額で測定しなければならない。

　各報告日において、企業は、金融商品に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大したかどうかを評価しなければならな

い。この評価を行う際に、企業は、予想信用損失の金額の変動ではなく、当該金融商品の予想存続期間にわたる債務不履行発

生のリスクの変動を用いなければならない。この評価を行うために、企業は、報告日現在での当該金融商品に係る債務不履行

発生のリスクを当初認識日現在での当該金融商品に係る債務不履行発生のリスクと比較し、当初認識以降の信用リスクの著し

い増大を示す、過大なコストや労力を掛けずに利用可能な合理的で裏付け可能な情報を考慮しなければならない。

　予想信用損失の測定に当たっては、次のものを反映する方法で見積らなければならない。

・　一定範囲の生じ得る結果を評価することにより算定される、偏りのない確率加重金額

・　貨幣の時間価値

・　過去の事象、現在の状況および将来の経済状況の予測についての、報告日において過大なコストや労力を掛けずに利用可

能な合理的で裏付け可能な情報

　報告日現在の損失評価引当金を本基準に従って認識が要求される金額に修正するために必要となる予想信用損失（または戻

入れ）の金額は、減損利得または減損損失として、純損益に認識することが要求される。

 

　日本では、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」および関連する指針に従い、満期保有目的の債券、子会社株

式および関連会社株式ならびにその他有価証券のうち、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品以外のもの

（企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」等の適用開始以降は、「時価を把握することが極めて困難と認められ

る金融商品以外のもの」は「市場価格のない株式等以外のもの」）について時価が著しく下落したときは、回復する見込があ

ると認められる場合を除き、時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。時価

を把握することが極めて困難と認められる株式（企業会計基準第30号等の適用開始以降は、「市場価格のない株式等」）につ

いては、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合には、相当の減額をし、評価差額は当期の損失とし

て処理する。また、営業債権・貸付金等の債権については、債務者の財政状態および経営成績等に応じて債権を３つ（一般債

権、貸倒懸念債権および破産更生債権等）（金融機関では５つ）に区分し、区分ごとに定められた方法に従い貸倒見積高を算

定する。

　また日本では、減損の戻入れは、株式について禁止されているだけでなく、満期保有目的の債券およびその他の有価証券に

分類されている債券についても認められていない。貸付金および債権についても、直接減額を行った場合には、減損の戻入益

の計上は認められていない。

 

（12）株式に基づく報酬

 

　IFRSでは、IFRS第２号「株式に基づく報酬」がすべての株式に基づく報酬取引に適用され、持分決済型、現金決済型および

現金選択権付きの株式に基づく報酬取引の３つが規定されている。

(a)　持分決済型の株式に基づく報酬取引：受け取った財またはサービスおよびそれに対応する資本の増加を、原則として受け

取った財またはサービスの公正価値で測定する。従業員および他の類似サービス提供者との取引において受け取ったサー

ビスについては、付与した資本性金融商品の付与日現在の公正価値で測定する。

(b)　現金決済型の株式に基づく報酬取引：受け取った財またはサービスおよび発生した負債を、当該負債の公正価値で測定す

る。

(c)　現金選択権付きの株式に基づく報酬取引：株式に基づく報酬取引または当該取引の構成要素を、現金（または他の資産）

で決済する負債が発生している場合にはその範囲で現金決済型の株式に基づく報酬取引として、そのような負債が発生し

ていない場合にはその範囲で持分決済型の株式に基づく報酬取引として、会計処理される。

 

　また持分決済型取引に関して、ストック・オプション等の公正価値と予想される権利確定数に基づいて費用計上額を認識し

た後は、権利確定後に失効した場合でも費用の戻入れ等の処理は行われず、認識される株式に基づく報酬費用の総額に影響は

生じない。
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　日本でも、企業会計基準第８号「ストック・オプション等に関する会計基準」に基づき、ストック・オプションの付与日か

ら権利確定日までの期間にわたり、付与日現在のストック・オプションの公正な評価額に基づいて報酬費用が認識され、対応

する金額は資本（純資産の部の新株予約権）に計上される。

　ただし、同基準の適用範囲は持分決済型株式報酬に限定されており、現金決済型取引等については特段規定がなく、実務上

は発生時に費用（負債）処理される。また同基準では、権利確定後に失効した場合には失効に対応する新株予約権につき利益

計上（戻入れ）を行う等、IFRSと異なる処理が定められている。

 

（13）研究開発費

 

　IFRSでは、IAS第38号「無形資産」に基づき、研究費は発生時に費用計上される。開発費は、一定の基準を満たす場合に、資

産に計上され耐用年数にわたり償却される。

 

　日本では、「研究開発費等に係る会計基準」に基づき、すべての研究開発費は発生時に費用処理しなければならない。

 

（14）有形固定資産

 

（a） 減価償却方法

　IFRSでは、IAS第16号「有形固定資産」に従い、資産の将来の経済的便益が企業によって消費されると予測されるパターンを

反映する減価償却方法を使用しなければならない。減価償却方法は、少なくとも各事業年度末に再検討を行わなければならな

い。資産の将来の経済的便益の予測消費パターンに大きな変更があり、減価償却方法の変更を行った場合には、会計上の見積

りの変更として会計処理する。

 

　日本では、日本公認会計士協会（以下「JICPA」という。）監査・保証実務委員会実務指針第81号「減価償却に関する当面の

監査上の取扱い」および企業会計基準第24号「会計方針の開示、会計上の変更および誤謬の訂正に関する会計基準」に基づ

き、減価償却方法は会計方針に該当するが、その変更については、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別すること

が困難な場合」として、会計上の見積りの変更と同様に取り扱う（遡及適用は行わない。）。

 

（b） コンポーネント・アカウンティング

　IFRSでは、IAS第16号に従い、有形固定資産項目の取得原価の合計額に対して重要性のある各構成部分に当初認識された金額

を配分し、個別に減価償却を行わなければならない。

 

　日本では、有形固定資産の減価償却の単位に関して、特段の規定はない。

 

（c） 有形固定資産の再評価

　IFRSでは、IAS第16号に従い、当初認識後の有形固定資産の測定方法として再評価モデルを適用することができる。再評価モ

デルでは、有形固定資産は、再評価日現在の公正価値から、その後の減価償却累計額およびその後の減損損失累計額を控除し

た額で計上される。

 

　日本では、有形固定資産は取得原価で計上される。特別の法律によらない限り、資産の再評価は認められていない。

 

（15）資産に関する政府補助金

 

　IFRSでは、IAS第20号「政府補助金の会計処理および政府援助の開示」に従い、資産に関する政府補助金は、以下のいずれか

により処理される。

(a）　補助金を繰延収益に認識し、資産の耐用年数にわたり規則的に純損益に認識する方法

(b）　取得原価から補助金を控除し、資産の帳簿価額を算定する方法

 

　日本では、固定資産に関して受け取った国庫補助金および交付金は、受入時に利益として認識される。ただし、企業会計原

則等に基づき、対応する資産の取得原価から当該補助金および交付金を直接控除するか、または剰余金処分により積立金に計

上し処理することも認められている。

 

（16）収益認識
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　IFRSでは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、約束した財またはサービスの顧客への移転を当該財また

はサービスと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を認識することが要求されており、この中心と

なる原則に従って収益を認識するために、以下の５つのステップを適用する。

ステップ１： 顧客との契約を識別する。

本会計基準の要求事項は顧客と合意され、かつ、所定の要件を満たす契約のそれぞれに適用される。

ステップ２： 契約における履行義務を識別する。

契約は、顧客に財またはサービスを移転する約束を含んでいる。それらの財またはサービスが別個のものであ

る場合には、当該約束が履行義務であり、区分して会計処理される。

ステップ３： 取引価格を算定する。

取引価格とは、約束した財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込んでいる契約にお

ける対価の金額である。取引価格は固定金額の顧客の対価である場合もあるが、変動対価または現金以外の形

態の対価を含む場合もある。

ステップ４： 契約における履行義務に取引価格を配分する。

契約において約束した別個の財またはサービスのそれぞれの独立販売価格の比率に基づき、各履行義務に取引

価格を配分する。独立販売価格が観察可能でない場合には、当該独立販売価格を見積る。

ステップ５： 履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。

約束した財またはサービスを顧客に移転することにより履行義務を充足した時に、または充足するにつれて、

充足した履行義務に配分された額で収益を認識する。財またはサービスが移転するのは、顧客が当該財または

サービスに対する支配を獲得した時（または獲得するにつれて）である。履行義務は、一時点で充足される場

合（顧客に財を移転する約束の場合に一般的）もあれば、一定の期間にわたり充足される場合（顧客にサービ

スを移転する約束の場合に一般的）もある。

　IFRS第15号はまた、契約獲得の増分コストに関する要求事項も含み、本人なのか代理人なのかの検討等に関する適用指針を

提供している。

 

　日本では、2018年３月30日に企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」およびその適用指針である企業会計基準適

用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針」（総称して「本会計基準等」という。）が公表され、2021年４月１日

以後開始する連結会計年度および事業年度の期首からの適用が求められており、早期適用も認められている。本会計基準等

は、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目があ

る場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することを基本的な方針として開発が行われている。　

　本会計基準等が公表されるまでは、収益認識に関する包括的な会計基準は存在せず、従来より企業会計原則の実現主義の原

則に基づき収益を認識するとされている。物品販売については実務上、出荷基準が広く採用されている。また、割賦販売につ

いては販売基準以外に回収基準・回収期限到来基準も容認されている。ただし、企業会計基準第29号においては、割賦販売に

ついて回収基準・回収期限到来基準を適用することは認められない。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

276/297



（17）繰延税金

 

（a） 繰延税金資産の回収可能性

　IFRSでは、IAS第12号「法人所得税」に基づき、将来減算一時差異を利用できる課税所得が生じる可能性が高い範囲内で、す

べての将来減算一時差異について繰延税金資産を認識しなければならない。近年に損失が発生した経歴があるときは、企業

は、税務上の繰越欠損金または繰越税額控除より発生する繰延税金資産を、十分な将来加算一時差異を有する範囲内でのみ、

または税務上の繰越欠損金もしくは繰越税額控除の使用対象となる十分な課税所得が稼得されるという他の信頼すべき根拠が

ある範囲内でのみ認識する。

 

　日本では、企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」に詳細な規定があり、収益力、

タックス・プランニング、および将来加算一時差異の解消に基づき、各一時差異の解消のスケジューリング等を考慮して、繰

延税金資産の回収可能性を判断することが求められている。収益力に基づく判断に際しては、過去3年間と当期の課税所得等の

要件に基づき企業を5つに分類し、当該分類に応じて回収が見込まれる繰延税金資産の計上額を決定する。

 

（b） 内部取引の未実現利益の消去に係る税効果

　IFRSでは、IAS第12号「法人所得税」に基づき、内部取引の未実現利益の消去に係る税効果は、資産負債法に基づき、一時差

異が発生している資産を保有する買手の税率により繰延税金資産を測定する。買手では、未実現利益の消去により発生する将

来減算一時差異も含め、すべての将来減算一時差異についての繰延税金資産の回収可能性を判断する。

 

　日本では、企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」に基づき、内部取引の未実現利益の消去

に係る一時差異に対しては、例外的に繰延法に基づき売却元の税率を使用する。また、未実現利益の消去に係る一時差異は、

売却元の売却年度の課税所得の額を上限とする。

 

（18）リース取引

 

　IFRSでは、IFRS第16号「リース」が、リースを「資産（原資産）を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する

契約または契約の一部分」と定義し、顧客が使用期間全体を通じて次の両方を有している場合にこれを満たすとしている。

 

（a） 特定された資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利

（b） 特定された資産の使用を指図する権利

　IFRS第16号は、借手に、期間が12か月超のすべてのリースについて、資産および負債を認識することを要求している（原資

産が少額の場合を除く）。借手は、リース対象の原資産の使用権を表す使用権資産およびリース料の支払義務を表すリース負

債を認識することを要求される。借手は、使用権資産をその他の非金融資産（有形固定資産等）と同様に、リース負債をその

他の金融負債と同様に測定する。その結果、借手は使用権資産の減価償却費およびリース負債に係る利息を認識する。リース

から生じる資産および負債は現在価値ベースで当初測定される。この測定には、解約不能なリース料（インフレに連動する料

金を含む）が含まれる。また、借手がリースを延長するオプションを行使する、またはリースを解約するオプションを行使し

ないことが合理的に確実である場合には、オプション期間に行われる支払も含まれる。

 

　日本では、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」」が、リース取引を、「特定の物件の所有者たる貸手が、

当該物件の借手に対し、合意された期間にわたりこれを使用収益する権利を与え、借手は、合意された使用料を貸手に支払う

取引」と定義している。借手は、リース取引をファイナンス・リース取引とそれ以外の取引（オペレーティング・リース取

引）に区分し、ファイナンス・リース取引について、財務諸表に資産計上し、対応するリース債務を負債に計上する。ファイ

ナンス・リース取引とは、解約不能かつフルペイアウトの要件を満たすものをいい、ファイナンス・リース取引に該当するか

どうかについてはその経済的実質に基づいて判断すべきものであるとしている。ただし、解約不能リース期間がリース物件の

経済的耐用年数の概ね75％以上、または解約不能のリース期間中のリース料総額の現在価値がリース物件を借手が現金で購入

するものと仮定した場合の合理的見積金額の概ね90％以上のいずれかに該当する場合は、ファイナンス・リースと判定され

る。リース資産およびリース債務の計上額を算定するにあたっては、原則として、リース契約締結時に合意されたリース料総

額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積額を控除する方法による。当該利息相当額については、原則として、

リース期間にわたり利息法により配分する。再リースに係るリース料は、企業会計基準適用指針第16号「リース取引に関する

会計基準の適用指針」に基づき、借手が再リースを行う意思が明らかな場合を除き、リース料総額に含めない。ファイナン

ス・リースは、借手の財務諸表に資産計上され、対応する金額が負債として認識される。なお、オペレーティング・リース取
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引、および少額（リース契約１件当たりのリース料総額が300万円以下の所有権移転外ファイナンス・リース）または短期（１

年以内）のファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うことができる。

 

（19）借入コスト

 

　IFRSでは、IAS第23号「借入コスト」に基づき、適格資産の取得、建設または生産に直接起因する借入コストは、当該資産の

取得原価の一部として資産化される。ただし、借入コストが将来、企業に経済的便益をもたらすことが確実であり、かつ、原

価が信頼性をもって測定可能である場合に限る。資産化の条件を満たさないそれ以外の借入コストはすべて、発生した期間の

費用として認識される。

　日本では、借入コストは原則として発生した期間に費用処理しなければならない。ただし、不動産開発事業を行う場合には

JICPA業種別監査研究部会建設業部会・不動産業部会「不動産開発事業を行う場合の支払利子の監査上の取扱いについて」に基

づき、また、固定資産を自家建設する場合には「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見書」第三に基づき、一

定の要件を満たす場合には借入金の支払利子の資産化が容認されている。

 

（20）カスタマー・ロイヤルティ・プログラム（ポイント制度）

 

　IFRSでは、カスタマー・ロイヤルティ・プログラムにおける顧客特典クレジット等の契約における追加的な財またはサービ

スに対する顧客のオプションは、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」に基づき、オプションが、当該契約を締結しな

ければ顧客が受け取れない重要な権利を顧客に提供する場合には、契約における履行義務として処理される。

 

　日本では、企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」およびその適用指針（2021年４月１日以後開始する連結会計

年度および事業年度の期首からの適用が求められており、早期適用も認められている。）において、カスタマー・ロイヤル

ティ・プログラム（ポイント制度）については、IFRS第15号と同様の会計処理を行うことが求められる。同基準の公表前にお

いては、ポイント制度の会計処理に関する明確な指針は定められていなかった。

 

（21）負債と資本の区分

 

　IFRSでは、IAS第32号「金融商品：表示」に基づき、当初認識時に、契約の実質、ならびに金融負債、金融資産および資本性

金融商品の定義に従い、金融負債、金融資産または資本性金融商品に分類する。

 

　日本では、会社法上の株式として発行された金融商品は、純資産の部に計上される。転換社債型新株予約権付社債について

は、企業会計基準適用指針第17号「払込資本を増加させる可能性のある部分を含む複合金融商品に関する会計処理」におい

て、一括して負債とするか、社債と新株予約権に区分して負債と純資産の部にそれぞれ表示することが定められている。

 

（22）損益計算書上の表示

 

　IFRSでは、IAS第１号「財務諸表の表示」に基づき、収益または費用のいかなる項目も、純損益およびその他の包括利益を表

示する計算書または注記において、異常項目として表示してはならない。なお、IAS第１号では「営業利益」を定義していない

が、純損益およびその他の包括利益を表示する計算書に営業利益を表示することは認められる。

 

　日本では、企業会計原則および企業会計基準第22号「連結財務諸表に関する会計基準」に基づき、損益計算書上、売上総利

益、営業利益、経常利益を含む損益の段階別表示を行わなければならない。経常損益計算の結果を受け、特別利益および特別

損失を記載することが求められる。

 

（23）法人所得税の不確実性

 

　IFRSでは、IFRIC第23号「法人所得税の税務処理に関する不確実性」に基づき、企業は、税務当局が不確実な税務処理（関連

する税務当局が税法に基づいてその税務処理を認めるかどうかに関して不確実性がある税務処理）を認める可能性が高いかど

うかを検討しなければならない。

税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高いと企業が結論を下す場合には、企業は、課税所得（税務上の欠損金）、税

務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除または税率を、法人所得税申告において使用したかまたは使用を予定している

税務処理と整合的に決定しなければならない。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

278/297



税務当局が不確実な税務処理を認める可能性が高くないと企業が結論を下す場合には、企業は、不確実性の影響を、関連する

課税所得（税務上の欠損金）、税務基準額、税務上の繰越欠損金、繰越税額控除または税率を決定する際に反映しなければな

らない。企業は、不確実な税務処理のそれぞれについて、不確実性の影響を、いずれの方法が不確実性の解消をより良く予測

すると企業が見込んでいるのかに応じて、①最も可能性の高い金額または②期待値のいずれかの方法を用いることによって反

映しなければならない。

 

　日本では、企業会計基準第27号「法人税、住民税および事業税等に関する会計基準」において、過年度の所得等に対する法

人税、住民税および事業税等の更正等による追徴および還付の場合の当該追徴税額および還付税額、または、更正等により追

徴税額を納付したが当該追徴の内容を不服として法的手段を取る場合の還付税額の認識の閾値が定められている。同基準に基

づき、当該追徴税額または当該還付税額を合理的に見積もることができる場合には、誤謬に該当する場合を除き、追徴される

可能性が高い場合および還付されることが確実に見込まれる場合に、それぞれ当該追徴税額および還付税額を損益に計上する

ことが求められている。このように、認識の閾値は、追徴の場合と還付の場合とで異なっている。
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第７【外国為替相場の推移】
 

１【最近５年間の事業年度別為替相場の推移】

決算年月 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

最高 17.32 17.48 16.75 16.06 18.06

最低 15.75 16.01 14.86 14.79 15.78

平均 16.61 16.71 15.80 15.48 17.04

期末 17.28 16.16 15.60 15.81 18.05

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）

出所：中国の国家外国為替管理局（State Administration of Foreign Exchange）が公表している人民元／100円のデータ

を基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

２【最近６月間の月別最高・最低為替相場】

月別 2021年11月 2021年12月 2022年1月 2022年2月 2022年3月 2022年4月

最高 18.05 18.06 18.22 18.29 19.44 20.22

最低 17.66 17.72 17.93 18.04 18.10 19.19

平均 17.85 17.88 18.06 18.17 18.68 19.68

単位：１人民元の円相当額（円／人民元）

出所：中国の国家外国為替管理局（State Administration of Foreign Exchange）が公表している人民元／100円のデータ

を基に、円／人民元ベースに換算したものである。

 

３【最近日の為替相場】

１人民元＝19.56円（2022年４月28日）

出所：中国の国家外国為替管理局（State Administration of Foreign Exchange）が公表している人民元／100円のデータを

基に、円／人民元ベースに換算したものである。
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第８【本邦における提出会社の株式事務等の概要】
 

 

以下は、本株式に関する株式事務、権利行使の方法及び関連事項の概要である。

 

１．本邦における株式事務等の概要

(1)　株式の名義書換取扱場所及び名義書換代理人

日本においては、本株式の名義書換取扱場所又は名義書換代理人は存在しない。

本株式の取得者（以下「実質株主」という。）は、その取得窓口となった証券会社（以下「窓口証券会社」という。）と

の間に外国証券取引口座約款（以下「約款」という。）を締結する必要があり、当該約款により、実質株主の名義で外国

証券取引口座（以下「取引口座」という。）が開設される。売買取引の実行、売買代金の決済、証券の保管及び本株式に

関するその他の取引に関する事項は全てこの取引口座を通じて処理される。ただし、機関投資家で窓口証券会社に本株式

の保管の委託をしない場合は、約款に代えて外国証券取引約諾書を窓口証券会社と締結する必要がある。この場合、取引

の実行、売買代金の決済及び本株式の取引に関するその他の支払についての各事項は全て当該契約の各条項に従い処理さ

れる。

(2)　株主に対する特典

なし

(3)　株式の譲渡制限

本株式に譲渡制限はない。

(4)　その他株式事務に関する事項

(a)　株券の保管

取引口座を通じて保有される本株式は、窓口証券会社を代理する香港における保管機関（以下「現地保管機関」と

いう。）又はその名義人の名義で登録され、現地保管機関により保管される。

(b)　配当等基準日

当社から配当等を受取る権利を有する実質株主は、当社の取締役会が配当支払等のために定めた基準日現在、本株

式を実質的に所有する者である。

(c)　事業年度の終了

毎年12月31日

(d)　公告

日本においては本株式に関する公告は行わない。

(e)　実質株主に対する株式事務に関する手数料

実質株主は、窓口証券会社の定めるところにより、約款に規定された手続き及び行為のための手数料及び費用とし

て、取引口座を維持するための管理料を支払う。さらに、実質株主は、約款に規定されたその他の費用を支払う可能

性もある。

 

２．日本における実質株主の権利行使方法

(1)　実質株主の議決権の行使に関する手続

議決権の行使は、実質株主が窓口証券会社を通じて行う指示に基づき、現地保管機関又はその名義人が行う。ただし、

実質株主が指示をしない場合、現地保管機関又はその名義人は実質株主のために保管されている本株式について議決権を

行使しない。

(2)　配当請求に関する手続

(a)　現金配当の交付手続

約款に従い、現金配当は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質株

主に交付する。

(b)　株式配当等の交付手続

株式分割により割当てられた本株式は、現地保管機関又はその名義人の名義で登録され、窓口証券会社はかかる本

株式を取扱口座を通じて処理する。ただし、実質株主から別段の要請がない限り、売買数が香港における売買単位未

満の端数の本株式については、窓口証券会社を代理する現地保管機関により香港で売却され、その純手取金は、窓口

証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質株主に支払う。

株式配当により割当てられた本株式は、実質株主から別段の要請がない限り、窓口証券会社を代理する現地保管機関

により香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を

通じて実質株主に支払う。

(3)　株式の譲渡に関する手続
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実質株主がその持ち株の売却注文をなす際の実質株主と窓口証券会社との間の決済は円貨又は窓口証券会社が応じうる

範囲内の外貨による。窓口証券会社は、国内店頭取引についての本株式の決済を口座の振替によって行い、本株式の取引

の結果として現地保管機関の本株式数残高に増減が生じた場合には、本株式の名義書換の手続に従って香港の登録機関に

おいて関係本株式の譲渡手続がとられる。

(4)　新株引受権

本株式について新株引受権が与えられる場合には、新株引受権は、通常、窓口証券会社を代理する現地保管機関により

香港で売却され、その純手取金は、窓口証券会社が現地保管機関又はその名義人から一括受領し、取引口座を通じて実質

株主に支払う。

(5)　本邦における配当等に関する課税上の取扱い

本邦における課税上の取扱いの概要は以下のとおりである。

(a)配当

ⅰ　日本において実質株主に対して支払われる配当金は、個人については配当所得となり、法人については益金となる。

ⅱ　個人の配当控除及び法人の益金不算入の適用は原則として認められない。個人の配当控除は内国法人からの配当にのみ

認められる。法人の益金不算入の適用は外国子会社から受ける配当についても適用があるがポートフォリオ投資の場合

には持株割合要件・保有期間要件を充足せず適用がない。

ⅲ　本株式について日本の居住者たる個人又は日本の法人が日本における支払の取扱者を通じて交付を受ける配当金につい

ては、外国において当該配当の支払の際に徴収された源泉徴収税がある場合にはこの額を外国における当該配当の支払

額から控除した後の金額に対して、2014年１月１日からは、軽減税率の延長措置の終了と復興特別所得税（2014年１月

１日から2037年12月31日まで所得税額に対する2.1％付加税率）の適用により、個人の場合は15.315％（他に地方税

５％）、法人の場合は15.315％の税率が課される。上場株式等の配当を受ける日本の居住者たる個人（ただし、一定の

大口株主を除く）については、当社株式が上場株式等である限り、原則として、一銘柄につき一回の配当支払金額の多

寡にかかわらず、源泉徴収により配当に係る課税を完了させ、確定申告をしないことを選択することができるため、か

かる選択をした場合には、別途確定申告を要しない。確定申告を行わない場合には、総合課税又は申告分離課税の場合

に認められる二重課税を調整するための外国税額控除制度の適用は原則として認められない。内国法人である株主の場

合には、普通株式について支払いを受けた配当は法人税法上益金として課税されるが、日本における支払の取扱者によ

る支払いの際に源泉徴収された税額については適用ある法令にしたがって所得税額の控除を受けることができる。

ⅳ　日本の居住者たる個人が支払を受けるべき上場株式等の配当所得については、総合課税か申告分離課税を選択できる

（ただし、その年において申告する上場株式等の配当所得の全額について、申告分離課税又は総合課税のいずれかを選

択する必要がある）。

(b）売却損益

ⅰ　本株式の売却による損益は、原則として、日本の内国法人の上場株式の売買損益課税と同様である。

ⅱ　日本の居住者たる個人納税者が有する特定口座内保管上場株式等以外の上場株式等の売却益については、確定申告によ

り、他の所得と分離して所得税が課税（申告分離課税）されることになっており、その際の税率は、2014年１月１日か

らは、軽減税率の延長措置の終了と復興特別所得税の適用により、15.315％（他に地方税５％）となっている。また、

本株式を、証券会社に開設した特定口座（源泉徴収口座）を通して源泉徴収の適用があることを選択した上で売却した

場合には、売却時に源泉徴収され（税率は上記同様）、原則として、確定申告を要しない。

(c）相続税

ⅰ　日本国の居住者が相続した本株式は日本国の相続税の対象となる。

ⅱ　日本国の居住者が相続した本株式が同時に外国の遺産税の対象となることがあるが、外国で徴収された当該遺

産税については、日本国の相続税法の下で外国税額控除が受けられる。

(d）国外財産調書制度

ⅰ　日本の居住者、又は外国人であるが日本の永住者である場合、12月31日現在で保有する国外財産について、その時価の

総額が5,000万円超である場合、国外財産調書を提出しなければならない。当社株式は一般的に国外財産に該当し、かか

る調書の提出期限は翌年3月15日である。

ⅱ　なお、国外財産調書に虚偽を記載した場合は1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される。

 

(6)　実質株主に対する諸通知

当社が登録株主に対して行う通知及び通信は、現地保管機関又はその名義人に対してなされる。現地保管機関はこれを

窓口証券会社に送付する義務があり、窓口証券会社はこれをさらに各実質株主に送付する義務がある。実費は実質株主に

請求される。ただし、実質株主がその送付を希望しない場合又は当該通知若しくは通信の性格上重要性が乏しい場合に

は、送付することなく窓口証券会社の店頭に備え付け、実質株主の閲覧に供される。
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　中国及び香港における課税上の取扱いについては、「第１本国における法制等の概要－３．課税上の取扱い」を参

照。
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第９【提出会社の参考情報】
 

１【提出会社の親会社等の情報】

当社の発行する有価証券は金融商品取引法第24条第１項第１号及び第２号のいずれにも該当しないため、該当事項はない。

 

２【その他の参考情報】

 

イ．有価証券報告書及びその添付書類

事業年度　第19期（自2020年１月１日　至2020年12月31日）

2021年６月23日　関東財務局長に提出

 

ロ．半期報告書及びその添付書類

自2021年１月１日　至2021年６月30日

2021年９月30日　関東財務局長に提出

 

ハ．臨時報告書及びその添付書類

①　2021年４月21日、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の

４の規定に基づき関東財務局長に提出

 

②　2021年８月25日、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第１号の

規定に基づき関東財務局長に提出

 

ニ．訂正報告書

訂正報告書（上記ハ．②の臨時報告書の訂正報告書）を2021年９月28日に関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
 

第１【保証会社情報】
 

　該当事項なし

 

第２【保証会社以外の会社の情報】
 

　該当事項なし

 

第３【指数等の情報】
 

該当事項なし
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Independent Auditor's Report
 

To the Shareholders of China Telecom Corporation Limited

(incorporated in the People's Republic of China with limited liability)

 

 

Opinion

 

What we have audited

 

The consolidated financial statements of China Telecom Corporation Limited (the “Company”) and its subsidiaries

(the “Group”), which are set out on pages 186 to 286, comprise:

・　the consolidated statement of financial position as at 31 December 2021;

・　the consolidated statement of comprehensive income for the year then ended;

・　the consolidated statement of changes in equity for the year then ended;

・　the consolidated statement of cash flows for the year then ended; and

・　the notes to the consolidated financial statements, which include significant accounting policies and

other explanatory information.

 

Our opinion

 

In our opinion, the consolidated financial statements give a true and fair view of the consolidated financial

position of the Group as at 31 December 2021, and of its consolidated financial performance and its consolidated

cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (“IFRSs”) and

have been properly prepared in compliance with the disclosure requirements of the Hong Kong Companies Ordinance.

 

Basis for Opinion

 

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (“ISAs”). Our responsibilities

under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated

Financial Statements section of our report.

 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our

opinion.

 

Independence

 

We are independent of the Group in accordance with the International Code of Ethics for Professional Accountants

(including International Independence Standards) issued by the International Ethics Standards Board for

Accountants (“IESBA Code”), and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with the

IESBA Code.

 

Key Audit Matters

 

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of

the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our

audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not

provide a separate opinion on these matters.
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Key audit matters identified in our audit are summarised as follows:

・　Revenue recognition

・　Impairment assessment of goodwill

 

Key Audit Matter How our audit addressed the

Key Audit Matter

Revenue recognition

 

Refer to Note 3 ‒ Significant accounting

policies (m) and Note 27 ‒ Operating revenues

to the consolidated financial statements.

 

The Group's operating revenues are mainly

generated from the provision of mobile

communications, wireline and Smart Family,

Industrial Digitalisation services and from

sales of goods.

 

We focused on this area as significant efforts

were spent on auditing revenue recognition due

to the significant volume of the transactions,

the complexity of the related information

technology systems, the variety of tariff and

package structures relating to the services and

the complexity of multiple-element

arrangements. This also involved a number of

judgements and estimates on the identification

of distinct performance obligations and the

determination of the stand-alone selling price

for each single performance obligation in the

allocation of transaction prices among various

performance obligations.

 

 

In response to this key audit matter, we

performed the following procedures:

 

・　Obtained an understanding of, evaluated and

tested the design and operating

effectiveness of internal controls over the

capture and measurement of revenue

transactions, including the key internal

controls over in-scope IT systems such as

billing system;

 

・　Evaluated the appropriateness of

management's identification and evaluation

of the terms and conditions by examining

contracts with customers and evaluating

management's determination of the impact of

those terms and conditions on revenue

recognition;

 

・　Evaluated the appropriateness of

management's identification of distinct

performance obligations and the

determination of the stand-alone selling

price for each performance obligation; and

 

・　Performed substantive testing on revenue by

examining supporting documents such as end-

user contracts, customer bills and billing

reports using sampling techniques and by

examining the reconciliation between the

billing system and financial records by

using computer assisted audit techniques.

 

Based on our work, we found that the revenue

recognized was supported by the evidence we

obtained.
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Key Audit Matter How our audit addressed the

Key Audit Matter

Impairment assessment of goodwill

 

Refer to Note 3 ‒ Significant accounting

policies (h), Note 7 ‒ Goodwill and Note 47 ‒

Accounting estimates and judgments to the

consolidated financial statements.

 

The Group had recorded goodwill arising from

acquisition of its mobile communications

business. In accordance with International

Accounting Standards (“IAS”) 36 “Impairment

of Assets”, the Group is required to perform

goodwill impairment assessment both annually

and whenever there is an indication that a

cash-generating unit (“CGU”) to which

goodwill has been allocated may be impaired.

When performing the impairment assessment,

management has determined the recoverable

amounts of the CGU based on value in use

calculations using discounted cash flow model.

 

We focused on auditing the impairment

assessment of goodwill due to the magnitude of

the carrying amount of goodwill and the

estimation of recoverable amount was subject to

a high degree of estimation uncertainty. The

inherent risk in relation to the impairment

assessment of goodwill is considered

significant due to the complexity of the

impairment model deployed, subjectivity of

significant assumptions used, and significant

judgements involved in selecting the underlying

data, such as revenue growth rate, terminal

growth rate and pre-tax discount rate.

 

 

In response to this key audit matter, we

performed the following procedures:

 

・　Obtained an understanding of the

management's internal controls and

assessment process of the recoverable

amounts of goodwill; and assessed the

inherent risks of material misstatements by

considering the degree of estimation

uncertainty and level of other inherent risk

factors such as complexity, subjectivity,

changes and susceptibility to management

bias or fraud;

 

・　Evaluated and tested the key internal

controls over the impairment assessment of

goodwill including controls over the

development of the model and significant

assumptions used in the impairment test;

 

・　Assessed the reasonableness of management's

allocation of goodwill to CGUs or groups of

CGUs based on our understanding of the

Group's business;

 

・　Involved our valuation specialists to

evaluate the appropriateness of the model

and certain significant assumptions such as

the pre-tax discount rate and terminal

growth rate;

 

・　Evaluated the reasonableness of other key

assumptions adopted in the model such as

revenue growth rate with consideration paid

to external evidence and the degree of

historical accuracy of the management's

assumptions and projections in achieving the

forecasts; and

 

・　Tested the completeness, accuracy and

relevancy of the underlying data used and

the mathematical accuracy of the

calculations in the models.

 

Based on our work, we found that the result of

management's impairment assessment of goodwill

was supported by the evidence we obtained.
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Other Information

 

The directors of the Company are responsible for the other information. The other information comprises all of the

information included in the annual report other than the consolidated financial statements and our auditor's report

thereon.

 

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information and we do not express any form of

assurance conclusion thereon.

 

In connection with our audit of the consolidated financial statements, our responsibility is to read the other information

and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the consolidated financial

statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

 

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are

required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

 

Responsibilities of Directors and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

 

The directors of the Company are responsible for the preparation of the consolidated financial statements that give a true

and fair view in accordance with IFRSs and the disclosure requirements of the Hong Kong Companies Ordinance, and for such

internal control as the directors determine is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements

that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 

In preparing the consolidated financial statements, the directors are responsible for assessing the Group's ability to

continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis

of accounting unless the directors either intend to liquidate the Group or to cease operations, or have no realistic

alternative but to do so.

 

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

 

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

 

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free

from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. We

report our opinion solely to you, as a body, and for no other purpose. We do not assume responsibility towards or accept

liability to any other person for the contents of this report. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not

a guarantee that an audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists.

Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could

reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial

statements.

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

289/297



As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism

throughout the audit. We also:

・　Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether

due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit

evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a

material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve

collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

 

・　Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures

that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the

effectiveness of the Group's internal control.

 

・　Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates

and related disclosures made by the directors.

 

・　Conclude on the appropriateness of the directors' use of the going concern basis of accounting and, based

on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions

that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a

material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures

in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our

conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future

events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.

 

・　Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements,

including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying

transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 

・　Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or

business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We

are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely

responsible for our audit opinion.

 

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the

audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during

our audit.

 

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements

regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to

bear on our independence, and where applicable, actions taken to eliminate threats or safeguards applied.
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From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most

significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the

key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public

disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be

communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh

the public interest benefits of such communication.

 

 

The engagement partner on the audit resulting in this independent auditor's report is Wilson W.Y. Chow.

 

 

 

 

 

 

 

 

PricewaterhouseCoopers

Certified Public Accountants

 

Hong Kong, 17 March 2022

 

　　次へ
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独立監査人の監査報告書
 

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド　株主の皆様へ

　　(中華人民共和国で設立された有限責任会社)

 

 

監査意見

 

監査の対象

 

　我々は186ページから286ページまでに掲載されているチャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド（以下「会社」

という）およびその子会社（以下、総称して「グループ」という）の連結財務諸表を監査した。当該連結財務諸表は以下の内

容から構成される。

・　2021年12月31日現在の連結財政状態計算書

・　同日をもって終了する事業年度の連結包括利益計算書

・　同日をもって終了する事業年度の連結株主持分変動計算書

・　同日をもって終了する事業年度の連結キャッシュ・フロー計算書

・　重要な会計方針およびその他の説明情報を含む連結財務諸表注記

 

当監査法人の意見

 

　我々の意見では、当該の連結財務諸表は、グループの2021年12月31日現在の連結の財政状態、同日をもって終了する事業年

度の連結の経営成績およびキャッシュ・フローの状況について国際財務報告基準に従い真実かつ公正なる概観を与えており、

かつ香港会社条例に定める開示要件に準拠して適切に作成されていると判断した。

 

監査意見の基礎

 

　我々は、国際監査基準（ISA）に準拠して監査を行った。当該監査基準に基づく我々の責任は、本報告書の「連結財務諸表の

監査に関する監査人の責任」のセクションにさらに記載されている。

 

　我々は入手した監査証拠が監査意見の基礎となるに十分かつ適切なものであると確信している。

 

独立性

 

　我々は国際会計士倫理基準審議会（IESBA）が公表した職業会計士のための国際倫理規程（国際独立性基準を含む。）（以下

「IESBA規程」という）に従い、グループに対して独立性を有しており、IESBA規程に従って監査人のその他の倫理的責任を遵

守している。

 

監査上の主要な検討事項

 

　監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であ

ると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程および監査意見の形成にお

いて対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
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　監査上の主要な検討事項の概要は次のとおりである。

・　収益認識

・　のれんの減損評価

 

監査上の主要な検討事項の内容および決定理由 監査上の対応

収益認識

 

　連結財務諸表注記「3. 重要な会計方針 (m)」およ

び「27. 連結財務諸表上の営業収益」に記載のとお

り、当グループの営業収益は、主に移動通信サービ

ス事業、有線およびスマートファミリーサービス事

業、産業デジタライゼーションサービス事業、物品

販売事業から生じている。

 

　取引量の多さ、関連する情報技術システムの複雑

さ、サービスに関連する料金体系やパッケージ構造

の多様さ、複数要素に係る取決めの複雑さなどによ

り、収益認識の監査に多大な労力を要したことか

ら、この分野に我々は焦点を当てた。これにはま

た、様々な履行義務について取引価格を配賦するう

えでの個別履行義務の識別や個別履行義務に係る独

立販売価格の決定に係る多くの判断や見積りも要し

た。

 

 

 

　当該監査上の主要な検討事項に対して、我々は以下

の手続を実施した。

 

・　収益取引の認識および測定に関する内部統制の設

計および運用の有効性について理解し、評価し、

かつ検証した。これには、課金システムなど対象

範囲内のITシステムに関する主要な内部統制が含

まれる。

 

・　顧客との契約を検討することにより、かつ収益認

識に対する契約条項および条件による影響につい

ての経営者の判断を評価することにより、経営者

による当該条項および状況の識別および評価の妥

当性を評価した。

 

・　経営者による個別の履行義務の識別および各履行

義務に係る独立販売価格の設定の妥当性を評価し

た。

 

・　サンプリング手法によりエンドユーザー契約書、

顧客請求書、請求記録などの裏付文書を検証し、

かつコンピュータ利用監査技法により請求システ

ムと財務記録との突合を検証することにより、収

益に関する実証性テストを実施した。

 

　監査作業に基づき、経営者による収益認識は、我々

の入手した監査証拠によって裏付けられるものである

ことが分かった。
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監査上の主要な検討事項の内容および決定理由 監査上の対応

のれんの減損評価

 

　連結財務諸表注記「3. 重要な会計方針 (h)」、

「7. のれん」および「47. 会計上の見積りおよび判

断」に記載のとおり、グループは、移動通信事業の

取得にともない、のれんを計上していた。国際会計

基準（IAS）第 36 号「資産の減損」に従い、グルー

プは年次ベースで、のれんが配分されている資金生

成単位に減損の兆候がある場合にはいつでも、のれ

んの減損評価を実施することが要求される。減損判

定を行うにあたり、経営者は、割引キャッシュ・フ

ロー・モデルを用いた使用価値算定に基づき、資産

生成単位の回収可能価額を決定している。

 

　のれんの帳簿価額が大きく、回収可能価額の見積

りには高度な不確実性が伴うため、我々はのれんの

減損評価の監査に重点をおいた。のれんの減損評価

に関する固有のリスクが重大であるとみなされる要

因としては、導入された減損モデルの複雑さ、使用

された重要な仮定の主観性、および基礎データ（収

益成長率、期間成長率、税引前割引率など）の選択

に伴う重要な判断が挙げられる。

 

 

　当該監査上の主要な検討事項に対して、我々は以下

の手続を実施した。

 

・　のれんの回収可能価額に係る経営者の内部統制お

よび評価手続を理解し、かつ、見積りの不確実性

の程度およびその他の固有リスク要因（複雑性、

主観性、変化、経営者の偏向または不正による虚

偽表示の生じやすさ等）の程度を考慮して、重要

な虚偽表示の固有リスクを評価した。

 

・　のれんの減損評価に関する主要な内部統制（モデ

ルの開発および減損テストに使用する重要な前提

条件に関する統制を含む）を評価し、テストし

た。

 

・　経営者による資金生成単位または資金生成単位グ

ループ対するのれんの配分の合理性について、グ

ループの事業に関する我々の理解に基づき評価し

た。

 

・　モデルの妥当性および重要な前提条件（税引前割

引率や期間成長率など）の評価には、当監査人の

評価専門家を参加させた。

 

・　モデルに採用されたその他の主要な前提条件（収

益成長率など）の合理性を評価し、その際には外

部証拠や、これまでに経営者が予測を立てる上で

用いてきた仮定や見積りの精度を考慮した。

 

・　使用した基礎データの完全性、正確性、関連性、

およびモデルの計算の数学的精度をテストした。

 

　監査作業に基づき、経営者によるのれんの減損評価

の結果は、我々の入手した監査証拠によって裏付けら

れるものであることが分かった。

EDINET提出書類

チャイナ・テレコム・コーポレーション・リミテッド(E05927)

有価証券報告書

294/297



その他の情報

　会社取締役は、その他の情報について責任を負う。その他の情報とは、年次財務諸表に含まれる全ての情報からなる。ただ

し、連結財務諸表およびこれに対する当監査法人の監査報告書は含まない。

 

　連結財務諸表に対する当監査法人の意見は、その他の情報を対象するものではなく、これについて意見を表明することはな

い。

 

　連結財務諸表に対する当監査法人の監査に関連して、当監査法人の責任は、その他の情報を通読し、その他の情報と連結財

務財務諸表または当監査法人が監査を通じて得た知識との間に著しい不整合が存在するか、あるいは、重要な虚偽表示の兆候

がないかを検討することにある。

 

　もし、当監査法人が実施した作業に基づき、その他の情報に重要な虚偽表示があると結論づける場合には、当監査法人はそ

の旨を報告する義務を負う。これに関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する取締役およびガバナンス担当者の責任

　会社取締役は、国際財務報告基準および香港会社条例の開示要件に準拠した連結財務諸表の作成および適正かつ公正な表

示、ならびに不正によるものか誤謬によるものかを問わず重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成するために取締役が必要

と判断する内部統制の整備について責任を負う。

 

　連結財務諸表の作成において、取締役の責任は、継続企業として存続するグループの能力を評価し、該当する場合には継続

企業に関連する事項を開示すること、かつ、取締役がグループの清算若しくは事業停止の意図を有する場合またはそれ以外に

現実的な選択肢がない場合を除き継続企業の前提に基づいて連結財務諸表を作成することにある。

 

　ガバナンス担当者はグループの財務報告プロセスを監督する責任を負う。

 

 

連結財務諸表の監査に関する監査人の責任

 

　当監査法人の目的は、不正によるものか誤謬によるものかを問わず、全体としての連結財務諸表に重要な虚偽表示がないか

について合理的な確証を得て、当監査法人の意見を含めた監査報告書を発行することにある。当監査法人の意見は、全体とし

ての会社取締役会に対してのみ報告するものであり、それ以外の目的は存在しない。当監査法人は、この報告書の内容につい

て、他のいかなる者に対して責任を負うことも、あるいは債務を引き受けることもない。「合理的な確証」とは、高い水準の

確証であるが、国際監査基準に準拠して実施した監査が、存在する重要な虚偽表示を常に発見することを確約するものではな

い。虚偽表示は、不正または誤謬によって発生する可能性があり、それ単体としてまたは合計すると、財務諸表利用者が連結

財務諸表に基づいて行う経済的意思決定に影響を及ぼすと合理的に見込まれる場合には、重要性があると判断される。
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　国際監査基準に準拠した監査の一環として、当監査法人は監査を通じて常に職業的専門家としての懐疑心を保持し、職業的

専門家としての判断を行使するとともに、以下を実施する。

・　不正によるものか誤謬によるものかを問わず連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクを識別し、評価し、それらのリ

スクに対応する監査手続を立案し、実施し、当監査法人の意見の基礎を提供するに十分かつ適切な監査証拠を入手す

る。不正は共謀、文書の偽造、意図的な除外、虚偽の陳述、内部統制の無効化を伴う可能性があるため、不正による

重要な虚偽表示を発見できないリスクは、誤謬による重要な虚偽表示を発見できないリスクよりも高い。

 

・　状況に適した監査手続を立案すべく、監査に関連性のある内部統制を理解するが、グループの内部統制の有効性に関

する意見を表明することは目的としない。

 

・　採用された会計方針の適切性、ならびに取締役が行った会計上の見積りおよび関連する開示の合理性を評価する。

 

・　取締役が会計処理に際して継続企業の前提に基づいたことの適切性および、入手した監査証拠に基づき、継続企業と

して存続するグループの能力に著しい疑義をもたらしうる事象または状況に関連する重要な不確実性の有無について

結論付ける。重要な不確実性が存在すると結論付ける場合、当監査法人は監査報告書において、連結財務諸表に含ま

れる関連する開示に言及すること、あるいは関連する開示が妥当でない場合には意見を変更することが要求される。

当監査法人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいている。ただし、将来の事象または状況によっ

ては、グループが継続企業として存続できなくなることがある。

 

・　連結財務諸表の全体的な表示、構成および内容（開示を含む）、ならびに連結財務諸表がその基礎となる取引や事象

を適正に表示しているかを評価する。

 

・　連結財務諸表に対する意見を表明するため、グループ内の企業または事業活動の財務情報に関して、十分かつ適切な

監査証拠を入手する。当監査法人は、グループの監査の指示、監督および実施について責任を負う。当監査法人は、

その監査意見について単独で責任を負う。

 

　当監査法人は、特に監査の範囲とその実施時期の計画、および監査上の重要な発見事項（監査の過程で識別した内部統制の

重要な不備を含む）についてガバナンス担当者とコミュニケーションを行う。

 

　また、当監査法人は、独立性に関する倫理的要求事項を遵守していることをガバナンス担当者に表明し、かつ、当監査法人

の独立性に影響を及ぼすと合理的に考えられる全ての関係およびその他の事項、ならびに該当する場合には、脅威を排除する

ためにとった措置または適用した保護措置を、ガバナンス担当者に伝達する。
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　当監査法人は、ガバナンス担当者との伝達事項の中から、当期の連結財務諸表監査における最も重要な事項であり、した

がって監査上の主要な検討事項に該当する事項を決定している。当監査法人は、当該事項を監査報告書において報告する。た

だし、法令により当該事項の公表が禁止されている場合、または、極めて稀な状況ではあるが、監査報告書において報告する

ことにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が当該事項について報告すべきでないと判

断した場合はその限りではない。

 

 

　本独立監査人の監査報告書に係る監査に対する責任を有する監査責任者は、Wilson W.Y. Chow.である。

 

 

 

 

 

 

 

 

プライスウォーターハウスクーパース

公認会計士

 

2022年3月17日、香港
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